
１．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援について
（１）産後ケア事業の全国展開等について（関連資料１参照）

産後ケア事業については、令和元年の改正母子保健法により、各市区

町村に対し、実施の努力義務が課され 「少子化社会対策大綱 （令和、 」

２年５月29日閣議決定）においても、令和６年度末までの全国展開を目

指すこととされている。

また 「全世代型社会保障構築会議報告書 （令和４年12月16日取り、 」

まとめ）においても、産前・産後ケアの体制の充実や、利用者負担の軽

減を図る必要があるとされたところである。

こうした状況を踏まえ、令和５年度予算案では、必要とする全ての産

婦が産後ケア事業を利用することができるよう、利用者の所得の状況に

関わらず、利用料の減免支援を導入することとしている。あわせて、実

施要綱の「対象者」についても、これまでの「産後に心身の不調又は育

児不安等がある者」から、法律に合わせて「産後ケアを必要とする者」

とする改正を予定しており、本事業がユニバーサルなサービスであるこ

とを明確化することとしている。

このほか、産後ケア施設の整備費について、令和４年度第２次補正予

算で補助率の嵩上げ（1/2⇒2/3）を行うとともに、令和５年度予算案で

も、建物の修繕について「自己所有物件」だけでなく「賃借物件」も補

助対象とする拡充を行うこととしている。各市町村においては、こうし

た支援策を活用し、産後ケア事業の体制整備に御協力いただきたい。

加えて、産後ケア事業については 「妊娠・出産包括支援推進事業」、

において、都道府県と市町村や市町村間で情報を共有するための連絡調

整会議の開催や、利用者のニーズ把握、都道府県による市町村での共同

実施の推進等を支援するとともに、令和４年度子ども・子育て支援推進

調査研究事業において実施している実態調査の中で把握された、広域連

携に関する好事例等を取りまとめた上で年度内に周知することとしてい

る。また （４）に記載のとおり、令和５年度予算案においては、母子、

保健対策強化事業の新たなメニューを創設し、産後ケア事業も含め、計

画の策定や協議会の設置、当事者のニーズ把握等、都道府県による広域

支援を推進することとしている。各都道府県においては、こうした支援

、 。策を活用し 市町村における産後ケア事業の支援に御協力いただきたい
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（２）子育て世帯への相談支援について（関連資料２参照）

子育て世代包括支援センターについては、平成29年に法定化されて以

降、妊娠期から子育て期に至るまで、地域において切れ目ない支援体制

を構築することが重要との観点から、全国展開を進め、令和４年４月１

日時点で、1,647市町村（設置率約95%）に設置いただいたところ。

こうした中、令和４年６月に成立した改正児童福祉法において、市町

村の子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の設立の意

義や機能を維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子

「 」どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関 こども家庭センター

の設置に努めることとされたところである。また、令和３年度補正予算

において盛り込んだ、一体的相談支援機関の整備を推進するための事業

の実施期間は令和５年度末までとなっているため、積極的に活用いただ

きたい。また、令和４年度第２次補正予算で創設した出産・子育て応援

交付金事業も活用の上、地域の子育て世帯に寄り添った相談支援をお願

いする。

（３）低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援について（関連資料

３参照）

妊婦健診の受診券は妊娠の届出後に交付されるため、届出前の産科受

診料が低所得の若年妊婦等にとって経済的負担となっている、との指摘

を踏まえ、令和５年度予算案において、新たに、低所得の妊婦の初回産

科受診料について助成支援を行うこととしている。

本事業については、令和４年度第２次補正予算で創設した出産・子育

て応援交付金事業と一体的に実施することで、妊婦を必要な支援に議実

につなぐことが期待される。このため、受診料支援について、出産・子

育て応援交付金事業における伴走型相談支援として行う面談等の実施を

要件とするとともに、出産・子育て応援交付金事業における妊娠届出時

の経済的支援（出産応援ギフト）について、産科医療機関における妊娠

の確認を妊娠届出時の経済的支援（出産応援ギフト）の支給の要件とし

ている。伴走型相談支援事業と初回産科受診料支援を一体的に実施いた

だくことにより、妊婦に必要な支援が提供されるよう、取組を進めてい

ただきたい。

（４）母子保健対策強化事業を通じた都道府県の協議会設置等支援に
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ついて（関連資料４参照）

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律（平成

30年法律第104号。以下「成育基本法」という ）に基づく成育医療等。

の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針（以下「成育

医療等基本方針」という ）については、本年度内の改定を予定してい。

るところ。今般の改定においては、成育医療等の関係者による協議の場

の設置等を行う都道府県に対し、国が支援を行うこととしており、令和

５年度予算案において、母子保健対策強化事業の新たなメニューを創設

し、計画の策定や協議会の設置、当事者のニーズ把握等、母子保健に関

する都道府県による広域支援を推進することとしている。都道府県にお

かれては、市町村の母子保健事業の実施状況を把握し、均てん化や精度

管理関係者の連携強化を図るため、積極的に活用いただきたい。

（５）性と健康の相談センター事業及びプレコンセプションケアの推

進について（関連資料５参照）

成育医療等基本方針の見直しの中で、プレコンセプションケアについ

て、将来の妊娠のための健康管理に限らず、男女問わず、ライフステー

ジに応じた性や妊娠に関する正しい知識の普及や健康管理を促すことと

しているところ。

厚生労働省においては、令和４年度から、従来の「女性健康支援セン

ター事業」と「不妊専門相談センター事業」を統合し 「性と健康の相、

談センター事業」として、プレコンセプションケアを推進しているとこ

ろ。令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業の「プレコンセプ

ションケア体制整備に向けた相談・研修ガイドライン作成に向けた調査

研究」において、地方公共団体におけるプレコンセプションケアの手引

書を作成したため、参考とされたい。また、プレコンセプションケアを

促進する取組の一環として、若者向けのポータルサイト「スマート保健

相談室」を令和４年３月に公開した。からだや性・妊娠などに関する情

報や相談窓口などを掲載しており、適切な支援につなげられるよう、都

道府県及び市町村におかれても積極的に御活用いただくとともに、周知

にも御協力をお願いしたい。

また、令和５年度予算案では、これまで実施してきた特定妊婦等に対

する産科受診等に係る支援に加えて 「妊娠や性に関する疾病等で悩ん、

でいる10代等の若者」も支援対象とするとともに、性感染症や月経など

。 、の疾病等に関する受診費用も補助対象とする拡充を行っている さらに

医療機関に交通機関を利用して移動する場合の交通費の支援についても
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新たに補助対象としているため、御活用いただきたい。

（６）産前・産後サポート事業等について（関連資料６参照）

妊婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について相談支援

を行う産前・産後サポート事業において、

・ 多胎児の育児経験者家族によるピアサポート事業や、多胎妊産婦等

へ育児サポーターを派遣する多胎妊産婦等サポーター等事業（多胎妊

産婦等支援）

・ 父親による交流会等を実施するピアサポート支援や、急激な環境の

変化による父親の産後うつへの相談支援（出産や子育てに悩む父親支

援）

など、多胎妊産婦等や父親に対する支援への補助事業を実施しているた

め、市町村においては積極的に活用いただくようお願いする。

なお、多胎妊産婦等支援については、これまで実施主体を市町村のみ

に限っていたところ、令和５年度予算案において、一の市町村内の多胎

妊産婦が少人数である場合には、当該市町村が属する都道府県が実施す

ることを可能とする運用改善を予定している。都道府県においては、管

内市町村とも連携の上、多胎妊産婦等支援の実施について検討いただき

たい。

なお、多胎児を妊娠した妊婦に対しては、通常14回程度の妊婦健康診

査よりも追加で受診する健康診査に係る費用の補助を実施しているた

め、市町村においては積極的に御活用いただきたい。

（７）妊婦健康診査について（関連資料７参照）

① 妊婦健康診査の公費負担の状況調査について

妊婦が必要な回数（14回程度）の妊婦健康診査を受けられるよう、平

成25年度以降、地方財政措置が講じられている。また、平成27年４月か

ら、妊婦健康診査を、子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育

て支援事業に位置付け 「妊婦に対する健康診査についての望ましい基、

準 （平成27年３月31日厚生労働省告示第226号）において、その実施」

時期、回数及、内容等を定めているところである。

平成30年４月１日現在における妊婦健康診査の公費負担については、

全ての市区町村で14回以上実施され、公費負担額は全国平均で105,734

円であったが、各市区町村間で公費負担の対象となる検査項目等の状況

に差がみられた。

市区町村におかれては、上記告示において示す検査項目が受けられる

よう公費負担の更なる充実を図るなど、引き続き積極的な取組をお願い
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する。

② 妊婦健康診査の受診勧奨について

、 、妊娠中は 母体や胎児の健康の確保を図る上で定期的に健診を受診し

普段以上に健康に気をつけることが必要である。このため、厚生労働省

では、健診の重要性の理解を促進するためのリーフレットデザインを作

成の上、ホームページに掲載し、妊婦健康診査の受診を勧奨している。

各市区町村におかれても、広報誌・ホームページへの掲載、リーフレ

ットの作成、各種窓口での配布等の普及啓発により、妊婦健康診査の受

診勧奨に努めていただきたい。

また、妊娠の届出についても、関係機関と連携を図りながら、早期に

届出が行われるよう妊婦等に対し積極的な普及啓発に取り組むととも

に、適切な母子保健サービスの提供を図られたい。

さらに、届出が遅れた者については、届出が遅れた事由及び妊産婦等

の状況の把握や、必要に応じて保健指導を行う等、適切な支援をお願い

する。

引き続き、妊娠や出産に伴う心身の不調に関する知識や相談先につい

ての周知を図るようお願いする。

※すこやかな妊娠と出産のために

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken10/index.html

※“妊婦健診”を受けましょう

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/index.html

（８）産婦健康診査事業について（関連資料８参照）

出産後間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回

復、授乳状況及び精神状態の把握等）に係る補助事業を実施している。

産婦健康診査事業の実施に当たっては、産後うつへの早期対応を行う

ため、産後ケア事業を実施することを要件としていることから、市区町

村においては、産後ケア事業とともに積極的な取組をお願いしたい。

（９）母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について（関連

資料９参照）

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増

加の一途をたどり、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど、依然とし

て深刻な社会問題となっており、対応の充実が必要となっている。

こうした中、令和元年６月26日 「児童虐待防止対策の強化を図るた、
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めの児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、令和２年４月１

日から施行されたところ。

母子保健分野においても、令和元年８月１日付け子母発0801第１号厚

生労働省子ども家庭局母子保健課長通知「乳幼児健康診査未受診者等に

対する取組事例等の周知について」において、児童虐待防止に資する乳

幼児健康診査の取組事例として、当省が実施した調査研究等のポイント

や、地方公共団体における取組事例を周知した。当通知でお示ししたと

おり、未受診者等に対する取組については、定期的にフォローアップを

行うこととしているので、引き続き対応をお願いしたい。

また、令和２年１月14日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課事務

連絡「乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等に関するフォロー

アップについて」により確認させていただいた取組状況については、令

和２年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診査未受診

者等に対する取組事例に関する調査研究」において取りまとめ、事例集

を作成したので参考としていただきたい。

さらに、令和２年１月31日付け子発0131第７号厚生労働省子ども家庭

局母子保健課長通知「母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進に

ついて」において、乳幼児健康診査未受診者等の発育状況等の適切な把

握や、市町村職員の専門性の強化のための研修の実施について示してい

るところであり、引き続き、漏れることのないように御対応いただきた

い。

児童虐待の防止については、これらの取組以外にも、母子保健部署と

子育てに関わる様々な部署との連携がとても重要であることから、多機

関での情報共有や支援体制の構築などの取組を、より一層推進していた

だきたい。

なお、平成28年及び令和元年の児童福祉法等の一部を改正する法律に

おける検討規定を踏まえ、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員

会において、母子保健と児童福祉の相談支援等を一体的に行う体制等に

、 、ついて検討が行われ 令和４年２月10日に報告書が公表されているため

御承知おきいただきたい。

・ 母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について （平成30「 」

年７月20日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

・ 乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について （子「 」

母発0801第１号令和元年８月１日付け厚生労働省子ども家庭局母子保

健課長通知）

・ 乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等に関するフォローア「

ップについて （令和２年１月14日付け厚生労働省子ども家庭局母子」
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保健課事務連絡）

・ 母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について （令和２「 」

年１月31日付け厚生労働省子ども家庭局長通知）

（10）助産施設について

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第22条に基づき、都道府県、市

及び福祉事務所を設置する町村（以下（10）において「都道府県等」と

いう ）は、妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由。

により入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から

申し込みがあった場合には、助産施設において助産を実施することとし

ている。

各都道府県等におかれては、適切な助産の実施や、同法第22条第４項

に基づく助産制度に関する情報の周知を図るとともに、助産施設が未設

、 。置の都道府県等におかれては 設置について積極的な検討をお願いする

また、助産制度の円滑な実施について、助産の実施が必要な妊産婦に

対し、助産制度の活用とサービスの円滑な実施が図られるよう「児童福

祉法第22条の規定に基づく助産の円滑な実施について （令和元年８月」

８日付け子母発0808第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

を発出しているところであり、助産制度の周知と徴収金基準額の弾力運

用、各関係機関との連携について、特段の配慮をお願いする。

なお 「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以、

外の在留外国人に対する母子保健分野の行政サービスの提供について」

（平成28年３月23日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課事

務連絡）において、母子健康手帳の交付や入院助産の実施などの母子保

健分野の行政サービスの提供について、在留資格の有無にかかわらず、

必要に応じ適切に対応していただくよう周知をしているところであり、

引き続き、個別の事情に配慮した上で、適切な対応をお願いする。

２．不妊症・不育症及び流産・死産を経験された方への支援

について（関連資料10～12参照）
①不妊治療の保険適用について

人工授精等の｢一般不妊治療｣、体外受精・顕微授精等の｢生殖補助医

療｣については、中央社会医療協議会における議論を踏まえ、令和４年

４月から保険適用の対象とされている。

これは、日本生殖医学会が、国内で行われている生殖補助医療及び一

般不妊治療の各医療技術について有効性等のエビデンスレベルの評価を

行い、取りまとめた「生殖医療ガイドライン」等を踏まえたものとなっ
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ている。

｢生殖補助医療｣については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本

的な診療は全て保険適用の対象となり、患者の状態等に応じ追加的に実

施される可能性のある治療等のうち、現時点でエビデンスが不十分とさ

れたものについても、先進医療に位置付けられたものについては、保険

診療と併用可能となっている。

なお、令和３年度から令和４年度にかけて年度をまたぐ１回の治療に

ついては、保険適用への円滑な移行に向けた支援として、都道府県、指

定都市及び中核市において助成金の対象として支援を行っていただいて

いるところである。

都道府県等においては、引き続き、③の事業も活用し、医療関係団体

との連携や不妊症・不育症患者への支援の充実をお願いする。

②不育症検査費用助成について

既に保険適用の対象とされている検査について実施を促すとともに、

研究段階にある新たな不育症の検査の保険適用を推進するため、先進医

療として実施される不育症検査に要する費用への助成を令和３年度から

実施している。

令和３年度において対象としていた流産検体の染色体検査について

は、令和４年４月から保険適用の対象となり、当該助成の対象外となっ

たところである。他方、令和４年12月１日から 「流死産検体を用いた、

遺伝子検査（次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体

検査 」が新たに先進医療として位置付けられたことから、当該助成の）

対象とすることとしたので、都道府県、指定都市及び中核市におかれて

は、積極的な事業実施をお願いしたい。

③不妊症・不育症への相談支援等について

不妊症・不育症患者への支援としては、経済的支援のみならず、相談

支援等の充実が求められているところである。このため、性と健康の相

談センター事業における不妊症・不育症等ネットワーク支援加算とし

て、

、 、 、・医療機関 地方公共団体 当事者団体等で構成される協議会等の開催

・不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーの配置、

・当事者団体等によるピアサポート活動等への支援の実施、

などを実施している。

不妊や流産・死産、こどもを亡くした方の心理的な悩みに対しては、

当事者同士によるピアサポートが重要とされており、不妊症・不育症の

当事者団体等によるピアサポート活動等への支援について、積極的にご
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検討いただきたい。なお、上記事業は、流産・死産等を経験した方への

心理社会的支援やピアサポート活動等への支援も含まれるものであり、

不妊症・不育症患者への支援と区別して実施することも可能である。

また、上記の他、国において不妊治療等に関する広報啓発、ピアサポ

ーター等の研修を実施しているので、御承知おきいただきたい。

なお、性と健康の相談センターについて、未設置の地方公共団体（都

道府県・指定都市・中核市）におかれては、設置に向けた積極的な検討

をお願いしたい。また、指定都市や中核市が単独で実施することが難し

い場合、都道府県と市による共同実施や複数の市による共同実施により

協力・連携して実施する方法なども含め、設置に向けた検討をお願いし

たい。

既に設置している地方公共団体におかれては、上記支援の実施ととも

に、開設時間の延長や開設日数の拡充を行うなど、相談窓口の利便性の

向上や相談機能の強化について、積極的な取組をお願いしたい。

また、令和４年度に引き続き、不妊症や不育症に関する正しい知識や

情報の周知、周囲に相談しやすい環境や社会気運の醸成を図ることを目

的として、広報・啓発促進事業を行うこととしている。令和５年度は、

全国フォーラムの実施、普及啓発サイト「みんなで知ろう、不妊症・不

育症のこと」の更新、生殖補助医療を行う医療機関の検索サイトの作成

を予定しているので、都道府県等におかれても活用いただきたい。

④流産・死産等を経験された方への支援

流産や死産を経験した女性等への心理社会的支援等については、令和３

年５月31日付け子母発0531第３号母子保健課長通知において、母子保健法

第６条第１項に規定する「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後１年以内の女子を

いい、この「出産」には、流産及び死産の場合も含まれ、産婦健康診査事業

や産後ケア事業の対象となることや、死産届に関する必要な情報共有を図る

こと等を依頼しているところ。

また、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、自治体

担当者や小児科、産婦人科医療スタッフ向けに「子どもを亡くした家族への支

援の手引き」を作成したため、活用いただきたい。その他、厚生労働省のホー

ムページにおいて、流産・死産等を経験された方への相談支援等を行う都道

府県等の相談窓口一覧や、働いている方が流産された場合に利用できる制

度、社会保険関係等の情報をまとめているため、参考にされたい。

※流産・死産等を経験された方へ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27342.html
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３．新型コロナウイルス感染症に対する妊婦等への支援につ

いて（関連資料13参照）
新型コロナウイルス感染症関連としては、令和４年度第２次補正予算

においても、産後ケア事業における新型コロナウイルス感染症の感染対

策を支援する事業や、不安を抱える妊婦がＰＣＲ検査等を受けるための

、 。費用を補助する事業などについて 引き続き計上しているところである

４．非侵襲性出生前遺伝学的検査（NIPT）について（関連資

料14～17参照）
ＮＩＰＴについては、日本産科婦人科学会が策定した指針を受け、平

成25年度から、関係学会等の連携の下、日本医学会の認定制度に基づき

実施されてきた。

他方、ここ数年、認定施設以外の医療機関での検査が増加し、妊婦の

不安や悩みに寄り添う適切なカウンセリングが行われていない等の問題

が指摘されている。

こうした中、厚生科学審議会科学技術部会の下に設置された専門委員

、 、会において ＮＩＰＴをはじめとした出生前検査について検討が行われ

令和３年５月に報告書が取りまとめられた。

報告書では、市町村の母子保健窓口や産科医療機関等において、誘導

とならない形で、妊婦等に対して出生前検査に関する情報提供を行うこ

とが適当とされた。また、報告書を踏まえ、日本医学会において出生前

検査認証制度等運営委員会が設置され、同運営委員会において策定され

た指針に基づき、新たな認証制度が開始された。

こうした動きを踏まえ 「ＮＩＰＴ等の出生前検査に関する情報提供、

及び認証制度について （令和４年6月17日付け子母発0617第２号厚生」

労働省子ども家庭局母子保健課長通知）を発出し、各地方公共団体に対

し、認証制度等について周知をするとともに、ＮＩＰＴの受検を考慮す

る妊婦等に対し、妊娠・出産に関する包括的な支援の一環として、適切

な情報提供及び支援を依頼しているところ。

また、性と健康の相談センター事業の一部として、出生前検査加算の

予算措置を行い、出生前検査を受けた者や受験を検討している者及びそ

の家族に対する相談支援を推進しているので、都道府県、指定都市及び

中核市におかれては、積極的な取組をお願いしたい。

※日本医学会 出生前検査認証制度等運営委員会ホームページ

https://jams-prenatal.jp/
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５．成育基本法（略称）について（関連資料18～20参照）
成育基本法は平成30年12月14日に公布され、令和元年12月１日に施行

された。成育基本法に基づく成育医療等基本方針については、年度内の

見直しに向けて調整を行っているところ。今回の改定では、

・ 地方公共団体における、成育医療等基本方針を踏まえた計画の策定

や、施策の実施状況等について客観的に検討・評価し、必要な見直し

につなげる取組

・ 都道府県における、関係者による協議の場の設置等を通じた広域的

な調整

について、国が適切な支援を行う旨の方針が盛り込むこととしている。

具体的には、

・ 令和５年度予算案において、母子保健対策事業の新たなメニューを

創設し、成育医療等基本方針を踏まえた計画の策定や、協議の場の設

置等を行う都道府県に財政支援を行うこととしているほか、

・ 都道府県及び市町村に対し、成育医療等基本方針を踏まえた計画の

策定に資する指針や、成育医療等の施策の実施状況の評価に資する指

標について策定し、提示することとしている。

成育基本法において、都道府県は、医療計画その他政令で定める計画

を作成するに当たっては、成育過程にある者等に対する成育医療等の提

供が確保されるよう適切な配慮をするよう努めるものとされているとこ

ろ。医療計画等の計画については、本年度に国が指針等を示し、当該指

針等を踏まえて、来年度に都道府県が計画を作成するスケジュールとな

っている。今般の成育医療等基本方針の改定も、当該スケジュールにあ

わせたものであり、各都道府県におかれては、次期の第８次医療計画等

を作成するに当たっては、成育基本法の趣旨や改定後の成育医療等基本

方針の記載内容を踏まえ、当該都道府県における成育医療等の提供に関

する施策の内容等を記載するよう努めていただくとともに、成育医療等

基本方針を踏まえた計画を策定する際も、医療計画等の関係計画との調

和に御留意いただきたい。

６ 「健やか親子２１」について（関連資料21～22参照）．
「健やか親子２１」は、21世紀の母子保健の取組の方向性と目標を示

し、関係機関・団体が一体となって推進する国民運動として、平成13年

から取組を開始し、平成27年度からは「健やか親子２１（第２次 」を）

開始している。

「健やか親子２１（第２次 」では 「すべての子どもが健やかに育） 、

つ社会」の実現に向け、３つの基盤課題と２つの重点課題を設定してい
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る。課題の達成に向け、約90の関係団体で構成される「健やか親子２１

推進本部」においても取組を推進している。

各自治体においては、母子保健事業等で把握した情報等を踏まえ、Ｐ

ＤＣＡサイクルに基づいて各施策を展開していただきたい。評価にあた

っては、乳幼児健診情報システムを活用いただき、収集した情報を利活

用していただきたい。都道府県においては、管内の状況把握を行うとと

もに、地域格差が認められる場合においては、積極的に対策を講じてい

ただきたい。

令和４年２月に「健やか親子２１」の公式ウェブサイトのリニューア

ルを行い、成育基本法についての解説を加えたほか、研究の成果物等を

まとめて掲載しているので、活用いただきたい。さらに、母子保健に関

する取組を登録いただくシステム(取組データベース)があり、各自治体

におかれては自治体の取組を積極的に登録いただくとともに、登録され

た他自治体や企業・団体の取組を母子保健事業実施に当たって活用され

たい。健やか親子２１に関する普及啓発を行う際には、シンボルマーク

である「すこりん」を活用していただきたい。

毎年、健やか親子２１全国大会を開催し、全国から母子保健事業及び

家族計画関係者の参画のもと 「健やか親子２１」の推進を図るととも、

に、事業推進に功績のあった個人及び団体を表彰し、我が国の母子保健

事業及び家族計画事業の一層の推進を図っている。

「健やか親子２１」は、上述の成育医療等基本方針の改定において、

成育医療等基本方針に基づく国民運動として位置付けられ、成育医療等

基本方針に基づく医療、保健、教育、福祉などのより幅広い取組を推進

するものとされる見込みである。令和５年度以降は 「母子保健家族計、

画事業功労者表彰 「健康寿命をのばそうアワード」等の位置付けを」、

見直し、いずれも成育医療等基本方針の保健分野に関する取組に係る地

方公共団体、団体、企業、個人への表彰とする予定である。令和５年度

は、11月９日（木）～10日（金）に栃木県において開催予定であり、各

自治体におかれては、母子保健関係者に全国大会への積極的な参加を働

き掛けていただきたい。

※「健やか親子２１」ウェブサイト

https://sukoyaka21.mhlw.go.jp/

７．新生児聴覚検査について（関連資料23参照）
聴覚障害は、早期に発見され適切な支援が行われた場合は、音声言語

発達等への影響が軽減される。このため、早期発見・早期療育が図られ
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るよう、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重

要である。

しかしながら、令和元年度の母子保健課による調査結果では、検査の

受診者数を把握している市町村における検査の受診率は90.8％、公費負

担を実施している市町村は52.6％となっており、その取組は十分とはい

えない結果となっている。

厚生労働省では、このような状況を踏まえ、都道府県における新生児

聴覚検査結果の集約や医療機関・市町村との情報共有、難聴と診断され

、 、た子を持つ親への相談支援 産科医療機関等における検査状況等の把握

産科医療機関等の聴覚検査機器（自動ABR）の購入に対する補助を実施

している。

また、新生児聴覚検査費について、平成19年度から市町村に対して地

方交付税措置が講じられてきたところであるが、令和４年度には、市町

村における新生児聴覚検査の公費負担の実施実態を踏まえ、これまでの

少子化対策に関係する経費の内数としての算定から、保健衛生費におけ

る算定に変更し、市町村の標準団体（人口10万人）当たり935千円が計

上されたところである。

各市町村におかれては、引き続き、公費負担による検査の実施や、受

診状況の把握、未受診者への受診勧奨、未受診理由の把握など、積極的

な取組をお願いするとともに、各都道府県におかれては、新生児聴覚検

査体制整備事業を活用し、関係者からなる協議会を設置するなど、管内

市町村における新生児聴覚検査の実施体制の整備への支援に積極的に取

り組まれるようお願いしたい。

また、令和元年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業において、

新生児聴覚検査に係る手引書のひな形を作成しており、新生児聴覚検査

の流れ、検査の実施状況及び結果の集約、未受検者に対する受診勧奨、

検査でリファーとなった子及びその保護者に対する案内などについて記

載している。当手引書と予算事業とを併せて活用いただき、十分な体制

整備をお願いしたい。

８．予防のためのこどもの死亡検証（Child Death Review）

について（関連資料24、25参照）
（ （ 「 」予防のためのこどもの死亡検証 Child Death Review 以下 ＣＤＲ

という ）は、こどもが死亡した時に、複数の機関や専門家（医療機。）

関、警察、消防、行政関係者等）が、こどもの既往歴や家族背景、死に

至る直接の経緯等に関する様々な情報を収集し、死因の検証を行うこと

により、効果的な予防対策を導き出し予防可能なこどもの死亡を減らす
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ことを目的とするものである。

、 、 、ＣＤＲについては 成育基本法や 死因究明等推進法の成立を踏まえ

令和２年度から、こどもの死亡に関する情報収集や、調査・報告を行う

ための関係機関との調整、政策提言のための検証ワーキンググループな

どを行うモデル事業を実施している。

令和４年度からは、これらに加え、国においてデータや提言の集約、

ポータルサイトの運用及び予防可能なこどもの死亡事故の予防策等に係

る普及啓発等を実施しており、都道府県等におかれても御承知いただく

とともに、予防可能なこどもの死亡の予防に向けた取組を推進いただく

ようお願いする。

９．乳幼児健康診査について
（１）乳幼児健康診査の実施について

乳幼児に対する健康診査については、平成27年、令和元年に問診項目

の追加等を行い、子育て支援の必要性についても評価をお願いしている

ところ。必須問診項目として設定された15項目については、引き続き、

乳幼児健診情報システムを通じた把握・報告をお願いする。

また、平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、乳

幼児健康診査事業実践ガイド及び乳幼児健康診査身体診察マニュアル

（健診従事者向け）を作成（身体診察マニュアルについては令和２年度

厚生労働科学研究において改訂）しているので、各市町村で活用いただ

きたい。乳幼児の社会的・精神的状況も含めた把握に向け、引き続き、

厚生労働科学研究等においてアセスメントツールやマニュアルの開発を

行っている。

各市町村におかれては、上記ガイド及びマニュアルを活用して、引き

続き、乳幼児健康診査の円滑な実施に努めていただきたい。

※乳幼児健康診査事業実践ガイド

http://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/guide.pdf

※乳幼児健康診査身体診察マニュアル

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/shinsatsu_

manual.pdf

（２）乳幼児健康診査の未受診者の受診勧奨について

乳幼児健診については、母子保健法に基づき実施していただいている

ところであるが １歳６か月児健診では4.8％ ３歳児健診では5.5％ 令、 、 （

和２年度地域保健・健康増進事業報告）の未受診者がいる。
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乳幼児健診をこどもに受けさせていない家庭は、受けさせている家庭

よりも虐待リスクが高いことが指摘されていることから、未受診家庭の

把握を通じて、虐待予防のための支援につなげることが重要である。

各市町村におかれては、家庭訪問等により引き続き乳幼児健診未受診

者の受診勧奨等に努めていただきたい。

また、乳幼児健診未受診家庭を把握した際には、児童福祉担当部署等

、 。に情報提供を行い 連携してこどもの安全確認を徹底していただきたい

（３）乳幼児健康診査における発達障害の早期発見及び情報の引継ぎ

について

乳幼児健康診査における発達障害の早期発見については、発達障害者

支援法（平成16年法律第167号）第５条において、市町村は、乳幼児健康

診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならな

い旨定められている。

また、平成29年１月の総務省勧告を受けて、市町村での乳幼児健康診

査における発達障害の早期発見の取組について、令和元年５月に、特に

効果的と考えられる事例をとりまとめたものを情報提供している。

各自治体におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期発見

が効果的に行われるよう、市町村の取り組み事例を参考に、積極的な取

り組みをお願いするとともに、発達障害児に対する一貫した、切れ目の

ない支援を推進する観点から、乳幼児健診の結果等の進学先への積極的

な引継ぎについて検討をお願いする。

各都道府県におかれては、乳幼児健康診査において、発達障害の早期

発見が効果的に行われるよう、市町村の取組事例を参考に、管内市町村

に積極的な取り組みを促していただきたい。また、母子保健指導者養成

研修や国立精神・神経医療研究センターにおいて実施されている発達障

、 、害者支援のための研修について 管内の市町村に適宜周知するとともに

積極的な参加を促していただきたい。

※乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための

取組事例に関する調査研究報告書

全体版：https://www.mhlw.go.jp/content/000514254.pdf

概要版：https://www.mhlw.go.jp/content/000514256.pdf

※発達障害者支援に関する行政評価・監視（総務省）

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/110614.html

※国立精神・神経医療研究センター

https://www.ncnp.go.jp/info/
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10．母子健康手帳の見直し及び母子保健情報の電子化につい

て（関連資料26参照）
母子健康手帳の在り方等については、令和４年５月から 「母子健康、

手帳、母子保健情報等に関する検討会」(以下「検討会」という ）に。

、 、おいて 近年の社会変化及び母子保健の変化等を踏まえた議論が行われ

同年９月20日に「母子健康手帳の見直し方針について（母子健康手帳、

母子保健情報等に関する検討会中間報告書 （以下10.及び11.におい）」

て「報告書」という ）が取りまとめられた。。

報告書を踏まえ、母子保健法施行規則（昭和40年厚生省令第55号）様

式第３号に規定する母子健康手帳の様式の見直しを行う、母子保健法施

行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第172号）が令和

、 。４年12月26日に公布され 令和５年４月１日から施行することとされた

都道府県におかれても、下記通知の内容について御了知の上、貴管内の

、 。市町村に対し 必要に応じて適切に指導・助言等を行っていただきたい

他方、令和２年度以降、母子健康手帳の一部の情報については、マイ

ナポータルを通じた閲覧が可能となっているところ、引き続き、母子保

健分野に係る国民の利便性の向上、地方公共団体や医療機関の事務負担

の軽減等を図るため、マイナンバーカードを活用した母子健康手帳のデ

ジタル化に取り組む必要がある。こうした点を踏まえ、報告書において

は、令和７年度を目標時期として地方公共団体の基幹業務等システムの

統一・標準化が進められていることも踏まえつつ、母子健康手帳のデジ

タル化に向けた環境整備を進めていくことが適当とされた。報告書を踏

まえ、令和４年度第２次補正予算において、母子保健情報デジタル化に

向けた検証事業を実施することとしており、国としても取組を進めてい

るところ。

・ 母子保健法施行規則の一部を改正する省令の公布及び母子保健法施「

行規則第七条の厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件の告示

について （令和４年12月26日付け子発1226第３号厚生労働省子ども」

家庭局長通知）

11．母子健康手帳の交付等について
母子健康手帳の母子保健法施行規則様式第３号以外のいわゆる任意記

載事項様式については、報告書において、

・ 主として電子的に提供することが適当とされる一方、

・ 窒息時の応急手当、心肺蘇生法、緊急時の連絡先等の緊急性のある
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情報は紙でも提供することとされ、

・ あわせて、任意記載事項様式において、災害時の避難場所の連絡先

や平時からの備えなどの情報を提供することが適当とされたところで

ある。こうした中間報告書における指摘等を踏まえ、

今般、省令様式の見直しの施行にあわせ、各地域の実情の応じて作成い

ただける任意記載事項様式についても、見直しを行ったところである。

各市町村及び特別区におかれては、妊婦や保護者が必要な支援に適切

につながれるよう、各地方公共団体等における取組等を追記し、作成を

お願いする。また、都道府県におかれては、管内の市町村に対し、必要

に応じて、適切に指導・助言等を行っていただくよう、お願いする。

なお、報告書の指摘を踏まえ、電子的に提供する情報については、以

下のウェブサイトに掲載することとしており、具体的には、妊娠中の薬

、 、 、の使用に関する注意や こどもの事故予防 育児の上での相談場所など

妊産婦や保護者に知っていただきたい内容を掲載しているところ。市町

村におかれては、下記ウェブサイトのURLやQRコードを母子健康手帳に

積極的に記載いただくなど、ご案内いただくようお願いする。

・ 母子健康手帳の任意記載事項様式について （令和４年12月26日付「 」

け子母発1226第２号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知）

・母子健康手帳情報支援サイト：https://mchbook.cfa.go.jp/

また、点字版母子健康手帳の印刷にかかる経費について、地方交付税

措置が講じられているところである。視覚に障害のある妊産婦を把握し

た際は、点字版母子健康手帳についてお知らせし、本人の希望を踏まえ

ながら、一般の母子健康手帳にあわせて、点字版母子健康手帳を作成、

配布していただくようお願いしたい。他にも、マルチメディアデイジー

版の母子健康手帳が作成されており、利用者のニーズに合わせて御案内

をお願いしたい。

12．妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活について（関連

資料27～30参照）
①妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針について

妊娠期や授乳期においても、健康の保持・増進を図ることが重要で

ある。妊娠期及び授乳期における望ましい食生活の実現に向けて、平

成18年に「妊産婦のための食生活指針」が作成された。作成から約15

年が経過し、健康や栄養・食生活に関する課題を含む、妊産婦を取り

巻く社会状況等が変化していることから、令和３年３月に同指針の改
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定を行った。妊娠、出産、授乳等に当たっては、妊娠前からの健康な

からだづくりや適切な食習慣の形成が重要であることから、改定後の

指針の対象には妊娠前の女性も含むこととし、名称を「妊娠前からは

じめる妊産婦のための食生活指針」とした。改定後の指針は、妊娠前

からの健康づくりや妊産婦に必要とされる食事内容とともに、妊産婦

の生活全般、からだや心の健康にも配慮した、10項目から構成されて

いる。また、妊娠期における望ましい体重増加量について 「妊娠中、

の体重増加指導の目安 （令和３年３月８日日本産科婦人科学会）を」

参考として提示している。あわせて、保健医療従事者等を対象とした

解説要領を作成しており、妊産婦等を対象とした健康診査や各種教室

等における保健指導・栄養指導の参考として活用をお願いする。

※妊娠中と産後の食事について

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_k

osodate/boshi-hoken/ninpu-02.html

②授乳・離乳の支援について

、 、授乳期・離乳期は こどもの健康にとって極めて重要な時期であり

親子双方にとって、慣れない授乳や離乳を経験する過程を支援するこ

とが必要である。このため、厚生労働省では、妊産婦やこどもに関わ

る産科施設、小児科施設、保健所・市町村保健センターなどの保健医

療従事者が授乳や離乳の支援に関する基本的事項を共有することで妊

産婦への適切な支援を進めていくことができるよう 「授乳・離乳の、

支援ガイド 」を作成している（平成31年３月改定 。また、授乳や）

離乳についてわかりやすく記載したリーフレットを作成し、厚生労働

省ウェブサイトに掲載している。各地方公共団体におかれては、乳幼

児健康診査の機会等での積極的な活用をお願いする。

※授乳や離乳について

https://www.mhlw.go.jp/stf/ninpu-02_00001.html

③災害時の授乳支援ついて

災害時は、授乳中の女性にとって、避難所等での慣れない生活環境

により心身の負担が大きくなるとともに、断水や停電等により清潔に

授乳できる環境が確保できない可能性も考えられるため、特段の配慮
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が必要となる。また、災害に備え、平時から母子に必要となる物資の

備蓄等について進めることも重要である。

このため、厚生労働省では、令和元年10月25日付けで、各地方公共

団体に対し、災害時における授乳中の女性への支援等に関して、断水

等によりライフラインが断絶された場合においても水等を使用せずに

授乳できる乳児用液体ミルクを母子の状況等に応じて活用いただくこ

と、平時からの対策として育児用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミ

ルク）等の授乳用品などの母子に必要となる物資の備蓄を進めること

をお願いしている（※ 。各地方公共団体におかれては、災害時の授）

乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性への支援について関係部局

間で連携して進めていただくとともに、平時から育児用ミルク及び使

い捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必要となる物資の備

蓄も進めていただくよう、お願いする。

なお、備蓄した液体ミルクについては、ローリングストック等によ

り有効に活用することが可能であり、保育所等における給食の食材と

しての使用や、防災訓練などにおいて一律の配布ではなく防災に関す

る訓練や啓発活動として、災害の備えのための正しい使用状況等を説

明し、母子の状況を踏まえた上で提供することは、WHOの国際基準に

抵触するものではないと考えている。

④「第４次食育推進基本計画」について

令和３年３月31日に開催された食育推進会議(会長：農林水産大臣)に

、 、おいて 食育基本法(平成17年法律第63号)第16条第１項の規定に基づき

「第４次食育推進基本計画」が決定された。各自治体におかれては、母

子保健及び児童福祉分野における食育の更なる推進に努めていただくと

ともに、各都道府県におかれては管内市町村に対する情報提供や技術的

な支援等の適切な支援を行っていただくようお願いする。

※「第４次食育推進基本計画」の決定について」(令和３年4月1日医

政発0401第11号・健発0401第16号・生食発0401第26号・子発0401

第3号・老発0401第13号厚生労働省医政局長、健康局長、医薬・生

活衛生局生活衛生・食品安全審議官、子ども家庭局長、老健局長

連名通知)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E9%A3%9F%

E8%82%B2%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94
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%BB&dataId=00tc5832&dataType=1&pageNo=1&mode=0

※「第４次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野

における食育の推進について」(令和３年4月1日子母発0401第２号

厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知))

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E9%A3%9F%

E8%82%B2%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%88%E7%94

%BB&dataId=00tc5858&dataType=1&pageNo=1&mode=0

⑤乳幼児身体発育調査の実施について

10 年周期で実施している 乳幼児身体発育調査については 前回 平、 （

成22年度）から10年となる令和２年度に、当時の状況に鑑みて実施を

見送っていたところであり、今般、令和５年度に同調査を実施するこ

ととし、令和５年度予算案に関係経費を盛り込んだところである。

調査対象者の抽出方法、必要な調査対象者数、調査組織（調 査の

流れ 、調査項目等については、前回調査から変更することを検討し）

ているので、統計法（平成19年法律第５号）第19条第１項に規定する

、 。調査の承認等の手続を経た後 詳細について別途連絡する予定である

13．旧優生保護法について（関連資料31～33参照）
①旧優生保護法一時金の支給について

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の

支給等に関する法律 （平成31年法律第14号。以下「一時金支給法」」

という ）については、平成31年４月24日（旧優生保護法一時金認定。

審査会については６月24日）に施行されたところである。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金（以下

「一時金」という ）の厚生労働省及び都道府県への請求件数は1,21。

4件（令和５年１月末時点 、支給認定件数は1,032件（令和５年１月）

末時点）である。

一時金の支給対象者が確実に請求を行うことができるよう、厚生労

働省において以下の周知広報を実施してきたところである。

・ 一時金についての特設ホームページの開設、新聞広告、インター

ネット広告、ラジオ広告などによる制度の周知広報

・ 障害特性に配慮した周知広報として、手話・字幕付き動画、点字

版リーフレット及び制度を分かりやすく説明したリーフレット（分
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かりやすい旧優生保護法一時金リーフレット）を作成・配布

また、令和５年３月中に、新聞広告を活用した広報に取り組む予定

である。

都道府県におかれても、一時金の支給対象者となり得る者に確実に

情報が届くよう 「旧優生保護法一時金支給等業務事務取扱交付金」、

も活用いただき、様々な機会を捉えて積極的に周知・広報を行うよう

お願いする。

また、一時金の支給対象者の多くが高齢で疾病や障害がある者であ

り、心理的な負担となることも想定されることから、その者から都道

府県の窓口に相談等があった場合には、その者の状況に応じた丁寧な

対応・相談支援を行うことをお願いする。

なお、疑義照会が多く寄せられている生活保護受給者が一時金を受

給した場合の取扱いについては 「旧優生保護法に基づく優生手術等、

を受けた者に対する一時金の生活保護制度における取扱いについて

（通知 （平成31年４月24日社援保発0424第３号厚生労働省社会・）」

援護局保護課長通知）に基づき、収入と認定しないこととしているの

で、再確認いただくとともに、貴管内実施施設に対しても、改めて周

知をお願いする。

②国会による調査について

一時金支給法第21条において、国は、旧優生保護法に基づく優生

手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとされている。調査

の主体は国会であり、令和２年６月17日に衆参両委員長から衆参国

会調査室に対して、調査命令（国会図書館に対しては協力要請）が

出されたところである。

厚生労働省は国会の調査に協力しているところであり、都道府県

におかれても調査に協力いただくようお願いする。
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産
後

ケ
ア

事
業

（
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

事
業

の
一

部
）

【
拡

充
】

○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
を

行
い

、産
後

も
安

心
して

子
育

て
が

で
き

る
支

援
体

制
の

確
保

を
行

う産
後

ケ
ア

事
業

に
つ

い
て

、少
子

化
の

状
況

を踏
まえ

、誰
も

が
よ

り安
心

・安
全

な
子

育
て

環
境

を
整

え
る

た
め

、法
定

化
に

より
市

町
村

の
努

力
義

務
とな

った
当

事
業

の
全

国
展

開
を

図
る

。子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ンタ
ー

に
お

け
る

困
難

事
例

や
、新

型
コロ

ナ
ウイ

ル
ス

に
対

して
不

安
を

抱
い

て
い

る
妊

産
婦

等
へ

の
対

応
の

強
化

に
対

す
る

受
け

皿
とし

て
も

活
用

す
る

。
※

従
来

予
算

事
業

とし
て

実
施

され
て

き
た

「産
後

ケ
ア

事
業

」は
、母

子
保

健
法

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
令

和
元

年
法

律
第

69
号

）
に

よ
り、

市
町

村
の

努
力

義
務

とし
て

規
定

され
た

（
令

和
３

年
４

月
１

日
施

行
）

※
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

（
令

和
２

年
５

月
29

日
閣

議
決

定
）

に
お

い
て

、
20

24
年

度
末

ま
で

の
全

国
展

開
を

目
指

す
とさ

れ
て

い
る

。

目
的

◆
対
象
者

（
令

和
５

年
度

実
施

要
綱

改
正

（
案

）
）

産
後

ケ
アを

必
要

とす
る

者
◆
内

容
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
きめ

細
か

い
支

援
を

実
施

す
る

。（
利

用
期

間
は

原
則

７
日

以
内

）

◆
実
施
方
法
・実
施
場
所
等

（
１

）
「宿

泊
型

」
・・

・
病

院
、助

産
所

等
の

空
きベ

ッド
の

活
用

等
に

よ
り、

宿
泊

に
よ

る
休

養
の

機
会

の
提

供
等

を
実

施
（

２
）

「デ
イサ

ー
ビス

型
」

・・
・

個
別

・集
団

で
支

援
を

行
え

る
施

設
に

お
い

て
、日

中
、来

所
した

利
用

者
に

対
し実

施
（

３
）

「ア
ウト

リー
チ

型
」

・・
・

実
施

担
当

者
が

利
用

者
の

自
宅

に
赴

き
実

施
◆
実
施
担
当
者

事
業

内
容

に
応

じて
助

産
師

、保
健

師
又

は
看

護
師

等
の

担
当

者
を

配
置

。※
宿

泊
型

を
行

う場
合

に
は

、２
４

時
間

体
制

で
１

名
以

上
の

助
産

師
、保

健
師

又
は

看
護

師
の

配
置

が
条

件

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

（
１

）
デ

イサ
ー

ビス
・ア

ウト
リー

チ
型

１
施

設
あ

た
り月

額
1,

69
6,

00
0円

（
２

）
宿

泊
型

１
施

設
あ

た
り月

額
2,

47
4,

70
0円

（
３

）
①

住
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

利
用

料
減

免
（

Ｒ
４

～
）

１
回

あ
た

り
5,

00
0円

②
上

記
①

以
外

の
世

帯
に

対
す

る
利

用
料

減
免

【拡
充

】（
Ｒ

５
～

）
１

回
あ

た
り

2,
50

0円
（

４
）

24
時

間
36

5日
受

入
体

制
整

備
加

算
１

施
設

あ
た

り年
額

2,
71

5,
60

0円
※

（
１

）
及

び
（

２
）

の
補

助
単

価
は

６
か

所
を

上
限

とす
る

。（
委

託
先

の
数

を
制

限
す

る
も

の
で

は
な

い
）

実
施
主
体
・補
助
率
等

【平
成
26
年
度
創
設
】

実
施
自
治
体

29
61

17
9

39
2 

65
8 

94
1 

1,
15

8 
13
60

0

50
0

10
00

15
00

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
※

 令
和

３
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）

別
紙
参
照

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
57
.2
億
円
（
44
.4
億
円
）
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○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

して
心

身
の

ケ
アや

育
児

の
サ

ポ
ー

ト等
を行

う産
後

ケ
ア事

業
に

つ
い

て
は

、令
和

元
年

の
母

子
保

健
法

改
正

に
より

、市
町

村
の

努
力

義
務

とさ
れ

、少
子

化
社

会
対

策
大

綱
（

令
和

2年
5月

29
日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
も

、2
02

4年
度

末
まで

の
全

国
展

開
を目

指
す

こと
とさ

れ
て

い
る

。
○

また
、全

世
代

型
社

会
保

障
構

築
会

議
に

お
い

て
も

、産
前

・産
後

ケ
アの

体
制

を充
実

す
る

とと
も

に
、利

用
者

負
担

の
軽

減
を図

る
こと

が
検

討
課

題
の

一
つ

とし
て

挙
げ

られ
て

い
る

。
○

産
後

ケ
ア事

業
の

利
用

者
負

担
に

つ
い

て
は

、令
和

４
年

度
か

ら非
課

税
世

帯
を対

象
に

減
免

支
援

を実
施

す
る

こと
とし

た
とこ

ろ
で

あ
る

が
、上

記
の

よう
な

状
況

を
踏

まえ
、利
用
者
の
所
得
の
状
況
に
関
わ
らず
、産
後
ケ
ア
事
業
を
利
用
しや
す
い
環
境
を
整
え
る
観
点
か
ら、
産
後
ケ
ア
事
業
を
必

要
とす
る
全
て
の
産
婦
に
対
して
、利
用
者
負
担
の
減
免
支
援
を
導
入

す
る

。

令
和
５
年
度
予
算
案
に
お
け
る
利
用
者
負
担
の
減
免
支
援
の
拡
充

産
後
ケ
ア
事
業
の
利
用
者
負
担
の
減
免
支
援
に
つ
い
て

①
非
課
税
世
帯

②
全
て
の
産
婦
（
①
以
外
）

Ｒ
４
年
度
よ
り
減
免
支
援

（
5
,0
0
0
円
／
回
）

Ｒ
５

年
度

よ
り

減
免

支
援

を
導

入
【

拡
充

】
（

2
,5

0
0

円
／

回
）

全
て
の
産
婦
に
対
す
る
利
用
料
減
免
【拡
充
】

減
免

助
成

額
：
２
，
５
０
０
円
／
回

（
宿

泊
型

の
平

均
的

な
利

用
料

（
約

5千
円

）
の

半
額

）

助
成

日
数

：
５
日
間

（
宿

泊
型

の
平

均
的

な
利

用
日

数
）

※
住

民
税

非
課

税
世

帯
に

対
す

る
利

用
料

減
免

（
5,

00
0円

／
回

）
に

つ
い

て
は

、引
き

続
き

現
行

の
支

援
を

実
施

【
伴

走
型

相
談

支
援

と
の

連
携

】
伴
走
型
相
談
支
援
と
の
連
携
の
観
点
か
ら
、
産
後
ケ
ア
施
設
は
、
利
用
者
の
利
用
事
実
や
、
利
用
時
に
気
に
な
る
事
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
内
容
（
産
後
ケ
ア
施
設
で
実
施
し

た
E
P
D
S
等
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
結
果
を
含
む
。
）
を
、
当
該
利
用
者
に
伴
走
支
援
を
行
っ
て
い
る
包
括
セ
ン
タ
ー
等
に
情
報
提
供
す
る
こ
と
と
す
る
。

利
用

料
減

免
の

実
施

方
法

○
利

用
料

減
免

の
実

施
方

法
とし

て
は

、利
用

者
が

産
後

ケ
ア

施
設

に
利

用
料

を支
払

い
、後

日
、市
町
村
か
ら減
免
額
の
助
成
を
受
け
る
方
法
（
償
還
払
い
）

、利
用
料

減
免
の
ク
ー
ポ
ン
を
渡
す
方
法

な
どが

想
定

され
る

が
、そ

れ
ぞ

れ
の

市
町

村
の

実
情

に
応

じて
実

施
す

る
こと

とす
る

。
○

産
後

ケ
ア施

設
との

委
託

契
約

の
中

で
利

用
料

を設
定

して
い

る
場

合
に

は
、利
用
料
の
金
額
設
定
を
引
き
下
げ
る
方
法

も
可

能
とす

る
（

この
場

合
、減

免
支

援
の

実
施

前
と実

施
後

の
差

額
が

減
免

額
とな

り、
国

庫
補

助
の

対
象

とな
る

。）

※
た
だ
し
、
食
費
代
は
自
己
負
担
（
食
費
代
以
外
の
利
用
料
が
減
免
支
援
の
対
象
）

23



２
要

求
費

目
・

実
施

主
体

等

１
事

業
の

目
的

産
後

ケ
ア

事
業

を
行

う
施

設
の

整
備

○
産
後
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て
は
、
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
（
令
和
２
年
５
月
29
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
20
24
年
度
末
ま
で
の
全
国

展
開
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
令
和
３
年
度
時
点
の
実
施
市
町
村
数
は
1,
36
0
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。

未
実
施
市
町
村
の
取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
産
後
ケ
ア
事
業
に
か
か
る
整
備
費
に
つ
い
て
、
補
助
率
１
／
２
相
当
額
を
２
／
３
相
当

額
に
引
き
上
げ
る
。

（
項
）
児
童
福
祉
施
設
整
備
費

（
目
）
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金

所
要
額
：
31
9,
1
40
千
円

【
設
置
主
体
】
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
区
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
法
人
、
日
本
赤
十
字
社

等

【
補

助
率
】
２
／
３

＜
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
（
抜
粋
）
＞

Ⅰ
－
２
（
３
）
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

○
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

・
特
に
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
様
々
な
ニ
ー
ズ
に
対
し
て
総
合
的
相
談
支
援
を
提
供
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
拠

点
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
整
備
を
図
る
。
ま
た
、
20
19
年
に
成
立
し
た
母
子
保
健
法
改
正
法
を
踏
ま
え
、
出
産

後
の
母
子
に
対
し
て
、
心
身
の
ケ
ア
等
を
行
う
産
後
ケ
ア
事
業
に
つ
い
て
、
20
24
年
度
末
ま
で
の
全
国
展
開
を
目
指
す
。
こ
の
ほ

か
、
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
の
実
施
を
図
る
。

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

3
.2
億
円

３
参

考

（
※
）
令
和
３
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
も
同
様
の
事
業
を
実
施
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○
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

ター
の

設
置

及
び

産
後

ケ
ア

事
業

の
実

施
の

促
進

を
図

る
とと

も
に

、産
前

・産
後

サ
ポ

ー
ト事

業
等

を
地

域
の

実
情

に
応

じて
実

施
し、

妊
産

婦
等

に
必

要
な

支
援

体
制

の
強

化
を図

る
。

○
さら

に
、都

道
府

県
等

が
人

材
育

成
の

た
め

の
研

修
を行

う等
、市

町
村

に
対

し、
妊

娠
・出

産
包

括
支

援
事

業
を推

進
す

る
た

め
の

体
制

を整
備

す
る

こと
を目

的
と

す
る

。

妊
娠
・出
産
包
括
支
援
事
業
【拡
充
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
75
.3
億
円
（
62
.6
億
円
）

目
的

１
．
市
町
村
事
業

（
１

）
産

前
・産

後
サ

ポ
ー

ト事
業

（
H2

6～
）

妊
産

婦
等

が
抱

え
る

妊
娠

・出
産

や
子

育
て

に
関

す
る

悩
み

等
に

つ
い

て
、助

産
師

等
の

専
門

家
又

は
子

育
て

経
験

者
や

シ
ニア

世
代

等
の

相
談

しや
す

い
「話

し相
手

」等
に

よる
相

談
支

援
を行

い
、家

庭
や

地
域

で
の

妊
産

婦
等

の
孤

立
感

を解
消

を図
る

。
（

２
）

産
後

ケ
ア事

業
【拡
充
】

（
H2

6～
）

産
後

ケ
アを

必
要

とす
る

出
産

後
１

年
を経

過
しな

い
女

子
及

び
乳

児
に

対
して

、心
身

の
ケ

アや
育

児
の

サ
ポ

ー
ト等

（
産

後
ケ

ア）
を行

い
、産

後
も

安
心

し
て

子
育

て
が

で
きる

支
援

体
制

を確
保

す
る

。

（
３

）
妊

娠
・出

産
包

括
支

援
緊

急
整

備
事

業
【拡
充
】（

H2
6～

）
産

前
・産

後
サ

ポ
ー

ト事
業

、産
後

ケ
ア事

業
の

実
施

場
所

の
修

繕
を行

うこ
とに

より
、よ

り身
近

な
場

で
妊

産
婦

等
を支

え
る

仕
組

み
に

必
要

な
体

制
を緊

急
に

整
備

す
る

。

（
４

）
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ンタ

ー
開

設
準

備
事

業
（

H2
9～

）
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ンタ

ー
に

係
る

開
設

準
備

の
た

め
、職

員
の

雇
い

上
げ

や
協

議
会

の
開

催
等

を行
うこ

とに
より

、当
該

セ
ンタ

ー
を円

滑
に

開
設

す
る

。
２
．
都
道
府
県
事
業

・
妊

娠
・出

産
包

括
支

援
推

進
事

業
（

H2
7～

）
連

絡
調

整
会

議
、保

健
師

等
の

専
門

職
へ

の
研

修
、産

後
ケ

ア事
業

等
の

ニー
ズ

把
握

調
査

等
を行

い
、市

町
村

が
妊

娠
・出

産
包

括
支

援
事

業
を実

施
す

る
た

め
の

体
制

整
備

を推
進

す
る

。
①

連
絡

調
整

会
議

、②
保

健
師

等
の

専
門

職
へ

の
研

修
、③

ニー
ズ

把
握

調
査

、④
市

町
村

共
同

実
施

の
推

進
、⑤

その
他

内
容

【平
成
26
年
度
創
設
】

＜
拡
充
事
項
＞

修
繕

の
対

象
施

設
に

つ
い

て
、「

自
己

所
有

物
件

」だ
け

で
は

な
く「

賃
借

物
件

」ま
で

拡
大

。

＜
拡
充
事
項
＞

利
用

者
の

所
得

の
状

況
に

関
わ

らず
産

後
ケ

ア事
業

を利
用

しや
す

い
環

境
を整

え
る

観
点

か
ら、

産
後

ケ
ア事

業
を必

要
とす

る
全

て
の

産
婦

に
対

して
、利

用
者

負
担

の
減

免
支

援
を導

入
。
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妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
推

進
事

業
（

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
事

業
の

一
部

）

都
道

府
県

に
お

い
て

、連
絡

調
整

会
議

、保
健

師
等

の
専

門
職

へ
の

研
修

、産
後

ケ
ア事

業
等

の
ニー

ズ
把

握
調

査
等

を行
い

、市
町

村
が

妊
娠

・出
産

包
括

支
援

事
業

を実
施

す
る

た
め

の
体

制
整

備
を推

進
す

る
こと

を目
的

とす
る

。

目
的

市
町

村
が

妊
娠

・出
産

包
括

支
援

事
業

を
実

施
す

る
体

制
を

整
備

す
る

た
め

、市
町

村
に

対
し、

連
絡

調
整

会
議

、保
健

師
等

の
専

門
職

へ
の

研
修

、産
後

ケ
ア

事
業

等
の

ニー
ズ

把
握

調
査

等
を行

う。

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

◆
補

助
率

：
国

１
／

２
、都

道
府

県
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

・妊
娠

・出
産

包
括

支
援

推
進

事
業

１
都

道
府

県
当

た
り

1,
38

1,
40

0円
・産

後
ケ

ア事
業

を市
町

村
の

共
同

で
実

施
す

る
こと

を推
進

す
る

場
合

の
加

算
１

都
道

府
県

当
た

り
33

8,
00

0円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【平
成
27
年
度
創
設
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
0.
4億
円
（
0.
4億
円
）

（
１
）
連
絡
調
整
会
議

都
道

府
県

と市
町

村
や

、市
町

村
間

で
情

報
を共

有
す

る
た

め
、連

絡
調

整
会

議
を

開
催

す
る

。
（
２
）
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修

市
町

村
が

妊
娠

・出
産

包
括

支
援

事
業

を実
施

す
る

に
当

た
り、

保
健

師
等

の
専

門
職

等
が

産
前

・産
後

サ
ポ

ー
ト事

業
や

産
後

ケ
ア事

業
、子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

ター
、利

用
者

支
援

事
業

（
母

子
保

健
型

）
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

専
門

的
知

識
を身

に
つ

け
るた

め
の

研
修

を行
う。

（
３
）
ニ
ー
ズ
把
握
調
査

産
後

ケ
ア事

業
等

の
実

施
に

当
た

り、
基

礎
デ

ー
タの

把
握

及
び

利
用

者
の

ニ
ー

ズ
把

握
の

た
め

の
調

査
を

行
う。

（
４
）
市
町
村
共
同
実
施
の
推
進

都
道

府
県

が
主

導
し、

市
町

村
で

の
共

同
実

施
を推

進
す

る
た

め
の

検
討

会
や

連
絡

調
整

等
を

行
う。

（
５
）
そ
の
他

上
記

の
他

、市
町

村
が

妊
娠

・出
産

包
括

支
援

事
業

を
実

施
す

る
体

制
を整

備
す

る
た

め
の

支
援

を行
う。

都
道

府
県

都
道
府
県

◆
実

施
自

治
体

数
・妊

娠
・出

産
包

括
支

援
推

進
事

業
４

３
自

治
体

・産
後

ケ
ア事

業
を市

町
村

の
共

同
で

実
施

す
る

こと
を推

進
す

る
場

合
の

加
算

４
自

治
体

※
令

和
３

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

事
業
実
績

市
町

村
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１
．

こ
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て

○
改
正
児
童
福
祉
法
に
よ
り
、
市
区
町
村
に
お
い
て
、
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
（
児
童
福
祉
）
と
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
母
子
保
健
）
の
設
立
の

意
義
や
機
能
は
維
持
し
た
上
で
組
織
を
見
直
し
、
全
て
の
妊
産
婦
、
子
育
て
世
帯
、
子
ど
も
へ
一
体
的
に
相
談
支
援
を
行
う
機
能
を
有
す
る
機
関
（
こ
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
）
の
設
置
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

○
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
や
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
相
談
支
援
等
の
取
組
に
加
え
、

新
た
に

・
妊
娠
届
か
ら
妊
産
婦
支
援
、
子
育
て
や
子
ど
も
に
関
す
る
相
談
を
受
け
て
支
援
を
つ
な
ぐ
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（

サ
ポ

ー
ト

プ
ラ

ン
の

作
成
）
や
、

・
民
間
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
多
様
な
家
庭
環
境
等
に
関
す
る
支
援
体
制
の
充
実
・
強
化
を
図
る
た
め
の

地
域

資
源

の
開

拓
、

を
担
う
こ
と
で
、
更
な
る
支
援
の
充
実
・
強
化
を
図
る
も
の
。

○
令
和
６
年
４
月
の
施
行
に
向
け
、
以
下
の
準
備
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

※
一
体
的
な
支
援
体
制
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
安
心
こ
ど
も
基
金
の
活
用
が
可
能
（
R
5
ま
で
、
通
例
よ
り
高
い
補
助
率
で
支
援
）

※
今
年
度
、
調
査
研
究
に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
予
定
。

①
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
未
設
置
市
町
村

⇒
拠
点
の
早
期
設
置
。
そ
の
際
、
②
の
一
体
的
な
相
談
支
援
体
制
の
整
備
等
を
併
せ
て
検
討
。

②
拠
点
・
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
市
町
村

⇒
一
体
的
な
支
援
体
制
（
詳
細
は
次
頁
）
を
整
備
し
つ
つ
、
新
た
な
業
務
の
実
施
に
向
け
検
討
。
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13
8

29
5

52
5 

76
1 

98
3 

1,
28

8 
1,

60
3 

1,
64
7

71
4

1,
10

6 
1,

43
6 

1,
71

7 
2,

05
2 

2,
45

1 
2,
48
6

0

10
00

20
00

30
00

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
R4

設
置

自
治

体
数

設
置

箇
所

数

○
主

に
妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
の

実
情

を
把

握
し、

妊
娠

・出
産

・子
育

て
に

関
す

る
各

種
の

相
談

に
応

じ、
必

要
に

応
じて

支
援

プ
ラン

の
策

定
や

、地
域

の
保

健
医

療
又

は
福

祉
に

関
す

る
機

関
との

連
絡

調
整

を
行

い
、母
子
保
健
施
策
と子
育
て
支
援
施
策
との
一
体
的
な
提
供

を
通

じて
、妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
の

健
康

の
保

持
及

び
増

進
に

関
す

る
包

括
的

な
支

援
を

行
うこ

とに
よ

り、
地

域
の

特
性

に
応

じた
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
提
供
す
る
体
制
を
構

築
す
る
こと

を目
的

とす
る

。
※

平
成

29
年

度
よ

り法
定

化
（

法
律

上
は

「母
子

健
康

包
括

支
援

セ
ンタ

ー
」）

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

目
的

◆
実
施
主
体

市
町

村
◆
対
象
者

主
とし

て
、妊

産
婦

及
び

乳
幼

児
並

び
に

その
保

護
者

◆
内

容
（

１
）

妊
産

婦
及

び
乳

幼
児

等
の

実
情

の
把

握
（

２
）

妊
娠

・出
産

・子
育

て
に

関
す

る
各

種
相

談
に

応
じ、

必
要

な
情

報
提

供
・助

言
・保

健
指

導
の

実
施

（
３

）
支

援
プラ

ンの
策

定
（

４
）

保
健

医
療

又
は

福
祉

の
関

係
機

関
との

連
絡

調
整

◆
職
員
配
置

（
１

）
保

健
師

、助
産

師
、看

護
師

及
び

ソー
シ

ャル
ワー

カー
を１

名
以

上
（

２
）

困
難

事
例

へ
対

応
す

る
た

め
、社

会
福

祉
士

、精
神

保
健

福
祉

士
等

の
専

門
職

を
１

名
以

上
（

R７
ま

で
は

配
置

しな
い

こと
も

可
）

（
R3

～
）

（
３

）
利

用
者

支
援

専
門

員
を１

名
以

上
（

地
域

の
実

情
等

に
よ

り配
置

しな
い

こと
も

可
）

（
４

）
補

助
者

（
任

意
）

内
容

【平
成
27
年
度
創
設
】

◆
活

用
可

能
な

予
算

（
R５

年
度

予
算

案
）

子
ども

・子
育

て
支

援
交

付
金

（
内

閣
府

）
及

び
重

層
的

支
援

体
制

整
備

事
業

交
付

金
（

厚
生

労
働

省
）

1,
92

0億
円

の
内

数
◆

補
助

率
国

2/
3、

都
道

府
県

1/
6、

市
町

村
1/

6
◆

補
助

単
価

案
（

利
用

者
支

援
事

業
母

子
保

健
型

の
場

合
）

１
か

所
あ

た
り年

額
4,

49
7千

円
～

14
,3

31
千

円
※

職
員

配
置

に
よ

り異
な

る

予
算
補
助
等

設
置
状
況

※
 各

年
度

４
月

１
日

現
在

（
母

子
保

健
課

調
べ

）
※

 平
成

27
年

度
は

利
用

者
支

援
事

業
母

子
保

健
型

に
よ

る
補

助
金

を
活

用
して

い
る

自
治

体
数

（
か

所
、市

町
村

）

（
年

度
）

28



29



30



31



32



33



34



35



36



子
育

て
世

代
包

括
セ

ン
タ

ー
の

実
績

対
応
者
数

う
ち
支
援
プ
ラ
ン
対
象
者

数

妊
婦

79
2,

56
7人

23
9,

58
1人

産
婦

47
6,

83
4人

95
,5

61
人

乳
幼
児

1,
29

0,
96

3人
21

4,
67

6人

※
「
対
応
者
数
」
と
は
、
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
実
情
把
握
、
妊

娠
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る
各
種
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
提

供
・
助
言
・
保
健
指
導
等
が
行
わ
れ
て
い
る
実
人
数
。

※
「
支
援
プ
ラ
ン
対
象
者
数
」
と
は
、
上
記
の
う
ち
、
支
援
プ
ラ
ン
策
定

が
行
わ
れ
て
い
る
実
人
数
。

※
母
子
保
健
課
調
べ
数
値
は
令
和
２
年
度
の
実
績

妊
娠
届
出
数

令
和

２
年

度
86

7,
51

0人
令

和
元

年
度

91
4,

18
3人

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
支
援
状
況

出
典
：
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告

保
健
師

助
産
師

看
護
師

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

そ
の
他
の
職
員

（
等
）

合
計

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

専
任

兼
任

1,
81

9
7,

63
6

61
8

30
7

16
2

29
0

12
9

31
6

1,
51

2
1,

77
8

4,
24

0
10

,3
27

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
職
員
配
置
状
況

※
母
子
保
健
課
調
べ
数
値
は
令
和
２
年
度
の
実
績

単
位
：
人
（
常
勤
換
算
）

（
参
考
）

妊
娠
届
出
数

妊
産
婦
に
対
す
る
保
健
師
等
の
担
当
制

セ
ン
タ
ー
設
置
数

担
当
保
健
師
を
取
り

入
れ
て
い
る
セ
ン
タ
ー

割
合

2,
28

8
1,

53
6

67
.1

0％

※
母
子
保
健
課
調
べ
数
値
は
令
和
２
年
度
の
実
績

37



○
低

所
得

の
妊

婦
の

経
済

的
負

担
軽

減
を図

る
とと

も
に

、当
該

妊
婦

の
状

況
を

継
続

的
に

把
握

し、
必

要
な

支
援

に
つ

な
げ

る
た

め
、初

回
の

産
科

受
診

料
の

費
用

を
助

成
す

る
。な

お
、本

事
業

に
つ

い
て

は
、今

般
新

た
に

創
設

され
た

伴
走

型
相

談
支

援
事

業
と一

体
的

に
実

施
す

る
こと

に
よ

り、
両

事
業

の
効

果
的

な
取

組
を

進
め

る
こと

とす
る

。低
所
得
の
妊
婦
に
対
す
る
初
回
産
科
受
診
料
支
援
事
業
【新
規
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
1.
3億
円

目
的

◆
対
象
者

住
民

税
非

課
税

世
帯

又
は

同
等

の
所

得
水

準
で

あ
る

妊
婦

。
た

だ
し、

当
該

妊
婦

の
状

況
を

継
続

的
に

把
握

し、
必

要
な

支
援

に
つ

な
げ

る
た

め
、以

下
の

要
件

を
満

た
す

者
とす

る
。

＜
要

件
＞

要
件

①
：

所
得

判
定

の
た

め
、世

帯
の

課
税

状
況

を
確

認
す

る
こと

に
同

意
す

る
こと

要
件

②
：

妊
婦

健
診

の
受

診
医

療
機

関
等

の
関

係
機

関
と市

町
村

が
、必

要
に

応
じて

、支
援

に
必

要
な

情
報

(妊
婦

健
診

の
未

受
診

や
、家

庭
の

状
況

等
を

含
む

)を
共

有
す

る
こと

に
同

意
す

る
こと

。
◆
内

容
（

１
）

初
回

産
科

受
診

料
補

助
低

所
得

の
妊

婦
を対

象
とし

て
、初

回
の

産
科

受
診

料
の

一
部

又
は

全
部

を補
助

す
る

。
（

２
）

関
係

機
関

との
連

絡
調

整
把

握
した

妊
婦

に
つ

い
て

必
要

な
支

援
が

提
供

され
る

よ
う関

係
機

関
との

連
携

を
図

る
。

◆
留
意
事
項

本
事

業
に

つ
い

て
は

、市
町

村
の

妊
婦

へ
の

支
援

体
制

整
備

の
た

め
、次

の
とお

り実
施

す
る

こと
とす

る
。

（
１

）
本

事
業

は
、子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ンタ

ー
の

窓
口

業
務

とし
て

実
施

す
る

こと
とす

る
。

（
２

）
本

事
業

に
よ

る
支

援
対

象
者

に
対

して
、伴

走
型

相
談

支
援

事
業

に
よ

る
面

談
等

を
実

施
す

る
こと

。ま
た

、面
談

等
に

お
い

て
、住

民
税

非
課

税
世

帯
に

対
す

る
支

援
制

度
（

各
種

子
育

て
支

援
事

業
の

利
用

料
減

免
制

度
な

ど）
を

案
内

す
る

こと
で

、必
要

な
支

援
に

効
果

的
に

つ
な

げ
る

こと
。

（
３

）
本

事
業

に
より

助
成

を
行

った
妊

婦
に

対
し、

必
要

に
応

じて
支

援
計

画
を

策
定

し支
援

を
実

施
す

る
こと

。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
（

伴
走

型
相

談
支

援
事

業
を

実
施

す
る

市
町

村
に

限
る

。）
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
１

件
あ

た
り

10
,0

00
円

実
施
主
体
・補
助
率
等
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母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
【拡
充
】

両
親

学
級

の
オ

ンラ
イン

実
施

や
SN

Sを
活

用
した

オ
ン

ライ
ン

相
談

な
ど、

妊
産

婦
等

の
ニー

ズ
に

応
じた

ア
クセ

ス
しや

す
い

多
様

な
相

談
支

援
を

行
うと

とも
に

、母
子

保
健

に
関

す
る

記
録

を
電

子
化

す
る

こと
で

、妊
産

婦
等

の
状

態
を適

切
に

管
理

す
る

な
ど、

必
要

な
支

援
が

行
わ

れ
る

よう
体

制
強

化
を図

る
。ま

た
、都

道
府

県
に

よる
成

育
医

療
等

に
関

す
る

協
議

会
の

設
置

や
、市

町
村

が
実

施
す

る
各

種
健

診
の

精
度

管
理

な
どの

広
域

支
援

の
推

進
等

を実
施

す
る

。

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
6.
7億
円
(5
.3
億
円
)

目
的

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

、市
町

村
◆

補
助

率
：

①
国

１
／

２
、市

町
村

１
／

２
②

国
１

／
２

、都
道

府
県

１
／

２
◆

補
助

単
価

案
：

①
6,

04
3千

円
②

(1
)2

,3
73

千
円

(2
)1

0,
00

0千
円

【拡
充

】

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
４
年
度
創
設
】

市
町

村
事

業
①
母
子
保
健
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
・オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
体
制
強
化
事
業

個
々

の
家

庭
の

状
況

に
応

じて
、適

切
な

支
援

を提
供

で
き

る
よう

、地
域

の
実

情
に

応
じた

支
援

体
制

等
の

強
化

を図
る

。
（

１
）

両
親

学
級

等
の

オ
ンラ

イン
実

施
（

２
）

SN
Sを

活
用

した
オ

ンラ
イン

相
談

（
３

）
母

子
保

健
に

関
す

る
デ

ジ
タル

化
（

記
録

の
電

子
化

等
）

（
４

）
各

種
健

診
に

必
要

な
備

品
（

屈
折

検
査

機
器

等
）

の
整

備
（

５
）

その
他

母
子

保
健

対
策

強
化

に
資

す
る

取
り組

み

都
道

府
県

事
業

②
母
子
保
健
に
関
す
る
都
道
府
県
広
域
支
援
強
化
事
業
【拡
充
】

(１
)成

育
医

療
等

に
関

す
る

計
画

の
策

定
や

協
議

会
の

設
置

、ニ
ー

ズ
把

握
や

研
修

会
の

実
施

、普
及

啓
発

等
の

広
域

支
援

の
実

施
。

(２
)各

市
町

村
の

健
診

等
の

精
度

管
理

な
どの

支
援

都
道

府
県

協
議
会

設
置

市
町

村
関

係
機

関

参
加

参
加

都
道

府
県

に
お

い
て

、成
育
医
療
等
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置

す
る

とと
も

に
、検

討
会

に
よる

検
討

・決
定

な
ども

踏
まえ

、母
子

保
健

（
各

種
健

診
や

産
後

ケ
ア事

業
な

ど）
に

関
す

る
広

域
支

援
を実

施

【協
議

会
の

検
討

内
容

（
例

）
】

・都
道

府
県

、市
町

村
の
「成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画
」の
策
定

に
関

す
る

こと
・母

子
保

健
事

業
に

関
す

る
実
施
体
制
の
整
備
や
委
託
先
の
確
保

に
関

す
るこ

と
・母

子
保

健
事

業
に

関
す

る
委
託
内
容
（
契
約
金
額
な
ど）
の
統
一
化

に
関

す
る

こと
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成
育

基
本

方
針

（
令

和
３

年
２

月
９

日
閣

議
決

定
）

を
踏

ま
え

、プ
レ

コン
セ

プ
シ

ョン
ケ

ア
を

含
め

、男
女

を
問

わ
ず

性
や

妊
娠

に
関

す
る

正
しい

知
識

の
普

及
を

図
り、

健
康

管
理

を促
す

事
を目

的
とす

る
。

※
令

和
３

年
度

まで
の

「女
性

健
康

支
援

セ
ンタ

ー
事

業
」や

「不
妊

専
門

相
談

セ
ンタ

ー
事

業
」を

組
み

替
え

た
も

の
。

性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
9.
5億
円
（
9.
2億
円
）

目
的

◆
対
象
者

思
春

期
、妊

娠
、出

産
等

の
各

ライ
フス

テ
ー

ジ
に

応
じた

相
談

を希
望

す
る

者
（

不
妊

相
談

、予
期

せ
ぬ

妊
娠

、メ
ンタ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア、

性
感

染
症

の
対

応
を含

む
）

◆
内

容
（

１
）

不
妊

に
悩

む
夫

婦
、将

来
子

を持
ち

た
い

カッ
プル

、身
体

的
・精

神
的

な
悩

み
を有

す
る

女
性

等
へ

の
健

康
状

況
に

的
確

に
応

じた
健

康
・不

妊
・将

来
の

妊
娠

出
産

に
関

す
る

相
談

指
導

（
２

）
妊

娠
・出

産
に

係
る

正
しい

知
識

等
に

関
す

る
親

世
代

向
け

等
の

講
演

会
の

開
催

（
３

）
相

談
指

導
を行

う相
談

員
の

研
修

養
成

（
４

）
不

妊
治

療
、妊

娠
・出

産
、女

性
の

健
康

に
関

す
る

医
学

的
・科

学
的

知
見

の
普

及
啓

発
（

５
）

不
妊

治
療

と仕
事

の
両

立
に

関
す

る
相

談
対

応
（

６
）

特
定

妊
婦

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

（
性

感
染

症
な

どの
疾

病
等

に
関

す
る

受
診

を含
む

。）
【拡

充
】

（
７

）
若

年
妊

婦
等

に
対

す
る

SN
Sや

アウ
トリ

ー
チ

に
よる

相
談

支
援

、緊
急

一
時

的
な

居
場

所
の

確
保

（
８

）
出

生
前

遺
伝

学
的

検
査

（
NI

PT
）

を受
け

た
妊

婦
等

へ
の

相
談

支
援

体
制

の
整

備
（

９
）

学
校

で
児

童
・生

徒
向

け
に

性
・生

殖
に

関
す

る
教

育
等

を実
施

す
る

医
師

や
助

産
師

等
へ

の
支

援
（

10
）

思
春

期
の

児
童

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
１

／
２

実
施
主
体
・補
助
率

【令
和
４
年
度
創
設
】

40

TTYIY
テキスト ボックス
資料５



特
定

妊
婦

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

加
算

（
性

と
健

康
の

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

の
一

部
）
【拡
充
】

○
妊

娠
・出

産
に

つ
い

て
周

囲
に

相
談

で
き

ず
に

悩
む

者
に

つ
い

て
は

、予
期

しな
い

妊
娠

、経
済

的
困

窮
、社

会
的

孤
立

、D
Vな

どの
様

々
な

背
景

が
あ

り、
妊

婦
健

診
未

受
診

で
の

分
娩

や
新

生
児

が
０

歳
０

日
で

虐
待

死
に

至
る

場
合

が
あ

る
な

ど、
妊

娠
期

か
ら支

援
す

る
こと

が
重

要
で

あ
る

。
○

この
た

め
、予

期
せ

ぬ
妊

娠
等

を
は

じめ
、性

や
妊

娠
に

関
す

る
悩

み
を

抱
え

る
者

の
相

談
対

応
を

行
う「

性
と健

康
の

相
談

セ
ンタ

ー
」に

お
い

て
、特

定
妊

婦
と疑

わ
れ

る
者

等
を

把
握

した
場

合
に

、医
療

機
関

等
へ

の
同

行
支

援
等

を
行

うこ
とに

よ
りそ

の
状

況
を

確
認

し、
関

係
機

関
へ

確
実

に
つ

な
ぐ体

制
を

整
備

す
る

。

目
的

◆
対
象
者

特
定

妊
婦

（
※

）
と疑

わ
れ

る
者

、妊
娠

や
性

に
関

す
る

疾
病

等
で

悩
ん

で
い

る
10

代
等

の
若

者
【拡

充
】

※
出

産
後

の
養

育
に

つ
い

て
出

産
前

に
お

い
て

支
援

を
行

うこ
とが

特
に

必
要

と認
め

られ
る

妊
婦

（
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

５
項

）
）

◆
内

容
性

と健
康

の
相

談
セ

ン
ター

に
お

い
て

、予
期

せ
ぬ

妊
娠

等
や

、性
感

染
症

な
どの

性
に

関
す

る
疾

病
等

に
悩

む
者

を
把

握
した

場
合

に
は

、面
談

・訪
問

相
談

等
に

よ
りそ

の
状

況
を

確
認

し、
関

係
機

関
と連

携
を

行
うと

とも
に

、産
科

受
診

等
が

困
難

な
場

合
に

は
、産

科
等

医
療

機
関

へ
の

同
行

支
援

や
受

診
費

用
(初

回
分

に
限

る
)に

対
す

る
助

成
を

行
う。

ま
た

、本
事

業
に

よ
り把

握
した

特
定

妊
婦

等
に

つ
い

て
は

、本
人

同
意

の
も

と市
町

村
に

情
報

提
供

す
る

とと
も

に
、そ

の
後

の
支

援
に

つ
い

て
、市

町
村

の
伴

走
型

相
談

支
援

の
担

当
者

とも
連

携
を

図
る

こと
。

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
１

／
２

◆
実

施
自

治
体

数
・

産
科

受
診

等
支

援
17

自
治

体
（

16
自

治
体

）
・

初
回

産
科

受
診

料
14

自
治

体
（

14
自

治
体

）
※

令
和

３
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

括
弧

は
令

和
２

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

実
施
主
体
等

【令
和
元
年
度
創
設
】

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ンタ
ー

（
伴

走
型

相
談

支
援

事
業

）
、要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
等

関
係

機
関

◆
補

助
単

価
案

①
直

営
産

科
受

診
等

支
援

月
額

16
2,

00
0円

受
診

費
用

受
診

１
件

あ
た

り
10

,0
00

円
【拡

充
】交

通
費

受
診

１
件

あ
た

り
2,

00
0円

②
委

託
産

科
受

診
等

支
援

加
算

月
額

32
2,

40
0円

受
診

費
用

受
診

１
件

あ
た

り
10

,0
00

円
【拡

充
】交

通
費

受
診

１
件

あ
た

り
2,

00
0円

補
助
単
価
案

①
予

期
せ

ぬ
妊

娠
、性

に
関

す
る

疾
病

等
の

相
談

や
、市

町
村

に
よ

る
妊

婦
訪

問
事

業
よ

り、
支

援
が

必
要

な
者

を
把

握

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
9.
5億
円
の
内
数

②
必

要
に

応
じ

て
面

談
・訪

問
相

談
実

施
（

対
象

者
との

信
頼

関
係

の
構

築
）

特
定

妊
婦

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

連
携

③
産

科
受

診
等

支
援

・
市

販
の

妊
娠

検
査

薬
で

妊
娠

の
確

認
を

行
った

うえ
で

、初
回

産
科

受
診

料
を補

助
・

性
感

染
症

な
どの

疾
病

等
に

関
す

る
受

診
費

用
(初

回
分

に
限

る
)を

補
助

【拡
充

】
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○
地

域
の

NP
O

と連
携

し、
悩

み
を

抱
え

る
若

年
妊

婦
等

を
、継

続
的

か
つ

専
門

的
な

支
援

へ
と繋

げ
る

。

若
年

妊
婦

等
支

援
強

化
加

算
（

性
と

健
康

の
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
の

一
部

）

○
予

期
せ

ぬ
妊

娠
な

どに
より

、身
体

的
、精

神
的

な
悩

み
や

不
安

を抱
え

た
若

年
妊

婦
等

が
、身

近
な

地
域

で
必

要
な

支
援

を受
け

られ
る

よう
、S

NS
等

を活
用

し
た

相
談

支
援

等
を行

う。
○

若
年

妊
婦

等
へ

の
支

援
に

積
極

的
で

、機
動

力
の

あ
る

NP
O

に
、ア

ウト
リー

チ
や

若
年

妊
婦

等
支

援
の

業
務

の
一

部
又

は
全

て
を委

託
す

る
こと

な
どに

より
、地

域
の

実
情

に
応

じた
若

年
妊

婦
等

へ
の

支
援

を行
う。

目
的

◆
対
象
者

10
代

等
若

年
で

妊
娠

に
悩

ん
で

い
る

者
や

、若
年

に
限

らず
特

定
妊

婦
と疑

わ
れ

る
者

等
◆
内

容
（

１
）

相
談

支
援

等
①

窓
口

相
談

②
アウ

トリ
ー

チ
に

よる
相

談
③

コー
デ

ィネ
ー

ト業
務

④
SN

S等
を活

用
した

相
談

（
２

）
緊

急
一

時
的

な
居

場
所

確
保

内
容

◆
実

施
主

体
：

都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、都
道

府
県

・指
定

都
市

・中
核

市
１

／
２

◆
実

施
自

治
体

数
：

1５
自

治
体

・
直

営
４

自
治

体
（

秋
田

県
、群

馬
県

、京
都

市
、奈

良
市

）
・

委
託

１
１

自
治

体
（

栃
木

県
、埼

玉
県

、千
葉

県
、東

京
都

、神
奈

川
県

、富
山

県
、石

川
県

、
兵

庫
県

、鹿
児

島
県

、沖
縄

県
、仙

台
市

）
※

令
和

３
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

実
施
主
体
等

【令
和
２
年
度
創
設
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
9.
5億
円
の
内
数

◆
補

助
単

価
案

①
直

営
運

営
費

月
額

17
6,

10
0円

SN
S等

に
よる

相
談

支
援

年
額

10
,8

88
,0

00
円

一
時

的
な

居
場

所
確

保
１

泊
あ

た
り

16
,1

00
円

②
委

託
基

本
分

月
額

37
6,

60
0円

夜
間

休
日

対
応

加
算

月
額

56
,4

00
円

SＮ
Ｓ

等
に

よる
相

談
支

援
年

額
10

,8
88

,0
00

円
一

時
的

な
居

場
所

確
保

１
泊

あ
た

り
16

,1
00

円

補
助
単
価
案

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

（
１

）
ア

ウト
リー

チ
や

SN
S等

に
よ

る
相

談
支

援
（

２
）

特
定

妊
婦

等
に

対
す

る
産

科
受

診
等

支
援

（
３

）
緊

急
一

時
的

な
居

場
所

の
確

保

○
保

健
師

等
に

よ
る

、よ
り専

門
的

な
相

談
（

電
話

相
談

・窓
口

相
談

等
）

※
ア

ウト
リー

チ
や

SN
S等

を
活

用
した

相
談

支
援

な
ど、

機
動

力
を

活
か

し
た

相
談

支
援

に
つ

い
て

NP
O

に
委

託
して

実
施

。

都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
（
性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
）

ア
ウト

リー
チ

＆
キ

ャッ
チ

悩
み
を
抱
え
る
若
年
妊
婦
等

地
域
の
N
PO
等

委
託

・ﾊ
ﾞｯ

ｸｱ
ｯﾌ

ﾟ

市
町
村
（
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

連
携

連
携

相
談

相
談
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令
和

３
年

度
子

ども
・子

育
て

支
援

推
進

調
査

研
究

事
業

「プ
レコ

ンセ
プシ

ョン
ケ

ア体
制

整
備

に
向

け
た

相
談

・研
修

ガ
イド

ライ
ン作

成
に

向
け

た
調

査
研

究
」（

事
業

者
：

有
限

責
任

監
査

法
人

トー
マツ

）
に

お
い

て
、性

・生
殖

・ジ
ェン

ダー
に

関
す

る
相

談
の

場
を提

供
して

い
る

自
治

体
や

NP
O

 等
の

実
態

調
査

等
を行

い
、令

和
4年

度
か

ら都
道

府
県

等
が

「性
と健

康
の

相
談

セ
ンタ

ー
事

業
」を

実
施

す
る

に
あ

た
り、

体
制

整
備

の
参

考
とな

る
よう

な
手

引
きを

作
成

した
。

プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
体
制
整
備
に
向
け
た
相
談
・研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
に
向
け
た
調
査
研
究

背
景

◆
プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
の
体
制
整
備
に
向
け
た
手
引
書

性
と健

康
の

相
談

セ
ンタ

ー
事

業
と既

存
事

業
に

つ
い

て
、体

制
整

備
の

考
え

方
、都

道
府

県
等

に
期

待
され

る
役

割
を掲

載
。

調
査

結
果

等
を踏

まえ
て

、令
和

4年
度

か
ら都

道
府

県
等

が
「性

と健
康

の
相

談
セ

ンタ
ー

事
業

」を
実

施
す

る
に

あ
た

り、
体

制
整

備
の

参
考

とな
る

よう
な

手
引

き
を作

成
した

。

５
つ

の
テ

ー
マ毎

に
先

進
的

な
事

例
な

どを
紹

介
。ま

た
、コ

ラム
に

お
い

て
プレ

コン
セ

プシ
ョン

ケ
アに

関
連

す
る

トピ
ック

等
を紹

介
。

手
引
き

プレ
コン

セ
プシ

ョン
ケ

ア推
進

に
お

い
て

役
立

つ
資

料
をま

とめ
て

紹
介

。

テ
ー

マ
実

施
都

道
府

県
事

例
内

容

①
性

や
健

康
に

関
す

る
教

育
青

森
県

県
立

学
校

に
お

け
る

産
婦

人
科

校
医

配
置

事
業

愛
知

県
小

牧
市

保
健

セ
ンタ

ー
と連

携
した

「生
と性

の
カリ

キ
ュラ

ム
」推

進
事

業

兵
庫

県
姫

路
市

保
健

師
に

よる
「思

春
期

出
前

授
業

」の
実

施

②
妊

娠
・出

産
の

教
育

神
奈

川
県

18
-2

4歳
の

男
女

へ
妊

娠
・出

産
の

正
しい

知
識

を普
及

す
る「

丘
の

上
の

お
医

者
さん

（
W

eb
サ

イト
）

」運
営

事
業

島
根

県
高

校
生

・大
学

生
を対

象
とし

た
「ラ

イフ
プラ

ン設
計

講
座

」の
実

施

③
不

妊
・不

育
支

援
大

分
県

大
分

市
「お

お
い

た
不

妊
・不

育
相

談
セ

ンタ
ー

（
ho

pe
fu

l（
ホ

ー
プフ

ル
）

）
」に

よる
不

妊
・不

育
相

談

④
特

定
の

支
援

を
必

要
とす

る
妊

婦
へ

の
支

援
熊

本
県

熊
本

市
若

年
妊

婦
等

支
援

事
業

認
定

NP
O

法
人

フロ
ー

レン
ス

特
定

妊
婦

等
に

対
す

る相
談

支
援

及
び

産
科

受
診

等
支

援

⑤
（

全
体

）
各

ス
テー

ジ
に

応
じた

切
れ

目
の

な
い

支
援

の
提

供
東

京
都

、富
山

県
、岡

山
県

各
ス

テ
ー

ジ
に

応
じた

切
れ

目
の

な
い

支
援

の
提

供
に

向
け

、生
涯

を通
じた

女
性

の
健

康
支

援
事

業
に

加
え

、独
自

の
事

業
を委

託
先

等
の

関
連

機
関

と連
携

して
実

施

○
第

１
章

プレ
コン

セ
プシ

ョン
ケ

アの
体

制
整

備
の

考
え

方

○
第

２
章

都
道

府
県

等
の

体
制

整
備

に
向

け
た

事
例

集

○
第

３
章

参
考

資
料
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SN
Sの
普
及
等
に
よ
り
性
に
関
す
る
様
々
な
情
報
が
あ
る
中
、
男
女
と
も
に
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
、
健
康
管
理

を
促
す
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
（
※
）
を
推
進
す
る
た
め
、
か
ら
だ
や
性
・
妊
娠
な
ど
に
関
す
る
正
し
い
情
報
や
相
談
窓
口
な
ど
を

紹
介
す
る
、
若
者
向
け
の
健
康
相
談
支
援
サ
イ
ト
｢ス
マ
ー
ト
保
健
相
談
室
｣を
令
和
４
年
３
月
に
公
開
。
文
部
科
学
省
等
関
係
省
庁
と
連

携
し
て
周
知
。

若
者

の
性

や
妊

娠
な

ど
の

健
康

相
談

支
援

サ
イ

ト
「

ス
マ

ー
ト

保
健

相
談

室
」

掲
載

内
容

の
概

要

1
.相

談
窓

口

性
や
妊
娠
・
性
被
害
・
性
感
染
症
な
ど
、

様
々
な
悩
み
を
相
談
で
き
る
窓
口
を
掲
載
。

2
. 

正
し

い
知

識
Q

&
A

か
ら
だ
や
性
・
妊
娠
な
ど
の
健
康
に
関
す
る
疑
問

に
つ
い
て
の
医
学
的
に
正
し
い
情
報
を
掲
載
。

（
月
経
に
関
す
る
悩
み
、
性
行
為
、
避
妊
、
妊
娠
、

性
感
染
症
、
女
性
に
多
い
病
気
、
男
性
に
多
い
性

の
悩
み
、
そ
の
他
）

3
.イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
・

コ
ラ

ム

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
や
専
門
家
の
コ
ラ
ム
な
ど
、

参
考
に
な
る
情
報
を
掲
載
。

4
.関

連
す

る
情

報
や

普
及

啓
発

資
材

保
護
者
の
方
や
医
療
従
事
者
向
け
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
、
関
連
す
る
情
報
の
リ
ン
ク
を
掲
載
。

（
※
）
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
令
和
３
年
２
月
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、

「
女
性
や
カ
ッ
プ
ル
を
対
象
と
し
て
、
将
来
の
妊
娠
の
た
め
の
健
康
管
理
を
促
す
取
組
」
と
定
義
。

ポ
ス

タ
ー

・
カ

ー
ド

・
シ

ー
ル

を
活

用
し

て
の

周
知

に
ご

協
力

を
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

h
t
t
p

s
:
/

/
y

o
u

t
h

.m
h

lw
.g

o
.j

p
/
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産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
（

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
事

業
の

一
部

）

○
妊

産
婦

等
が

抱
え

る
妊

娠
・出

産
や

子
育

て
に

関
す

る
悩

み
等

に
つ

い
て

、助
産

師
等

の
専

門
家

又
は

子
育

て
経

験
者

や
シ

ニア
世

代
等

の
相

談
しや

す
い

「話
し相

手
」等

に
よる

相
談

支
援

を行
い

、家
庭

や
地

域
で

の
妊

産
婦

等
の

孤
立

感
を解

消
を図

る
こと

を目
的

とす
る

。

目
的

◆
対
象
者

身
近

に
相

談
で

きる
者

が
い

な
い

な
ど、

支
援

を受
け

る
こと

が
適

当
と判

断
され

る
妊

産
婦

及
び

その
家

族
。

◆
内

容
（

１
）

利
用

者
の

悩
み

相
談

対
応

や
サ

ポ
ー

ト
（

２
）

産
前

・産
後

の
心

身
の

不
調

に
関

す
る

相
談

支
援

（
３

）
妊

産
婦

等
をサ

ポ
ー

トす
る

者
の

募
集

（
４

）
子

育
て

経
験

者
や

シ
ニア

世
代

の
者

等
に

対
して

産
前

・産
後

サ
ポ

ー
トに

必
要

な
知

識
を付

与
す

る
講

習
会

の
開

催
（

５
）

母
子

保
健

関
係

機
関

、関
係

事
業

との
連

絡
調

整
（

６
）

多
胎

妊
産

婦
へ

の
支

援
（

多
胎

ピア
サ

ポ
ー

ト、
多

胎
妊

産
婦

サ
ポ

ー
ター

等
に

よる
支

援
（

R２
～

）
（

７
）

妊
産

婦
等

へ
の

育
児

用
品

等
に

よる
支

援
（

R２
～

）
（

８
）

出
産

や
子

育
て

に
悩

む
父

親
支

援
（

R3
～

）

◆
実
施
方
法
・実
施
場
所
等

「ア
ウト

リー
チ

（
パ

ー
トナ

ー
）

型
」

：
実

施
担

当
者

が
利

用
者

の
自

宅
に

赴
く等

に
より

、個
別

に
相

談
に

対
応

「デ
イサ

ー
ビス

（
参

加
）

型
」

：
公

共
施

設
等

を活
用

し、
集

団
形

式
に

より
、同

じ悩
み

等
を有

す
る

利
用

者
か

らの
相

談
に

対
応

◆
実
施
担
当
者

①
助

産
師

、保
健

師
又

は
看

護
師

②
子

育
て

経
験

者
、シ

ニア
世

代
の

者
等

※
事

業
内

容
（

２
）

の
産

前
・産

後
の

心
身

の
不

調
に

関
す

る
相

談
支

援
は

、①
に

掲
げ

る
専

門
職

を
担

当
者

とす
る

こと
が

望
ま

しい

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
月

額
17

0,
90

0円
～

2,
74

5,
70

0円
（

人
口

に
よ

り異
な

る
）

その
他

、多
胎

妊
産

婦
等

支
援

な
ど取

組
に

応
じた

加
算

あ
り。

実
施
主
体
・補
助
率
等

【平
成
26
年
度
創
設
】

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
16
.3
億
円
（
16
.5
億
円
）

29
59

18
2

31
3 

40
3 

50
1 

57
9 

61
5

0

20
0

40
0

60
0

80
0

H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
※

 令
和

３
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）
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多
胎

妊
産

婦
等

支
援

【
運

用
改

善
】

（
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

の
一

部
）

○
多

胎
妊

産
婦

へ
の

支
援

に
つ

い
て

、多
胎

ピア
サ

ポ
ー

ト事
業

や
、育

児
サ

ポ
ー

ター
等

派
遣

事
業

を実
施

す
る

こと
に

より
、誰

も
が

子
育

て
をし

や
す

い
環

境
を整

え
る

。

目
的

◆
対
象
者

多
胎

妊
産

婦
及

び
多

胎
家

庭
※

（
２

）
多

胎
妊

産
婦

等
サ

ポ
ー

ター
等

事
業

に
つ

い
て

は
、２

歳
程

度
ま

で
の

多
胎

児
を

育
児

す
る

者
を

対
象

者
の

目
安

とし
、個

別
の

事
情

を
踏

ま
え

て
判

断

◆
内

容
（

１
）

多
胎

ピア
サ

ポ
ー

ト事
業

多
胎

児
の

育
児

経
験

者
家

族
との

交
流

会
等

の
実

施
や

、多
胎

妊
婦

が
入

院
して

い
る

場
合

、外
出

が
困

難
な

場
合

な
どに

お
い

て
、必

要
に

応
じて

多
胎

児
の

育
児

経
験

者
に

よる
アウ

トリ
ー

チ
で

の
相

談
支

援
を実

施
す

る
。

（
２

）
多

胎
妊

産
婦

等
サ

ポ
ー

ター
等

事
業

多
胎

妊
産

婦
や

多
胎

家
庭

の
も

とへ
サ

ポ
ー

ター
を派

遣
し、

外
出

時
の

補
助

や
、日

常
の

育
児

に
関

す
る介

助
を行

う。
また

、当
該

サ
ポ

ー
ター

を派
遣

す
る

前
に

、多
胎

妊
産

婦
等

へ
の

支
援

に
際

して
必

要
な

知
識

等
を修

得
す

る
た

め
の

研
修

を実
施

す
る

。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村

◆
補

助
率

：
国

１
／

２
、市

町
村

１
／

２
◆

補
助

単
価

案
多

胎
ピア

サ
ポ

ー
ト事

業
月

額
20

8,
20

0円
多

胎
妊

産
婦

等
サ

ポ
ー

ター
等

事
業

月
額

16
1,

60
0円

～
74

5,
90

0円
（

人
口

に
より

異
な

る
）

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
２
年
度
創
設
】

◆
実

施
自

治
体

数
多

胎
ピア

サ
ポ

ー
ト事

業
７

２
自

治
体

多
胎

妊
産

婦
等

サ
ポ

ー
ター

等
事

業
７

１
自

治
体

※
令

和
３

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
1

6
.3
億
円
の
内
数

訪
問

訪
問

日
常

生
活

の
サ

ポ
ー

ト
交

流
会

や
アウ

トリ
ー

チ
に

よる
相

談
支

援
な

ど

【運
用
改
善
】市

町
村

内
の

多
胎

妊
産

婦
が

少
人

数
で

あ
る

場
合

、都
道

府
県

が
本

事
業

を実
施

す
る

こと
を可

能
とす

る
。
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出
産

や
子

育
て

に
悩

む
父

親
支

援
（

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
の

一
部

）

○
家

族
との

関
わ

り方
に

対
す

る
不

安
や

、男
性

の
育

児
参

加
の

促
進

に
伴

って
生

じる
出

産
・子

育
て

に
関

して
悩

む
父

親
に

対
す

る
支

援
の

た
め

、子
育

て
経

験
の

あ
る

父
親

等
に

よる
ピア

サ
ポ

ー
ト支

援
や

、急
激

な
環

境
の

変
化

に
よる

父
親

の
産

後
うつ

へ
の

対
応

を行
う。

目
的

◆
対
象
者

出
産

・子
育

て
に

関
して

悩
む

父
親

◆
内

容
（

１
）

ピア
サ

ポ
ー

ト支
援

等
子

育
て

経
験

の
あ

る
父

親
や

、現
在

子
育

て
中

の
父

親
に

よる
交

流
会

等
の

実
施

や
、子

育
て

経
験

の
あ

る
父

親
に

よ
る

相
談

支
援

を実
施

す
る

こと
で

、子
育

て
に

関
す

る
悩

み
の

共
有

や
情

報
交

換
を

行
い

、さ
らに

子
ども

や
父

親
の

ライ
フス

テ
ー

ジ
に

応
じた

子
育

て
の

方
法

を
学

ぶ
場

とし
て

、継
続

的
な

支
援

を
実

施
す

る
。

（
２

）
父

親
相

談
支

援
妻

の
妊

娠
・出

産
や

子
ども

の
誕

生
・成

長
に

よ
って

生
じる

、父
親

自
身

に
お

け
る

仕
事

の
ス

タイ
ル

や
生

活
環

境
の

急
激

な
変

化
に

関
す

る
悩

み
や

うつ
状

態
に

対
応

す
る

た
め

、相
談

支
援

や
、そ

の
た

め
に

必
要

な
知

識
を取

得
す

る
た

め
の

研
修

を実
施

す
る

。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

ピア
サ

ポ
ー

ト支
援

等
事

業
月

額
59

,0
00

円
父

親
相

談
支

援
月

額
15

4,
80

0円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
1

6
.3
億
円
の
内
数

交
流
会
、
相
談
支
援
の
実
施

相
談
支
援
の
実
施
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○
多

胎
児

を
妊

娠
した

妊
婦

は
、単

胎
妊

娠
の

場
合

より
も

頻
回

の
妊

婦
健

康
診

査
受

診
が

推
奨

され
、受

診
に

伴
う経

済
的

負
担

が
大

き
く

な
る

こと
か

ら、
通

常
１

４
回

程
度

の
妊

婦
健

康
診

査
より

も
追

加
で

受
診

す
る

健
康

診
査

に
係

る
費

用
を

補
助

す
る

こと
で

、多
胎

妊
婦

の
負

担
軽

減
を

図
る

こと
を目

的
とす

る
。多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
0.
9億
円
（
0.
9億
円
）

目
的

◆
対
象
者

多
胎

を
妊

娠
して

い
る

妊
婦

◆
内

容
多

胎
を

妊
娠

して
い

る
妊

婦
を

対
象

に
、単

胎
の

場
合

よ
りも

追
加

で
受

診
す

る
妊

婦
健

康
診

査
に

係
る

費
用

に
つ

い
て

、一
定

額
を

助
成

す
る

。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
１

件
あ

た
り

5,
00

0円
※

多
胎

妊
婦

１
人

当
た

り５
回

を
限

度

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実

施
自

治
体

数
：

２
４

５
自

治
体

※
令

和
３

年
度

変
更

交
付

決
定

ベ
ー

ス

事
業
実
績
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妊
婦
健
康
診
査
に
つ
い
て

公
費
負
担
の
現
状
（
平
成
３
０
年
４
月
現
在
）

○
公
費
負
担
回
数
は
、
全
て
の
市
区
町
村
で
１
４
回
以
上
実
施

○
里
帰
り
先
で
の
妊
婦
健
診
の
公
費
負
担
は
、
全
て
の
市
区
町
村
で
実
施

○
助
産
所
に
お
け
る
公
費
負
担
は
、
１
，
７
３
６
の
市
区
町
村
で
実
施
（
１
，
７
４
１
市
区
町
村
中
）

公
費
負
担
の
状
況

○
平
成
１
９
年
度
ま
で
、
地
方
交
付
税
措
置
に
よ
り
５
回
を
基
準
と
し
て
公
費
負
担
を
行
っ
て
い
た
が
、
妊
婦
の
健
康
管
理

の
充
実
と
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
必
要
な
回
数
（
１
４
回
程
度
）
の
妊
婦
健
診
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
平
成
２
０

年
度
第
２
次
補
正
予
算
に
お
い
て
妊
婦
健
康
診
査
支
援
基
金
を
創
設
し
て
公
費
負
担
を
拡
充
。

○
平
成
２
２
年
度
補
正
予
算
、
平
成
２
３
年
度
第
４
次
補
正
予
算
に
よ
り
、
積
み
増
し
・
延
長
を
行
い
公
費
負
担
を
継
続
。

（
実
施
期
限
：
平
成
２
４
年
度
末
ま
で
）

○
平
成
２
５
年
度
以
降
は
、
地
方
財
源
を
確
保
し
、
残
り
の
９
回
分
に
つ
い
て
も
地
方
財
政
措
置
に
よ
り
公
費
負
担
を
行
う

こ
と
と
し
た
。

妊
婦
が
受
診
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
健
診
回
数

※
「
妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
に
つ
い
て
の
望
ま
し
い
基
準
」
（
平
成

27
年
３
月

31
日
厚
生
労
働
省
告
示
第

22
6号
）

①
妊
娠
初
期
よ
り
妊
娠
２
３
週
（
第
６
月
末
）
ま
で

：
４
週
間
に
１
回

②
妊
娠
２
４
週
(第
７
月
)よ
り
妊
娠
３
５
週
（
第
９
月
末
）
ま
で
：
２
週
間
に
１
回

③
妊
娠
３
６
週
（
第
１
０
月
）
以
降
分
娩
ま
で

：
１
週
間
に
１
回

（
※
こ
れ
に
沿
っ
て
受
診
し
た
場
合
、
受
診
回
数
は
１
４
回
程
度
で
あ
る
。
）

根
拠

○
母
子
保
健
法
第
１
３
条
（
抄
）

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
、
妊
産
婦
又
は
乳
児
若
し
く
は
幼
児
に
対
し
て
、
健
康
診
査
を
行
い
、
又
は
健
康
診
査
を

受
け
る
こ
と
を
勧
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
に
つ
い
て
の
望
ま
し
い
基
準
（
平
成
27
年
3月
3
1日
厚
生
労
働
省
告
示
第
22
6号
）

第
１

妊
婦
健
康
診
査
の
実
施
時
期
及
び
回
数
等

１
市
町
村
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
妊
娠
週
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
頻
度
で
妊
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
（
以
下
「
妊
婦
健
康
診
査
」
と
い
う
。
）

を
行
い
、
妊
婦
一
人
に
つ
き
、
出
産
ま
で
に
1
4回
程
度
行
う
も
の
と
す
る
。

イ
妊
娠
初
期
か
ら
妊
娠
2
3
週
ま
で

お
お
む
ね
４
週
間
に
１
回

ロ
妊
娠
24
週
か
ら
妊
娠
3
5
週
ま
で

お
お
む
ね
２
週
間
に
１
回

ハ
妊
娠
36
週
か
ら
出
産
ま
で

お
お
む
ね
１
週
間
に
１
回

２
市
町
村
は
、
妊
婦
一
人
に
つ
き
14
回
程
度
の
妊
婦
健
康
診
査
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２

妊
婦
健
康
診
査
の
内
容
等

１
市
町
村
は
、
各
回
の
妊
婦
健
康
診
査
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

イ
問
診
、
診
察
等

妊
娠
週
数
に
応
じ
た
問
診
、
診
察
等
に
よ
り
、
健
康
状
態
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ロ
検
査

子
宮
底
長
、
腹
囲
、
血
圧
、
浮
腫
、
尿
（
糖
及
び
蛋
白
）
、
体
重
等
の
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
初
回
の
妊
婦
健
康
診
査
に
お
い
て
は
、
身
長
の
検
査
を
行
う
も
の
と

す
る
こ
と
。

ハ
保
健
指
導

妊
娠
中
の
食
事
や
生
活
上
の
注
意
事
項
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
妊
婦
の
精
神
的
な
健
康
の
保
持
に
留
意
し
、
妊
娠
、
出
産
及
び
育
児
に
対
す
る
不

安
や
悩
み
の
解
消
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２
市
町
村
は
、
１
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
た
医
学
的
検
査
を
妊
娠
期
間
中
の
適
切
な
時
期
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
医
学
的
検
査
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る

検
査
の
項
目
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
右
欄
に
掲
げ
る
妊
娠
週
数
及
び
回
数
を
目
安
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
３

市
町
村
の
責
務

１
市
町
村
は
、
妊
婦
健
康
診
査
の
受
診
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
妊
婦
等
に
対
す
る
周
知
・
広
報
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
市
町
村
は
、
里
帰
り
先
等
に
お
い
て
妊
婦
健
康
診
査
を
受
診
す
る
妊
婦
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
妊
婦
の
居
住
地
以
外
の
病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
と
事
前
に
契
約
を
行
う

等
の
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
市
町
村
は
、
妊
婦
健
康
診
査
を
実
施
す
る
医
療
機
関
等
と
連
携
体
制
を
構
築
し
、
養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
妊
婦
に
対
し
、
適
切
な
支
援
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４
市
町
村
は
、
原
則
と
し
て
、
妊
婦
健
康
診
査
を
実
施
す
る
医
療
機
関
等
に
対
し
て
、
妊
婦
健
康
診
査
の
結
果
等
の
提
供
を
求
め
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

検
査
の
項
目

妊
娠
週
数
及
び
回
数
の
目
安

血
液
型
等
の
検
査
（Ａ
Ｂ
Ｏ
血
液
型
、
Ｒ
ｈ
血
液
型
及
び
不
規
則
抗
体
に
係
る
も
の
）

妊
娠
初
期
に
１
回

Ｂ
型
肝
炎
抗
原
検
査

Ｃ
型
肝
炎
抗
体
検
査

Ｈ
ＩＶ
抗
体
検
査

梅
毒
血
清
反
応
検
査

風
疹
ウ
イ
ル
ス
抗
体
検
査

血
糖
検
査

妊
娠
初
期
に
１
回
及
び
妊
娠

2
4
週
か
ら
妊
娠

3
5
週
ま
で
の
間
に
１
回

血
算
検
査

妊
娠
初
期
に
１
回
、
妊
娠

2
4
週
か
ら
妊
娠

3
5
週
ま
で
の
間
に
１
回
及
び
妊
娠

3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
１
回

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
１
抗
体
検
査

妊
娠
初
期
か
ら
妊
娠

3
0
週
ま
で
の
間
に
１
回

子
宮
頸
が
ん
検
診
（細
胞
診
）

妊
娠
初
期
に
１
回

超
音
波
検
査

妊
娠
初
期
か
ら
妊
娠

2
3
週
ま
で
の
間
に
２
回
、
妊
娠

2
4
週
か
ら
妊
娠

3
5
週
ま
で
の
間
に
１
回
及
び
妊
娠

3
6
週
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
１
回

性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
検
査

妊
娠
初
期
か
ら
妊
娠

3
0
週
ま
で
の
間
に
１
回

Ｂ
群
溶
血
性
レ
ン
サ
球
菌
（
Ｇ
Ｂ
Ｓ
）検
査

妊
娠

3
3
週
か
ら
妊
娠

3
7
週
ま
で
の
間
に
１
回
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○
産

後
2週

間
、産

後
１

か
月

な
ど出

産
後

間
も

な
い

時
期

の
産

婦
に

対
す

る
健

康
診

査
（

母
体

の
身

体
的

機
能

の
回

復
や

授
乳

状
況

及
び

精
神

状
態

の
把

握
等

）
の

費
用

を
助

成
す

る
こと

に
よ

り、
産

後
の

初
期

段
階

に
お

け
る

母
子

に
対

す
る

支
援

を
強

化
し、

妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

体
制

を
整

備
す

る
こと

を目
的

とす
る

。

産
婦
健
康
診
査
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
18
.4
億
円
（
18
.3
億
円
）

目
的

◆
対
象
者

産
後

２
週

間
、産

後
１

か
月

な
ど出

産
後

まも
な

い
時

期
の

産
婦

◆
内

容
地

域
に

お
け

る
全

て
の

産
婦

を対
象

に
、産

婦
健

康
診

査
２

回
分

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
助

成
を行

う。

内
容

◆
実

施
主

体
：

市
町

村
◆

補
助

率
：

国
１

／
２

、市
町

村
１

／
２

◆
補

助
単

価
案

：
１

件
あ

た
り

5,
00

0円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【平
成
29
年
度
創
設
】

事
業
実
績

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月

児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦

健
診

（
１

４
回

）

※
地

方
交

付
税

措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠

期
か

ら子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援 ２
回
分
を
助
成

乳
幼

児
健

診
（

３
～

４
か

月
児

健
診

な
ど）

※
市

町
村

が
必

要
に

応
じ実

施

産
後

ケ
ア事

業
（

産
婦

の
心

身
の

不
調

や
産

後
うつ

等
を

防
ぐた

め
、母

子
へ

の
心

身
の

ケ
ア

や
育

児
サ

ポ
ー

ト等
の

実
施

支
援
が
必
要
な
産
婦
の
把
握 73

 
36

4 
68

4 
86

7 
10
11

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

H2
9

H3
0

R1
R2

R3
※

 令
和

３
年

度
変

更
交

付
決

定
ベ

ー
ス

（
市

町
村

）

（
年

度
）
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（
１

）
虐

待
予

防
に

向
け

た
広

報
・

啓
発

、
若

年
者

等
に

向
け

た
養

育
や

虐
待

予
防

に
資

す
る

知
識

の
普

及

（
２

）
国

民
運

動
健

や
か

親
子

2
1
 （

第
２

次
）

（
１

）
医

療
機

関
（

産
婦

人
科

、
精

神
科

、
小

児
科

、
歯

科
等

の
病

院
、

診
療

所
及

び
助

産
所

）
（

２
）

地
方

自
治

体
（

３
）

児
童

福
祉

施
設

（
助

産
施

設
）

母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

子
母

発
0
7
2
0
第

１
号

（
１

）
母

子
保

健
施

策
を

通
じ

た
虐

待
の

発
生

予
防

〇
平

成
2
8
年

の
「

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」
（

平
成

2
8
年

法
律

第
6
3
号

）
に

よ
り

改
正

さ
れ

た
児

童
福

祉
法

に
お

い
て

、
児

童
虐

待
に

つ
い

て
発

生
予

防
か

ら
自

立
支

援
ま

で
の

一
連

の
対

策
の

更
な

る
強

化
等

を
図

る
た

め
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
（

母
子

保
健

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
1
4
1
号

）
で

は
「

母
子

健
康

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

」
。

）
が

法
定

化
さ

れ
た

。
〇

妊
娠

の
届

出
や

乳
幼

児
健

康
診

査
等

は
、

市
町

村
が

広
く

妊
産

婦
等

と
接

触
す

る
機

会
と

な
っ

て
お

り
、

悩
み

を
抱

え
る

妊
産

婦
等

を
早

期
に

発
見

し
相

談
支

援
に

つ
な

げ
る

な
ど

、
児

童
虐

待
の

予
防

や
早

期
発

見
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
が

、
母

子
保

健
法

上
も

明
確

化
さ

れ
（

同
法

第
５

条
第

２
項

）
、

母
子

保
健

施
策

と
児

童
虐

待
防

止
対

策
と

の
連

携
を

よ
り

一
層

強
化

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。

１
．
基
本
的
考
え
方

（
１

）
母

性
、

乳
幼

児
の

健
康

診
査

及
び

母
子

保
健

指
導

実
施

（
２

）
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

（
３

）
妊

娠
等

に
関

す
る

相
談

窓
口

の
設

置
・

周
知

（
４

）
各

相
談

窓
口

で
の

対
応

２
．
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

（
１

）
特

定
妊

婦
へ

の
支

援
（

２
）

乳
幼

児
健

康
診

査
、

予
防

接
種

を
受

け
て

い
な

い
家

庭
等

へ
の

支
援

（
３

）
育

児
不

安
等

を
抱

え
る

保
護

者
へ

の
支

援
（

４
）

要
支

援
児

童
等

に
関

す
る

情
報

提
供

３
．
養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
把
握
及
び
支
援

４
．
関
係
機
関
の
役
割
と
連
携
強
化

５
．
広
報
・
周
知
啓
発
の
徹
底
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乳
幼
児
健
康
診
査
未
受
診
者
等
に
対
す
る
取
組
事
例
等
の
周
知
に
つ
い
て
（
通
知
）

令
和

元
年

８
月

１
日

子
母

発
0
8
0
1
第

１
号

【
児

童
虐

待
防

止
に

資
す

る
乳

幼
児

健
康

診
査

の
取

組
】

○
妊

娠
の

届
出

や
乳

幼
児

健
康

診
査

等
の

母
子

保
健

施
策

は
、

市
町

村
が

広
く

妊
産

婦
等

と
接

す
る

機
会

と
な

っ
て

お
り

、
悩

み
を

抱
え

る
妊

産
婦

等
を

早
期

に
発

見
し

、
相

談
支

援
に

繋
げ

る
こ

と
は

も
と

よ
り

、
児

童
虐

待
の

防
止

や
早

期
発

見
に

資
す

る
と

い
う

観
点

か
ら

も
重

要
。

○
令

和
元

年
６

月
2
6
日

に
は

、
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
強

化
を

図
る

た
め

の
児

童
福

祉
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
」

が
公

布
さ

れ
た

。
〇

児
童

虐
待

防
止

に
資

す
る

乳
幼

児
健

康
診

査
の

取
組

に
関

し
て

は
、

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

付
け

子
母

発
0
7
2
0
第

１
号

「
母

子
保

健
施

策
を

通
じ

た
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

推
進

に
つ

い
て

」
で

、
既

に
お

示
し

し
て

い
る

が
、

厚
労

省
で

行
っ

て
き

た
調

査
研

究
や

、
各

自
治

体
に

お
け

る
取

組
事

例
に

つ
い

て
、

参
考

と
し

て
各

自
治

体
で

活
用

い
た

だ
け

る
よ

う
、

と
り

ま
と

め
を

行
っ

た
も

の
。

１
．
基
本
的
考
え
方

２
．
調
査
研
究
等
を
踏
ま
え
た
取
組
の
ポ
イ
ン
ト

１
．

大
阪

府
の

取
組

事
例

２
．

青
森

県
の

取
組

事
例

３
．
自
治
体
に
お
け
る
取
組
事
例

１
．

未
受

診
者

へ
の

対
応

①
対

応
方

針
の

策
定

受
診

勧
奨

等
に

つ
い

て
、

期
限

等
を

事
前

に
定

め
る

②
対

応
の

際
の

注
意

事
項

目
視

に
よ

り
、

子
ど

も
の

状
況

を
確

認
す

る
③

保
護

者
の

状
況

確
認

家
庭

訪
問

等
に

よ
り

、
状

況
を

確
認

し
、

福
祉

分
野

も
含

め
て

適
切

な
支

援
に

繋
げ

る
④

多
機

関
と

の
情

報
共

有
関

係
機

関
等

と
の

積
極

的
な

情
報

共
有

を
行

う

２
．

支
援

対
象

者
へ

の
対

応
①

対
応

方
針

の
策

定
支

援
対

象
者

に
対

す
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
に

つ
い

て
、

期
限

を
決

め
て

、
事

前
に

対
応

方
針

を
定

め
る

。
②

支
援

対
象

者
の

選
定

多
職

種
で

の
検

討
に

よ
り

、
支

援
対

象
者

を
選

定
し

、
期

限
を

定
め

て
再

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
行

う
。

③
支

援
対

象
者

の
把

握
と

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
目

視
に

よ
り

、
子

ど
も

の
状

況
を

確
認

す
る

３
．

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
管

理
者

の
配

置
担

当
者

以
外

に
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
状

況
を

管
理

す
る

者
を

置
く

。
管

理
者

及
び

担
当

者
は

、
適

宜
、

関
係

機
関

と
連

携
を

行
う

。

53



令和4年4月から、

不妊治療が保険適用されます。

年齢制限

治療開始時におい
て女性の年齢が43
歳未満であること

✔ 年齢･回数の要件(体外受精)は助成金と同じです

回数制限

初めての治療開始時点の女性の年齢 回数の上限

40歳未満 通算６回まで(1子ごとに)

40歳以上43歳未満 通算３回まで(1子ごとに)

● 保険診療でも、これまでの助成金と同様に以下の制限があります。

なお、一部の方に経過措置が適用されます。詳しくは裏面(Q9,Q10)をご確認ください☞

※ 助成金の支給回数は、回数の計算に含めません。(裏面Q8参照)

✔ 窓口での負担額が治療費(※)の3割となります

● 治療費が高額な場合の月額上限(高額療養費制度)もあります。

具体的な上限額や手続は、ご加入の医療保険者(国民健康保険にご加入

の方は、お住まいの市町村の担当窓口)にお問い合わせください。

①不妊治療に関する取組
不妊治療に関する相談支援事業のご紹介、

検討会、研究事業などを掲載しています。

✔ 体外受精などの基本治療は全て保険適用されます

採卵
採精

体外受精
顕微授精

受精卵・
胚培養

胚移植

胚凍結保存

一般不妊治療

生殖補助医療

● 国の審議会(中央社会保険医療協議会)で審議された結果、関係学会のガイドラインな

どで有効性・安全性が確認された以下の治療については、保険適用されます。

タイミング法 人工授精

● 生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのある「オプション治療」につい

ても、保険適用されるもの、「先進医療」(※)として保険と併用できるものがあります。

※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせ
て実施することができます。不妊治療に関する「先進医療」は随時追加されることもありますので、
詳細は、受診される医療機関にご確認ください。

②不妊治療と仕事の両立のために
企業の福利担当や事業主の方へ向けた助成金

の案内、セミナー、マニュアル等の紹介を行っ
ております。

～その他、お役立ちページ(厚生労働省HP)～

※ 保険診療の治療費

高額療養費制度
(厚生労働省HP)
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［ 不妊治療の保険適用に関するQ＆A ］

１．保険診療を受けるに当たって

Q１ 保険診療を受ける際に必要な準備はありますか？
A１ 受診の際には、不妊治療の治療歴や受診した医療機関などの情報を医師等にお伝えくださ
い。また、できるだけ患者様とパートナー様のお二人で受診してください。

Q２ どの医療機関で保険診療を受けることができますか？
A２ 助成金の指定医療機関であれば保険診療の施設基準を満たす経過措置があります(令和４
年９月30日まで) 。各医療機関が地方厚生局に届出を行うことになりますので、かかりつけ
の医療機関又はお近くの医療機関にご確認の上、受診してください。

Q３ 事実婚の場合も保険適用の対象ですか？
A３ 助成金と同様に対象となります。なお、受診の際に医療機関から、事実婚関係について確
認されたり、書類を求められたりすることがあります。

R4.3.16

３．保険適用前から不妊治療をされている場合

Q７ 保険適用前に不妊治療で凍結保存した胚は、保険適用後も使えますか？
A７ 助成金の指定医療機関や学会の登録施設で作成･凍結された胚は、基本的に保険診療でも
使用可能です。具体的には、受診される医療機関とよくご相談ください。

Q８ 保険適用で実施できる胚移植の回数は、過去の治療実績が含まれますか？
A８ 保険診療における胚移植の回数制限は、保険診療下で行った胚移植の回数のみをカウント
しますので、過去の治療実績や助成金利用実績は加味されません。

２．治療内容など

Q４ 先進医療を受ける際には、何か手続が必要ですか？
A４ 治療内容や費用について同意が必要になりますが、それ以外に患者側に特段の手続はあり
ません。なお、先進医療は、医療機関ごとに実施可能な内容が異なりますので、具体的には、
受診される医療機関とよくご相談ください。

Q５ 採卵は、複数回実施することはできますか？
A５ 保険診療で採卵を行う際は、治療開始時に医師が作成する治療計画に従って行うことにな
ります。その際、医学的に必要と判断された場合は、複数回採卵を行うことも想定されます
(例えば、採卵を行っても卵子が得られない場合など)。

Q６ 採卵を保険診療、胚移植を保険外診療で実施することはできますか？
A６ 保険診療と保険外の診療(先進医療を除く)を組み合わせて実施することはできません。

４．年齢制限・回数制限の経過措置

Q９ ４月に43歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず43歳未満で受診できなかった場合
には、もう保険診療を受けることはできないのでしょうか？
A９ 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和４年４月２日か
ら同年９月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、
同期間中に治療を開始したのであれば、１回の治療(採卵～胚移植までの一連の治療)に限り
保険診療を受けることが可能です。

Q10 ４月に40歳の誕生日を迎えますが、準備が間に合わず40歳未満で受診できなかった場合
には、回数制限の上限は通算３回となってしまうのでしょうか？
A10 施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和４年４月２日
から同年９月30日までの間に40歳の誕生日を迎える方については、40歳になってからでも、
同期間中に治療を開始したのであれば、回数制限の上限は通算６回となります。
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第
三

者
の

精
子

提
供

に
よ

る
人

工
授

精
（

A
ID

）

精
液

を
注

入
器

で
直

接
子

宮
に

注
入

し
、

妊
娠

を
図

る
技

術
。

主
に

、
夫

側
の

精
液

の
異

常
、

性
交

障
害

等
の

場
合

に
用

い
ら

れ
る

。
比

較
的

安
価

。

第
三

者
の

卵
子

・
胚

提
供

代
理

懐
胎

「
生

殖
補

助
医

療
の

提
供

等
及

び
こ

れ
に

よ
り

出
生

し
た

子
の

親
子

関
係

に
関

す
る

民
法

の
特

例
に

関
す

る
法

律
」

(令
和

３
年

３
月

1
1
日

施
行

)の
附

則
第

３
条

に
基

づ
き

、
配

偶
子

又
は

胚
の

提
供

及
び

あ
っ

せ
ん

に
関

す
る

規
制

等
の

在
り

方
等

に
つ

い
て

国
会

に
お

い
て

議
論

が
な

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
た

め
、
保
険
適
用
の
対
象
外
。

不
妊
治
療
の
全
体
像

原
因

不
明

の
不

妊
や

治
療

が
奏

功
し

な
い

も
の
【
令
和
４
年
４
月
か
ら
新
た
に
保
険
適
用
】

※
令

和
４

年
３

月
ま

で
は

保
険

適
用

外

顕
微

授
精

精
子

と
卵

子
を

採
取

し
た

上
で

体
外

で
受

精
さ

せ
(シ

ャ
ー

レ
上

で
受

精
を

促
す

な
ど

)、
子

宮
に

戻
し

て
妊

娠
を

図
る

技
術

。

体
外

受
精

の
う

ち
、

卵
子

に
注

射
針

等
で

精
子

を
注

入
す

る
な

ど
人

工
的

な
方

法
で

受
精

さ
せ

る
技

術
。

射
精

が
困

難
な

場
合

等
に

、
手

術
用

顕
微

鏡
を

用
い

て
精

巣
内

よ
り

精
子

を
回

収
す

る
技

術
（

精
巣

内
精

子
採

取
術

(T
E
S
E
)）

等
。

→
顕

微
授

精
に

つ
な

が
る

体
外

受
精

の
手

術
男

性
不

妊
の

手
術

検
査
(原
因
検
索
)

原
因
疾
患
へ
の
治
療

①
男

性
不

妊
、

②
女

性
不

妊
、

③
原

因
が

分
か

ら
な

い
機

能
性

不
妊

に
大

別
さ

れ
る

。
診

察
所

見
、

精
子

の
所

見
、

画
像

検
査

や
血

液
検

査
等

を
用

い
て

診
断

す
る

。

①
男

性
側

に
原

因

②
女

性
側

に
原

因

精
管

閉
塞

、
先

天
性

の
形

態
異

常
、

逆
行

性
射

精
、

造
精

機
能

障
害

な
ど

。
手

術
療

法
や

薬
物

療
法

が
行

わ
れ

る
。

子
宮

奇
形

や
、

感
染

症
に

よ
る

卵
管

の
癒

着
、

子
宮

内
膜

症
に

よ
る

癒
着

、
ホ

ル
モ

ン
の

異
常

に
よ

る
排

卵
障

害
や

無
月

経
な

ど
。

手
術

療
法

や
薬

物
療

法
が

行
わ

れ
る

。

第
三

者
の

精
子

･卵
子

等
を

用
い

た
生

殖
補

助
医

療

生
殖
補
助
医
療

※
令
和
4
年
3
月
ま
で
は
助
成
金

の
対
象

。
助

成
金

事
業

で
は

「
特

定
不

妊
治

療
」

と
い

う
名

称
を

使
用

令
和

４
年

３
月

以
前

か
ら

保
険

適
用

排
卵

の
タ

イ
ミ

ン
グ

に
合

わ
せ

て
性

交
を

行
う

よ
う

指
導

す
る

。

胚
移

植
の

段
階

で
、

以
下

に
分

か
れ

る
・

新
鮮

胚
移

植
・

凍
結

胚
移

植

一
般
不
妊
治
療

ﾀｲ
ﾐﾝ

ｸﾞ
法

人
工

授
精
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【
③

と
セ

ッ
ト

】
○

卵
子

活
性

化
○

IM
SI

○
PI

CS
I

【
⑥

と
セ

ッ
ト

】
○

ア
シ

ス
テ

ッ
ド

ハ
ッ

チ
ン

グ
○

高
濃

度
ヒ

ア
ル

ロ
ン

酸
含

有
培

養
液

○
子

宮
内

膜
受

容
能

検
査

○
子

宮
内

細
菌

叢
検

査
○

SE
ET

法
○

子
宮

内
膜

ス
ク

ラ
ッ

チ
○

PG
T

○
反

復
着

床
不

全
に

対
す

る
投

薬

不
妊

治
療

の
診

療
の

流
れ

と
保

険
適

用
の

範
囲

（
令

和
４

年
４

月
以

降
）

令
和

４
年

度
診

療
報

酬
改

定
Ⅲ

－
４

－
１

子
ど

も
を

持
ち

た
い

と
い

う
方

々
が

安
心

し
て

有
効

で
安

全
な

不
妊

治
療

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
た

め
の

適
切

な
医

療
の

評
価

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

調
整

卵
巣

刺
激

法
○

低
卵

巣
刺

激
法

○
自

然
周

期

採
卵

体
外
受
精

顕
微
授
精

受
精
卵
・

胚
培
養

胚
移
植

採
精

１ ２

３
４

６

○
男

性
不

妊
の

手
術

・
精

巣
内

精
子

採
取

術
（

T
E
S
E
）

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

体
外

受
精

○
顕

微
授

精
○

Sp
lit

 in
se

m
in

at
io

n
※

複
数

個
採

取
で

き
た

卵
子

を
分

け
て

、
体

外
受

精
と

顕
微

授
精

を
そ

れ
ぞ

れ
実

施
す

る
手

法

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

初
期

胚
ま

で
○

胚
盤

胞
ま

で

【
い

ず
れ

か
を

実
施

】
○

新
鮮

胚
移

植
○

凍
結

胚
移

植

【
い

ず
れ

か
の

場
合

に
実

施
】

○
複

数
の

胚
が

作
成

で
き

た
場

合
○

全
胚

凍
結

周
期

で
あ

る
場

合

胚
凍
結
保
存

追
加

的
に

実
施

さ
れ

る
場

合
が

あ
る

も
の

【
④

と
セ

ッ
ト

】
○

タ
イ

ム
ラ

プ
ス

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ｃ

推
奨

度
Ｂ

推
奨

度
Ａ

～
Ｂ

＜
「

生
殖

補
助

医
療

」
の

補
足

＞

○
下

記
診

療
の

流
れ

は
、

生
殖

医
療

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
記

載
さ

れ
て

い
る

医
療

技
術

等
に

つ
い

て
整

理
し

た
も

の
。

○
推

奨
度

ご
と

の
考

え
方

は
、

以
下

の
と

お
り

。

推
奨
度
Ａ
：
実
施
を
強
く
推
奨

推
奨
度
Ｂ
：
実
施
を
推
奨

推
奨
度
Ｃ
：
実
施
を
考
慮

推
奨

度
Ｃ

生 殖 補 助 医 療一 般 不 妊 治 療

ﾀｲ
ﾐﾝ
ｸﾞ
法

人
工
授
精

【
新
た
に
保
険
適
用
】

※
管

理
料

で
包

括
評

価
※

評
価

を
新

設

【
新
た
に
保
険
適
用
】

※
 年

齢
･回

数
制

限
、

施
設

基
準

等
は

助
成

金
と

概
ね

同
様

生
殖
補
助
医
療
の
イ
メ
ー
ジ
図

５

６

下
線
部
は
保
険
適
用

そ
の
他
は
先
進
医
療
と
す
る
方
針

※
先

進
医

療
は

随
時

申
請

が
可

能
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不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る
広
報
・
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発

•
令

和
３

年
度

よ
り

開
始

し
た

本
事

業
に

お
い

て
、

不
妊

症
・

不
育

症
の

知
識

の
普

及
啓

発
を

図
る

た
め

、

著
名

人
を

活
用

し
た

オ
ン

ラ
イ

ン
フ

ォ
ー

ラ
ム

、
オ

ン
ラ

イ
ン

広
告

、
新

聞
広

告
等

を
実

施
。

•
令

和
４

年
度

も
同

事
業

を
行

い
、

更
な

る
知

識
の

普
及

啓
発

に
努

め
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

（
h
tt

p
s:

//
n
in

ka
ts

u
-h

ir
o
b
a
.m

h
lw

.g
o
.j

p
/）

「
不
妊
症
・
不
育
症
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
促
進
事
業
」

•
当

事
者

の
方

や
、

専
門

家
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

と
共

に
、

不
妊

治
療

に
つ

い
て

解
説

す
る

動
画

を
掲

載
。

（
h
tt

p
s:

//
w

w
w

.g
o
v
-o

n
lin

e
.g

o
.j

p
/u

se
fu

l/
a
rt

ic
le

/2
0
2
1
1
2
/1

.h
tm

l）

「
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
」

•
不

妊
治

療
の

保
険

適
用

に
関

す
る

情
報

を
始

め
、

相
談

支
援

や
不

妊
症

・
不

育
症

ピ
ア

サ
ポ

ー
タ

ー
育

成
研

修
等

事
業

、

仕
事

と
の

両
立

（
雇

用
環

境
・

機
会

均
等

局
の

サ
イ

ト
へ

）
等

の
関

連
す

る
情

報
を

紹
介

。

•
自

治
体

や
医

療
機

関
向

け
の

説
明

会
資

料
や

事
務

連
絡

を
掲

載

令
和

４
年

３
月

全
国

児
童

福
祉

主
管

課
長

会
議

令
和

３
年

３
月

自
治

体
担

当
者

説
明

会
等

（
h
tt

p
s:

//
w

w
w

.m
h
lw

.g
o
.j
p
/s

tf
/s

e
is

a
ku

n
it
su

it
e
/b

u
n
y
a
/k

o
d
o
m

o
/k

o
d
o
m

o
_
ko

so
d
a
te

/b
o
sh

i-
h
o
ke

n
/f

u
n
in

-0
1
.h

tm
l）

厚
生
労
働
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
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不
妊
治
療
中
の
方
へ
の
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
情
報
提
供

子
ど

も
を

持
ち

た
い

と
願

う
家

庭
の

選
択

肢
と

し
て

、
早

い
段

階
か

ら
里

親
制

度
や

特
別

養
子

縁
組

制
度

に
興

味
・

関
心

を
持

っ
て

い
た

だ
け

る
よ

う
、

不
妊

治
療

へ
の

支
援

拡
充

と
併

せ
て

、
不

妊
治

療
医

療
機

関
な

ど
に

お
け

る
、

里
親

・
特

別
養

子
縁

組
制

度
の

普
及

啓
発

等
を

進
め

て
い

る
。

こ
れ
ま
で
の
取
組
の
概
要

1
.
不
妊
治
療
医
療
機
関
で
の
情
報
提
供
の
強
化

令
和

３
年

２
月

に
特

定
治

療
支

援
事

業
の

運
営

要
綱

を
変

更
し

、

・
事

業
実

施
主

体
の

自
治

体
に

、
希

望
に

応
じ

て
里

親
・

特
別

養
子

縁
組

制
度

の
普

及
啓

発
等

を
行

う
こ

と
を

求
め

、

・
指

定
医

療
機

関
の

要
件

と
し

て
、

里
親

・
特

別
養

子
縁

組
制

度
の

普
及

啓
発

等
や

関
係

者
と

連
携

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
と

し
た

。

２
．
不
妊
治
療
中
の
方
へ
向
け
た
情
報
提
供
資
材
の
作
成

令
和

３
年

度
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

推
進

調
査

研
究

事
業

「
不

妊
治

療
中

の
方

へ
の

里
親

・
特

別
養

子
縁

組
の

情
報

提
供

方
法

に
関

す
る

研
究

」
に

お

い
て

、
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
や

不
妊

治
療

医
療

機
関

等
で

活
用

で
き

る
、

情
報
提
供
の
手
引
き

や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

、
ポ
ス
タ
ー

を
作

成
。

作
成
し
た
成
果
物
は
「
健
や
か
親
子
２
１
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
・
関
連
学
会
に
周
知
依
頼
。

「
健
や
か
親
子
２
１
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
：h

ttp
s:/

/s
uk

oy
ak

a2
1.

m
hl

w.
go

.jp
/
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○
現
在
、研
究
段
階
に
あ
る
不
育
症
検
査
の
うち
、保
険
適
用
を見
据
え
先
進
医
療
とし
て
実
施
され
るも
の
を対
象
に
、不
育
症
検
査
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を助
成
す
る
こと
に
よ
り、
不
育
症
の
方
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を図
る
。

不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
【拡
充
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
4.
5億
円
（
12
億
円
）

目
的

◆
対
象
者

既
往
流
死
産
回
数
が
２
回
以
上
の
者

◆
対
象
とな
る
検
査

通
知
に
より
助
成
対
象
と定
め
る
検
査

(流
死
産
の
既
往
の
あ
る
者
に
対
して
先
進
医
療
とし
て
行
わ
れ
る
不
育
症
検
査
)

◆
実
施
医
療
機
関

当
該
先
進
医
療
の
実
施
医
療
機
関
とし
て
承
認
され
て
い
る
保
険
医
療
機
関
の
うち
、保
険
適
用
され
て
い
る
不
育
症
に
関
す
る
治
療
・

検
査
を
、保
険
診
療
とし
て
実
施
して
い
る
医
療
機
関

◆
補
助
単
価
（
案
）

検
査
費
用
助
成
：
検
査
費
用
の
７
割
に
相
当
す
る
額
※
た
だ
し、
６
万
円
を上
限
とす
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
、指
定
都
市
、中
核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都
道
府
県
等
１
／
２

実
施
主
体
・補
助
率

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：
11
3自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

（
参
考
）
先
進
医
療
と
は

○
未
だ
保
険
診
療
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
先
進
的
な
医
療
技
術
等
に

つ
い
て
、
安
全
性
・
有
効
性
等
を
確
保
す
る
た
め
の
施
設
基
準
等
を
設
定

し
、
保
険
診
療
と
保
険
外
診
療
と
の
併
用
を
認
め
、
将
来
的
な
保
険
導
入

に
向
け
た
評
価
を
行
う
制
度
。

○
入
院
基
本
料
な
ど
一
般
の
診
療
と
共
通
す
る
部
分
（
基
礎
的
部
分
）
に

つ
い
て
は
保
険
が
適
用
さ
れ
、
先
進
医
療
部
分
は
患
者
の
自
己
負
担
と

な
る
。

○
個
別
の
医
療
技
術
が
先
進
医
療
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
先
進

医
療
会
議
で
安
全
性
、
有
効
性
等
の
審
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
、
実
施

す
る
医
療
機
関
は
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
届
出
又
は
承
認
が
必
要
と
な
る
。

＜
拡
充
事
項
＞
広
報
啓
発
費
用
（
事
務
費
）
を補
助
す
る
：
１
自
治
体
あ
た
り
2,
78
1千
円
（
年
額
）
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成
育
基
本
方
針
（
令
和
３
年
２
月
９
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、プ
レ
コン
セ
プ
シ
ョン
ケ
ア
を
含
め
、男
女
を
問
わ
ず
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
しい
知
識
の
普
及
を

図
り、
健
康
管
理
を促
す
事
を目
的
とす
る
。

※
令
和
３
年
度
まで
の
「女
性
健
康
支
援
セ
ンタ
ー
事
業
」や
「不
妊
専
門
相
談
セ
ンタ
ー
事
業
」を
組
み
替
え
た
も
の
。

性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
【拡
充
】

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
9.
5億
円
（
9.
2億
円
）

目
的

◆
対
象
者

思
春
期
、妊
娠
、出
産
等
の
各
ライ
フス
テ
ー
ジ
に
応
じた
相
談
を希
望
す
る
者
（
不
妊
相
談
、予
期
せ
ぬ
妊
娠
、メ
ンタ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア、
性
感
染
症
の
対
応
を含
む
）

◆
内

容
（
１
）
不
妊
に
悩
む
夫
婦
、将
来
子
を持
ち
た
い
カッ
プル
、身
体
的
・精
神
的
な
悩
み
を有
す
る
女
性
等
へ
の
健
康
状
況
に
的
確
に
応
じた
健
康
・不
妊
・将
来
の
妊
娠

出
産
に
関
す
る
相
談
指
導

（
２
）
妊
娠
・出
産
に
係
る
正
しい
知
識
等
に
関
す
る
親
世
代
向
け
等
の
講
演
会
の
開
催

（
３
）
相
談
指
導
を行
う相
談
員
の
研
修
養
成

（
４
）
不
妊
治
療
、妊
娠
・出
産
、女
性
の
健
康
に
関
す
る
医
学
的
・科
学
的
知
見
の
普
及
啓
発

（
５
）
不
妊
治
療
と仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応

（
６
）
特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援
（
性
感
染
症
な
どの
疾
病
等
に
関
す
る
受
診
を含
む
。）
【拡
充
】

（
７
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る
SN
Sや
アウ
トリ
ー
チ
に
よる
相
談
支
援
、緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保

（
８
）
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（
NI
PT
）
を受
け
た
妊
婦
等
へ
の
相
談
支
援
体
制
の
整
備

（
９
）
学
校
で
児
童
・生
徒
向
け
に
性
・生
殖
に
関
す
る
教
育
等
を実
施
す
る
医
師
や
助
産
師
等
へ
の
支
援

（
10
）
思
春
期
の
児
童
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援

内
容

◆
実
施
主
体
：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率
：
国
１
／
２
、都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

実
施
主
体
・補
助
率

【令
和
４
年
度
創
設
】
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不
妊
症
・
不
育
症
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）

○
不
妊
症
・不
育
症
患
者
へ
の
支
援
とし
て
は
、医
学
的
診
療
体
制
の
充
実
に
加
え
、流
産
・死
産
に
対
す
る
グ
リー
フケ
アを
含
む
相
談
支
援
、特
別
養
子
縁
組
制
度

の
紹
介
等
の
心
理
社
会
的
支
援
の
充
実
が
求
め
られ
て
い
る
。

○
この
た
め
、関
係
機
関
等
に
より
構
成
され
る
協
議
会
等
を開
催
し、
地
域
お
け
る
不
妊
症
・不
育
症
患
者
へ
の
支
援
の
充
実
を図
る
。

目
的

（
１
）
不
妊
症
・不
育
症
等
ネ
ット
ワー
ク支
援
加
算

①
不
妊
症
・不
育
症
の
診
療
を行
う医
療
機
関
や
、相
談
支
援
等
を行
う自
治
体
、当
事
者
団
体
等
の
関
係
者
等
で
構
成
され
る
協
議
会
等
の
開
催

②
不
妊
症
・不
育
症
の
心
理
社
会
的
支
援
に
係
る
カウ
ン
セ
ラー
を配
置
し、
相
談
支
援
を実
施

③
不
妊
症
・不
育
症
患
者
へ
の
里
親
・特
別
養
子
縁
組
制
度
の
紹
介
の
実
施

（
２
）
ピア
・サ
ポ
ー
ト活
動
等
へ
の
支
援
加
算

・
当
事
者
団
体
等
に
よる
ピア
・サ
ポ
ー
ト活
動
等
へ
の
支
援
の
実
施

※
事
業
の
対
象
とし
て
流
産
・死
産
等
を経
験
した
方
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
や
ピア
・サ
ポ
ー
ト活
動
等
へ
の
支
援
も
含
まれ
る
も
の
で
あ
り、
不
妊
症
・不
育
症

患
者
へ
の
支
援
と区
別
して
実
施
す
る
こと
も
可
能
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

◆
補
助
単
価
案
：
（
１
）
月
額
67
9,
00
0円

（
２
）
月
額
19
6,
00
0円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：
７
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
9.
5億
円
の
内
数

関
係
機
関
間
の
協
議
会
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○
不
妊
症
・不
育
症
の
治
療
を
続
け
て
い
る
患
者
の
中
に
は
、治
療
等
に
関
す
る
医
学
面
で
の
不
安
・悩
み
に
加
え
、周
囲
の
人
との
関
係
に
苦

しみ
、気
持
ち
誰
に
も
話
せ
な
い
・分
か
って
も
らえ
な
い
とい
った
悩
み
を
か
か
え
て
い
る
者
が
少
な
くな
い
。

○
この
た
め
、国
に
お
い
て
生
殖
補
助
医
療
法
（
令
和
３
年
３
月
施
行
）
に
基
づ
き広
報
・普
及
啓
発
を
実
施
し、
不
妊
症
・不
育
症
に
関
す

る
国
民
の
理
解
を深
め
る
とと
も
に
、治
療
を受
け
や
す
い
環
境
整
備
に
係
る
機
運
の
醸
成
を図
る
。

不
妊
症
・不
育
症
に
関
す
る
広
報
・啓
発
促
進
事
業
委
託
費

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
母
子
保
健
衛
生
対
策
推
進
事
業
委
託
費
2.
8億
円
の
内
数
（
2.
1億
円
の
内
数
）

目
的

１
．
不
妊
症
・不
育
症
等
に
か
か
る
全
国
フォ
ー
ラ
ム
の
実
施

全
国
フォ
ー
ラム
を開
催
し、
不
妊
症
・不
育
症
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を図
る
。

２
．
不
妊
症
・不
育
症
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
新
聞
広
告
、テ
レビ
CM
等
の
実
施

不
妊
症
・不
育
症
等
に
関
して
、新
聞
、イ
ンタ
ー
ネ
ット
等
で
広
報
を行
い
、広
く国
民
の
理
解
を
深
め
る
。

３
．
不
妊
治
療
等
を
続
け
、子
ども
を
持
ち
た
い
と願
う家
庭
の
選
択
肢
とし
て
の
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発

内
容

◆
実
施
主
体

：
民
間
団
体
（
公
募
に
より
決
定
）

◆
補
助
率

：
定
額

実
施
主
体
・補
助
率

全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
実
施
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○
不
妊
症
・不
育
症
患
者
に
対
す
る
精
神
的
サ
ポ
ー
トと
して
、医
師
、助
産
師
、看
護
師
、心
理
職
な
ど専
門
職
に
よる
支
援
に
加
え
、過
去
に
同
様
の
治
療
を経
験

した
者
に
よる
傾
聴
的
な
寄
り添
い
型
ピア
・サ
ポ
ー
トが
重
要
で
あ
る
。

○
不
妊
治
療
や
流
産
の
経
験
者
の
中
に
は
、自
らの
経
験
を踏
まえ
た
社
会
貢
献
活
動
とし
て
、現
在
治
療
中
の
不
妊
症
・不
育
症
患
者
に
寄
り添
った
支
援
（
ピア
・

サ
ポ
ー
ト）
を行
うこ
とに
関
心
を持
つ
者
が
少
な
か
らず
存
在
す
る
。

○
この
た
め
、様
々
な
悩
み
や
不
安
を
抱
え
、複
雑
な
精
神
心
理
状
況
に
あ
る
不
妊
症
・不
育
症
患
者
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
ピア
・サ
ポ
－
ター
を
育
成
す
る
た
め
、相

談
・支
援
に
あ
た
って
必
要
とな
る
基
礎
知
識
や
ス
キ
ル
を習
得
す
る
た
め
の
研
修
を開
催
す
る
。

○
併
せ
て
、看
護
師
な
どの
医
療
従
事
者
に
対
して
も
、生
殖
心
理
カウ
ン
セ
リン
グ
な
ど、
よ
り医
学
的
・専
門
的
な
知
識
に
よ
る
支
援
を
実
施
で
き
る
よ
う、
研
修
を実

施
す
る
。

不
妊
症
・不
育
症
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成
研
修
等
事
業
委
託
費

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
母
子
保
健
衛
生
対
策
推
進
事
業
委
託
費
2.
8億
円
の
内
数
（
2.
1億
円
の
内
数
）

目
的

１
．
ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成
研
修

○
受
講
対
象
者
：
体
外
受
精
や
顕
微
授
精
の
治
療
経
験
者
、死
産
・流
産
の
経
験
者
を幅
広
く募
集
。修
了
者
に
は
証
書
を発
行
。修
了
者
に
は
、地
域
で

ピア
・サ
ポ
ー
トに
従
事
い
た
だ
く。

○
研
修
内
容
：
①
不
妊
症
・不
育
症
に
関
す
る
治
療
に
つ
い
て
②
不
妊
症
・不
育
症
に
悩
む
方
との
接
し方

③
仕
事
と治
療
の
両
立

④
養
子
縁
組
や
里
親
制
度

な
ど

※
オ
ンラ
イン
に
よる
配
信
も
併
せ
て
実
施

２
．
医
療
従
事
者
向
け
研
修

○
受
講
対
象
者
：
看
護
師
等
の
医
療
従
事
者

○
研
修
内
容
：
①
不
妊
相
談
に
必
要
な
生
殖
医
学
の
基
礎
②
生
殖
心
理
カウ
ンセ
リン
グ
③
仕
事
と治
療
の
両
立
④
社
会
的
養
育
や
里
親
制
度
な
ど

※
オ
ンラ
イン
に
よる
配
信
も
併
せ
て
実
施

内
容

◆
実
施
主
体

：
民
間
団
体
（
公
募
に
より
決
定
）

◆
補
助
率

：
定
額

実
施
主
体
・補
助
率

サ
ポ
ー
タ
ー
向
け
の

研
修
会
の
実
施
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流
産
や
死
産
を
経
験
した
女
性
等
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
等
に
つ
い
て

令
和
３
年
５
月
31
日
付
子
母
発
05
31
第
３
号
厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
通
知

「流
産
や
死
産
を経
験
した
女
性
等
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
等
に
つ
い
て
」よ
り抜
粋

母
子
保
健
法
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
妊
産
婦
」
と
は
、
妊
娠
中
又
は
出
産
後
１
年
以
内
の
女
子

を
い
い
、
こ
の
「
出
産
」
に
は
、
流
産
及
び
死
産
の
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
。

母
子
保
健
法
に
よ
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て

「
母
子
保
健
施
策
の
た
め
の
死
産
情
報
の
共
有
に
つ
い
て
（
依
頼
）
」
（
令
和
２
年
1
1
月
2
0
日
付
子
母

発
1
1
2
0
第
１
号
政
統
人
発
1
1
2
0
第
１
号
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
及
び
厚
生
労
働
省

統
計
管
理
官
(人
口
動
態
・
保
健
社
会
統
計
室
長
併
任
)通
知
）
に
お
い
て
、
保
健
統
計
主
管
課
に
対
し
、

母
子
保
健
担
当
課
の
求
め
に
応
じ
た
死
産
届
に
関
す
る
必
要
な
情
報
共
有
を
依
頼
し
て
い
ま
す
。

母
子
保
健
施
策
の
た
め
の
死
産
情
報
の
共
有
に
つ
い
て

妊
娠
４
か
月
以
上
の
死
胎
の
火
葬
、
埋
葬
等
に
つ
い
て
は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
2
3

年
法
律
第
4
8
号
）
に
よ
り
、
死
体
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
ま
す
。
妊
娠
４
か
月
未
満
の
死
胎
に
つ
い
て
は
、

同
法
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
通
念
上
、
丁
重
に
取
り
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

流
産
や
死
産
を
し
た
女
性
等
の
心
情
に
も
配
慮
し
、
流
産
や
死
産
に
よ
る
死
胎
が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ

る
よ
う
、
関
係
者
へ
の
周
知
、
理
解
促
進
等
適
切
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

流
産
や
死
産
に
よ
る
死
胎
の
取
扱
い
に
つ
い
て
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【調
査
目
的
】

流
産
、死
産
等
を
経
験
した
家
族
に
対
す
る
心
理
社
会
的
支
援
の
ニー
ズ
及
び
支
援
体
制
等
に
つ
い
て
実
態
を
把
握
し、
支
援
体
制
の
整
備
・強

化
を
進
め
る
上
で
有
益
な
基
礎
資
料
とす
る
。

【調
査
概
要
】

手
法
：
郵
送
に
よ
る
自
記
式
ア
ンケ
ー
ト調
査

対
象
：
全
都
道
府
県
・市
町
村
の
母
子
保
健
主
管
部
（
局
）
担
当
者

回
収
状
況
：
都
道
府
県
38
/4
7か
所
（
81
％
）
、政
令
市
・中
核
市
62
/8
2か
所
（
76
％
）
、そ
の
他
市
町
村
66
3/
16
42
か
所
（
40
％
）

子
ども
を
亡
くし
た
家
族
へ
の
グ
リー
フケ
ア
に
関
す
る
調
査
研
究

令
和
３
年
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
（国
庫
補
助
事
業
）「
子
ど
も
を
亡
く
し
た
家
族
へ
の
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
に
関
す
る
調
査
研
究
」
株
式
会
社
キ
ャ
ン
サ
ー
ス
キ
ャ
ン

○
流
産
や
死
産
を
経
験
した
女
性
や
その
家
族
に
対
して
相
談
窓
口
を
設
置
して
い
る
の
は
、都
道
府
県
で
10
0％
、市
町
村
で
85
.9
％
と、
令

和
2年
度
に
実
施
した
調
査
結
果
（
※
）
と比
べ
る
と相
談
窓
口
の
開
設
状
況
は
大
き
く改
善
した
。ま
た
、５
都
道
府
県
に
お
い
て
「流
産
・死

産
に
特
化
した
相
談
窓
口
が
あ
る
」と
回
答
して
い
る
。

○
死
産
に
つ
い
て
把
握
す
る
体
制
が
「あ
る
」市
町
村
は
76
.1
％
で
、令
和
2年
度
（
※
）
よ
り増
加
して
い
る
。把
握
の
方
法
は
「妊
娠
届
け
後

の
継
続
的
妊
産
婦
支
援
の
中
で
の
把
握
」が
71
.6
％
を占
め
、そ
の
他
に
「（
本
人
同
意
を前
提
とし
た
）
戸
籍
課
か
らの
情
報
提
供
47
.3
％
、

「（
本
人
同
意
を
前
提
とし
た
）
周
産
期
医
療
機
関
か
らの
情
報
提
供
」が
47
.3
％
とな
って
い
る
。（
複
数
回
答
）

※
参
考
：
令
和
2年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「流
産
や
死
産
等
を経
験
した
女
性
に
対
す
る
心
理
社
会
的
支
援
に
関
す
る
調
査
研
究
」で
は
、

「相
談
窓
口
を設
置
して
い
る
」市
町
村
は
32
.3
％
、「
死
産
に
つ
い
て
把
握
す
る
体
制
が
あ
る
」市
町
村
は
62
.9
％
。

○
妊
娠
12
週
未
満
の
初
期
流
産
に
つ
い
て
把
握
す
る
体
制
が
「あ
る
」市
町
村
は
56
.3
％
で
、把
握
方
法
は
「妊
娠
届
け
後
の
継
続
的
妊
産
婦

支
援
の
中
で
把
握
」が
87
.3
％
、「
（
本
人
同
意
を前
提
とし
た
）
周
産
期
医
療
機
関
か
らの
情
報
提
供
」が
19
.9
％
で
あ
った
。（
複
数
回

答
）

調
査
結
果
の
ポ
イ
ン
ト

○
自
治
体
担
当
者
や
小
児
科
、産
婦
人
科
医
療
機
関
ス
タッ
フ向
け
に
「子
ども
を
亡
くし
た
家
族
へ
の
支
援
の
手
引
き
」を
作
成
し、
自
治
体
及
び

関
係
団
体
等
へ
周
知
。

※
妊
娠
・出
産
・子
育
て
期
の
健
康
に
関
す
る
情
報
サ
イト
「健
や
か
親
子
２
１
」よ
りダ
ウン
ロー
ド可
能
。

UR
L：
ht
tp
s:
//
su
ko
ya
ka
21
.m
hl
w
.g
o.
jp
/u
se
fu
l-t
oo
ls
/t
he
m
a1
/

支
援
の
手
引
き
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流
産
・死
産
等
を
経
験
さ
れ
た
方
へ
の
情
報
提
供

○
流
産
・
死
産
等
を
経
験
さ
れ
た
方
へ
の
、
相
談
支
援
等
を
行
う
都
道
府
県
等
の
相
談
窓
口
を
と
り
ま
と
め
、

厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
周
知
。

※
相
談
先
、
電
話
番
号
、
相
談
対
応
の
内
容
等
に
つ
い
て
掲
載

ht
tp

s:
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w
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m
hl

w.
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00
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m
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▶
流
産
・
死
産
等
を
経
験
さ
れ
た
方
へ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

ht
tp

s:
//w

w
w.

m
hl

w.
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.jp
/s

tf/
ne

w
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ge
_2

73
42

.h
tm

l

流
産
、死
産
を
経
験
さ
れ
た
方
へ
の
相
談
窓
口
一
覧

○
「
妊
娠
・
出
産
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
女
性
に
や
さ
し
い
職
場
づ
く
り
ナ
ビ
」※
企
業
や
働
く
女
性
に
対
し
て
母
性
健
康
管
理
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
サ
イ
ト

＜
流
産
・
死
産
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
ペ
ー
ジ
＞
働
く
女
性
が
流
産
・死
産
し
た
と
き

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
se

i-n
av

i.m
hl

w.
go

.jp
/n

in
sh

in
/ry

uz
an

.h
tm

l

○
「
働
く
女
性
の
健
康
応
援
サ
イ
ト
」※
企
業
や
働
く
女
性
に
対
し
て
健
康
管
理
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
サ
イ
ト

＜
流
産
・
死
産
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
ペ
ー
ジ
＞
働
く
女
性
が
流
産
・死
産
と
言
わ
れ
た
ら

ht
tp

s:
//j

os
ei

sh
ug

yo
.m

hl
w.

go
.jp

/h
ea

lth
/a

bo
rti

on
.h

tm
l#

co
nt

en
t-1

流
産
・
死
産
後
の
体
調
に
つ
い
て

ht
tp

s:
//j

os
ei

sh
ug

yo
.m

hl
w.

go
.jp

/h
ea

lth
/c

ol
um

n-
11

.h
tm

l

働
く女
性
が
流
産
・死
産
さ
れ
た
場
合

※
そ
の
他
、
社
会
保
険
関
係
（
出
産
育
児
一
時
金
・
出
産
手
当
金
の
支
給
及
び
社
会
保
険
料
・国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
）
の
情
報
を
掲
載
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

産
後
ケ
ア
事
業
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
支
援
事
業

○
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
対
策
を
目
的
と
す
る
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
等
が
発
生
し
た
産
後
ケ
ア
事
業
を
行
う
施
設
が
、
継
続
し

た
事
業
実
施
が
行
え
る
よ
う
、
施
設
の
消
毒
や
清
掃
、
追
加
的
に
必
要
と
な
る
人
員
の
確
保
等
に
必
要

な
経
費
を
補
助
す
る
。

【
実
施
主
体
】
市
町
村

【
補

助
率
】
１
／
２

【
補
助
単
価
案
】
50
万
円

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

0
.1
億
円

３
実
施
主
体
等

（
※
）
令
和
３
年
度
補
正
予
算
事
業
か
ら
対
象
施
設
を
一
部
変
更
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
婦
等
総
合
対
策
事
業

-不
安
を
抱
え
る
妊
婦
へ
の
分
娩
前
の
ウ
イ
ル
ス
検
査
-

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
い
て
、
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
へ
の
分
娩
前
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
実
施
す
る
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
続
く
中
で
、
妊
婦
の
方
は
一
般
の
方
々
以
上
に
、
不
安
を
抱
い
て
生
活
を
送
っ
て
い
る

状
況
に
あ
る
。

○
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
強
い
不
安
を
抱
え
る
妊
婦
も
し
く
は
基
礎
疾
患
を
有
す
る
妊
婦
が
か
か
り
つ
け
産
婦
人
科
医
と
相
談
し
、

本
人
が
希
望
す
る
場
合
に
、
分
娩
前
に
PC
R等

の
ウ
イ
ル
ス
検
査
を
受
け
る
た
め
の
費
用
を
補
助
す
る
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
保
健
所
設
置
市

【
補

助
率
】
１
／
２

【
補
助
単
価
案
】

9,
0
00
円
（
１
回
を
限
度
）
×
妊
婦
数

【
補
助
の
条
件
】

①
検
体
採
取
を
行
う
場
所
の
整
備
な
ど
適
切
な
検
査
実
施
体
制
の
確
保
、

②
検
査
で
陽
性
と
な
っ
た
妊
婦
に
対
す
る
適
切
な
周
産
期
医
療
体
制
の
確
保

【
留
意
事
項
】

本
検
査
は
、
妊
婦
の
不
安
解
消
の
た
め
、
本
人
が
希
望
す
る
場
合
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
り
、
院
内
感
染
対
策
を
目
的
と
し
て
、

本
人
の
意
思
に
よ
ら
ず
検
査
を
強
い
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。

令
和
４
年
度
第
２
次
補
正
予
算

1
2
.4
億
円

３
実
施
主
体
等

（
※
）
令
和
３
年
度
補
正
予
算
事
業
か
ら
補
助
単
価
の
変
更
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム

１
事
業
の
目
的

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
下
に
お
け
る
妊
婦
等
総
合
対
策
事
業

-幼
児
健
康
診
査
個
別
実
施
支
援
事
業
-

○
１
歳
６
か
月
児
健
診
、
３
歳
児
健
診
を
集
団
健
診
で
実
施
し
て
い
た
が
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
個
別
の
医
療
機
関
等
へ
委
託
し
、
子
ど
も
一
人
一
人
が
医
療
機
関
へ
健
診

を
受
診
す
る
個
別
健
診
へ
切
り
替
え
る
。

３
実
施
主
体
等

【
実
施
主
体
】
市
町
村

【
補

助
率
】
１
／
２

【
補
助
単
価
案
】
医
科
5,
93
0円

／
１
人
、
歯
科
3,
51
0円

／
１
人

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の
状
況
を
踏
ま
え
、
密
閉
空
間
・
密
集
場
所
・
密
接
場
面
を
避

け
る
た
め
に
、
幼
児
健
康
診
査
を
集
団
健
診
か
ら
医
療
機
関
に
お
け
る
個
別
健
診
へ
切
り
替
え
た
場
合

に
生
じ
る
市
区
町
村
の
負
担
を
軽
減
す
る
。

（
※
）
令
和
３
年
度
補
正
予
算
に
お
い
て
も
同
様
の
事
業
を
実
施
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平
成
2
5
年
３
月

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
が
「
母
体
血
を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
」
指
針
を
決
定
・
公
表

日
本
医
学
会
、
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
、
日
本
人
類
遺
伝
学
会
、
日
本
医
師
会
、
日
本
産
婦
人
科
医
会
が
、
「
母
体
血

を
用
い
た
新
し
い
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
」
に
つ
い
て
の
共
同
声
明
を
発
表

平
成
2
5
年
４
月

臨
床
研
究
と
し
て
N
I
P
T
開
始

平
成
3
1
年
３
月

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
に
お
い
て
、
指
針
の
施
設
要
件
を
緩
和
し
、
一
般
の
産
科
医
療
機
関
（
分
娩
取
扱
施
設
）
に
お

い
て
も
N
IP
T
を
実
施
可
能
と
す
る
新
指
針
案
が
打
ち
出
さ
れ
る

令
和
元
年
６
月

厚
生
労
働
大
臣
よ
り
、
同
年
秋
頃
に
検
討
の
場
を
設
け
、
N
I
P
T
検
査
に
つ
い
て
必
要
な
議
論
を
し
て
い
く
旨
表
明

日
本
産
科
婦
人
科
学
会
に
お
い
て
、
新
指
針
案
に
つ
い
て
は
運
用
開
始
を
保
留
す
る
と
発
表

令
和
元
年
1
0
月
～
令
和
２
年
７
月

母
体
血
を
用
い
た
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（
N
IP
T
）
の
調
査
等
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

令
和
２
年
1
0
月
～
令
和
３
年
３
月

N
I
P
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
専
門
委
員
会

令
和
３
年
５
月

厚
生
科
学
審
議
会
科
学
技
術
部
会
で
、
N
I
P
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
書
が
承
認

令
和
３
年
６
月

厚
生
労
働
省
よ
り
課
長
通
知
「
出
生
前
検
査
に
対
す
る
見
解
・
支
援
体
制
に
つ
い
て
」
を
発
出

令
和
４
年
２
月

日
本
医
学
会
に
設
置
さ
れ
た
出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
委
員
会
が
、
N
IP
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供

及
び
施
設
（
医
療
機
関
・
検
査
分
析
機
関
）
認
証
の
指
針
を
公
表

令
和
４
年
６
月

出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
委
員
会
が
、
認
証
施
設
（
医
療
機
関
・
検
査
分
析
機
関
）
を
公
表

出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
に
つ
い
て

１
．
出
生
前
検
査
を
め
ぐ
る
最
近
の
主
な
動
き

NI
PT

 (N
on

 In
va

siv
e

Pr
en

at
al

 g
en

et
ic 

Te
st

in
g)
：
非
侵
襲
性
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査

２
．
出
生
前
検
査
の
情
報
提
供
に
関
す
る
国
の
見
解

平
成
11
年

母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
検
査
に
関
す
る
見
解
：
医
師
は
妊
婦
に
対
し
本
検
査
の
情
報
を
積
極
的
に
知
ら
せ
る
必
要
は
な
く
、
本
検
査
を
勧
め
る
べ
き
で
も
な
い

令
和
３
年

出
生
前
検
査
に
対
す
る
見
解
・
支
援
体
制
に
つ
い
て
：
妊
娠
・
出
産
に
関
す
る
包
括
的
な
支
援
の
一
環
と
し
て
、
妊
婦
及
び
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に

誘
導
と
な
ら
な
い
形
で
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
適
当

（
厚
生
科
学
審
議
会
先
端
医
療
技
術
評
価
部
会
・
出
生
前
診
断
に
関
す
る
専
門
委
員
会
「
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
検
査
に
関
す
る
見
解
」
に
つ
い
て

児
発
第
五
八
二
号

厚
生
省
児
童
家
庭
局
通
知
）

（
出
生
前
検
査
に
対
す
る
見
解
・
支
援
体
制
に
つ
い
て

子
母
発
0
6
0
9
第
１
号
・
障
障
発
0
6
0
9
第
１
号
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
・
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
長
連
名
通
知
）
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N
IP
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
概
要

○
検
査
の
対
象
疾
患
拡
大
へ
の
対
応

○
N
IP
T
以
外
の
全
て
の
出
生
前
検
査
に
つ
い
て
認
証
の
必
要
性

○
非
認
定
（
認
証
）
施
設
の
公
的
規
制
の
必
要
性

○
妊
娠
・
出
産
・
育
児
に
係
る
支
援
体
制
の
更
な
る
充
実

○
学
校
教
育
段
階
か
ら
の
情
報
提
供
・
啓
発
（
プ
レ
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
ケ
ア
）

○
生
殖
に
係
る
生
命
倫
理
問
題
の
包
括
的
審
議
の
場
の
必
要
性

○
基
本
的
考
え
方

出
生
前
検
査
の
実
施
目
的
は
、
胎
児
の
情
報
を
正
確
に
把
握
し
、
妊
婦
等
の
自
己
決
定
を
支
援
す
る
こ
と

出
生
前
検
査
は
、
マ
ス
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
実
施
し
た
り
、
受
検
を
推
奨
す
べ
き
検
査
で
は
な
い

受
検
前
の
十
分
な
説
明
・
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
不
可
欠

検
査
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
産
婦
人
科
医
だ
け
で
な
く
、
小
児
科
医
等
、
他
職
種
と
の
連
携
が
必
要

胎
児
に
異
常
が
見
つ
か
っ
た
場
合
に
、
必
要
な
支
援
を
ス
ム
ー
ズ
に
提
供
で
き
る
よ
う
、
医
療
、
福
祉
の
体
制
整
備
が
必
要

検
査
の
質
の
確
保
を
含
め
た
、
適
切
な
実
施
体
制
の
担
保
の
た
め
に
、
認
証
制
度
が
必
要

○
出
生
前
検
査
に
関
す
る
妊
婦
等
へ
の
情
報
提
供

妊
娠
の
初
期
段
階

：
妊
婦
及
び
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
誘
導
と
な
ら
な
い
形
で
、
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う

※
市
町
村
の
母
子
保
健
窓
口
や
産
科
医
療
機
関
を
想
定

検
査
を
希
望
し
た
場
合
：
希
望
者
に
対
し
、
検
査
の
意
義
や
障
害
福
祉
等
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
情
報
提
供
を
行
う

※
N
IP
T
認
証
施
設
に
お
い
て
、
複
数
の
職
種
が
連
携
し
て
実
施

○
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｔ
に
係
る
新
た
な
認
証
制
度

出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
機
構
（
仮
称
）
を
、
日
本
医
学
会
に
設
置
し
、
施
設
認
証
等
を
行
う

産
婦
人
科
等
の
関
係
学
会
、
E
LS
I分
野
の
有
識
者
、
障
害
者
福
祉
の
関
係
者
、
患
者
当
事
者
団
体
な
ど
幅
広
い
関
係
者
で
構
成

厚
生
労
働
省
の
関
係
課
も
参
画

専
門
委
員
会
に
お
け
る
取
り
ま
と
め
事
項

今
後
の
課
題
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・
N
IP
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
専
門
委
員
会
の
報
告
書
に
従
う

基
本
的
考
え
方

基
幹
施
設

・
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
と
豊
富
な
診
療
経
験
を
有
す
る
産
婦

人
科
専
門
医
と
小
児
科
専
門
医
が
常
勤
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
一
方
は

臨
床
遺
伝
専
門
医
で
あ
る
こ
と
が
必
要

・
検
査
施
行
後
の
分
娩
ま
で
含
め
た
妊
娠
経
過
の
観
察
、
及
び
妊
婦
の
希
望

に
よ
る
妊
娠
中
断
の
可
否
の
判
断
及
び
処
置
を
自
施
設
に
お
い
て
行
う
こ

と
が
可
能

等
連
携
施
設

・
基
幹
施
設
と
密
接
な
連
携
を
維
持
す
る

・
出
生
前
診
断
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
と
豊
富
な
診
療
経
験
を
有
す
る

産
婦
人
科
専
門
医
が
常
勤
し
、
そ
の
医
師
は
臨
床
遺
伝
専
門
医
、
も
し
く

は
出
生
前
検
査
に
関
す
る
研
修
の
修
了
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要

・
原
則
分
娩
施
設

等

「
N
IP
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
施
設
（
医
療
機
関
・
検
査
分
析
機
関
）

認
証
の
指
針
」
の
概
要

出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供

（
R
４
.２
.1
8
日
本
医
学
会
）

市
町
村
の
母
子
保
健
窓
口
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
全
般
に
関
わ
る
包
括
的
な
支
援
の
一
環
と
し
て

誘
導
と
な
ら
な
い
形
で
、
下
記
情
報
提
供
を
行
う
。

（
１
）
出
生
前
検
査
を
考
え
る
前
に
必
要
と
な
る
正
し
い
情
報

（
２
）
正
し
い
出
生
前
検
査
の
情
報
に
行
き
つ
く
た
め
の
情
報

（
３
）
必
要
に
応
じ
て
、
認
証
医
療
機
関
等
に
つ
な
が
る
た
め
の
情
報

N
IP
T
の
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

・
受
検
前
後
に
必
ず
対
面
で
遺
伝
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う

・
通
常
の
妊
婦
健
診
と
は
異
な
る
専
門
外
来
を
設
定

・
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
も
可
能
な
限
り
同
時
に
行
う

・
非
指
示
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
行
う
こ
と
に
留
意
し
、
N
IP
T
を
受
検

す
る
、
受
検
し
な
い
、
の
い
ず
れ
に
も
誘
導
し
て
は
な
ら
な
い

N
IP
T
の
対
象
と
な
る
疾
患

・
本
指
針
に
基
づ
く
N
IP
T
の
対
象
は
、
1
3
ト
リ
ソ
ミ
ー
、
1
8
ト
リ
ソ

ミ
ー
、
2
1
ト
リ
ソ
ミ
ー
で
あ
る

・
高
年
齢
の
妊
婦

・
母
体
血
清
マ
ー
カ
ー
検
査
で
、
胎
児
が
染
色
体
数
的
異
常
を
有
す
る
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
た
妊
婦

・
染
色
体
数
的
異
常
を
有
す
る
児
を
妊
娠
し
た
既
往
の
あ
る
妊
婦

・
両
親
の
い
ず
れ
か
が
均
衡
型
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
転
座
を
有
し
て
い
て
、
胎
児

が
1
3
ト
リ
ソ
ミ
ー
ま
た
は
2
1
ト
リ
ソ
ミ
ー
と
な
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

る
妊
婦

・
胎
児
超
音
波
検
査
で
、
胎
児
が
染
色
体
数
的
異
常
を
有
す
る
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
た
妊
婦

※
た
だ
し
、
対
象
疾
患
の
発
生
頻
度
に
よ
ら
ず
、
適
切
な
遺
伝
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
を
実
施
し
て
も
胎
児
の
染
色
体
数
的
異
常
に
対
す
る
不
安
が
解
消

さ
れ
な
い
妊
婦
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
情
報
提
供
や
支
援
を
行
っ
た
上
で

受
検
に
関
す
る
本
人
の
意
思
決
定
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

N
IP
T
の
受
検
が
選
択
肢
と
な
る
妊
婦

N
IP
T
を
実
施
す
る
医
療
機
関
の
認
証
要
件

N
IP
T
を
受
託
す
る
検
査
分
析
機
関
の
認
証
要
件

・
診
療
に
用
い
る
検
体
検
査
と
同
等
の
品
質
・
精
度
確
保
を
求
め
る

（
改
正
医
療
法
等
）

・
認
証
さ
れ
た
医
療
機
関
か
ら
の
受
託
と
す
る

等

74



N
IP
T
等
の
出
生
前
検
査
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
認
証
制
度
に
つ
い
て

（
母
子
保
健
課
長
通
知
）
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出
生
前
検
査
加
算
（
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
の
一
部
）

○
妊
婦
の
血
液
か
ら、
胎
児
の
染
色
体
疾
患
の
有
無
を調
べ
る
NI
PT
に
つ
い
て
は
、日
本
医
学
会
の
下
に
出
生
前
検
査
認
証
制
度
等
運
営
委
員
会
が
発
足
した
こと

な
どか
ら、
今
後
実
施
件
数
の
増
加
が
予
想
され
る
。

○
これ
らの
流
れ
を踏
まえ
、N
IP
T等
の
出
生
前
検
査
を受
け
た
妊
婦
、受
検
を検
討
して
い
る
妊
婦
や
その
家
族
を支
援
す
る
た
め
、性
と健
康
の
相
談
セ
ンタ
ー
に
専

門
の
相
談
員
を配
置
し相
談
を受
け
付
け
る
こと
に
より
、不
安
等
の
解
消
を図
る
。

目
的

◆
対
象
者

出
生
前
検
査
を受
け
た
者
、受
検
を検
討
して
い
る
者
及
び
その
家
族

◆
内

容
（
１
）
相
談
支
援

性
と健
康
の
相
談
セ
ンタ
ー
に
お
い
て
、出
生
前
検
査
を受
け
た
者
、受
検
を検
討
して
い
る
者
及
び
その
家
族
に
対
し、
疑
問
や
不
安
へ
の
相
談
支
援
を行
うと

とも
に
、出
生
前
検
査
に
より
胎
児
が
障
害
等
を有
す
る
可
能
性
が
指
摘
され
た
妊
婦
や
家
族
に
対
し、
子
の
出
生
後
に
お
け
る
生
活
の
イメ
ー
ジ
を持
って
い
た
だ
く

こと
な
どを
目
的
とし
て
、障
害
福
祉
関
係
機
関
等
の
紹
介
等
を行
う。

（
２
）
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等

NI
PT
に
関
す
る知
識
の
習
得
や
、関
係
機
関
との
連
携
を行
うた
め
に
必
要
とな
る
事
務
等
に
対
す
る補
助
を行
うこ
とで
、円
滑
な
相
談
支
援
の
実
施
を図
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都
道
府
県
・指
定
都
市
・中
核
市
１
／
２

◆
補
助
単
価
案
：
運
営
費

月
額
15
1,
70
0円

研
修
費

月
額

28
,7
00
円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
３
年
度
創
設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：

３
自
治
体

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業
実
績

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
性
と健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
9.
5億
円
の
内
数
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主
な
内
容

法
律
の
目
的

公
布
か
ら
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
（
令
和
元
年
1
2
月
1
日
）

施
行
日

※
「
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
3
0
年
法
律
第
1
0
4
号
）

※
2
0
1
8
年
1
2
月
1
4
日
公
布

次
代
の
社
会
を
担
う
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
個
人
と
し
て
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
そ
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
重
要

な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、

基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
及
び
医
療
関
係
者
等
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定

に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び

そ
の
保
護
者
並
び
に
妊
産
婦
に
対
し
必
要
な
成
育
医
療
等
を
切
れ
目
な
く
提
供
す
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。

○
基
本
理
念

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
の
心
身
の
健
や
か
な
成
育
が
図
ら
れ
る
こ
と
を

保
障
さ
れ
る
権
利
の
尊
重

・
多
様
化
・
高
度
化
す
る
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
の
需
要
に
的
確
に
対
応
し
た

成
育
医
療
等
の
切
れ
目
な
い
提
供

・
居
住
す
る
地
域
に
か
か
わ
ら
ず
科
学
的
知
見
に
基
づ
く

適
切
な
成
育
医
療
等
の
提
供

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
情
報
の
適
切
な
提
供
、
社
会
的
経
済
的
状
況

に
か
か
わ
ら
ず
安
心
し
て
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備

○
国
、
地
方
公
共
団
体
、
保
護
者
、
医
療
関
係
者
等
の
責
務

○
関
係
者
相
互
の
連
携
及
び
協
力

○
法
制
上
の
措
置
等

○
施
策
の
実
施
の
状
況
の
公
表
（
毎
年
１
回
）

○
成
育
医
療
等
基
本
方
針
の
策
定
と
評
価

※
閣
議
決
定
に
よ
り
策
定
し
、
公
表
す
る
。

※
少
な
く
と
も
６
年
ご
と
に
見
直
す

○
基
本
的
施
策

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
保
健

・
成
育
過
程
に
あ
る
者
・
妊
産
婦
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
教
育
及
び
普
及
啓
発

・
記
録
の
収
集
等
に
関
す
る
体
制
の
整
備
等

例
：
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る
予
防
接
種
等
に
関
す
る
記
録

成
育
過
程
に
あ
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
死
亡
の
原
因
に
関
す
る
情
報

・
調
査
研
究

○
成
育
医
療
等
協
議
会
の
設
置

※
厚
生
労
働
省
に
設
置

※
委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命

※
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
定
め
る
。

○
都
道
府
県
の
医
療
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
計
画
の
作
成
の
際
の

成
育
医
療
等
へ
の
配
慮
義
務
（
努
力
義
務
）

成
育
基
本
法
の
概
要
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「
成

育
医

療
等

の
提

供
に

関
す

る
施

策
の

総
合

的
な

推
進

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

」
改

定
の

方
向

性
（

案
）

改
定
の
趣
旨

＜
改
定
の
背
景
＞

＜
改
定
の
方
向
性
＞

改
定
の
背
景
と
方
向
性

○
今
般
、成
育
医
療
等
協
議
会
で
の
議
論
を踏
まえ
、現
行
の
基
本
方
針
（
令
和
３
年
２
月
９
日
閣
議
決
定
）
に
つ
い
て
、

・
令
和
３
年
２
月
の
策
定
以
降
に
お
け
る
、制
度
・施
策
等
の
改
正
・変
更

・
医
療
、保
健
、福
祉
、教
育
等
の
現
場
に
お
い
て
新
た
に
課
題
とな
って
い
る
事
項
へ
の
対
応

・
基
本
方
針
の
更
な
る
周
知
・広
報
の
た
め
の
施
策

等
を
反
映
させ
る
た
め
、所
要
の
改
定
を
行
う。

・関
係
法
令
・指
針
等
との
整
合
性
を
確
保
した
上
で
、

記
載
を
見
直
し

・地
方
公
共
団
体
の
取
組
（
例
：
基
本
方
針
を
踏
ま

え
た
計
画
の
策
定
）
を
支
援

・評
価
指
標
に
基
づ
き
、施
策
の
実
施
状
況
等
を

評
価
・検
討

・関
係
者
の
連
携
・協
議
、計
画
の
策
定
支
援
等
、

都
道
府
県
に
よ
る
広
域
的
な
連
携
を支
援

・母
子
保
健
事
業
に
お
け
る
オ
ンラ
イン
化
・デ
ジ
タル
化

を
推
進

・こ
ども
家
庭
庁
の
設
置

・こ
ども
基
本
法
の
制
定

・医
療
的
ケ
ア
児
及
び
その
家
族
に
対
す
る
支
援

に
関
す
る
法
律
の
制
定

・医
療
計
画
（
周
産
期
・小
児
）
の
見
直
し

・母
子
健
康
手
帳
、母
子
保
健
情
報
等
に
関
す

る
検
討
会
に
お
け
る
議
論

・産
後
ケ
ア
事
業
な
ど、
母
子
保
健
の
課
題

令
和
５
年
度
～
令
和
10
年
度
に
お
け
る

成
育
医
療
等
の
施
策
の
基
本
的
方
向
等
を
策
定
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成
育

医
療

等
の

提
供

に
関

す
る

施
策

の
総

合
的

な
推

進
に

関
す

る
基

本
的

な
方

針
改

定
案

反
映

後
の

概
要

Ⅰ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
方
向

２
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
向
け
た

基
本
的
な
考
え
方

•
成

育
過

程
に

あ
る

者
の

健
や

か
な

成
育

が
保

障
さ

れ
る

権
利

を
尊

重

•
こ

ど
も

の
意

見
を

尊
重

、
こ

ど
も

の
最

善
の

利
益

を
優

先
し

て
考

慮

•
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

ま
で

、
切

れ
目

な
い

成
育

医
療

等
を

提
供

•
で

き
る

限
り

早
期

に
正

し
い

診
断

が
可

能
と

な
る

体
制

を
整

備
科

学
的

知
見

に
基

づ
く

適
切

な
成

育
医

療
等

を
提

供

•
成

育
過

程
に

あ
る

者
等

に
対

し
、

年
齢

に
応

じ
た

適
切

な
情

報
提

供
安

心
し

て
こ

ど
も

を
生

み
、

育
て

ら
れ

る
環

境
を

整
備

３
関
係
者
の
責
務
及
び
役
割

○
国

は
、

成
育

医
療

等
の

施
策

を
総

合
的

に
策

定
・

実
施

•
こ

ど
も

家
庭

庁
（

成
育

基
本

法
所

管
）

に
よ

る
総

合
調

整
•

施
策

の
実

施
状

況
等

に
関

す
る

評
価

指
標

を
作

成

○
自

治
体

は
、

地
域

の
特

性
に

応
じ

た
施

策
を

策
定

・
実

施

○
国

は
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

取
組

（
例

：
基

本
方

針
を

踏
ま

え
た

計
画

の
策

定
・

実
施

、
都

道
府

県
内

の
関

係
者

に
よ

る
協

議
の

場
な

ど
）

を
適

切
に

支
援

○
国

、
地

方
公

共
団

体
、

医
療

関
係

者
等

は
、

成
育

基
本

法
に

定
め

る
基

本
理

念
の

実
現

を
図

る
た

め
連

携
・

協
力

１
成
育
医
療
等
の
現
状
と
課
題

•
妊

産
婦

死
亡

率
や

乳
幼

児
死

亡
率

は
、

世
界

有
数

の
低

率
国

妊
産

婦
：

2
.5

/1
0
万

、
乳

児
：

1
.7

/千
、

幼
児

：
1
3
.8

/1
0
万

（
令

和
３

年
）

•
少

子
化

の
進

行
出

生
数

：
約

8
1
万

人
（

令
和

３
年

、
過

去
最

少
）

•
妊

産
婦

・
こ

ど
も

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

、
1
0
代

の
妊

娠
、

児
童

虐
待

等
の

課
題

※
下

線
部

は
、

現
行

の
基

本
方

針
か

ら
の

主
な

変
更

箇
所

Ⅱ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

１
成
育
過
程
に
あ
る
者
及
び
妊
産
婦
に
対
す
る
医
療

（
１
）
周
産
期
医
療
等
の
体
制

•
周

産
期

医
療

体
制

に
関

す
る

医
療

計
画

へ
の

記
載

、
関

係
者

の
協

議
•

妊
娠

・
出

産
・

産
後

の
ケ

ア
、

産
後

ケ
ア

事
業

・
妊

産
婦

健
診

の
広

域
的

な
調

整
、

流
産

・
死

産
を

経
験

し
た

方
に

対
す

る
支

援
等

に
関

す
る

、
都

道
府

県
内

の
関

係
者

間
の

連
携

•
精

神
疾

患
を

合
併

す
る

妊
産

婦
へ

の
医

療
体

制
確

保
•

災
害

や
新

興
感

染
症

の
ま

ん
延

に
備

え
た

、
継

続
的

な
提

供
体

制
•

産
科

区
域

の
特

定
が

望
ま

し
い

中
、

医
療

機
関

の
適

切
な

体
制

整
備

•
地

域
医

療
構

想
・

医
師

確
保

計
画

を
踏

ま
え

た
、

集
約

・
重

点
化

•
医

療
従

事
者

の
勤

務
環

境
改

善
、

助
産

師
と

医
師

の
連

携
（

助
産

師
活

用
推

進
事

業
、

院
内

助
産

・
助

産
師

外
来

の
推

進
）

（
２
）
小
児
医
療
等
の
体
制

•
小

児
医

療
体

制
に

関
す

る
医

療
計

画
へ

の
記

載
、

関
係

者
間

の
協

議
•

か
か

り
つ

け
医

機
能

普
及

、
救

急
体

制
や

#
8
0
0
0
事

業
の

整
備

•
医

療
的

ケ
ア

児
及

び
そ

の
家

族
に

対
す

る
支

援
に

関
す

る
法

律
に

係
る

施
策

と
連

携
、

小
児

在
宅

医
療

・
小

児
在

宅
歯

科
医

療
体

制
充

実
•

医
療

従
事

者
の

勤
務

改
善

、
医

療
機

関
・

薬
局

の
従

事
者

間
の

連
携

•
災

害
や

新
興

感
染

症
の

ま
ん

延
に

備
え

た
、

継
続

的
な

提
供

体
制

•
小

児
科

区
域

の
特

定
が

望
ま

し
い

中
、

適
切

な
体

制
整

備

（
３
）
そ
の
他
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る
専
門
的
医
療
等

•
小

児
・

A
Y
A

世
代

の
が

ん
患

者
に

必
要

な
医

療
・

相
談

支
援

体
制

に
関

す
る

、
都

道
府

県
が

ん
対

策
推

進
計

画
へ

の
記

載
、

関
係

者
間

の
連

携
•

小
児

が
ん

や
小

児
慢

性
特

定
疾

病
等

に
係

る
小

児
用

医
薬

品
等

の
開

発
を

推
進

•
全

国
の

小
児

医
療

機
関

か
ら

情
報

収
集

等
を

行
い

、
小

児
を

対
象

と
し

た
医

薬
品

の
適

正
使

用
等

を
推

進
•

小
児

生
活

習
慣

病
の

予
防

を
推

進
•

移
行

期
医

療
、

治
療

法
確

立
に

向
け

た
研

究
等

、
小

児
慢

性
特

定
疾

病
等

に
係

る
施

策
を

推
進
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Ⅱ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

２
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
保
健

（
１
）
総
論

•
不

妊
、

予
期

せ
ぬ

妊
娠

等
の

相
談

支
援

、
男

女
と

も
に

性
や

妊
娠

に
関

す
る

正
し

い
知

識
を

身
に

つ
け

、
健

康
管

理
を

促
す

プ
レ

コ
ン

セ
プ

シ
ョ

ン
ケ

ア
の

実
施

を
含

め
、

切
れ

目
の

な
い

支
援

体
制

を
構

築

•
相

談
支

援
体

制
の

整
備

、
電

話
・

オ
ン

ラ
イ

ン
相

談
の

推
進

•
妊

娠
・

出
産

・
産

後
の

ケ
ア

、
産

後
ケ

ア
事

業
・

妊
産

婦
健

診
の

広
域

調
整

、
流

産
・

死
産

を
経

験
し

た
方

に
対

す
る

支
援

等
に

関
す

る
、

都
道

府
県

内
の

関
係

者
間

の
連

携

•
母

子
保

健
情

報
の

デ
ジ

タ
ル

化
と

利
活

用
を

推
進

し
、

健
康

管
理

を
充

実
、

母
子

保
健

事
業

の
質

を
向

上

（
２
）
妊
産
婦
等
へ
の
保
健
施
策

•
関

係
者

が
連

携
し

、
バ

イ
オ

サ
イ

コ
ソ

ー
シ

ャ
ル

な
悩

み
等

に
対

す
る

、
性

や
生

殖
に

関
す

る
専

門
的

な
相

談
支

援
等

を
推

進

•
妊

婦
健

診
に

お
け

る
公

費
負

担
の

推
進

、
出

生
前

検
査

（
N

IP
T

等
）

や
妊

婦
健

診
で

の
感

染
症

検
査

に
係

る
適

切
な

情
報

発
信

•
産

後
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
に

お
け

る
多

職
種

連
携

を
推

進

•
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

を
推

進

•
産

後
ケ

ア
事

業
の

全
国

展
開

等
に

向
け

、
広

域
的

な
連

携
支

援
（

都
道

府
県

）
、

体
制

整
備

・
周

知
（

市
町

村
）

を
支

援

•
若

年
妊

婦
・

特
定

妊
婦

、
多

胎
妊

産
婦

へ
の

支
援

•
妊

産
婦

健
診

の
受

診
勧

奨
、

妊
産

婦
の

歯
科

健
診

を
推

進

•
妊

娠
・

授
乳

中
の

薬
物

治
療

に
関

す
る

相
談

支
援

体
制

を
整

備
、

相
談

を
通

じ
て

知
見

を
収

集
、

医
薬

品
の

適
正

使
用

等
を

推
進

（
３
）
乳
幼
児
期
に
お
け
る
保
健
施
策

•
先

天
性

代
謝

異
常

等
へ

の
対

応
（

新
生

児
マ

ス
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

検
査

に
よ

る
早

期
発

見
、

そ
の

後
の

治
療

・
生

活
指

導
等

）
を

推
進

•
母

子
保

健
事

業
（

乳
幼

児
健

診
等

）
を

活
用

し
た

子
育

て
支

援
を

推
進

•
乳

幼
児

健
診

の
推

進
、

学
童

期
及

び
思

春
期

ま
で

の
切

れ
目

な
い

健
診

等
の

実
施

体
制

整
備

に
向

け
た

検
討

•
関

係
者

が
連

携
し

、
乳

幼
児

健
診

等
の

精
度

管
理

や
広

域
的

支
援

を
推

進
•

乳
幼

児
期

の
難

聴
に

関
す

る
総

合
的

な
体

制
整

備
を

推
進

•
３

歳
児

の
視

覚
検

査
に

屈
折

検
査

機
器

を
導

入
す

る
市

町
村

を
支

援
•

乳
幼

児
・

保
護

者
に

対
す

る
栄

養
指

導
や

、
乳

幼
児

へ
の

食
育

を
推

進
•

乳
幼

児
・

保
護

者
に

対
す

る
、

医
薬

品
の

適
正

使
用

等
を

推
進

•
供

給
体

制
確

保
や

ワ
ク

チ
ン

の
普

及
啓

発
等

、
予

防
接

種
を

推
進

（
４
）
学
童
期
及
び
思
春
期
に
お
け
る
保
健
施
策

•
健

康
教

育
や

食
育

を
推

進
、

妊
娠

・
出

産
等

に
関

す
る

正
し

い
知

識
の

普
及

•
予

期
せ

ぬ
妊

娠
等

に
よ

り
不

安
を

抱
え

る
若

年
妊

婦
等

へ
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

や
S
N

S
活

用
に

よ
る

支
援

、
里

親
制

度
・

特
別

養
子

縁
組

制
度

の
普

及
啓

発
•

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

を
推

進
•

保
育

所
・

幼
稚

園
に

お
け

る
障

害
の

あ
る

こ
ど

も
の

受
入

体
制

を
整

備
•

障
害

の
あ

る
こ

ど
も

の
福

祉
や

栄
養

管
理

に
係

る
相

談
支

援
体

制
を

整
備

•
こ

ど
も

の
性

と
健

康
の

問
題

に
対

応
す

る
た

め
、

学
校

医
、

性
と

健
康

の
相

談
セ

ン
タ

ー
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

等
の

連
携

を
推

進

（
５
）
生
涯
に
わ
た
る
保
健
施
策

•
女

性
ヘ

ル
ス

ケ
ア

や
が

ん
な

ど
の

健
康

教
育

・
普

及
啓

発
を

推
進

•
性

と
健

康
の

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

に
よ

り
、

プ
レ

コ
ン

セ
プ

シ
ョ

ン
ケ

ア
を

推
進

、
不

妊
症

・
不

育
症

に
関

す
る

情
報

提
供

・
相

談
体

制
を

強
化

（
６
）
子
育
て
や
こ
ど
も
を
育
て
る
家
庭
の
支
援

•
出

産
や

子
育

て
に

悩
む

父
親

に
対

す
る

支
援

を
推

進
•

児
童

福
祉

法
等

改
正

法
に

よ
り

、
子

育
て

世
帯

へ
の

支
援

体
制

強
化

を
推

進
（

こ
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
、

子
育

て
世

帯
の

身
近

な
相

談
機

関
）

•
小

児
が

ん
の

患
者

や
小

児
慢

性
特

性
疾

病
を

抱
え

る
児

童
等

が
家

族
や

友
人

等
と

安
心

し
て

過
ご

す
こ

と
が

で
き

る
環

境
の

整
備

に
つ

い
て

検
討
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Ⅱ
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

３
教
育
及
び
普
及
啓
発

•
妊

娠
・

出
産

等
に

関
す

る
医

学
的

・
科

学
的

に
正

し
い

知
識

の
普

及
・

啓
発

を
学

校
教

育
段

階
か

ら
推

進

•
「

健
や

か
親

子
２

１
」

を
基

本
方

針
に

基
づ

く
国

民
運

動
と

し
て

位
置

付
け

、
子

育
て

当
事

者
・

国
民

全
体

へ
の

普
及

啓
発

を
促

進

４
記
録
の
収
集
等
に
関
す
る
体
制
等

•
P
H

R
（

P
e
rs

o
n
a
l 
H

e
a
lt
h
 R

e
co

rd
）

、
健

康
等

情
報

の
電

子
化

・
標

準
化

を
推

進
、

母
子

保
健

情
報

の
デ

ジ
タ

ル
化

と
利

活
用

に
よ

る
健

康
管

理
の

充
実

や
母

子
保

健
事

業
の

質
向

上

•
予

防
可

能
な

こ
ど

も
の

死
亡

を
減

ら
す

こ
と

を
目

的
と

し
た

C
h
ild

 D
e
a
th

 R
e
v
ie

w
（

Ｃ
Ｄ

Ｒ
）

に
つ

い
て

、
体

制
整

備
に

向
け

検
討

•
IC

T
の

活
用

に
よ

る
各

種
施

策
の

推
進

•
母

子
保

健
事

業
に

お
け

る
オ

ン
ラ

イ
ン

化
・

デ
ジ

タ
ル

化
等

に
関

す
る

、
シ

ス
テ

ム
等

の
導

入
・

運
用

を
推

進

５
調
査
研
究

•
こ

ど
も

等
の

視
点

も
踏

ま
え

た
調

査
研

究
の

推
進

、
シ

ン
ク

タ
ン

ク
機

能
の

充
実

６
災
害
時
等
に
お
け
る
支
援
体
制
の
整
備

•
災

害
時

に
必

要
な

物
資

の
備

蓄
・

活
用

を
推

進

•
災

害
時

小
児

周
産

期
リ

エ
ゾ

ン
の

養
成

、
災

害
時

の
患

者
搬

送
等

を
円

滑
に

行
う

体
制

の
構

築

•
災

害
・

新
興

感
染

症
ま

ん
延

時
も

母
子

保
健

事
業

を
継

続
で

き
る

よ
う

、
オ

ン
ラ

イ
ン

化
・

デ
ジ

タ
ル

化
等

を
引

き
続

き
推

進

•
新

興
感

染
症

患
者

を
受

け
入

れ
る

周
産

期
・

小
児

医
療

機
関

の
設

定
等

に
つ

い
て

、
状

況
把

握
・

検
証

、
必

要
な

検
討

を
実

施

７
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
推
進
体
制
等

•
優

良
事

例
の

横
展

開
、

調
査

研
究

の
推

進
等

Ⅲ
そ
の
他
の
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

•
国

は
、

成
育

医
療

等
の

施
策

に
つ

い
て

客
観

的
に

検
証

・
評

価
し

、
必

要
な

取
組

に
つ

い
て

検
討

•
今

回
の

基
本

方
針

は
、

令
和

５
～

1
0
年

度
の

６
年

程
度

を
１

つ
の

目
安

と
し

て
策

定
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①
都
道
府
県
障
害
児
福
祉
計
画

（
児
童
福
祉
法
第
3
3
条
の
2
2
第
1
項
）

②
都
道
府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画

（
社
会
福
祉
法
第
1
0
8
条
第
１
項
）

③
自
立
促
進
計
画

（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
1
1
条

第
２
項
第
３
号
）

④
都
道
府
県
障
害
者
計
画

（
障
害
者
基
本
法
第
1
1
条
第
2
項
）

⑤
予
防
計
画

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る

医
療
に
関
す
る
法
律
第
1
0
条
第
１
項
）

⑥
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画

（
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
第
1
4
条
第
1
項
）

⑦
都
道
府
県
基
本
計
画

（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
の
３
第
１
項
）

⑧
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画

（
健
康
増
進
法
第
８
条
第
１
項
）

⑨
都
道
府
県
食
育
推
進
計
画

（
食
育
基
本
法
第
1
7
条
第
１
項
）

⑩
都
道
府
県
障
害
福
祉
計
画
（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
8
9
条
第
１
項
）

⑪
都
道
府
県
自
殺
対
策
計
画

（
自
殺
対
策
基
本
法
第
1
3
条
第
１
項
）

⑫
都
道
府
県
が
ん
対
策
推
進
計
画

（
が
ん
対
策
基
本
法
第
1
2
条
第
1
項
）

⑬
教
育
の
振
興
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

（
教
育
基
本
法
第
1
7
条
第
２
項
）

⑭
都
道
府
県
子
ど
も
・
若
者
計
画

（
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
第
９
条
第
１
項
）

⑮
都
道
府
県
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
画

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
6
2
条
第
１
項
）

⑯
都
道
府
県
計
画

（
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
9
条
第
1
項
）

⑰
都
道
府
県
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
推
進
計
画

（
ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
第
1
4
条
第
１
項
）

⑱
都
道
府
県
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
推
進
計
画

（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
第
1
3
条
第
１
項
）

⑲
都
道
府
県
循
環
器
病
対
策
推
進
計
画

（
健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対

策
に
関
す
る
基
本
法
第
1
1
条
第
１
項
）

（
医
療
計
画
等
の
作
成
に
当
た
っ
て
の
配
慮
等
）

第
1
9
条

都
道
府
県
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
そ
の
他

政
令
で
定
め
る
計
画
を
作
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
等
に
対
す
る
成
育
医
療
等
の
提
供
が
確
保
さ
れ
る
よ
う

適
切
な
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

成
育
基
本
法
第
1
9
条
第
１
項

政
令
で
定
め
る
計
画成
育
基
本
法
第
１
９
条
第
1
項
に
基
づ
き
政
令
で
定
め
る
計
画
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健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会
・
母
子
保
健
家
族
計
画
事
業
功
労
者
厚
生
労
働
大
臣
表
彰

す
べ
て
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
全
国
か
ら
母
子
保
健
事
業
及
び
家
族
計
画
関
係
者
多
数
の
参

加
を
求
め
、
母
子
保
健
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
討
議
に
よ
り
「健
や
か
親
子
２
１
」の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
推
進
に

功
績
の
あ
っ
た
個
人
及
び
団
体
を
表
彰
し
、
我
が
国
の
母
子
保
健
事
業
及
び
家
族
計
画
事
業
の
一
層
の
推
進
を
図
る
。

2
0
2
2
年
度
島
根
県
大
会
の
開
催
状
況

1
0
月
2
7
日
（
木
）
～
2
8
日
（
金
）

健
や
か
親
子
２
１
全
国
大
会
（
母
子
保
健
家
族
計
画
全
国
大
会
）

-健
や
か
親
子
２
１

-妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
期
の
健
康
に
関
す
る
情
報
サ
イ
ト

-
(m

hl
w.

go
.jp

)

○
大
会
テ
ー
マ
「
目
指
そ
う
！
笑
顔
で
ゆ
っ
た
り
子
育
て
～
つ
な
い
で
広
げ
る
支
援
の
輪
、
み
ん
な
親
子
の
応
縁
団
～
」

○
表
彰
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
・
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
会
長
表
彰
・
日
本
家
族
計
画
協
会
会
長
表
彰
・
母
子
保
健
推
進
会
議
会
長
表
彰

※
令
和
４
年
度
母
子
保
健
家
族
計
画
事
業
功
労
者
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
に
つ
い
て

(m
hl

w
.g

o.
jp

) 

○
特
別
講
演
「
お
産
の
現
場
か
ら
考
え
る
子
育
て
支
援
」

萩
田
和
秀
氏
（
り
ん
く
う
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
産
婦
人
科
部
長
）

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
多
職
種
で
見
て
、
つ
な
い
で
、
支
え
る
子
育
て
支
援
」

基
調
講
演
鈴
宮
寛
子
氏
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
パ
ネ
リ
ス
ト
４
名
）

○
そ
の
他
、
主
催
団
体
に
よ
る
併
設
集
会
の
開
催

健
や
か
親
子
２
１
（
第
２
次
）
の
展
示
ブ
ー
ス

主
催
団
体
に
よ
る
併
設
集
会
の
様
子
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「
健

康
寿

命
を

の
ば

そ
う

！
ア

ワ
ー

ド
（

母
子

保
健

分
野

）
」

に
つ

い
て

応
募
数

67
件
（
内
訳
企
業
部
門

22
件
団
体
部
門

32
件
自
治
体
部
門

13
件
）

平
成

2
7

年
度

よ
り

、
母

子
の

健
康

増
進

を
目

的
と

す
る

優
れ

た
取

組
を

行
う

企
業

・
団

体
・

自
治

体
を

表
彰

し
、

こ
れ

を
広

く
国

民
に

周
知

す
る

こ
と

に
よ

り
、

あ
ら

ゆ
る

世
代

の
す

こ
や

か
な

暮
ら

し
を

支
え

る
良

好
な

社
会

環
境

の
構

築
を

推
進

。

第
1

1
回

「
健

康
寿

命
を

の
ば

そ
う

！
ア

ワ
ー

ド
（

母
子

保
健

分
野

）
」

応
募

期
間

：
令

和
４

年
７

月
１

日
（

金
）

～
８

月
2
2
日

（
月

）
応

募
対

象
：

す
べ

て
の

子
ど

も
が

健
や

か
に

育
つ

社
会

の
実

現
に

向
け

、
母

子
の

幸
せ

で
健

康
な

暮
ら

し
を

支
援

す
る

た
め

の
優

れ
た

取
組

を
行

っ
て

い
る

企
業

・
団

体
・

自
治

体
表

彰
式

：
令

和
４

年
1
1
月

2
8
日

（
月

）
1
1
:0

0
～

【
厚

生
労

働
大

臣
最

優
秀

賞
】

１
件

宮
崎

大
学

医
学

部
看

護
学

科
生

活
・

基
盤

看
護

科
学

講
座

地
域

看
護

学
領

域
若

者
の

生
き

る
力

を
育

む
性

（
生

）
教

育

【
厚

生
労

働
大

臣
優

秀
賞

】
２

件
＜

団
体

部
門

＞
N

っ
子

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

カ
ン

ガ
ル

ー
の

親
子

極
低

出
生

体
重

児
・

超
低

出
生

体
重

児
家

族
会

の
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
活

動
＜

自
治

体
部

門
＞

群
馬

県

「
ス

ト
ッ

プ
!弱

視
見

逃
し

」
３

歳
児

健
診

に
お

け
る

弱
視

の
早

期
発

見
と

学
童

期
へ

と
繋

が
る

子
ど

も
の

視
機

能
を

守
る

取
組

み
～

地
域

保
健

福
祉

・
県

教
育

委
員

会
・

県
医

師
会

・
県

眼
科

医
会

の
連

携
～

【
子

ど
も

家
庭

局
長

賞
（

受
賞

団
体

の
み

）
】

6
件

（
企

業
部

門
1
件

、
団

体
部

門
４

件
、

自
治

体
部

門
１

件
）

＜
企

業
部

門
＞

LU
C
K
Y
 i
n
d
u
st

ri
e
s

＜
団

体
部

門
＞

な
か

い
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

/N
P
O

法
人

子
育

て
パ

レ
ッ

ト
/一

般
社

団
法

人
あ

だ
ち

子
ど

も
支

援
ネ

ッ
ト

/Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
ゆ

め
・

ま
ち

・
ね

っ
と

＜
自

治
体

部
門

＞
札

幌
市

白
石

保
健

セ
ン

タ
ー

第
1

1
回

受
賞

取
組

等

詳
細

は
、

特
設

サ
イ

ト
を

ご
覧

く
だ

さ
い

→
 h

tt
p
s:

//
su

ko
ya

ka
2
1
.m

h
lw

.g
o
.j
p
/a

w
a
rd

_
lis

t/
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○
聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
され
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、聴
覚
障
害
に
よ
る
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
られ
る
。こ
の
た
め
、聴

覚
障
害
の
早
期
発
見
・早
期
療
育
が
図
られ
る
よ
う、
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
協
議
会
の
設
置
を
行
うと
とも
に
研
修
会
の
実
施
、普
及
啓
発
等
に
よ
り、
都
道
府

県
に
お
け
る
推
進
体
制
を
整
備
す
る
こと
を
目
的
とす
る
。

新
生

児
聴

覚
検

査
体

制
整

備
事

業
令

和
５

年
度

当
初

予
算

（
案

）
：

母
子

保
健

医
療

対
策

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

3.
5億

円
（

3.
5億

円
）

目
的

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県

◆
補
助
率

：
国
１
／
２
、都
道
府
県
１
／
２

◆
補
助
単
価
案
：

年
額

2,
37
3,
40
0円

（
５
）
を
実
施
す
る
場
合

年
額
10
,0
00
,0
00
円

（
６
）
を
実
施
す
る
場
合

年
額

3,
60
0,
00
0円

実
施

主
体

・補
助

率
等

【平
成

29
年

度
創

設
】

◆
実
施
自
治
体
数
：
42
自
治
体
（
43
自
治
体
）

※
令
和
３
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

括
弧
は
令
和
２
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス

事
業

実
績

都
道

府
県
o
r
都

道
府

県
が

指
定

す
る

医
療

機
関

市
町
村

産
科
医
療
機
関

③
電

話
相

談
、訪

問
指

導 出
生

・検
査

①
情

報
共

有
②

検
査

結
果

の
把

握
や

指
導

等

訪
問

・指
導

（
１
）
行
政
機
関
、医
療
機
関
、教
育
機
関
、医
師
会
・患
者
会
等
の
関
係
機

関
（
団
体
）
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置
・開
催
（
必
須
）

（
２
）
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施

（
３
）
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ン
フレ
ット
の
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

（
４
）
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
事
業
実
施
の
た
め
の
手
引
書

の
作
成

＜
事

業
イ

メ
ー

ジ
＞

（
５
）
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業
（
R2
～
）

①
新
生
児
聴
覚
検
査
の
結
果
の
情
報
集
約
及
び
共
有

②
市
町
村
へ
の
指
導
等

③
相
談
対
応
等

④
検
査
状
況
・精
度
管
理
業
務

（
６
）
聴
覚
検
査
機
器
購
入
支
援
事
業
（
R２
～
）

（
７
）
その
他
新
生
児
聴
覚
検
査
事
業
の
体
制
整
備
に
必
要
な
事
項

（
５
）
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業

（
１
）
医
療
機
関
や
教
育
機
関
な
どの
関
係

機
関
等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置

（
２
）
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研

修
会
の
実
施

（
３
）
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ンフ
レ
ット
作

成
等
に
よ
る
普
及
啓
発

（
４
）
県
内
に
お
け
る
事
業
実
施
の
た
め
の

手
引
書
の
作
成

な
ど

①
聴

覚
検

査
情

報
の

共
有

④
精

度
管

理
業

務

（
６
）
聴
覚
検
査
機
器
購
入
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聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
され
適
切
な
支
援
を
行
うこ
とで
、聴
覚
障
害
に
よる
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
られ
る
。こ
の
た
め
、全

て
の
新
生
児
を
対
象
とし
て
新
生
児
聴
覚
検
査
を実
施
す
る
た
め
の
体
制
整
備
を
進
め
、聴
覚
障
害
の
早
期
発
見
・早
期
療
育
を
図
る
こと
を
目
的
とす
る
。

１
．

目
的

新
生

児
聴

覚
検

査
に

つ
い

て

２
．

財
政

支
援

３
．

公
費

負
担

の
実

施
状

況
及

び
受

検
率

の
推

移

＜
令

和
３

年
度

ま
で

＞
「少

子
化

対
策

に
関

連
す

る
経

費
」の

内
数

とし
て

措
置

少
子

化
対

策
に

関
連

す
る

経
費

の
内

数

・
平
成
12
年
度
よ
り、
予
算
補
助
とし
て
実
施

・
平
成
19
年
度
よ
り、
一
般
財
源
化
し、

「少
子

化
対

策
に

関
連

す
る

経
費

」の
内

数
とし

て
地

方
交

付
税

措
置

令
和

３
年

度
ま

で
１ ・
新
生
児
聴
覚
検
査
の
費
用
に
つ
い
て
、各
市
町
村
に
お
け
る
聴
覚
検
査
の
公
費
負

担
の
実
態
を
踏
まえ
、保
健
衛
生
費
に
お
け
る
算
定
に
変
更
し、

新
生

児
聴

覚
検

査
費

とし
て

市
町

村
の

標
準

団
体

（
人

口
10

万
人

）
当

た
り9

35
千

円
を
計
上
。

令
和

４
年

度
２

0

50
0

1,
00

0

1,
50

0

H2
6年

H2
7年

H2
8年

H2
9年

H3
0年

R元
年

10
9 

11
8 

22
4 

39
4 

67
5 

91
6 

（
公
費
負
担
実
施
市
町
村
数
・実
施
割
合
）

6.
3%

6.
8%

12
.9

%
22

.6
%

38
.8

%
52

.6
%

（
１

）
公

費
負

担
の

実
施

状
況

の
推

移
（

２
）

受
検

率
の

推
移

78
.9

%
81

.9
%

82
.8

%
81

.8
%

86
.9

%
90

.8
%

70
.0

%
75

.0
%

80
.0

%
85

.0
%

90
.0

%
95

.0
%

10
0.

0%

H2
6年

H2
7年

H2
8年

H2
9年

H3
0年

R元
年

（
受
診
率
（
受
検
者
数
/出
生
児
数
）
）

（
受
検
の
有
無
を把
握
して
い
る
市
町
村
の
うち
、受
検
者
数
を集
計
して
い
る
市
町
村
の
デ
ー
タ）

地
方

交
付

税
措

置
の

イ
メ

ー
ジ

３

（
出
典
：
厚
生
労
働
省
子
ども
家
庭
局
母
子
保
健
課
調
べ
）

＜
令

和
４

年
度

＞
新

た
に

新
生

児
聴

覚
検

査
費

とし
て

標
準

団
体

当
た

り9
35

千
円

を
計

上

「保
健

衛
生

費
」

「新
生

児
聴

覚
検

査
費

」
・標

準
団

体
当

た
り

93
5千

円

※
令
和
４
年
度
に
お
け
る
金
額
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○
予
防
の
た
め
の
子
ども
の
死
亡
検
証
は
、子
ども
が
死
亡
した
時
に
、複
数
の
機
関
や
専
門
家
（
医
療
機
関
、警
察
、消
防
、行
政
関
係
者
等
）
が
、子
ども
の
既
往

歴
や
家
族
背
景
、死
に
至
る
直
接
の
経
緯
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を基
に
死
亡
原
因
の
検
証
等
を
行
うこ
とに
より
、効
果
的
な
予
防
策
を導
き出
し予
防
可
能
な

子
ども
の
死
亡
を減
らす
こと
を目
的
とす
る
も
の
。

○
今
般
、成
育
基
本
法
や
、死
因
究
明
等
推
進
法
の
成
立
を
踏
まえ
、一
部
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、実
施
体
制
の
整
備
を
モデ
ル
事
業
とし
て
試
行
的
に
実
施
し、

その
結
果
を国
へ
フィ
ー
ドバ
ック
す
る
こと
で
、体
制
整
備
に
向
け
た
検
討
材
料
とす
る
。

予
防
の
た
め
の
子
ども
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
1.
1億
円
（
1.
1億
円
）

目
的

（
１
）
推
進
会
議

医
療
機
関
、行
政
機
関
、警
察
等
と子
ども
の
死
亡
に
関
す
る
調
査
依
頼
や
、こ
れ
に
対
す
る
報
告
な
どの
連
携
を行
うた
め
、関
係
機
関
に
よる
推
進
会
議
を実

施
し、
デ
ー
タの
収
集
等
を円
滑
に
行
う環
境
を整
え
る
。

（
２
）
情
報
の
収
集
・管
理
等

子
ども
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
（
医
学
的
要
因
、社
会
的
要
因
）
を関
係
機
関
か
ら収
集
し、
標
準
化
した
フォ
ー
マッ
ト（
死
亡
調
査
票
）
に
記
録
。

（
３
）
多
機
関
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
政
策
提
言
委
員
会
）

死
因
を多
角
的
に
検
証
す
る
た
め
、医
療
機
関
、行
政
機
関
、警
察
等
の
様
々
な
専
門
職
や
有
識
者
を集
め
て
検
証
委
員
会
を開
催
し、
検
証
結
果
を標
準

化
した
フォ
ー
マッ
ト（
死
亡
検
証
結
果
表
）
に
記
録
す
る
。さ
らに
、都
道
府
県
に
対
し、
検
証
結
果
をも
とに
今
後
の
対
応
策
な
どを
まと
め
た
提
言
を行
う。

＜
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

内
容

◆
実
施
主
体

：
都
道
府
県

◆
補
助
率

：
国
１
０
／
１
０

◆
補
助
単
価
案
：
年
額

12
,2
83
,0
20
円

実
施
主
体
・補
助
率
等

【令
和
２
年
度
創
設
】

②
CD
Rデ
ー
タ収
集
・整
理
等

①
推
進
会
議

③
多
機
関
検
証
W
G

④
都
道
府
県
へ
提
言

【事
業
の
流
れ
】

①
推
進
会
議
に
より
、関
係
機
関
か
らの
デ
ー
タ収
集
の

環
境
を整
え
る
。

②
関
係
機
関
より
収
集
した
デ
ー
タの
整
理
等
を行
う。

③
整
理
され
た
デ
ー
タに
基
づ
き様
々
な
機
関
を招
集
し、

検
証
W
Gを
開
催
。

④
その
後
、ま
とめ
られ
た
検
証
結
果
をも
とに
、検
証
W
G

か
ら都
道
府
県
に
対
し、
今
後
の
対
応
策
な
どを
まと
め

た
提
言
を行
う。

◆
実
施
自
治
体
数
（
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス
）

令
和
３
年
度
：
９
自
治
体
（
群
馬
県
、山
梨
県
、三
重
県
、滋
賀
県
、京
都
府
、香
川
県
、

高
知
県
、北
海
道
、福
島
県
）

事
業
実
績
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○
子
ども
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
の
検
証
（
こど
も
家
庭
庁
）
や
消
費
生
活
用
製
品
に
係
る
重
大
製
品
事
故
（
消
費
者
庁
）
等
の
死
亡
に
関
す
る
検
証
結
果
に

つ
い
て
、予
防
可
能
な
子
ども
の
死
亡
とい
う観
点
か
ら情
報
収
集
を行
うと
とも
に
、デ
ー
タベ
ー
ス
化
を図
る
。

○
国
民
に
予
防
可
能
な
死
が
あ
る
こと
を認
知
い
た
だ
くと
とも
に
、予
防
の
た
め
の
子
ども
の
死
亡
検
証
結
果
管
理
運
営
事
業
に
より
まと
め
られ
た
具
体
的
な
予
防
策

に
つ
い
て
の
周
知
及
び
医
療
、保
健
、教
育
等
の
分
野
が
連
携
した
子
ども
の
死
の
予
防
に
取
り組
ん
で
い
た
だ
くよ
う広
報
啓
発
を行
うこ
とを
目
的
とす
る
。

予
防
の
た
め
の
子
ども
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
：
母
子
保
健
衛
生
対
策
推
進
事
業
委
託
費
2.
8億
円
の
内
数
（
2.
1億
円
の
内
数
）

目
的

１
．
Ｃ
Ｄ
Ｒ
プ
ラ
ット
フォ
ー
ム
事
業

（
１
）
情
報
の
収
集
・管
理

「予
防
の
た
め
の
子
ども
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モデ
ル
事
業
」に
お
い
て
実
施
され
た
Ｃ
Ｄ
Ｒ
の
結
果
に
加
え
、既
に
存
在
す
る
虐
待
事
例
検
証
や
製
品
安
全

に
関
す
る
検
証
等
の
事
故
死
亡
に
関
す
る
検
証
の
結
果
に
つ
い
て
、予
防
可
能
な
子
ども
の
死
亡
とい
う観
点
か
ら情
報
収
集
を行
う。

（
２
）
CD
Rポ
ー
タル
サ
イト
の
運
用

（
１
）
で
収
集
・管
理
した
予
防
可
能
な
子
ども
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
、一
覧
性
が
あ
り、
検
索
が
しや
す
い
形
に
管
理
した
プラ
ット
フォ
ー
ム
を整
備
し、

検
索
をし
た
い
際
に
有
用
な
ポ
ー
タル
サ
イト
の
運
用
を行
う。

（
３
）
都
道
府
県
へ
の
技
術
的
支
援

CD
Rに
お
け
る
検
証
の
標
準
化
を図
る
た
め
、都
道
府
県
間
の
情
報
共
有
の
た
め
の
会
議
の
運
営
を行
うと
とも
に
、各
都
道
府
県
に
対
し、
検
証
体
制
整
備
に

関
す
る
技
術
的
助
言
を行
う。

２
．
予
防
可
能
な
子
ども
の
死
亡
事
故
に
関
す
る
広
報
啓
発
事
業

（
１
）
ウェ
ブ広
告

ウェ
ブ広
告
や
動
画
サ
イト
等
の
CM
枠
を活
用
して
、予
防
可
能
な
子
ども
の
死
亡
事
故
に
つ
い
て
の
予
防
策
を普
及
・啓
発
す
る
。

（
２
）
テ
レビ
で
の
PR

乳
幼
児
を抱
え
る
親
が
子
ども
と一
緒
に
み
る
番
組
とタ
イア
ップ
して
の
予
防
可
能
な
子
ども
の
死
亡
事
故
の
予
防
に
つ
い
て
普
及
・啓
発
す
る
。

（
３
）
シ
ンポ
ジ
ウム
の
開
催

子
ども
を事
故
で
亡
くし
た
遺
族
の
方
や
、C
DR
に
取
り組
まれ
て
きた
研
究
者
の
方
を集
め
て
の
シ
ンポ
ジ
ウム
を年
に
一
回
開
催
し、
国
民
に
予
防
可
能
な
子
ど

も
の
死
亡
事
故
の
予
防
に
つ
い
て
普
及
・啓
発
す
る
。

内
容

◆
実
施
主
体

：
民
間
団
体
（
公
募
に
より
決
定
）

◆
補
助
率

：
定
額

実
施
主
体
・補
助
率
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○
母

子
健

康
手

帳
の

様
式

に
つ

い
て

は
社

会
情

勢
の

変
化

や
保

健
医

療
福

祉
制

度
の

変
化

等
に

伴
い

改
正

を
行

っ
て

き
た

。

○
デ

ジ
タ

ル
化

が
進

む
中

で
、

平
成

3
0
年

度
に

「
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
時

代
の

母
子

保
健

情
報

の
利

活
用

に
関

す
る

検
討

会
」

を
開

催
し

、
電

子
化

す
べ

き
情

報
等

に
つ

い
て

中
間

報
告

書
が

と
り

ま
と

め
ら

れ
、

令
和

２
年

度
か

ら
は

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
本

人
が

閲
覧

で
き

る
仕

組
み

と
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

一
方

で
、

母
子

保
健

情
報

に
つ

い
て

、
乳

幼
児

健
康

診
査

の
内

容
の

標
準

化
や

、
情

報
の

連
携

や
利

活
用

の
在

り
方

等
に

つ
い

て
は

引
き

続
き

検
討

が
必

要
な

事
項

と
さ

れ
て

い
る

。

○
こ

の
よ

う
な

社
会

的
状

況
の

変
化

等
を

踏
ま

え
、

今
般

、
母

子
健

康
手

帳
、

母
子

保
健

情
報

等
に

関
し

て
検

討
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

し
、

学
識

経
験

者
・

関
係

団
体

代
表

者
等

の
協

力
を

得
て

、
厚

生
労

働
省

子
ど

も
家

庭
局

長
の

下
に

、
本

検
討

会
を

開
催

す
る

も
の

と
す

る
。

安
宅
満
美
子

と
り
こ
え
助
産
院
助
産
師

（
公
益

・
母

子
保

健
情

報
の

電
子

化
や

自
治

体
の

電
子

的
母

子
保

健
ツ

ー
ル

の
導

入
、

任
意

様
式

の
情

報
量

等
の

現
状

を
踏

ま
え

、
母

子
健

康
手

帳
の

電
子

化
、

紙
と

電
子

の
役

割
に

つ
い

て
ど

う
考

え
る

か
。

・
母

子
健

康
手

帳
の

役
割

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

考
え

る
か

。
・

多
胎

児
、

低
出

生
体

重
児

、
障

害
の

あ
る

子
ど

も
、

外
国

人
家

庭
等

多
様

性
に

配
慮

し
た

情
報

提
供

や
父

親
の

育
児

を
推

進
す

る
方

策
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
考

え
る

か
。

・
母

子
健

康
手

帳
に

反
映

す
べ

き
近

年
の

制
度

改
正

等
の

動
き

や
エ

ビ
デ

ン
ス

は
あ

る
か

。

（
5
0
音

順
・

敬
称

略
。

◎
は

座
長

）

◎

母
子

健
康

手
帳

、
母

子
保

健
情

報
等

に
関

す
る

検
討

会
に

つ
い

て

構
成
員

主
な
論
点

安
宅

満
美

子
と

り
こ

え
助

産
院

助
産

師
（

公
益

社
団

法
人

日
本

助
産

師
会

推
薦

）

石
田

淳
子

府
中

市
子

ど
も

家
庭

部
子

ど
も

家
庭

支
援

課
長

・
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

所
長

（
全

国
保

健
師

長
会

推
薦

）

伊
藤

早
苗

岐
阜

県
輪

之
内

町
福

祉
課

長
・

保
健

セ
ン

タ
ー

所
長

（
全

国
町

村
会

推
薦

）

岡
明

埼
玉

県
立

小
児

医
療

セ
ン

タ
ー

病
院

長

小
林

徹
国

立
研

究
開

発
法

人
国

立
成

育
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
臨

床
研

究
セ

ン
タ

ー
デ

ー
タ

サ
イ

エ
ン

ス
部

門
部

門
長

末
松

則
子

三
重

県
鈴

鹿
市

長

鈴
木

俊
治

日
本

医
科

大
学

女
性

生
殖

発
達

病
態

学
大

学
院

教
授

（
公

益
社

団
法

人
日

本
産

婦
人

科
医

会
推

薦
）

永
光

信
一

郎
福

岡
大

学
医

学
部

小
児

科
主

任
教

授
（

公
益

社
団

法
人

日
本

小
児

科
学

会
推

薦
）

中
山

ま
き

子
同

志
社

女
子

大
学

現
代

社
会

学
部

特
任

教
授

濵
田

圭
子

兵
庫

県
但

馬
県

民
局

朝
来

健
康

福
祉

事
務

所
健

康
参

事
・

地
域

保
健

課
長

（
公

益
社

団
法

人
日

本
看

護
協

会
推

薦
）

三
浦

清
徳

長
崎

大
学

大
学

院
医

歯
薬

総
合

研
究

科
産

科
婦

人
科

学
教

室
教

授
（

公
益

社
団

法
人

日
本

産
婦

人
科

学
会

推
薦

）

三
平

元
医

療
法

人
社

団
す

こ
や

か
お

や
こ

理
事

長
（

公
益

社
団

法
人

日
本

小
児

科
医

会
推

薦
）

森
田

圭
子

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ホ

ー
ム

ス
タ

ー
ト

ジ
ャ

パ
ン

代
表

理
事

山
縣

然
太

朗
山

梨
大

学
大

学
院

総
合

研
究

部
医

学
域

社
会

医
学

講
座

教
授

山
本

秀
樹

公
益

社
団

法
人

日
本

歯
科

医
師

会
常

務
理

事

渡
辺

弘
司

公
益

社
団

法
人

日
本

医
師

会
常

任
理

事

（
１

）
母

子
健

康
手

帳
の

見
直

し
方

針
に

つ
い

て
（

夏
頃

を
目

途
に

検
討

）
⇒

 令
和
５
年
度
以
降
、
各
市
町
村
に
お
い
て
新
様
式
の
母
子
健
康
手
帳
を
交
付

（
２

）
電

子
化

す
べ

き
乳

幼
児

健
診

等
の

母
子

保
健

情
報

に
つ

い
て

（
年

度
内

に
方

向
性

を
検

討
）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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「
母
子
健
康
手
帳
の
見
直
し
方
針
に
つ
い
て
※
」
の
概
要

※
母
子
健
康
手
帳
、
母
子
保
健
情
報
等
に
関
す
る
検
討
会
中
間
報
告
書
（
令
和
４
年
９
月
２
０
日
）

（
１

）
母

子
保

健
情

報
・

母
子

健
康

手
帳

の
電

子
化

に
つ

い
て

・
現

状
：

令
和

２
年

度
以

降
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
一

部
は

閲
覧

可
能

・
今

後
の

対
応

：

・
母

子
保

健
分

野
に

係
る

国
民

の
利

便
性

の
向

上
、

地
方

公
共

団
体

や
医

療
機

関
の

事
務

負
担

の
軽

減
等

を
図

る
た

め
、

令
和
７
年
度
を
目
標
時
期
と
し
て

地
方

公
共

団
体

の
基

幹
業

務
等

シ
ス

テ
ム

の
統

一
・

標
準

化
が

進
め

ら
れ

て
い

る
こ

と
も

踏
ま

え
、

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
を

活
用

し
た
母
子
健
康
手
帳
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
向
け
、
環
境
整
備

を
進

め
て

い
く

こ
と

が
適

当

・
令
和
５
年
度
以
降

、
保

護
者

に
対

す
る

育
児

等
の

情
報
（
任
意
様
式
）
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
電
子
的
に
提
供

す
る

こ
と

が
適

当

（
２

）
名

称
に

つ
い

て

・
父

親
の

育
児

参
加

等
の

観
点

か
ら

変
更

す
べ

き
と

の
意

見
の

一
方

、
現

在
の

名
称

の
定

着
を

理
由

に
変

更
す

べ
き

で
な

い
と

の
意

見

⇒
「
母
子
健
康
手
帳
」
の
名
称
は
変
更
し
な
い

・
複

数
の

自
治

体
で

既
に

他
の

名
称

を
併

記
⇒

市
町

村
が

独
自

に
名

称
を

設
定

し
併

記
で

き
る

旨
を

、
今

後
厚

労
省

に
お

い
て

周
知

・
心

や
体

の
こ

と
で

悩
み

が
あ

る
場

合
に

地
域

の
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
相
談
す
る
よ
う
促
す
記
載

を
追

加

・
産
後
ケ
ア
事
業
に
関
す
る
記
録
欄
を
追
加

し
、

関
係

者
間

で
の

実
施

状
況

等
の

共
有

を
推

進

・
妊

婦
健

診
の

標
準

的
な
検
査
の
内
容
や
意
義
等
に
つ
い
て
情
報
提
供
を
充
実

、
検

査
陽

性
の

場
合

に
精

密
検

査
等

を
促

す
趣

旨
の

記
載

を
追

加

・
父
親
や
家
族
が
記
載
す
る
欄
を
増
加

・
家

族
の

多
様

性
を

踏
ま

え
、
適
切
な
範
囲
で
「
保
護
者
」
と
い
う
表
現
に
改
定

・
成

長
発

達
の

目
安

の
記

載
項

目
に

つ
い

て
、

両
親

が
不

安
に

な
ら

な
い

よ
う

注
釈

を
追

加
。

あ
わ

せ
て

、
追

加
す

る
項

目
の

考
え

方
を

整
理

・
妊

娠
・

新
生

児
・

乳
幼

児
・

学
童

期
・

思
春

期
に

い
た

る
継

続
性

の
観

点
か

ら
、

任
意

様
式

に
学
童
期
以
降
の
健
康
状
態
の
記
録
欄

を
追

加

・
多

言
語

版
の

母
子

健
康

手
帳

、
低

出
生

体
重

児
向

け
の

成
長

曲
線

等
の

充
実

等
、
多
様
性
に
配
慮
し
た
情
報
提
供
を
充
実

・
妊

婦
や

保
護

者
を

自
治

体
な

ど
の

必
要

な
支

援
に

適
切

に
つ

な
げ

ら
れ

る
よ

う
、
相
談
窓
口
の
連
絡
先
等
を
わ
か
り
や
す
く
情
報
提
供

・
災

害
時

へ
の

対
応

と
し

て
、
避
難
場
所
の
連
絡
先
や
平
時
か
ら
の
備
え
な
ど
に
つ
い
て
情
報
提
供

母 親 父 親 や 家 族 こ ど も そ の 他

１
．
全
体
的
な
事
項
に
つ
い
て

２
．
個
別
の
事
項
に
つ
い
て

90



（
参
考
）
母
子
保
健
情
報
の
電
子
化
に
関
す
る
現
状
と
方
向
性
に
つ
い
て

※
母
子
健
康
手
帳
の
観
点
か
ら
の
整
理

省
令
様
式

任
意
様
式

健
康
記
録

妊
婦

や
保

護
者

の
記

録
等

※
妊

婦
や

保
護

者
の

気
持

ち
な

ど
の

自
由

記
述

な
ど

情
報

提
供

標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式
が

定
め
ら
れ
て
い
る
項
目

法
定

外
乳

幼
児

健
診

（
３

～
４

か
月

、
１

歳
半

、
３

歳
以

外
）

、
健

康
管

理
、

成
長

発
達

な
ど

最
低
限
電
子
化

す
べ
き
情
報

乳
幼

児
健

診
（

３
～

４
か

月
、

１
歳

半
、

３
歳

）
の

一
部

※
受

診
の

有
無

や
診

察
所

見
の

判
定

等

乳
幼

児
健

診
（

３
～

４
か

月
、

１
歳

半
、

３
歳

）
の

一
部

、
妊

婦
健

診

電
子
化
の

現
状

○
マ

イ
ナ

ポ
ｰタ

ル
に

て
閲

覧
可

能
、

か
つ

、
転

居
時

等
に

他
の

自
治

体
に

引
き

継
ぎ

可
能

△
～

×
△

～
×

×
△

（
一

部
Q

R
コ

ー
ド

や
H

P
リ

ン
ク

を
記

載
）

自
治
体
の

把
握
状
況
＊

○
△

～
×

△
～

×

電
子
化
に
向
け

た
方
向
性

対
応

済
み

令
和
4
年
度
に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
に

更
に
掲
載
す
べ
き

項
目
の
有
無
等
を
検
討

※
個

人
の

思
い

や
気

持
ち

を
記

し
た

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
に

掲
載

す
る

こ
と

は
想

定
さ

れ
な

い

令
和
5
年
度
か
ら

主
と
し
て
電
子
的
に
提
供

*電
子

化
さ

れ
た

デ
ー

タ
だ

け
で

な
く

、
紙

で
情

報
を

保
有

し
て

い
る

場
合

を
含

む
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２
事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

１
事
業
の
目
的

母
子
保
健
情
報
デ
ジ
タ
ル
化
実
証
事
業

○
現

状
、

妊
婦

健
診

、
乳

幼
児

健
診

の
結

果
等

に
つ

い
て

は
、

実
施

者
が

母
子

健
康

手
帳

に
記

入
す

る
と

と
も

に
、

自
治

体
が

医
療

機
関

か
ら

提
供

さ
れ

た
健

康
診

査
の

結
果

等
を

、
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
や

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
の

中
間

サ
ー

バ
ー

に
登

録
し

て
い

る
が

、
自

治
体

に
お

け
る

登
録

ま
で

に
は

数
ヶ

月
か

か
っ

て
お

り
、

速
や

か
な

母
子

保
健

情
報

の
電

子
化

・
閲

覧
が

で
き

て
い

な
い

状
況

に
あ

る
。

○
こ

の
た

め
、

モ
デ

ル
的

に
複

数
の

自
治

体
に

お
い

て
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
の

改
修

や
民

間
ア

プ
リ

の
活

用
等

に
よ

る
デ

ー
タ

連
携

等
を

行
い

、
母

子
健

康
情

報
の

デ
ジ

タ
ル

化
の

課
題

等
を

検
証

し
た

上
で

、
全

国
展

開
に

向
け

た
検

討
を

行
う

検
証

事
業

を
実

施
す

る
。

○
予

防
接

種
デ

ジ
タ

ル
化

事
業

の
実

施
状

況
を

踏
ま

え
つ

つ
、

母
子

健
康

情
報

デ
ジ

タ
ル

化
の

全
国

展
開

に
向

け
た

検
証

事
業

を
実

施
す

る
。

【
実

施
主

体
】

民
間

団
体

（
公

募
に

よ
り

決
定

）
【

補
助

率
】

定
額

令
和

４
年

度
第

２
次

補
正

予
算

4
.8

億
円

厚
生

労
働

省

契
約

検
証

受
託

事
業

者

医
療

機
関

自
治

体

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム Ｐ
Ｈ
Ｒ
と
し
て

妊
婦
健
診
記
録
等

を
把

握

妊
婦
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
デ
ー
タ
連
携

○
自

治
体

に
お

け
る

デ
ー

タ
連

携
の

実
証

に
係

る
調

査
研

究

※
P
H

R
の

観
点

よ
り

、
個

人
が

自
ら

の
保

健
医

療
情

報
を

管
理

で
き

る
よ

う
に

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

活
用

し
た

情
報

共
有

・
連

携
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ

と
。

＜
自
治
体
と
医
療
機
関
の
連
携
＞

▶
パ

タ
ー

ン
①

自
治

体
の

健
康

管
理

シ
ス

テ
ム

の
改

修

▶
パ

タ
ー

ン
②

医
療

機
関

の
電

子
カ

ル
テ

シ
ス

テ
ム

の
活

用

▶
パ

タ
ー

ン
③

P
C
や

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
の

活
用

＜
自
治
体
と
妊
産
婦
等
と
の
連
携
＞

▶
パ

タ
ー

ン
④

母
子

保
健

ア
プ

リ
や

母
子

保
健

情
報

の
電

子
化

ツ
ー

ル
の

導
入

契
約

シ
ス

テ
ム

運
用

事
業

者
等

実
証

に
か

か
る

協
定

・
覚

書
・

申
合

せ
等

３
実
施
主
体
等

❶
デ

ー
タ

連
携

の
実

証
事

業
に

係
る

調
査

研
究

を
行

う
事

業
（

検
証

受
託

事
業

者
）

の
調

達

❷
本

実
証

事
業

に
参

加
を

希
望

す
る

自
治

体
を

公
募

❸
当

該
自

治
体

が
連

携
す

る
シ

ス
テ

ム
運

用
事

業
者

等
と

検
証

受
託

事
業

者
と

の
間

で
契

約

⇒
 検

証
実

施

（
事

業
の

流
れ

）

※
予

算
の

範
囲

で
複

数
自

治
体

を
選

定

母
子

健
康

手
帳

の
デ

ジ
タ

ル
化

の
た

め
に

は
、

医
療

機
関

の
情

報
の

デ
ー

タ
連

携
が

必
要
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背
景

「妊
産
婦
の
た
め
の
食
生
活
指
針
」改
定
の
概
要

○
妊

娠
、出

産
、授

乳
等

に
当

た
って

は
、妊

娠
前

か
らの

健
康

な
か

らだ
づ

くり
や

適
切

な
食

習
慣

の
形

成
が

重
要

で
あ

る
。こ

の
た

め
、改

定
後

の
指

針
の

対
象

に
は

妊
娠

前
の

女
性

も
含

む
こと

とし
、名

称
を

「妊
娠

前
か

らは
じめ

る
妊

産
婦

の
た

め
の

食
生

活
指

針
」と

した
。

○
改

定
後

の
指

針
は

、妊
娠

前
か

らの
健

康
づ

くり
や

妊
産

婦
に

必
要

とさ
れ

る
食

事
内

容
とと

も
に

、妊
産

婦
の

生
活

全
般

、か
らだ

や
心

の
健

康
に

も
配

慮
した

、1
0項

目
か

ら構
成

す
る

。
○

妊
娠

期
に

お
け

る
望

ま
しい

体
重

増
加

量
に

つ
い

て
は

、「
妊

娠
中

の
体

重
増

加
指

導
の

目
安

」（
令

和
３

年
３

月
８

日
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

）
を

参
考

とし
て

提
示

す
る

。

改
定
の
内
容

○
「妊

産
婦

の
た

め
の

食
生

活
指

針
」は

、妊
娠

期
及

び
授

乳
期

に
お

け
る

望
ま

しい
食

生
活

の
実

現
に

向
け

て
、平

成
18

年
２

月
に

「『
健

や
か

親
子

２
１

』推
進

検
討

会
」で

策
定

され
た

。指
針

に
お

い
て

は
、何

を
どれ

だ
け

食
べ

た
らよ

い
か

を
わ

か
りや

す
くイ

ラス
トで

示
した

妊
産

婦
の

た
め

の
食

事
バ

ラン
ス

ガ
イド

や
、妊

娠
期

に
お

け
る

望
ま

しい
体

重
増

加
量

等
を

示
して

い
る

。
○

策
定

か
ら約

15
年

が
経

過
し、

健
康

や
栄

養
・食

生
活

に
関

す
る

課
題

を
含

む
、妊

産
婦

を
取

り巻
く社

会
状

況
等

が
変

化
して

い
る

こと
か

ら、
令

和
元

年
度

の
調

査
研

究
事

業
*の

報
告

等
を

踏
ま

え
、厚

生
労

働
省

に
お

い
て

指
針

の
改

定
を

行
った

。
＊

令
和

元
（

20
19

）
年

度
「妊

産
婦

の
た

め
の

食
生

活
指

針
の

改
定

案
作

成
お

よ
び

普
及

啓
発

に
関

す
る調

査
研

究
」（

国
立

研
究

開
発

法
人

医
薬

基
盤

・健
康

・栄
養

研
究

所
国

立
健

康
・栄

養
研

究
所

）

妊
娠
中
の
体
重
増
加
指
導
の
目
安
*

＊
関

係
資

料
は

こち
らに

掲
載

して
い

ま
す

→
 h

tt
ps

:/
/w

w
w

.m
hl

w
.g

o.
jp

/s
ei

sa
ku

ni
ts

ui
te

/b
un

ya
/k

od
om

o/
ko

do
m

o_
ko

so
da

te
/b

os
hi

-h
ok

en
/n

in
pu

-0
2.

ht
m

l

妊
娠

前
の

体
格

＊
＊

BM
I

体
重
増
加
量
指
導
の
目
安

(参
考

)
改

定
前

低
体

重
18

.5
未

満
12
～
15
㎏

９
～

12
㎏

普
通

体
重

18
.5

以
上

25
.0

未
満

10
～
13
㎏

７
～

12
㎏

肥
満

（
１

度
）

25
.0

以
上

30
未

満
７
～
10
㎏

個
別

対
応

(上
限

５
㎏

ま
で

が
目

安
)

肥
満

（
２

度
以

上
）

30
以

上
個
別
対
応

（
上
限
５
㎏
ま
で
が
目
安
）

*
「増

加
量

を
厳

格
に

指
導

す
る

根
拠

は
必

ず
しも

十
分

で
は

な
い

と認
識

し
，

個
人

差
を

考
慮

した
ゆ

る
や

か
な

指
導

を
心

が
け

る
．

」産
婦

人
科

診
療

ガ
イド

ライ
ン

編
20

20
CQ

01
0よ

り

*
*

体
格

分
類

は
日

本
肥

満
学

会
の

肥
満

度
分

類
に

準
じた

。
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20
19
年
３
月
に
改
定
した
、保
健
医
療
従
事
者
を
対
象
とし
た
「授
乳
・離
乳
の
支
援
ガ
イド
」に
つ
い
て
、一
般
の
方
へ
の

普
及
啓
発
を
行
うた
め
、改
定
の
内
容
を
踏
ま
え
、授
乳
や
離
乳
に
つ
い
て
わ
か
りや
す
く説
明
した
リー
フレ
ット
を
作
成
。

「授
乳
・離
乳
の
支
援
ガ
イ
ド」
普
及
啓
発
の
リー
フレ
ット

•妊
娠
した
マ
マ
の
た
め
の
「授
乳
準
備
ガ
イド
」

•も
うす
ぐ出
産
す
る
マ
マ
の
た
め
の
「授
乳
ス
ター
トガ
イド
」

•産
後
２
週
間
を
過
ぎ
た
マ
マ
の
た
め
の
「授
乳
の
ギ
モ
ン
解
消
ガ
イド
」

•生
後
５
か
月
か
らの
「離
乳
ス
ター
トガ
イド
」，
別
添
ス
ケ
ジ
ュー
ル

作
成
した
リー
フレ
ット

＊
関
係
資
料
は
以
下
UR
Lに
掲
載
して
い
ます
。

（
令
和
元
年
度
子
ども
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「『
授
乳
・離
乳
の
支
援
ガ
イド
』の
普
及
啓
発
に
関
す
る
調
査
研
究
」）

⇒
ht
tp
s:
//
w
w
w
.m
hl
w
.g
o.
jp
/s
tf/
ni
np
u-
02
_0
00
01
.h
tm
l
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事 務 連 絡 

令和元年１０月２５日 

 

 

     都 道 府 県     防 災 担 当 

 各  保健所設置市    男女共同参画担当  御中 

       特  別  区   母 子 保 健 担 当 

 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当） 

内 閣 府 男 女 共 同 参 画 局 総 務 課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

 

災害時における授乳の支援並びに母子に必要となる物資の備蓄及び活用について  

 

 防災に関する施策、男女共同参画社会及び母子保健行政の推進につきまして

は、かねてより格段の御配慮をいただいているところであり、深く感謝申し上げ

ます。 

 災害時には、避難所等や自宅での慣れない生活環境により、心身の健康に影

響が生ずることが想定されます。特に、妊産婦及び乳児については心身の負担

が大きくなることとあわせて、断水や停電等により、授乳に当たっての清潔な

環境等が確保できない可能性も考えられます。 

国においては、被災者の命と生活環境を守るために不可欠な物資として、育

児用ミルク（粉ミルク又は乳児用液体ミルク）や哺乳瓶等をプッシュ型で支援

することとしていますが、各自治体におかれましては、「災害時における育児

用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例」（別添）を参考に、

授乳に当たっての環境の整備や授乳中の女性への支援について関係部局間で連

携して進めていただきますよう、お願いいたします。とりわけ、ライフライン

が断絶された場合においても水等を使用せずに授乳できる乳児用液体ミルクを

母子の状況等に応じて活用いただくとともに、平時から育児用ミルク及び使い

捨て哺乳瓶や消毒剤等の授乳用品などの母子に必要となる物資の備蓄も進めて

いただきますよう、お願いいたします。 
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なお、その際、災害のために備蓄した育児用ミルクについては、ローリング

ストック（＊）等により有効に活用することが可能であり、例えば、賞味期限

が間近になった育児用ミルクを保育所等施設での給食等の食材として活用する

こと、防災に関する訓練や啓発活動において災害への備えとして正しい使用方

法等を説明した上で活用することなどが考えられます。 

 各都道府県におかれましては、管内市町村に対し広く周知いただきますよう

お願い申し上げます。 

  

＊ローリングストックとは、物資を特別に備えるのではなく、日頃から食べ

ているものや使っているものを少し多めに購入し、食べた分を補充しながら

日常的に備蓄すること。消費期限切れなどの無駄のない備えができる。  

 

（別添）  

災害時における育児用ミルクの備蓄に関する自治体及び民間団体の取組事例 

（参考資料） 

プッシュ型物資支援の実施（液体ミルク等の支援実績について） 
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「三重県備蓄・調達基本方針」（令和元年６月）より抜粋
（２）育児用調製粉乳又は乳児用液体ミルク
・ 乳児の生命維持のために最低限必要な物資として、乳児用の育児用調製粉乳の備蓄 ・調達 を図る。
ただし、母乳栄養のみの乳児分を除く。
・ 0 歳児を対象とし、 育児用調製粉乳は １人１日あ たり 140 ｇを 、 乳児用液体ミルクは １ℓを 基本と
する。
※ 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」（令和元年５月27日・中央防災会
議幹事会）に基づく

全都道府県初の現物での乳児用液体ミルクの備蓄

－自治体（三重県）の取組－

 概要

三重県では、災害時に備えて物資を備蓄しているところ、乳児用液体ミルク
を現物で備蓄。乳児用液体ミルクを現物で備蓄するのは全都道府県で初めてと
なる。

１ 数量

乳児用液体ミルク 610缶

２ 備蓄時期

令和元年７月下旬から８月上旬にかけて、三重県広域防災拠点に備蓄。

３ 位置付け

災害時の備蓄は、国からのプッシュ型支援が発災後４日目に届けられること
を踏まえ、発災後３日間における県全体（自助・共助・公助）の必要量から自
助・共助による備蓄を除いたものを、県及び市町の公的備蓄で対応することと
しており、県は発災後３日目の分を流通備蓄（※）で補うこととしている。

乳児用液体ミルクの備蓄は、上記の備蓄とは別に、「セーフティネット」と
して、孤立地域の発生や物流機能の停止等の不測の事態が発生した場合に備え
るものである。

※流通備蓄:

地方公共団体が、災害時に備えて民間事業者等とあらかじめ協定を結び、災害時に必要な物
資を必要量調達すること。

（別添）

災害時における育児用ミルクの備蓄に
関する自治体及び民間団体の取組事例
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－自治体（大阪府箕面市）の取組－

西日本初！災害に備え乳児用液体ミルクを備蓄
～平成３１年度当初予算案を２月議会に提案～

 概要

箕面市では、災害に備え平成３１年度から乳児用液体ミルクを備蓄するため
の当初予算案を、２月議会に提案。国産の乳児用液体ミルクを備蓄する自治体
は、西日本では箕面市が初めて、全国では３例目。

 今後の活用

箕面市では公立保育所に、常時６００個の乳児用液体ミルクを備蓄できるよ
うに、ローリングストック（※）の手法を活用し、平時も使用しながら必要数
を確保する。災害発生時は、避難所等で使用する。

※ 買い置きしている備蓄用の食料を普段から使用し、使ったらその分を買い
足すこと

■消耗品費

液体ミルク（125 ミリリットル約600 個分） 127 千円
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公益社団法人 日本栄養士会のホームページより作成

－民間団体（公益社団法人日本栄養士会）の取組－

日本栄養士会災害支援チーム『赤ちゃん防災プロジェクト』

 概要

「日本栄養士会災害支援チーム（ JDA-DAT： The Japan Dietetic
Association-Disaster Assistance Team）」が、災害時の乳幼児支援を目的
とした『赤ちゃん防災プロジェクト～ JAPAN PROTECT BABY IN
DISASTER PROJECT～』を平成30（2018）年11月19日に発足

 活動内容

①手引き＆ハンドブックの作成・配布

・避難所等で支援にあたる行政や医療関係者が活用する『災害時における乳
幼児の栄養支援の手引き』

・乳幼児をもつ母親、家族が活用する『災害時に乳幼児を守るための栄養ハ
ンドブック』

②災害時の乳幼児の栄養・食支援に向けた地域防災活動の支援

・特定非営利活動法人日本防災士会と連携し、日本防災士会会員に向けた研
修会の実施

・地域の防災計画における備蓄推奨、地域施設や医療従事者等を対象に研修
会実施等

③母乳代替食品（粉ミルク(乳児用調製粉乳)・液体ミルク(乳児用調製液状
乳)）の備蓄推進、災害時における搬送体制拡充と提供

・『災害時における乳幼児の栄養支援の手引き』に基づきJDA-DAT全ス
タッフ対象に、災害時の授乳婦・乳幼児の栄養や母乳、粉ミルク、液体
ミルクの研修を実施

・JDA-DATが中心となり、平時の各地域における災害対策活動において、
母乳代替食品（粉ミルク・液体ミルク）の備蓄推奨、知識の普及を図る。
災害発生時にはJDA－DATによる特殊栄養食品ステーションを通じた搬送
や提供を行う。
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－国（内閣府）の取組－

プッシュ型物資支援の実施

 概要

令和元年台風第１９号の被害に伴い設けられた避難所で避難生活を送る被災
者の命と生活環境を守るために不可欠な物資を国がプッシュ型で支援。

 液体ミルク等の支援実績について

令和元年台風第１９号に伴うプッシュ型支援（令和元年10月24日現在）

液体ミルク 哺乳瓶

（１）宮城県 ２００個 ６０個

（２）福島県 ３１２個 １１０個

（３）茨城県 １６８個 １００個

（４）長野県 ９６個 ５００個（※） ※使い捨て哺乳瓶

※使い捨て哺乳瓶は、洗浄や消毒が不要。急な停電や断水、地震など

の災害時に備えていればすぐに使える。

（参考）
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事 務 連 絡 

令和４年 12 月 23 日  

 

 

    都 道 府 県  

各   保健所設置市  母子保健主管課 

 特 別 区 

 

 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課 

 

 

 

乳幼児身体発育調査の実施について 

 

 

 子ども家庭行政の推進に当たっては、平素より種々御配慮いただき厚く御礼申し上

げます。 

 さて、10年周期で実施している乳幼児身体発育調査については、前回（平成 22年

度）から 10年となる令和２年度に、当時の状況に鑑みて実施を見送ったところです。 

今般、令和５年度に同調査を実施することとし、本日閣議決定された令和５年度予

算案に関係経費を盛り込んでいますので、お知らせします。 

なお、調査対象者の抽出方法、必要な調査対象者数、調査組織（調査の流れ）、調査

項目等について、前回調査から変更することを検討しています。詳細は、統計法（平

成 19年法律第 5号）第 19条第１項に規定する調査の承認等の手続を経た後に、別途

御連絡差し上げます。 
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旧
優
生
保
護
法
に
つ
い
て

議
員
立
法
に
よ
り
全
会
一
致
で
成
立
。

人
口
過
剰
問
題
や
ヤ
ミ
堕
胎
の
増
加
を
背
景
に
、
優
生
思
想
の
下
、
不
良
な
子
孫
を
出
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
母

性
の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
等
に
つ
い
て
規
定
。

昭
和
23
年

優
生
保
護
法
の
制
定
（
議
員
立
法
）

障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
向
け
た
取
組
が
進
め
ら
れ
る
中
、
障
害
者
を
差
別
す
る
優
生
思
想
を
排
除
す
る
た
め
、
法
律
名
を
改
正
す
る

と
と
も
に
、
遺
伝
性
精
神
疾
患
等
を
理
由
と
す
る
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）及
び
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。

平
成
８
年
優
生
保
護
法
を
母
体
保
護
法
に
改
正
（
議
員
立
法
）

【
法
の
概
要
及
び
件
数
（
昭
和
24
年
か
ら
平
成
８
年
）】

遺
伝
性
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
優
生
手
術
（不
妊
手
術
）と
し
て
、
本
人
同
意
の
有
無
等
に
基
づ
い
て
３
類
型
を
規
定
。

本
人
の
同
意
に
よ
ら
な
い
も
の
は
、
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
「
優
生
保
護
審
査
会
」
に
て
、
審
査
・決
定
。

本
法
の
定
め
に
よ
ら
な
い
不
妊
手
術
は
禁
止
。

約
１
万

6,
50

0件
約

8,
50

0件

本
人
同
意
不
要

本
人
同
意

審
査
会
決
定

保
護
者
同
意

審
査
会
決
定

４
条

12
条

３
条

遺
伝
性
疾
患

非
遺
伝
性
疾
患

遺
伝
性
疾
患
等

ら
い
疾
患

14
,5

66
件

1,
90

9件
6
,9
6
7
件

1,
55

1件

（
優
生
手
術
の
対
象
疾
患
の
類
型
）

▶
４
条
（
医
師
の
申
請
・
審
査
会
決
定
）

•
本
人
の
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
、
顕
著
な
遺

伝
性
身
体
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
医
師
に
申
請
義
務
が
あ
る
。

•
公
益
上
の
必
要
性
が
審
査
要
件
。

▶
1
2
条
（
医
師
の
申
請
・
保
護
者
同
意
・
審
査
会
決
定
）

•
本
人
の
非
遺
伝
性
の
精
神
病
・
精
神
薄
弱
を
理
由
と

し
た
手
術
。

•
本
人
保
護
の
必
要
性
が
審
査
要
件
。

▶
３
条
（
本
人
同
意
・
医
師
の
認
定
）

•
本
人
、
配
偶
者
の
遺
伝
性
精
神
病
質
、
遺
伝
性
身

体
疾
患
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
四
親
等
以
内
の
血
族
の
遺
伝
性
精
神
病
、
遺
伝
性

精
神
薄
弱
等
を
理
由
と
し
た
手
術
。

•
ら
い
疾
患
を
理
由
と
し
た
手
術
。

（
参
考
）
旧
優
生
保
護
法
第
３
条
に
母
体
保
護
を
理
由
と
す
る
手
術
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
平
成
８
年
改

正
後
の
母
体
保
護
法
に
お
い
て
も
「
母
体
の
健
康
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
」場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

約
２
万
5
,0

00
件
（
※
）

（
※
）
「
都
道
府
県
等
に
お
け
る
旧
優
生
保
護
法
関
係
資
料
等
の
保
管
状
況
調
査
結
果
」
（
平
成
30
年
９
月
６
日
公

表
）
に
よ
れ
ば
、
各
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
優
生
手
術
の
実
施
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
個
人
が
特
定
で
き
る

形
で
保
管
さ
れ
て
い
た
の
は
、
手
術
実
施
が
確
認
で
き
る
3
,0
79
人
を
含
め
、
計
5
,4
00
人
で
あ
っ
た
。
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①
一
時
金
受
給
権
の
認
定
は
、
請
求
（
都
道
府
県
知
事
の
経
由
可
）
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
。

②
請
求
期
限
は
、
５
年
（
検
討
条
項
あ
り
。
）

③
都
道
府
県
知
事
・
厚
生
労
働
大
臣
は
認
定
に
必
要
な
調
査
を
行
う
。

国
は
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
し
、
一
時
金
（３
２
０
万
円
）を
支
給
（非
課
税
）

・
旧
優
生
保
護
法
の
下
、
多
く
の
方
々
が
、
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
・
放
射
線
の
照
射
を
受
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
心
身
に
多
大
な
苦
痛
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
我
々
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
、
真
摯
に
反
省
し
、
心
か
ら
深
く
お
わ
び
す
る
。

・
今
後
、
こ
れ
ら
の
方
々
の
名
誉
と
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
努
力
を
尽
く
す
決
意

を
新
た
に
す
る
。

・
国
が
こ
の
問
題
に
誠
実
に
対
応
し
て
い
く
立
場
に
あ
る
こ
と
を
深
く
自
覚
し
、
本
法
を
制
定
す
る
。

旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
に
対
す
る
一
時
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
概
要

第
１
前
文

第
２
対
象
者
（
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
を
受
け
た
者
）

第
３
一
時
金
の
支
給

公
布
日
（
認
定
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
公
布
日
か
ら
２
月
後
）

２
権
利
の
認
定
等

①
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
者
（第
２
①
）で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
認
定
審
査
会
の
審
査
を
求
め
る
。

※
認
定
審
査
会
：
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
、
医
療
、
法
律
、
障
害
者
福
祉
等
に
関
す
る
有
識
者
で
構
成

②
認
定
審
査
会
は
、
請
求
者
の
陳
述
、
医
師
の
診
断
、
診
療
録
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
適
切
に
判
断

③
厚
生
労
働
大
臣
は
、
認
定
審
査
会
の
審
査
結
果
に
基
づ
き
認
定

①
支
給
手
続
に
つ
い
て
十
分
か
つ
速
や
か
に
周
知
（
国
・
都
道
府
県
・
市
町
村
）

②
相
談
支
援
そ
の
他
請
求
に
関
し
利
便
を
図
る
。
（
国
・
都
道
府
県
）

※
障
害
者
支
援
施
設
、
障
害
者
支
援
団
体
等
の
協
力
を
得
る
と
と
も
に
、
障
害
の
特
性
に
十
分
に
配
慮

１
調
査
等

国
は
、
前
文
で
述
べ
た
よ
う
な
事
態
を
二
度
と
繰
り
返
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
共
生
社
会
の
実
現
に
資
す
る
観
点
か
ら
、
旧
優
生
保
護
法
に
基
づ
く
優
生
手
術
等
に
関
す
る
調
査
そ

の
他
の
措
置
を
実
施

２
周
知

国
は
、
本
法
の
趣
旨
・内
容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
国
民
に
周
知
を
図
り
、
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
。

①
旧
優
生
保
護
法
が
存
在
し
た
間
（
※
）
に
、
優

生
手
術
を
受
け
た
者
（
母
体
保
護
の
み
を
理
由
と

し
て
受
け
た
者
を
除
く
。
）

②
①
の
期
間
に
生
殖
を
不
能
に
す
る
手
術
等
を
受
け
た
者
（
㋑
～
㊁
の
み
を
理
由
と
す
る
手
術
等
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
な
者
を
除
く
。
）

㋑
母
体
保
護

㋺
疾
病
の
治
療
㋩
本
人
が
子
を
有
す
る
こ
と
を
希
望
し
な
い
こ
と
。

㊁
㋩
の
ほ
か
、
本
人
が
手
術
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
。

①
又
は
②
の
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
に
お
い
て
生
存
し
て
い
る
も
の
。

※
昭
和
２
３
年
９
月
１
１
日

～
平
成
８
年
９
月
２
５
日

１
一
時
金
の
支
給

３
旧
優
生
保
護
法
一
時
金
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査

４
相
談
支
援
等

第
４
調
査
等
及
び
周
知

第
５
施
行
期
日
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別
 

紙
 

 
母
子

保
健
衛

生
費

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
 

新
旧

対
照
表
（

案
）

 

 

新
 

旧
 

別
 
紙
 
 

母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補

助
金

交
付
要
綱

 

 （
通
則
）

 

１
 
 
母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の
と

し
、
補
助

金
等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法
律

（
昭
和

3
0
年
法
律
第

1
7
9
号
。

以
下
「
適

正
化
法

」
と

い
う

。
）
、
補

助
金

等
に

係
る
予

算
の

執
行
の
適

正
化
に

関
す
る

法
律

施

行
令
（

昭
和

3
0
年
政

令
第

2
5
5
号

。
以

下
「

適
正

化
法

施
行

令
」
と

い
う

。
）
及
び

厚
生
労

働

省
所
管
補

助
金
（

平
成

1
2
年
 

 
 
 
令

第
６

号
）
の
規
定

に
よ
る
ほ

か
、
こ

の
交
付

要
綱

の
定

め
る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

（
交
付
の

目
的
）

 

２
 
こ
の

補
助
金

は
、
次
世

代
育

成
支

援
対

策
の

推
進

等
に
必

要
な
総
合

的
施
策

と
し
て
、
母

性
並

び
に

乳
児

及
び

幼
児

の
健

康
の

保
持

及
び

増
進

を
図

る
た

め
、

母
性

並
び

に
乳

児
及

び
幼

児
に

対
す
る
保

健
指
導
、
健

康
診

査
、
医

療
そ

の
他

の
措

置
を
講

じ
、
も
っ
て
国

民
保
健

の
向
上

を
図

る
こ
と
を

交
付
の

目
的

と
す

る
。
 

 （
交
付
の

対
象
）
 
 
 
 
 
 
 
  
 

３
 
こ
の

補
助
金

は
、
平
成

1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号
厚
生
労
働
省
雇
用

均
等
・
児

童
家
庭
局

長
通
知
「
母

子
保

健
医

療
対

策
総

合
支

援
事

業
の
実

施
に
つ
い

て
」
に

基
づ

き
実
施

す

る
次
の
事

業
を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

 

（
１
）
都

道
府
県

及
び

指
定

都
市

が
行

う
こ
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
事

業
 

（
２
）
都
道
府

県
、
指

定
都

市
及

び
中

核
市
（

以
下
「

都
道
府

県
等
」
と
い
う

。
）
が
行
う

性
と
健

康
の
相
談

セ
ン
タ

ー
事

業
 

（
３
）
都

道
府
県

等
が

行
う

不
育

症
検

査
費

用
助

成
事

業
 

（
４
）
都

道
府
県

、
市

町
村

（
特

別
区

、
一

部
事

務
組

合
及
び

広
域
連
合

を
含
む

。
以
下

同
じ

。
）

が
行
う
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
事

業
 

（
５
）
市

町
村
が

行
う

産
婦

健
康

診
査

事
業

 

（
６
）
都

道
府
県

が
行

う
新

生
児

聴
覚

検
査

体
制

整
備

事
業

 

 
(
７

)
 
都
道
府
県
が
行

う
予

防
の

た
め

の
こ
ど

も
の

死
亡

検
証

体
制
整
備

モ
デ
ル

事
業

 
 

（
８
）
市

町
村
が

行
う

多
胎

妊
娠

の
妊

婦
健

康
診

査
支

援
事
業

 

（
９
）
令

和
元
年

台
風

第
1
5
号

及
び

第
1
9
号

、
令

和
２
年

7
月
豪
雨
に
よ

り
被
害

を
受
け

た
都

道
府
県
及

び
左
記

都
道

府
県

内
の

市
町

村
が

行
う

被
災
し

た
妊

産
婦
・
乳

幼
児
の

相
談
等

の

母
子
保
健

支
援
事

業
 

 

別
 
紙
 
 

母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

 

 （
通
則
）

 

１
 
 
母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の

と

し
、
補
助

金
等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

3
0
年

法
律

第
1
7
9
号

。

以
下
「
適

正
化
法

」
と

い
う

。
）
、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令
（

昭
和

3
0
年

政
令

第
2
5
5
号

。
以

下
「

適
正

化
法

施
行

令
」
と

い
う

。
）
及

び
厚

生
労

働

省
所
管
補

助
金
（

平
成

1
2
年
 

 
 
 
令

第
６

号
）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、
こ

の
交

付
要

綱
の

定

め
る
と
こ

ろ
に
よ

る
。

 
 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  

 
  

（
交
付
の

目
的
）

 

２
 
こ
の

補
助
金

は
、
次

世
代

育
成

支
援

対
策

の
推

進
等

に
必

要
な
総

合
的

施
策

と
し

て
、
母

性
並

び
に

乳
児

及
び

幼
児

の
健

康
の

保
持

及
び

増
進

を
図

る
た

め
、

母
性

並
び

に
乳

児
及

び
幼

児
に

対
す
る
保

健
指
導
、
健

康
診

査
、
医

療
そ

の
他

の
措

置
を

講
じ

、
も

っ
て

国
民

保
健

の
向

上
を

図

る
こ
と
を

交
付
の

目
的

と
す

る
。
 

 （
交
付
の

対
象
）

 
 
 
 
 
 
 
  
 

３
 
こ
の

補
助
金

は
、
平

成
1
7
年

８
月

2
3
日

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家
庭
局

長
通
知
「
母

子
保

健
医

療
対

策
総

合
支

援
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

」
に

基
づ

き
実

施
す

る
次
の
事

業
を
交

付
の

対
象

と
す

る
。

 

（
１
）
都

道
府
県

及
び
指

定
都

市
が

行
う

子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業

 

（
２
）
都
道
府

県
、
指

定
都

市
及

び
中

核
市
（

以
下
「

都
道

府
県

等
」
と

い
う

。
）
が

行
う

性
と

健

康
の
相
談

セ
ン
タ

ー
事

業
 

（
３
）
都

道
府
県

等
が
行

う
不

育
症

検
査

費
用

助
成

事
業

 

（
４
）
都

道
府
県

、
市
町

村
（

特
別

区
、

一
部

事
務

組
合

及
び

広
域

連
合

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

が
行
う
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
事

業
 

（
５
）

市
町
村
が

行
う

産
婦

健
康

診
査

事
業

 

（
６
）
都

道
府
県

が
行
う

新
生

児
聴

覚
検

査
体

制
整

備
事

業
 

 
(
７
)
 
都
道
府
県
が
行

う
予

防
の

た
め

の
子

ど
も

の
死

亡
検

証
体

制
整

備
モ

デ
ル

事
業
 
 

（
８
）
市

町
村
が

行
う
多

胎
妊

娠
の

妊
婦

健
康

診
査

支
援

事
業

 

（
９
）

平
成

2
8
年
４
月

熊
本

地
震

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
熊

本
県

、
平

成
3
0
年

７
月

豪
雨

に
よ

り
被
害
を

受
け
た

岡
山

県
、

広
島

県
、

愛
媛

県
、

令
和

元
年

台
風

第
1
5
号

及
び

第
1
9
号

、

令
和
２
年

7
月
豪

雨
に

よ
り

被
害

を
受

け
た

都
道

府
県

及
び

左
記

都
道

府
県

内
の

市
町

村
が

行
う
被
災

し
た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

の
相

談
等

の
母

子
保

健
支

援
事

業
 

厚
生
省
 

労
働
省
 

厚
生
省
 

労
働
省
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新
 

旧
 

（
1
0
）
都
道
府
県

、
市

町
村

が
行

う
母

子
保

健
対

策
強

化
事
業

 
 

（
1
1
）
市
町
村
が

行
う

低
所

得
の

妊
婦

に
対

す
る

初
回

産
科
受

診
料
支
援

事
業
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 （
交
付
額

の
算
定

方
法

）
 

４
 
こ
の

補
助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額
の

合
計
額
と

す
る
。

 

 
た
だ
し

、
算

出
さ
れ

た
合

計
額

に
千

円
未

満
の

端
数

が
生
じ

た
場
合
に

は
、
こ
れ
を

切
り
捨

て

る
も
の
と

す
る
。

 

（
１
）
３

の
う
ち

市
町

村
が

行
う

（
４

）
を

除
く

事
業

 

①
 

別
表

の
第

２
欄

に
定

め
る

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
診

療
収

入
額

及
び

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す
る
。

 

②
 

①
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額

を
算
出
す

る
。

 

（
２
）
３

の
う
ち

市
町

村
が

行
う

（
４

）
の

事
業

 

①
 
（
４
）
の
事
業

の
う

ち
産

前
・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事
業

及
び

産
後
ケ
ア

事
業
を

実
施
す

る
場

合
は

、
別

表
の

第
３

欄
１

及
び

２
に

定
め

る
基

準
額

の
合

計
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

診
療

収
入

額
及

び
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す

る
。

 

 
（

４
）

の
事

業
の

う
ち

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
緊

急
整

備
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

別
表

の
第

３
欄

３
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を
比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

 
（

４
）

の
事

業
の

う
ち

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
開

設
準

備
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

別
表

の
第

３
欄

４
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し
た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す
る
。

 

②
 

①
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

を

算
出
す
る

。
 

 （
交
付
の

条
件
）
 
 
 
 
 
  

５
 
こ
の

補
助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ
れ

る
も
の
と

す
る
。

 

（
１
）
事
業

内
容
の

変
更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

。
）
を

す
る

場
合
に
は
、
こ
ど
も

家
庭
庁

長
官

の

承
認
を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
２
）
事

業
を
中

止
し

、
又

は
廃

止
す

る
場

合
に

は
、
こ
ど
も

家
庭
庁
長

官
の
承

認
を
受

け
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

（
1
0
）
市
町
村
が

行
う

母
子

保
健

対
策

強
化

事
業

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
新
規
）

 

 （
交
付
額

の
算
定

方
法
）

 

４
 
こ
の

補
助
金

の
交

付
額

は
、

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

と
す

る
。

 

 
た
だ
し

、
算

出
さ

れ
た

合
計

額
に

千
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も
の
と

す
る
。

 

（
１
）
３

の
う
ち

市
町
村

が
行

う
（

４
）

を
除

く
事

業
 

①
 

別
表

の
第

２
欄

に
定

め
る

種
目

ご
と

に
、

第
３

欄
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定

め
る

対
象

経
費

の
実

支
出

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
診

療
収

入
額

及
び

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す
る
。

 

②
 

①
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
そ

れ
ぞ

れ
の

額
に

第
５

欄
に

定
め

る
補

助
率

を
乗

じ
て

得
た

額

を
算
出
す

る
。

 

（
２
）
３

の
う
ち

市
町
村

が
行

う
（

４
）

の
事

業
 

①
 
（
４
）
の
事

業
の

う
ち

産
前
・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
及

び
産

後
ケ

ア
事

業
を

実
施

す
る

場

合
は

、
別

表
の

第
３

欄
１

及
び

２
に

定
め

る
基

準
額

の
合

計
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

診
療

収
入

額
及

び
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

選
定

す

る
。

 

 
（

４
）

の
事

業
の

う
ち

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
緊

急
整

備
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

別
表

の
第

３
欄

３
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し

た
額

と
を
比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

 
（

４
）

の
事

業
の

う
ち

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
開

設
準

備
事

業
を

実
施

す
る

場
合

は
、

別
表

の
第

３
欄

４
に

定
め

る
基

準
額

と
、

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

と
、

総
事

業
費

か
ら

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

を
控

除
し
た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

 

②
 

①
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
定

め
る

補
助

率
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

計
額

を

算
出
す
る

。
 

 （
交
付
の

条
件
）

 
 
 
 
 
  

５
 
こ
の

補
助
金

の
交

付
の

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１
）
事
業

内
容
の

変
更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

。
）
を

す
る

場
合

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受
け
な

け
れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
２
）
事

業
を
中

止
し

、
又

は
廃

止
す

る
場

合
に

は
、
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
。
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新
 

旧
 

（
３
）
事

業
が
予

定
の

期
間

内
に

完
了

し
な

い
場

合
又

は
事
業

の
遂
行
が

困
難
と

な
っ
た

場
合

に
 

 
 
 
は

、
速
や
か
に
こ

ど
も

家
庭

庁
長

官
に

報
告

し
て

そ
の
指

示
を
受
け

な
け
れ

ば
な
ら

な
い

。
 

（
４
）
事

業
に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

価
格

が
5
0
万
円
以

上
の
機

械
、
器

具
及
び

そ
の
他
の

財
産
に

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
1
4
条
第
１
項
第
２

号
に
よ

り
厚
生

労
働

大
臣
が
別

に
定
め

る
期

間
を

経
過

す
る

ま
で

、
こ

ど
も
家
庭

庁
長
官

の
承

認
を
受

け
な
い

で
、

こ
の
補
助

金
の
交

付
の

目
的

に
反

し
て

使
用

し
、
譲
渡
し

、
交

換
し
、
貸

し
付
け

し
、
担

保
に

供
し
、
又

は
廃
棄

し
て

は
な

ら
な

い
。
 
 

 
(
５

)
 
こ

ど
も

家
庭

庁
長

官
の

承
認

を
受

け
て

財
産

を
処

分
す

る
こ

と
に

よ
り

収
入

が
あ

っ
た

場

合
に
は
、

そ
の
収

入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付
さ

せ
る

こ
と
が
あ

る
。

 
 

 
(
６

)
 
事
業
に
よ
り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産
に

つ
い
て
は
、
事
業
完

了
後
に

お
い
て

も
善

良
な

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

管
理

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
効

率
的

な
運

営
を

図
ら

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
７

)
 

こ
の

補
助

金
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

第
１

に
よ

る
調

書
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
事

業
に

係
る

歳
入

及
び

歳
出

に
つ

い
て

証
拠

書
類

を

整
理

し
、

か
つ

調
書

及
び

証
拠

書
類

を
補

助
金

の
額

の
確

定
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

は
そ

の
承

認
を

受
け

た
日

）
の

属
す

る
年

度
の

終
了

後
５

年
間

保

管
し
て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
事

業
に
よ

り
取

得
し
、
又

は
効
用

の
増
加

し
た

財
産
が
あ

る
場
合

は
、
前

記
の

期
間

を
経

過
後

、
当

該
財

産
の

財
産
処
分

が
完
了

す
る
日

、
又

は
適

正
化

法
施

行
令

第
1
4

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
こ

ど
も

家
庭

庁
長

官
が

別
に

定
め

る
期

間
を

経
過

す
る

日
の

い
ず

れ
か

遅
い

日
ま

で
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 
 

(
８
)
 
補
助
事
業

完
了

後
に

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の
申

告
に
よ
り

補
助
金

に
係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
が

確
定

し
た

場
合

（
仕

入
控

除
税

額
が

０
円

の
場

合

を
含
む
。
）
は
、
別
紙

様
式

第
５

に
よ

り
速

や
か

に
、
遅

く
と

も
補
助
事

業
完
了

日
の
属

す
る

年
度
の
翌

々
年
度

６
月

3
0
日

ま
で

に
こ

ど
も

家
庭

庁
長

官
に

報
告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
な

お
、

補
助

金
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

が
あ

る
こ

と
が

確
定

し
た

場
合

に
は

、
当

該
仕

入

控
除
税
額

を
国
庫

に
返

還
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

（
申
請
手

続
）
 
 

６
 
こ
の

補
助
金

の
交

付
の

申
請

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の
と

す
る
。

 

（
１
）
適

正
化
法

第
2
6
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

補
助

金
等
の

交
付
に
関

す
る
事

務
の
一

部
を

都
道

府
県
が
行

う
場
合

 

市
町

村
長

（
保

健
所

設
置

市
市

長
、

特
別

区
区

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
は

、
別

紙
様

式
第

２
に

よ
る

申
請

書
を

都
道

府
県

知
事

が
別

に
定

め
る

日
ま

で
に

都
道

府
県

知
事

に
提

出

し
、
都
道

府
県
知

事
は

、
前

記
の

申
請

書
を

受
理

し
た
と

き
は

、
必
要
な

審
査
を

行
い
、
適
正

と
認

め
た

と
き

は
こ

れ
を

と
り

ま
と

め
の

う
え

毎
年

度
７

月
末

日
ま

で
に

こ
ど

も
家

庭
庁

長

官
に
提
出

す
る
も

の
と

す
る

。
 

（
３
）
事

業
が
予

定
の
期

間
内

に
完

了
し

な
い

場
合

又
は

事
業

の
遂

行
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

に
 

 
 
 
 
は
、
速
や
か
に

厚
生

労
働

大
臣
に

報
告

し
て

そ
の

指
示

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
４
）
事

業
に
よ

り
取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

5
0
万

円
以

上
の

機
械

、
器

具
及

び

そ
の
他
の

財
産
に

つ
い

て
は

、
適

正
化

法
施

行
令

第
1
4
条

第
１

項
第

２
号

に
よ

り
厚

生
労

働

大
臣

が
別

に
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
、

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

な
い

で
、

こ

の
補
助
金

の
交
付

の
目

的
に

反
し

て
使

用
し

、
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付

け
し

、
担

保
に

供

し
、
又
は

廃
棄
し

て
は

な
ら

な
い

。
 
 

 
(
５

)
 
厚

生
労

働
大

臣
の

承
認

を
受

け
て

財
産

を
処

分
す

る
こ

と
に

よ
り

収
入

が
あ

っ
た

場
合

に

は
、
そ
の

収
入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
 
 

 
(
６
)
 
事
業
に
よ
り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

に
つ

い
て

は
、
事

業
完

了
後

に
お

い
て

も
善

良
な

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

管
理

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
効

率
的

な
運

営
を

図
ら

な

け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

 
(
７
)
 

こ
の

補
助

金
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

第
１

に
よ

る
調

書
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
事

業
に

係
る

歳
入

及
び

歳
出

に
つ

い
て

証
拠

書
類

を

整
理

し
、

か
つ

調
書

及
び

証
拠

書
類

を
補

助
金

の
額

の
確

定
の

日
（

事
業

の
中

止
又

は
廃

止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

は
そ

の
承

認
を

受
け

た
日

）
の

属
す

る
年

度
の

終
了

後
５

年
間

保

管
し
て
お

か
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
事

業
に

よ
り

取
得

し
、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産
が
あ

る
場
合

は
、
前

記
の

期
間

を
経

過
後

、
当

該
財

産
の

財
産

処
分

が
完

了
す

る
日

、
又

は
適

正
化

法
施

行
令

第
1
4

条
第

１
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

り
厚

生
労

働
大

臣
が

別
に

定
め

る
期
間
を

経
過
す

る
日

の
い

ず
れ

か
遅

い
日

ま
で

保
管

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 
 

 (
８
)
 
補
助
事
業

完
了

後
に

、
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
補

助
金

に
係

る
消

費
税

及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
が

確
定

し
た

場
合

（
仕

入
控

除
税

額
が

０
円

の
場

合

を
含
む
。
）
は
、
別

紙
様

式
第

５
に

よ
り

速
や

か
に

、
遅

く
と

も
補

助
事

業
完

了
日

の
属

す
る

年
度
の
翌

々
年
度

６
月

3
0
日

ま
で

に
厚

生
労

働
大

臣
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
な

お
、

補
助

金
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

が
あ

る
こ

と
が

確
定

し
た

場
合

に
は

、
当

該
仕

入

控
除
税
額

を
国
庫

に
返

還
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
 

（
申
請
手

続
）

 
 

６
 
こ
の

補
助
金

の
交

付
の

申
請

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

 

（
１
）
適

正
化
法

第
2
6
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

補
助

金
等

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道

府
県
が
行

う
場
合

 

市
町

村
長

（
保

健
所

設
置

市
市

長
、

特
別

区
区

長
を

除
く

。
以

下
同

じ
。

）
は

、
別

紙
様

式
第

２
に

よ
る

申
請

書
を

都
道

府
県

知
事

が
別

に
定

め
る

日
ま

で
に

都
道

府
県

知
事

に
提

出

し
、
都
道

府
県
知

事
は

、
前

記
の

申
請

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、
必

要
な

審
査

を
行

い
、
適

正

と
認

め
た

と
き

は
こ

れ
を

と
り

ま
と

め
の

う
え

毎
年

度
７

月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣

に

提
出
す
る

も
の
と

す
る

。
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（
２
）
（
１

）
以

外
で
都

道
府

県
、
保

健
所

設
置

市
及

び
特
別

区
が
こ
の

補
助
金

の
交
付

を
受

け
る

 

 
 
場
合

 

都
道

府
県

知
事

、
保

健
所

設
置

市
及

び
特

別
区

の
長

は
、

別
紙

様
式

第
２

に
よ

る
申

請
書

を

毎
年
度
７

月
末
日

ま
で

に
こ

ど
も

家
庭

庁
長

官
に

提
出
す

る
も

の
と
す
る

。
 

 （
変
更
申

請
手
続

）
 
 
 

７
 

こ
の

補
助

金
の

交
付

決
定

後
の

事
情

の
変

更
に

よ
り

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申

請
等

を
行

う
場

合
に

は
、

別
紙

様
式

第
３

に
よ

る
変

更
交

付
申

請
書

を
６

に
定

め
る

申
請

手
続

の
例
に
よ

り
、
毎

年
度

１
月

末
日

ま
で

に
行

う
も

の
と
す

る
。

 

 
 
な

お
、
当
初
申
請

時
の

提
出

書
類

と
比

較
し

て
、
申
請
額

の
増
減
又
は

事
業
の

新
設
・
中

止
等

の
変
更
が

な
い
も

の
に

つ
い

て
は

、
提

出
を

要
し

な
い
。

 

 （
交
付
決

定
の
通

知
）

 
 
 

８
 
都
道

府
県
知

事
は

、
３

の
う

ち
市

町
村

が
行

う
（

４
）
、
（
５

）
、
（
８

）
、
（

1
0
）
及
び
（
1
1
）

の
事
業
に

つ
い
て

こ
ど

も
家

庭
庁

長
官
の

交
付

の
決

定
（
決

定
の
変
更
を

含
む
。
）
が

あ
っ
た

と

き
に
は

、
市
町

村
長
に

対
し

、
別

紙
様

式
第

２
－

２
又
は

別
紙

様
式
第
３

－
２
に

よ
り
速

や
か

に

交
付
決
定

内
容
及

び
こ

れ
に

付
さ

れ
た

条
件

の
通

知
を
行

う
も

の
と
す
る

。
 

 （
交
付
決

定
を
行

う
ま

で
の

標
準

的
期

間
）
 
 
 
  

９
 
こ
ど

も
家
庭

庁
長

官
は

、
６

又
は

７
に

よ
る

申
請

書
が
到

達
し
た
日

か
ら
起

算
し
て

原
則

と
し

て
5
0
日
以
内
に
交
付

の
決

定
（

決
定

の
変

更
を

含
む
。

）
を

行
う
も
の

と
す
る

。
 

 （
概
算
払

）
 

1
0
 

こ
ど
も
家
庭

庁
長

官
は

、
こ

の
補

助
金

に
つ

い
て

必
要
が

あ
る
と
認

め
る
場

合
に
お

い
て

は
、

国
の
支
払

計
画
承

認
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
概

算
払
を

す
る

こ
と
が
で

き
る
。

 

 （
実
績
報

告
）

 

1
1
 

こ
の
補
助
金

の
事

業
実

績
報
告

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す
る
。

 

（
１
）
適

正
化
法

第
2
6
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

補
助

金
等
の

交
付
に
関

す
る
事

務
の
一

部
を

都
道

府
県
が
行

う
場
合

 

 
市

町
村

長
は

、
別

紙
様

式
第

４
に

よ
る

報
告

書
を

都
道

府
県

知
事

が
別

に
定

め
る

日
ま

で

に
都
道
府

県
知
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前
記

の
報

告
書
を
受

理
し
た

と
き
は

、
必

要
な
審
査

を
行
い

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
取
り

ま
と

め
の
う
え

、
翌
年

度
４

月
1
0

日
ま
で
(
５

の
(
２

)
 
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の
承

認
を

受
け
た

場
合
に

は
、

当
該
承

認
通

知
書

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
)
に

こ
ど

も
家

庭
庁

長
官

に
提
出
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。
 

（
２
）
（
１

）
以

外
で
都

道
府

県
、
保

健
所

設
置

市
及

び
特
別

区
が
補
助

金
の
交

付
を
受

け
た

場
合

 

（
２
）
（
１

）
以

外
で

都
道

府
県

、
保

健
所

設
置

市
及

び
特

別
区

が
こ

の
補

助
金

の
交

付
を

受
け

る
 

 
 

場
合

 

 
都

道
府

県
知

事
、

保
健

所
設

置
市

及
び

特
別

区
の

長
は

、
別

紙
様

式
第

２
に

よ
る

申
請

書

を
毎
年
度

７
月
末

日
ま

で
に

厚
生

労
働

大
臣
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
変
更
申

請
手
続

）
 
 
 

７
 

こ
の

補
助

金
の

交
付

決
定

後
の

事
情

の
変

更
に

よ
り

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交
付

申

請
等

を
行

う
場

合
に

は
、

別
紙

様
式

第
３

に
よ

る
変

更
交

付
申

請
書

を
６

に
定

め
る

申
請

手
続

の
例
に
よ

り
、
毎

年
度

１
月

末
日

ま
で

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
 
な
お
、
当
初
申
請

時
の

提
出

書
類

と
比

較
し

て
、
申

請
額

の
増

減
又

は
事

業
の

新
設
・
中

止
等

の
変
更
が

な
い
も

の
に

つ
い

て
は

、
提

出
を

要
し

な
い

。
 

 （
交
付
決

定
の
通

知
）

 
 
 

８
 
都
道

府
県
知

事
は

、
３

の
う

ち
市

町
村

が
行

う
（

４
）
、
（

５
）
及

び
（

８
）
の

事
業

に
つ

い

て
厚
生
労

働
大
臣

の
交

付
の

決
定
（

決
定

の
変

更
を

含
む

。
）
が

あ
っ

た
と

き
に

は
、
市

町
村

長

に
対

し
、

別
紙

様
式

第
２

－
２

又
は

別
紙

様
式

第
３

－
２

に
よ

り
速

や
か

に
交

付
決

定
内

容
及

び
こ
れ
に

付
さ
れ

た
条

件
の

通
知

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 （
交
付
決

定
を
行

う
ま
で

の
標

準
的

期
間

）
 
 
 
  

９
 
厚
生

労
働
大

臣
は

、６
又

は
７

に
よ

る
申

請
書

が
到

達
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

原
則

と
し

て
5
0

日
以
内
に

交
付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
。

）
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 （
概
算
払

）
 

1
0
 
厚
生
労
働
大

臣
は

、
こ

の
補

助
金

に
つ

い
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

お
い

て
は

、
国

の

支
払
計
画

承
認
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
概

算
払

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 （
実
績
報

告
）

 

1
1
 
こ
の
補
助
金

の
事

業
実

績
報

告
は

、
次

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
１
）
適

正
化
法

第
2
6
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

補
助

金
等

の
交

付
に

関
す

る
事

務
の

一
部

を
都

道

府
県
が
行

う
場
合

 

 
市

町
村

長
は

、
別

紙
様

式
第

４
に

よ
る

報
告

書
を

都
道

府
県

知
事

が
別

に
定

め
る

日
ま

で

に
都
道
府

県
知
事

に
提

出
し

、
都

道
府

県
知

事
は

、
前

記
の

報
告

書
を

受
理

し
た

と
き

は
、
必

要
な
審
査

を
行
い

、
適

正
と

認
め

た
と

き
は

こ
れ

を
取

り
ま

と
め

の
う

え
、

翌
年

度
４

月
1
0

日
ま
で

(
５

の
(
２
)
 
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

該
承

認
通

知
書

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
)
に

厚
生

労
働

大
臣

に
提

出
し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

 

（
２
）
（
１

）
以

外
で

都
道

府
県

、
保

健
所

設
置
市

及
び

特
別

区
が

補
助

金
の

交
付

を
受

け
た

場
合
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都
道
府

県
知
事
、
保
健
所

設
置

市
及

び
特

別
区

の
長

は
、
別

紙
様
式
第

４
に
よ

る
報
告

書
を

翌
年

度
４
月

1
0
日
ま

で
（

５
の

（
２

）
に

よ
り

事
業

の
中
止

又
は

廃
止
の
承

認
を
受

け
た

 

場
合

に
は

、
当

該
承

認
通

知
書

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

に

こ
ど
も
家

庭
庁
長

官
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 （
国
庫
補

助
金
の

額
の

確
定

の
通

知
）

 

1
2
 

都
道
府
県
知

事
は

、
３

の
う

ち
市

町
村

が
行

う
（

４
）
、
（
５

）
、
（
８

）
、
（

1
0
）
及
び
（
1
1
）

の
事

業
に

つ
い

て
こ

ど
も

家
庭

庁
長

官
の

交
付

額
の

確
定

が
あ

っ
た

と
き

は
、

市
町

村
長

に
対

し
、
別
紙

様
式
第

４
－

２
に

よ
り

、
速

や
か

に
確

定
の
通

知
を

行
う
も
の

と
す
る

。
 

 （
補
助
金

の
返
還

）
 

1
3
 

こ
ど
も
家
庭

庁
長

官
は

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
の

額
を
確

定
し
た
場

合
に
お

い
て
、
既

に
そ
の

額
を
超
え

る
補
助

金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を
定

め
て
、
そ
の
超

え
る
部

分
に
つ

い

て
国
庫
に

返
還
す

る
こ

と
を

命
ず

る
。

 

 （
そ
の
他

）
 
 

1
4
 

特
別
の
事
情

に
よ

り
、

４
、

６
、

７
及

び
1
1
に

定
め
る

算
定
方
法

、
手
続

き
に
よ

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

こ
ど

も
家

庭
庁

長
官

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に
よ
る

も
の
と

す
る

。
 

 

 
都

道
府

県
知

事
、

保
健

所
設

置
市

及
び

特
別

区
の

長
は

、
別

紙
様

式
第

４
に

よ
る

報
告

書

を
翌
年
度

４
月

1
0
日

ま
で
（

５
の
（

２
）
に

よ
り

事
業

の
中

止
又

は
廃

止
の

承
認

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

該
承

認
通

知
書

を
受

理
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

１
か

月
を

経
過

し
た

日
）

に

厚
生
労
働

大
臣

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
国
庫
補

助
金
の

額
の
確

定
の

通
知

）
 

1
2
 
都
道
府
県
知

事
は

、
３

の
う

ち
市

町
村

が
行

う
（

４
）
、
（

５
）
及

び
（

８
）
の

事
業

に
つ

い

て
厚
生
労

働
大
臣

の
交

付
額

の
確

定
が

あ
っ

た
と

き
は

、
市

町
村

長
に

対
し

、
別

紙
様

式
第

４
－

２
に
よ
り

、
速
や

か
に

確
定

の
通

知
を

行
う
も

の
と

す
る

。
 

 （
補
助
金

の
返
還

）
 

1
3
 
厚
生
労
働
大

臣
は

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
の

額
を

確
定

し
た

場
合

に
お

い
て

、
既

に
そ

の
額

を

超
え
る
補

助
金
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
、
そ

の
超

え
る

部
分

に
つ

い
て

国

庫
に
返
還

す
る
こ

と
を

命
ず

る
。
 

 （
そ
の
他

）
 
 

1
4
 
特
別
の
事
情

に
よ

り
、

４
、

６
、

７
及

び
1
1
に

定
め

る
算

定
方

法
、

手
続

き
に

よ
る

こ
と

が

で
き

な
い

場
合

に
は

、
あ

ら
か

じ
め

厚
生

労
働

大
臣

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る
も
の

と
す
る

。
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新
 

旧
 

別
表
 

１
 
区
分
 

２
 

種
目
 

３
 

基
準

額
 

４
 

対
象
経
費
 

５
 
補
助
率
 

 母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補
助
金
 

 

 こ
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

事
業
 

           

 １
都

道
府

県
（

指
定

都
市

）
当

た
り
 

1
,4

58
,0
00

円
×

実
施
月
数
 

 

 こ
ど

も
の

心
の
診

療
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

事
業

に
必

要
な
報

酬
、

給
料

及
び
職

員
手

当
等

（
た
だ

し
会

計
年

度
任
用

職
員

へ
支

給
さ
れ

る
も

の
に

限
る
）

並
び

に
報

償
費
、

共
済

費
、

旅
費
、

需
用

費
（

消
耗
品

費
、

食
糧

費
及
び

印
刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運
搬

費
、
広
告
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料
及

び
賃

借
料

、
備
品

購
入
費

 

 

 ２
分
の
１
 

 

 
 性

と
健

康

の
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
 

  

 次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額
 

１
 

基
本

分
補

助
単

価
 

 
 

8
42
,
75
0
円

×
実

施
月
数
 

 ２
 

加
算

分
補

助
単

価
 

（
１

）
夜

間
・

休
日

対
応
加

算
 

5
6,

40
0
円

×
実

施
月

数
 

た
だ

し
、
妊

娠
に

悩
む

者
に
対
す
る

専
任

の
相

談
員

を
配

置
し

、
開

設
時
間

が
週

40
時
間

を
超

え
る

時
間

は
、
当

該
40

時
間

を
超
え

る
時

間
を

14
時
間

で
除

し
た

数
（

小
数

点
以

下
四

捨
五

入
）
を

実
施

月
数

に
乗

ず
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 

（
２

）
特

定
妊

婦
等

に
対

す
る

産
科

婦
人
科

受
診

等
支

援
加

算
 

【
直

営
の

場
合

】
 

 
 

①
 

運
営

費
 

1
62

,0
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 

②
 

初
回

産
科

受
診

料
等

支
援
 

 性
と

健
康

の
相
談

セ
ン
タ
ー

事
業
 

に
必

要
な

報
酬

､ 

給
料

及
び

職
員
手

当
等

（
た

だ
し
会

計
年

度
任

用
職
員

へ
支

給
さ

れ
る
も

の
に
限
る
）
、
報
償

費
、

共
済

費
、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品
費
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運
搬

費
、
広
告
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料
及

び
賃

借
料

、
備
品

購
入
費
、
負
担
金
、

補
助

及
び

交
付

金
、
扶
助
費
  
  

 

 ２
分
の
１
 

  

別
表

 

１
 
区
分
 

２
 

種
目
 

３
 

基
準

額
 

４
 
対

象
経

費
 

５
 
補

助
率
 

 母
子

保
健

衛
生

費
国

庫
補
助
金
 

 

 子
ど

も
の

心
の

診
療

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
事
業
 

 

  １
都

道
府

県
（

指
定

都
市

）
当

た
り
 

1
,4

58
,0
00

円
×
実

施
月

数
 

  

 子
ど

も
の

心
の

診

療
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

事
業

に
必

要
な

報

酬
、

給
料

及
び

職

員
手

当
等

（
た

だ

し
会

計
年

度
任

用

職
員

へ
支

給
さ

れ

る
も

の
に

限
る

）

並
び

に
報

償
費

、

共
済

費
、

旅
費

、

需
用

費
（

消
耗

品

費
、

食
糧

費
及

び

印
刷

製
本

費
）
、
役

務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広

告
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料

及

び
賃

借
料

、
備

品

購
入

費
 

 

 ２
分

の
１
 

          

 
 性

と
健

康

の
相

談
セ

ン
タ

ー
事

業
 

  

 次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額
 

１
 
基

本
分

補
助

単
価
 

 
 
8
29
,
75
0
円
×

実
施

月
数
 

 ２
 
加

算
分

補
助

単
価
 

（
１

）
夜

間
・

休
日

対
応

加
算
 

5
4,

80
0
円
×

実
施
月

数
 

た
だ

し
、
妊

娠
に

悩
む

者
に
対

す
る

専
任

の
相

談
員

を
配

置
し

、
開

設
時
間

が
週

40
時
間

を
超

え
る

時
間

は
、
当

該
40

時
間

を
超
え

る
時

間
を

14
時
間

で
除

し
た

数
（

小
数

点
以

下
四

捨
五

入
）
を

実
施

月
数

に
乗

ず
る
こ

と
が
で

き
る

。
 

 

（
２

）
特

定
妊

婦
等

に
対

す
る

産
科

婦
人

科

受
診

等
支

援
加

算
 

【
直

営
の

場
合

】
 

 
 
①

 
運

営
費
 

1
58

,0
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 
②

 
初

回
産

科
受
診

料
支

援
 

 性
と

健
康

の
相

談

セ
ン

タ
ー
事

業
 

に
必

要
な

報
酬

､ 

給
料

及
び

職
員

手

当
等

（
た

だ
し

会

計
年

度
任

用
職

員

へ
支

給
さ

れ
る

も

の
に

限
る

）
、
報
償

費
、

共
済

費
、

旅

費
、

需
用

費
（

消

耗
品

費
、
食

糧
費
、

印
刷

製
本

費
）
、
役

務
費

（
通

信
運

搬

費
、
広

告
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料

及

び
賃

借
料

、
備

品

購
入

費
、
負

担
金
、

補
助

及
び

交
付

金
、

扶
助

費
  

 ２
分

の
１
 

  

110



新
 

旧
 

1
0,

00
0
円

×
助

成
件

数
 

 
 

③
 

交
通

費
支

援
 

 
 

 
 

 
2,
0
00

円
×

助
成

件
数
 

 
 

 

【
委

託
の

場
合
】
（

１
団

体
当
た
り
）

 

①
 
 
運
営

費
 

 
 

 
 
32

2,
4
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 

②
 

初
回

産
科

受
診

料
等

支
援
 

 
 

 
  

 1
0,
0
00

円
×

助
成

件
数
 
 

 

③
 

交
通

費
支

援
 

 
 

 
 

 
2,
0
00

円
×

助
成

件
数
 

 

（
３

）
若

年
妊

婦
等

に
対

す
る

支
援

体
制
強

化
加

算
 

 
【

直
営

の
場
合

】
 

 
 

①
 

運
営

費
 

1
76
,1

00
円

×
実

施
月

数
 

②
 

S
NS

等
運

用
加

算
 

 
 

 
 
10

,8
8
8,

00
0
円

（
年

額
）
 

③
 

緊
急

一
時

的
な

居
場

所
の

確
保
加

算
 

 
 

 
 
16

,1
0
0
円

×
宿

泊
日

数
 

【
委

託
の

場
合
】
（

１
団

体
当
た
り
）

 

①
 

運
営

費
 

3
76

,1
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 

②
 

夜
間

・
休

日
対

応
加

算
 

5
6,

40
0
円
×

実
施
月

数
 

 
 
 
 

③
 

S
NS

等
運

用
加

算
 

 
 

 
 
10

,8
8
8,

00
0
円

（
年

額
）
 
 
 

④
 

緊
急

一
時

的
な

居
場

所
の

確
保
加

算
 1
6,

10
0
円

×
宿

泊
日

数
 

 

（
４

）
出

生
前

遺
伝

学
的

検
査

加
算
 

 
 

①
 

運
営

費
 

 
  

  
  
 
15

1,
7
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 

②
 

研
修

費
 

 
 

 
 
 2

8,
7
00

円
×

実
施

月
数
 

 （
５

）
HT

LV
-1

母
子

感
染

対
策
加
算
 

１
都

道
府

県
あ

た
り

1,
68

5,
0
00

円
  

（
６

）
不

妊
症

・
不

育
症
等
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク

支
援
加

算
 

1
0,

00
0
円

×
助

成
件

数
 

 
 
（

新
規

）
 

  
 
 

【
委

託
の

場
合
】
（

１
団

体
当
た

り
）
 

①
 
 
運
営

費
 

 
 

 
 
31

4,
8
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 
②

 
初

回
産

科
受
診

料
支

援
 

 
 

 
  

 1
0,
0
00

円
×

助
成

件
数
 

 

 
 
（

新
規

）
 

 
 

 （
３

）
若

年
妊

婦
等

に
対

す
る

支
援

体
制

強

化
加

算
 

 
【

直
営

の
場
合

】
 

 
 
①

 
運

営
費
 

1
72

,3
00

円
×

実
施

月
数
 

②
 

S
NS

等
運

用
加

算
 

 
 

 
 
10

,8
8
8,

00
0
円

（
年

額
）
 

③
 

緊
急

一
時

的
な

居
場

所
の

確
保
加

算
 

 
 

 
 
16

,1
0
0
円

×
宿

泊
日

数
 

【
委

託
の

場
合
】
（

１
団

体
当
た

り
）
 

①
 

運
営

費
 

3
67

,1
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 
②

 
夜

間
・

休
日
対

応
加

算
 

5
6,
40
0
円

×
実

施
月

数
 

 
 

 
 

③
 

S
NS

等
運

用
加

算
 

 
 

 
 
10

,8
8
8,

00
0
円

（
年

額
）
 

 
 

④
 

緊
急

一
時

的
な

居
場

所
の

確
保
加

算
 1
6,

10
0
円

×
宿

泊
日

数
 

 

（
４

）
出

生
前

遺
伝

学
的

検
査

加
算
 

 
 
①

 
運

営
費
 

 
  

  
  
 
15

1,
7
00

円
×
実
施

月
数
 

 
 
②

 
研

修
費
 

 
 

 
 
 2

8,
7
00

円
×
実
施

月
数
 

 （
５

）
HT

LV
-1

母
子

感
染

対
策
加
算
 

１
都

道
府

県
あ

た
り

1,
68

0,
0
00

円
  

（
６

）
不

妊
症

・
不

育
症
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

支
援

加
算
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新
 

旧
 

①
 

不
妊

症
・

不
育

症
等

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
支

援
 

 
 

 
 6

79
,0
0
0
円
×

実
施

月
数
 

②
 

ピ
ア

・
サ

ポ
ー

ト
活

動
等

へ
の
支
援
 

 
 

 
 1

96
,0
0
0
円

×
実

施
月

数
 

 
 

 
 

 

 
 不

育
症

検

査
費

用
助

成
事

業
 

 

 １
 

検
査

費
用

助
成
 

流
死

産
検

体
を

用
い

た
遺

伝
子

検
査

（
次

世
代

シ
ー

ケ
ン

サ
ー

を
用

い
た

流

死
産

絨
毛

・
胎

児
組

織
染

色
体

検
査

）

（
令

和
４

年
1
2
月
１

日
厚

生
労

働
省
告

示
第

34
0
号

）
 

検
査

費
用

の
７

割
相

当
額

（
千

円
未

満
の

端
数

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ

を
切

り
捨

て
る

も
の

と
し

、
60
,
00
0
円

を
上

限
と

す
る
。
）

×
実

施
件
数
 

       ２
 

広
報

啓
発

費
用

（
事

務
費

）
 

 
 

１
自

治
体

当
た

り
 

2,
78
1
,0
00

円
 

  

 不
育

症
検

査
費
用

助
成

事
業

に
必
要

な
報

酬
、

給
料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計
年

度
任

用
職

員
へ
支

給
さ

れ
る

も
の
に

限
る

）
並

び
に
報

償
費

、
共

済
費
、

旅
費
、
需
用
費
（
消

耗
品

費
、

食
糧
費

及
び

印
刷

製
本

費
）
、
役
務
費
（
通

信
運

搬
費

、
広
告

料
）
、
委
託
料
、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、
備
品
購
入
費
、

負
担

金
、

補
助
及

び
交

付
金

、
扶
助

費
 

 ２
分
の
１
 

 
 妊

娠
・
出
産

包
括

支
援

事
業
 

 

 ○
市

町
村

事
業
（

た
だ

し
、
１
（

2
）
多
胎
妊

産
婦

等
支

援
事

業
に

つ
い

て
は

都
道

府
県
及

び
市

町
村

事
業

）
 

１
 

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
 

(
1)

  
相

談
支
援

等
 

 
 
 
 
１

市
町
村

当
た

り
 、

次
の

表
の
人
口

区
分

当
た

り
の

単
価

×
実

施
月

数
と

す

る
。

 

       

 妊
娠

・
出

産
包
括

支
援

事
業

に
必
要

な
報

酬
、

給
料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計
年

度
任

用
職

員
へ
支

給
さ

れ
る

も
の
に

限
る
）
、
並
び
に
報

償
費

、
共

済
費
、

旅
費
、
需
用
費
（
消

耗
品
費
、
食
糧
費
、

印
刷

製
本

費
、
光

熱
水

費
及

び
賄
材

料
費

）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬
費
、

 ２
分
の
１
 

 
 

 
 8

66
,6
0
0
円

×
実

施
月

数
 

 
 

 
相

談
支

援
等
 

 （
新

規
）
 

 

 
 

 
 

 

 
 不

育
症

検

査
費

用
助

成
事
業

 

 

 

（
１

）
流

産
検

体
を

用
い

た
染

色
体

検
査

（
令

和
３

年
３

月
3
1
日

厚
生

労
働
省

告

示
第

13
3
号
）
（

た
だ
し

、
令

和
４
年

４

月
１

日
以

降
は

保
険

適
用

と
な

っ
て

い

る
こ

と
か

ら
、
同

日
以
降

に
実

施
し
た

検

査
を

除
く

。
）
 

5
0,

00
0
円

×
実

施
件

数
 

（
２

）
流

死
産

検
体

を
用

い
た

遺
伝

子
検

査
（

次
世

代
シ

ー
ケ

ン
サ

ー
を

用
い
た

流

死
産

絨
毛
・
胎

児
組
織

染
色

体
検

査
）（

令

和
４

年
1
1
月

3
0
日

厚
生

労
働

省
告
示

第

3
40

号
）
 

 
検

査
費

用
の

７
割

相
当

額
（

千
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
こ

れ
を

切

り
捨

て
る

も
の

と
し

、
6
0,

00
0
円

を
上

限

と
す

る
。
）

×
実

施
件

数
 

 （
新

規
）
 

   

 不
育

症
検

査
費

用

助
成

事
業

に
必

要

な
委

託
料

、
負

担

金
、

補
助

及
び

交

付
金

、
扶

助
費
 

 

 ２
分

の
１
 

 
 妊
娠
・
出
産

包
括

支
援

事
業

 

 

 ○
市

町
村

事
業
 

１
 
産

前
・

産
後

サ
ポ
ー

ト
事

業
 

(
1)

  
相

談
支
援

等
 

 
 
 
 
１

市
町
村

当
た

り
 、

次
の

表
の

人
口

区
分

当
た

り
の

単
価

×
実

施
月

数
と

す

る
。
 

         

 妊
娠

・
出

産
包

括

支
援

事
業

に
必

要

な
報

酬
、

給
料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計

年

度
任

用
職

員
へ

支

給
さ

れ
る

も
の

に

限
る

）
、
並

び
に
報

償
費

、
共

済
費

、

旅
費

、
需

用
費
（
消

耗
品

費
、
食

糧
費
、

印
刷

製
本

費
、

光

熱
水

費
及

び
賄

材

料
費

）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬
費

、

 ２
分

の
１
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新
 

旧
 

人
口

区
分

（
人

）
 

単
価
(円

) 

２
万

人
未

満
 

２
万

人
以

上
５

万
人

未
満
 

５
万

人
以

上
10

万
人

未
満
 

1
0
万

人
以

上
30

万
人

未
満
 

3
0
万

人
以

上
70

万
人

未
満
 

7
0
万

人
以

上
15

0
万

人
未

満
 

1
50

万
人
以

上
 

 1
70

,9
0
0 

 
26
4,

70
0 

 
50
3,

10
0 

1
,0
1
9,
0
00
 

1
,3
2
4,
1
00
 

1
,9
8
3,
5
00
 

2
,7
4
5,
7
00
 

 

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及
び

賃
借

料
、

備
品
購

入
費

、
修

繕
費
、

負
担

金
、

補
助
及

び
交

付
金

、
扶
助

費
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(
2)

  
多

胎
妊
産

婦
等

支
援
 

 
 

①
多

胎
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
事

業
 

 
 

 
１

都
道

府
県

又
は
市

町
村

当
た
り

 

 
2
08

,2
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 

②
多

胎
妊

産
婦

等
サ

ポ
ー

タ
ー
等
事
業
 

 
 

 
１

都
道

府
県

又
は
市

町
村

当
た
り
、

次
の

表
の

人
口

区
分

当
た

り
の
単
価

×
実

施
月

数
と

す
る

。
 

 

人
口

区
分

（
人

）
 

単
価
(円

) 

２
万

人
未

満
 

２
万

人
以

上
５

万
人

未
満
 

５
万

人
以

上
10

万
人

未
満
 

1
0
万

人
以

上
30

万
人

未
満
 

3
0
万

人
以

上
70

万
人

未
満
 

7
0
万

人
以

上
15

0
万

人
未

満
 

1
50

万
人
以

上
 

 1
61

,6
0
0 

 2
22

,0
0
0 

 4
03
,4
00
 

 4
43

,7
0
0 

 4
63

,8
0
0 

 6
45

,2
0
0 

 
74
5,

90
0 

  
(
3)

  
妊

産
婦

等
へ

の
育

児
用

品
等
支
援
 

 
 

1
,7
00

円
×

実
施

件
数
 

※
多

胎
及

び
同

一
年

度
内

に
２

回
妊

娠
し

た
妊

婦
の

場
合

は
、
こ
ど
も
の

数
に

応
じ

て
支

払
う

。
 

  
(
4)
 

出
産
や

子
育

て
に

悩
む

父
親
支
援
 

 
 

①
運

営
費

及
び

研
修

費
 

 
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 

 
 

 
15

4,
80
0
円
×

実
施
月

数
 

 
 

②
ピ

ア
サ

ポ
ー

ト
事

業
 

 
 

人
口

区
分

（
人

）
 

単
価

(円
) 

２
万

人
未

満
 

２
万

人
以

上
５

万
人

未
満
 

５
万

人
以

上
10

万
人

未
満
 

1
0
万

人
以

上
30

万
人

未
満
 

3
0
万

人
以

上
70

万
人

未
満
 

7
0
万

人
以

上
15

0
万

人
未

満
 

1
50

万
人
以

上
 

 1
70

,9
0
0 

 
26

4,
70
0 

 
50

1,
20
0 

1
,0
1
6,
6
00
 

1
,3
2
1,
7
00
 

1
,9
8
1,
1
00
 

2
,7
4
3,
2
00
 

 

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費

、
修

繕
費

、

負
担

金
、

補
助

及

び
交

付
金

、
扶

助

費
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(
2)

 
多
胎

妊
産

婦
等

支
援
 

 
 
①

多
胎

ピ
ア

サ
ポ
ー

ト
事

業
 

 
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 

 
2
08

,2
00

円
×

実
施

月
数
 

 
 
②

多
胎

妊
産

婦
等
サ

ポ
ー

タ
ー
等

事
業
 

 
 

 
１

市
町

村
当

た
り

、
次

の
表

の
人

口

区
分

当
た

り
の

単
価
×

実
施

月
数

と
す

る
。

 

 

人
口

区
分

（
人

）
 

単
価

(円
) 

２
万

人
未

満
 

２
万

人
以

上
５

万
人

未
満
 

５
万

人
以

上
10

万
人

未
満
 

1
0
万

人
以

上
30

万
人

未
満
 

3
0
万

人
以

上
70

万
人

未
満
 

7
0
万

人
以

上
15

0
万

人
未

満
 

1
50

万
人
以

上
 

 1
58

,7
0
0 

 2
17

,7
0
0 

 3
94

,8
0
0 

 4
34

,2
0
0 

 4
53

,8
0
0 

 6
30

,9
0
0 

 
72

9,
30
0 

  
(
3)

  
妊

産
婦

等
へ

の
育

児
用

品
等

支
援
 

 
 
1
,7
00

円
×
妊

婦
の

数
 

※
多

胎
及

び
同

一
年

度
内

に
２

回
妊

娠
し

た
妊

婦
の

場
合

は
、
子
ど

も
の

数
に

応
じ

て
支

払
う

。
 

  
(
4)
 

出
産
や

子
育

て
に

悩
む

父
親

支
援
 

 
 
①

運
営

費
及

び
研
修

費
 

 
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 

 
 

 
15

4,
80
0
円

×
実

施
月

数
 

 
 
②

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト
事

業
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新
 

旧
 

 
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 

 
 

 
59

,0
00

円
×
実

施
月

数
 

 ２
 

産
後

ケ
ア

事
業
 

(
1)
 

デ
イ

サ
ー

ビ
ス
・
ア

ウ
ト

リ
ー
チ
型

 

 
 
１

か
所

あ
た

り
1
,6

96
,
00

0
円
×
実

施
月

数
 

 (
2)
 

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
型
 

 
 
１

か
所

あ
た

り
2
,4

74
,
70

0
円
×
実

施
月

数
 

 

 
※

 
補

助
単

価
の

基
礎

と
な

る
実

施
か
所

数
は

、
(1

)
と
(
２
)
を

合
せ

て
６

か
所
を

上
限

と
す

る
。
な

お
、（

1
）
と
（
2
）
の

両
方

を
実

施
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
計

７
か

所
以

上
実

施
し

て

い
る

場
合

の
補

助
単

価
の

適
用
は
（
2
）

を
優

先
し

て
差

し
支

え
な

い
。
 

 

(
3)
 

24
時

間
36

5
日

受
入

体
制
整
備
加

算
 

 
 
１

か
所

あ
た

り
年

額
2,

71
5,
6
00

円
 

 (
4)

 
住

民
税

非
課

税
世

帯
等

に
対

す
る

利
用

料
減

免
加

算
 

 
 
１

回
（

泊
）

あ
た
り

5,
0
00

円
 

 (
5)
 

（
4
）

以
外

の
世
帯

に
対

す
る
利
用
料
 

減
免

加
算
 

 
 

 
  

１
回
（

泊
）

あ
た
り

2,
50
0
円
 

（
産

婦
１

人
当

た
り

乳
児

１
人
の
出
 

産
に

つ
き

５
回

（
泊

）
を

上
限
と
す
 

る
。
）
 

 
 
  

※
（
5
）

に
つ

い
て

、
産

後
ケ
ア
事
業
 

で
提

供
さ

れ
る

食
事

代
は

産
婦
の
自
 

己
負

担
と

し
、

補
助

対
象

外
と
す
る
。
 

 

３
 

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
緊

急
整
備
事
業
 

 
※

本
事

業
の

み
の

実
施

も
可

能
と
す
る
。
 

 
・

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
の

実
施
場

所
の

修
繕
 

 
 

１
市

町
村

当
た
り

3,
24
0
,0

00
円
 

 
・

産
後

ケ
ア

事
業

の
実

施
場

所
の
修
繕
 

 
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 

 
 

 
59

,0
00

円
×

実
施

月
数
 

 ２
 
産

後
ケ

ア
事

業
 

(
1)
 

デ
イ

サ
ー

ビ
ス
・
ア

ウ
ト

リ
ー
チ

型
 

 
 
１

か
所

あ
た

り
1
,6

96
,
00

0
円
×

実

施
月

数
 

 (
2)
 

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
型
 

 
 
１

か
所

あ
た

り
2
,4

74
,
60

0
円
×

実

施
月

数
 

 

 
※
 

補
助

単
価

の
基

礎
と

な
る

実
施

か
所

数
は

、
(1

)
と
(
２
)
を

合
せ

て
６

か
所
を

上
限

と
す

る
。
な

お
、（

1
）
と
（
2
）
の

両
方

を
実

施
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
計

７
か

所
以

上
実

施
し

て

い
る

場
合

の
補

助
単

価
の

適
用

は
（
2
）

を
優

先
し

て
差

し
支

え
な

い
。
 

 

(
3)
 

24
時

間
36

5
日

受
入

体
制

整
備

加

算
 

 
 
１

か
所

あ
た

り
年

額
2,

63
5,
3
00

円
 

 (
4)

 
住

民
税

非
課

税
世

帯
等

に
対

す
る

利
用

料
減

免
加

算
 

 
 
１

回
（

泊
）

あ
た
り

5,
0
00

円
 

 （
新

規
）
 

        

 

３
 
妊

娠
・

出
産

包
括
支

援
緊

急
整
備

事
業
 

 
※
本

事
業

の
み

の
実
施

も
可

能
と
す

る
。
 

 
・

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
の

実
施

場

所
の

修
繕
 

 
 
１

市
町

村
当

た
り

3,
24
0
,0

00
円

 

 
・

産
後

ケ
ア

事
業

の
実

施
場

所
の
修

繕
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新
 

旧
 

 
 

１
市

町
村

当
た
り

7,
56
0
,0

00
円
 

 ４
 

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
開
設

準
備

事
業
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 3
,
63

5,
50
0
円
 

 ○
都

道
府

県
事

業
 

・
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

事
業
 

 
 

１
都

道
府

県
当

た
り

1,
3
81

,4
00

円
 

 

・
産

後
ケ

ア
事

業
を

、
市

町
村

の
共
同
で

実
施

す
る

こ
と

を
推

進
す

る
場

合
の

加
算
 

 
 

１
都

道
府

県
あ

た
り

33
8
,0

00
円
 

 

 
 産

婦
健

康

診
査

事
業
 

  

 5
,0

00
円
×

実
施

回
数
 

（
対

象
者

１
人

に
つ

き
２

回
を

限
度

と
す

る
。
）
 

  

 産
婦

健
康

診
査
事

業
に

必
要

な
委
託

料
、

負
担

金
、
補

助
及

び
交

付
金
、

扶
助
費

 

 ２
分
の
１
 

 

 
 

 
 

 

 
新

生
児

聴

覚
検

査
体

制
整

備
事

業
 

 

１
 

新
生

児
聴

覚
検

査
体

制
整

備
事
業
 

１
都

道
府

県
当

た
り
 
2,

37
3,
4
00

円
 

 ２
 

新
生

児
聴

覚
検

査
管

理
等

事
業
 

 
 

１
都

道
府

県
当

た
り

10
,
00

0,
00

0
円
 

 ３
 

聴
覚

検
査

機
器

購
入

支
援

事
業
 

 
 

3
,6
0
0,

00
0
円
×

医
療
機

関
数
 

              

新
生

児
聴

覚
検
査

体
制

整
備

事
業
に

必
要

な
報

酬
、
報

償
費

、
旅

費
、
需

用
費
（
消
耗
品
費
、

食
糧

費
、

印
刷
製

本
費

）
、

役
務

費

（
通
信
運
搬
費
、
 

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及
び

賃
借

料
、

備
品
購

入
費

、
負

担
金
、

補
助
及
び
交
付
金
 

２
分
の
１
 

 

 
 
１

市
町

村
当

た
り

7,
56
0
,0

00
円

 

 ４
 
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

準
備

事
業
 

 
１

市
町

村
当

た
り
 3
,
57
8,

30
0
円
 

 ○
都

道
府

県
事

業
 

・
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

推
進

事
業
 

 
 
１

都
道

府
県

当
た
り

1,
3
81

,4
00

円
 

 

・
産

後
ケ

ア
事

業
を

、
市

町
村

の
共
同

で

実
施

す
る

こ
と

を
推

進
す

る
場

合
の

加
算

 

 
 
１

都
道

府
県

あ
た
り

33
8
,0

00
円

 

 

 
 産

婦
健

康

診
査
事
業
 

  

 5
,0

00
円
×

実
施

回
数
 

（
対

象
者

１
人

に
つ

き
２

回
を

限
度

と
す

る
。
）
 

 

 産
婦

健
康

診
査

事

業
に

必
要

な
委

託

料
、

負
担

金
、

補

助
及

び
交

付
金

、

扶
助

費
 

 

 ２
分

の
１
 

   

 
 新

生
児

聴

覚
検

査
体

制
整

備
事

業
 

 

 １
 
新

生
児

聴
覚

検
査
体

制
整

備
事
業
 

１
都

道
府

県
当

た
り
 
2,

37
3,
4
00

円
 

 ２
 
新

生
児

聴
覚

検
査
管

理
等

事
業
 

 
 
１

都
道

府
県

当
た
り

10
,
00

0,
00

0
円
 

 ３
 
聴

覚
検

査
機

器
購
入

支
援

事
業
 

 
 
3
,6
0
0,

00
0
円

×
医

療
機

関
数
 

 新
生

児
聴

覚
検

査

体
制

整
備

事
業

に

必
要

な
報

酬
、

報

償
費

、
旅

費
、

需

用
費
（

消
耗

品
費
、

食
糧

費
、

印
刷

製

本
費

）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬
費

、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費

、
負

担
金

、

補
助

及
び

交
付

金
 

        

 ２
分

の
１
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新
 

旧
 

    

 
 予

防
の

た

め
の

こ
ど

も
の

死
亡

検
証

体
制

整
備

モ
デ

ル
事

業
 

    

 

１
都

道
府

県
当

た
り

12
,2

83
,
02
0
円

 

 予
防

の
た

め
の
こ

ど
も

の
死

亡
検
証

体
制

整
備

モ
デ
ル

事
業

に
必

要
な
報

酬
、

給
料

及
び
職

員
手

当
等

（
た
だ

し
会

計
年

度
任
用

職
員

へ
支

給
さ
れ

る
も
の
に
限
る
）
、

報
償
費
、
共
済
費
、

旅
費
、
需
用
費
（
消

耗
品
費
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運
搬

費
、
保
管
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料
及

び
賃

借
料

、
備
品

購
入
費

 

 

 1
0
分
の

1
0 

             

 
 多

胎
妊

娠

の
妊

婦
健

康
診

査
支

援
事

業
 

 

 １
市

町
村

当
た

り
  

多
胎

妊
婦

一
人

に
つ

き
5
,0

00
円

×
５
回

（
限

度
）
 

      

 多
胎

妊
娠

の
妊
婦

健
康

診
査

支
援
事

業
に

必
要

な
委
託

料
、

負
担

金
、
補

助
及

び
交

付
金
、

扶
助
費

 

 

 ２
分
の
１
 

 
 被

災
し

た

妊
産

婦
・
乳

幼
児

の
相

談
等

の
母

子
保

健
支

援
事

業
 

 

 （
削

除
）
 

        

 （
削
除
）
 

 

 （
削
除
）
 

    

 
 予

防
の

た

め
の

子
ど

も
の

死
亡

検
証

体
制

整
備

モ
デ

ル
事
業

 

 

１
都

道
府

県
当

た
り

11
,9
62
,
70
0
円

 

 予
防

の
た

め
の
子

ど
も

の
死

亡
検

証

体
制

整
備

モ
デ

ル

事
業

に
必

要
な

報

酬
、

給
料

、
報

償

費
、
職

員
手

当
等
、

共
済

費
、

旅
費

、

需
用

費
（

消
耗

品

費
、

食
糧

費
、

印

刷
製

本
費

）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

保
管

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費
 

    

 1
0
分

の
1
0 

 
 多

胎
妊

娠

の
妊

婦
健

康
診

査
支

援
事
業

 

 １
市

町
村

当
た

り
  

多
胎

妊
婦

一
人

に
つ

き
5
,0

00
円

×
５

回

（
限

度
）
 

      

 多
胎

妊
娠

の
妊

婦

健
康

診
査

支
援

事

業
に

必
要

な
委

託

料
、

負
担

金
、

補

助
及

び
交

付
金

、

扶
助

費
 

  

 ２
分

の
１
 

 
 被

災
し

た

妊
産
婦
・
乳

幼
児

の
相

談
等

の
母

子
保

健
支

援
事
業

 

 

 １
 
平

成
2
8
年

熊
本

地
震
 

 
①
 

相
談

支
援

等
事
業
 

7
34

,0
73

円
×

実
施

月
数
 

（
被

災
し

た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

を
主

と
し

た

相
談

支
援

で
は

な
く

、
一

般
的

な
相

談
支

援

の
中

で
対

応
し

て
い

る
場

合
は

、
被

災
し

た

こ
と

に
よ

る
相

談
に

要
す

る
費

用
に
限

る
）
 

  
②
 

保
健

師
等

に
対
す

る
研

修
の
実

施
 

 被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

児
の

相

談
等

の
母

子
保

健

支
援

事
業

に
必

要

な
報

酬
､
 
給
料
、

職
員

手
当

等
、

共

（
た

だ
し

会
計

年

度
任

用
職

員
へ

支

給
さ

れ
る

も
の

に

 ２
分

の
１
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新
 

旧
 

           

 
 

 （
削

除
）
 

                  

 （
削
除
）
 

 

 （
削
除
）
 

 
 

 
 

 

 
 

 １
 

令
和

元
年

台
風
第

15
号
及

び
第

19
号
 

 
①

 
相

談
支

援
等

事
業
 

5
56

,1
40

円
×
実

施
月

数
 

（
被

災
し

た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

を
主

と
し
た

相
談

支
援

で
は

な
く

、
一

般
的

な
相

談
支

援
の

中
で

対
応

し
て

い
る

場
合

は
、

被
災

し
た

こ
と

に
よ

る
相

談
に

要
す

る
費

用
に

限
る

）
 

②
 
保

健
師

等
に

対
す
る

研
修

の
実
施
 

  
（

都
道

府
県

）
 

  
  
98
2,
24
0
円
 

 被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

児
の
相

談
等

の
母

子
保
健

支
援

事
業

に
必
要

な
報

酬
､
 
給
料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計
年

度
任

用
職

員
へ
支

給
さ

れ
る

も
の
に

限
る
）
、
共
済
費
、

報
償
費
､
旅
費
、
需

 ２
分
の
１
 

  
（

熊
本

県
）
 

  
  
1,
96
4,
48
0
円
 

 
（

熊
本

市
）
 

  
  
49
1,
12
0
円
 

 

 

限
る

）
、

共
済
費

、

報
償

費
､
 旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品

費
、

食
糧

費
、

印

刷
製

本
費

）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費
 

 

 
 

 ２
 
平

成
3
0
年

７
月

豪
雨
 

 
①
 

相
談

支
援

等
事
業
 

8
90

,2
90

円
×

実
施

月
数
 

（
被

災
し

た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

を
主

と
し

た

相
談

支
援

で
は

な
く

、
一

般
的

な
相

談
支

援

の
中

で
対

応
し

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
う

ち

被
災

し
た

こ
と

に
よ

る
相

談
に

要
す

る
費

用

に
限

る
）
 

  
②
 

保
健

師
等

に
対
す

る
研

修
の
実

施
 

  
（

岡
山

県
、

広
島

県
、

愛
媛

県
）
 

  
  
1,
96
4,
48
0
円
 

 
（

岡
山

市
、
広

島
市
、
倉

敷
市

、
福

山
市

、

呉
市

、
松

山
市

）
 

  
  
49
1,
12
0
円
 

 

 被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

児
の

相

談
等

の
母

子
保

健

支
援

事
業

に
必

要

な
報

酬
､
 
給
料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計

年

度
任

用
職

員
へ

支

給
さ

れ
る

も
の

に

限
る

）
、

共
済
費

、

報
償

費
､
 旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品

費
、

食
糧

費
、

印

刷
製

本
費

）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費
 

  ２
分

の
１
 

 
 

 
 

 

 
 

 ３
 
令

和
元

年
台

風
第

15
号
及

び
第

19
号
 

 
①
 

相
談

支
援

等
事
業
 

5
41

,8
40

円
×

実
施

月
数
 

（
被

災
し

た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

を
主

と
し

た

相
談

支
援

で
は

な
く

、
一

般
的

な
相

談
支

援

の
中

で
対

応
し

て
い

る
場

合
は

、
被

災
し

た

こ
と

に
よ

る
相

談
に

要
す

る
費

用
に
限

る
）
 

②
 

保
健

師
等

に
対

す
る

研
修

の
実
施
 

  
（

都
道

府
県

）
 

  
  
98
2,
24
0
円
 

 
（

指
定

都
市

、
中

核
市

）
 

 被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

児
の

相

談
等

の
母

子
保

健

支
援

事
業

に
必

要

な
報

酬
､
 
給
料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計

年

度
任

用
職

員
へ

支

給
さ

れ
る

も
の

に

限
る

）
、

共
済
費

、

報
償

費
､
旅

費
、
需

 ２
分

の
１
 

117



新
 

旧
 

 
（

指
定

都
市

、
中

核
市

）
 

  
  
49
1,
12
0
円
 

      

用
費
（
消
耗
品
費
、

食
糧

費
、

印
刷
製

本
費

）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬
費
、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及
び

賃
借

料
、

備
品
購

入
費

 

 
 

 
 

 

 
 

 ２
 

令
和

２
年
 
7 
月

豪
雨
 

①
 

相
談

支
援

等
事

業
 

5
56

,1
40

円
×

実
施

月
数
 

（
被

災
し

た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

を
主

と
し
た

相
談

支
援

で
は

な
く

、
一

般
的

な
相

談
支
援

の
中

で
対

応
し

て
い

る
場

合
は

、
被

災
し
た

こ
と

に
よ

る
相

談
に

要
す

る
費

用
に
限
る
）
 

②
 

保
健

師
等

に
対

す
る

研
修

の
実
施
 

（
県

）
 

9
82

,2
40

円
 

（
指

定
都

市
、

中
核

市
）
 

4
91

,1
20
 
円
 

      

 被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

児
の
相

談
等

の
母

子
保
健

支
援

事
業

に
必
要

な
報

酬
､
給

料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計
年

度
任

用
職

員
へ
支

給
さ

れ
る

も
の
に

限
る
）
、
共
済
費
、

報
償
費

､
 
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗
品

費
、

食
糧

費
、
印

刷
製
本
費
）
、
役
務

費
（
通
信
運
搬
費
、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及
び

賃
借

料
、

備
品
購

入
費

 

 ２
分
の

１
 

 
 

 
 

 

  
  
49
1,
12
0
円
 

 

用
費
（

消
耗

品
費
、

食
糧

費
、

印
刷

製

本
費

）
、

役
務

費

（
通

信
運

搬
費

、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費
 

 
 

 
 

 

 
 

 ４
 
令

和
２

年
 
7 

月
豪

雨
 

①
 

相
談

支
援

等
事

業
 

5
41

,8
40

円
×

実
施

月
数
 

（
被

災
し

た
妊

産
婦

・
乳

幼
児

を
主

と
し

た

相
談

支
援

で
は

な
く

、
一

般
的

な
相

談
支

援

の
中

で
対

応
し

て
い

る
場

合
は

、
被

災
し

た

こ
と

に
よ

る
相

談
に

要
す

る
費

用
に
限

る
）
 

②
 

保
健

師
等

に
対

す
る

研
修

の
実
施
 

（
県

）
 

9
82

,2
40

円
 

（
指

定
都

市
、

中
核

市
）
 

4
91

,1
20

円
 

 

 被
災

し
た

妊
産

婦
・

乳
幼

児
の

相

談
等

の
母

子
保

健

支
援

事
業

に
必

要

な
報

酬
､
給

料
及

び
職

員
手

当
等

（
た

だ
し

会
計

年

度
任

用
職

員
へ

支

給
さ

れ
る

も
の

に

限
る

）
、

共
済
費

、

報
償

費
､
 
旅

費
、

需
用

費
（

消
耗

品

費
、

食
糧

費
、

印

刷
製

本
費

）
、
役
務

費
（

通
信

運
搬

費
、

広
告

料
）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び

賃
借

料
、

備
品

購

入
費
 

 ４
分

の
３
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新
 

旧
 

 
 母

子
保

健

対
策

強
化

事
業
 

                              

 ○
市

町
村

事
業
 

（
1
）

母
子

保
健

に
関

す
る

デ
ジ

タ
ル
化
・

オ
ン

ラ
イ

ン
化

等
体

制
強

化
事

業
 

 １
市

町
村

当
た

り
6,
04

3,
00
0
円
 

             ○
都

道
府

県
事

業
 

（
2
）
母

子
保

健
に
関

す
る

都
道

府
県
広
域

支
援

強
化

事
業
 

Ⅰ
 

母
子

保
健

事
業

等
推

進
体

制
整

備
事

業
 

１
都

道
府

県
当

た
り
 
2,

37
3,
0
00

円
 

 Ⅱ
 

各
種

健
診

等
管

理
等

事
業
 

１
都

道
府

県
当

た
り
 
10

,0
00
,
00
0
円
 

      

 母
子

保
健

対
策
強

化
事

業
（

市
町
村

事
業
）

に
必
要
な
 

報
酬
､
報
償
費
、
旅

費
、

需
用

費
（
消

耗
品
費
、
燃
料
費
、

食
糧

費
、

印
刷
製

本
費

、
光

熱
水

料
）
、
役
務
費
（
通

信
運

搬
費

、
広
告

料
、
手
数
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料
及

び
賃

借
料

、
備
品

購
入
費
、
負
担
金
、

補
助

及
び

交
付

金
、

扶
助
費
 

  母
子

保
健

対
策
強

化
事

業
（

都
道
府

県
事

業
）

に
必
要

な
報
酬
、
報
償
費
、

旅
費
、
需
用
費
（
消

耗
品
費
、
食
糧
費
、

印
刷
製
本
費
）
、
役

務
費

（
通

信
運
搬

費
、
広
告
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料
及

び
賃

借
料

、
備
品

購
入
費
、
負
担
金
、

補
助
及
び
交
付
金
 

  

 ２
分
の
１
 

                 ２
分
の
１
 

              

低
所

得
の

妊
婦

に
対

す
る

初
回

産
科

受
診

料
支

援
事

業
 

 

1
0,

00
0
円

×
助

成
件

数
 

低
所

得
の

妊
婦
に

対
す

る
初

回
産
科

受
診

料
支

援
事
業

に
必

要
な

委
託

料
、

負
担

金
、
補

助
及

び
交

付
金
、

扶
助
費

 

 

２
分
の
１
 

       
 

 
 母

子
保

健

対
策

強
化

事
業

 

 

 １
市

町
村

当
た

り
6,

04
3,
00
0
円
 

                 （
新

規
）
 

              

 母
子

保
健

対
策

強

化
事

業
に

必
要

な
 

報
酬

､
報

償
費

、
旅

費
、

需
用

費
（

消

耗
品

費
、
燃

料
費
、

食
糧

費
、

印
刷

製

本
費

、
光

熱
水

料
）
、
役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
広

告

料
、
手

数
料
）
、
委

託
料

、
使

用
料

及

び
賃

借
料

、
備

品

購
入

費
、
負

担
金
、

補
助

及
び

交
付

金
、
扶

助
費
 

 

 ２
分

の
１
 

（
新

規
）
 

       

 
 

 

 

119



母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
実
施
要
綱
 新

旧
対
照
表
（
案
）
 

 

下
線
部
分
は
、
改
正
部
分
 

新
 

旧
 

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号
 

平
成
１
７
年
８
月
２
３
日
 

一
部
改
正
 
雇
児
発
第

10
11
00
7
号
平
成

18
年

10
月

11
日
 

雇
児
発
第

0
5
1
4
0
0
2
号
平
成

1
9
年
５
月

1
4
日

 

雇
児
発
第

0
3
3
1
0
1
0
号
平
成

2
0
年
３
月

3
1
日

 

雇
児
発
第

0
5
1
5
0
0
1
号
平
成

2
1
年
５
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
7
1
6
第
４
号
平
成

2
1
年
７
月

1
6
日

 

雇
児
発

0
3
2
4
第
６
号
平
成

2
2
年
３
月

2
4
日

 

雇
児
発

0
3
2
9
第

1
2
号
平
成

2
3
年
３
月

2
9
日

 

雇
児
発

0
4
0
5
第

2
4
号
平
成

2
4
年
４
月
５
日

 

雇
児

発
0
5
1
5
第

2
5
号

平
成

2
5
年

５
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
5
3
0
第
２
号
平
成

2
6
年
５
月

3
0
日

 

雇
児
発

1
2
0
5
第
２
号
平
成

2
6
年

1
2
月
５
日

 

雇
児
発

0
2
1
7
第
２
号
平
成

2
7
年
２
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
4
1
7
第
１
号
平
成

2
7
年
４
月

1
7
日

 

雇
児
発

0
1
2
0
第
３
号
平
成

2
8
年
１
月

2
0
日

 

雇
児
発

0
5
1
6
第
３
号
平
成

2
8
年
５
月

1
6
日

 

雇
児
発

0
9
1
5
第
５
号
平
成

2
8
年
９
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
3
3
1
第

3
2
号
平
成

2
9
年
３
月

3
1
日

 

子
発

0
3
2
8
第

１
号

平
成

3
0
年

３
月

2
8
日

 

子
発

1
0
1
1
第

７
号

平
成

3
0
年

1
0
月

1
1
日
 

子
発

0
5
1
7
第

１
号

令
和

元
年

５
月

1
7
日
 

子
発

0
6
1
7
第

２
号

令
和

２
年

６
月

1
7
日
 

子
発

0
8
1
7
第

1
号

令
和

２
年

8
月

1
7
日
 

子
発

0
4
0
1
第

２
号

令
和

３
年

４
月

１
日

 

子
発

0
5
3
1
第

４
号

令
和

３
年

５
月

3
1
日

 

子
発

0
6
0
3
第

３
号

令
和

４
年

６
月

３
日 

※
第

※
号

令
和

※
年

※
月

※
日

 

雇
児

発
第

0
8
2
3
0
0
1
号
 

平
成
１
７
年
８
月
２
３
日
 

一
部
改
正
 
雇
児
発
第

10
11
00
7
号
平
成

18
年

10
月

11
日
 

雇
児
発
第

0
5
1
4
0
0
2
号
平
成

1
9
年
５
月

1
4
日

 

雇
児
発
第

0
3
3
1
0
1
0
号
平
成

2
0
年
３
月

3
1
日

 

雇
児
発
第

0
5
1
5
0
0
1
号
平
成

2
1
年
５
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
7
1
6
第
４
号
平
成

2
1
年
７
月

1
6
日

 

雇
児
発

0
3
2
4
第
６
号
平
成

2
2
年
３
月

2
4
日

 

雇
児
発

0
3
2
9
第

1
2
号
平
成

2
3
年
３
月

2
9
日

 

雇
児
発

0
4
0
5
第

2
4
号
平
成

2
4
年
４
月
５
日

 

雇
児
発

0
5
1
5
第

2
5
号
平
成

2
5
年
５
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
5
3
0
第
２
号
平
成

2
6
年
５
月

3
0
日

 

雇
児
発

1
2
0
5
第
２
号
平
成

2
6
年

1
2
月
５
日

 

雇
児
発

0
2
1
7
第
２
号
平
成

2
7
年
２
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
4
1
7
第
１
号
平
成

2
7
年
４
月

1
7
日

 

雇
児
発

0
1
2
0
第
３
号
平
成

2
8
年
１
月

2
0
日

 

雇
児
発

0
5
1
6
第
３
号
平
成

2
8
年
５
月

1
6
日

 

雇
児
発

0
9
1
5
第
５
号
平
成

2
8
年
９
月

1
5
日

 

雇
児
発

0
3
3
1
第

3
2
号
平
成

2
9
年
３
月

3
1
日

 

子
発

0
3
2
8
第

１
号

平
成

3
0
年

３
月

2
8
日

 

子
発

1
0
1
1
第

７
号

平
成

3
0
年

1
0
月

1
1
日
 

子
発

0
5
1
7
第

１
号

令
和

元
年

５
月

1
7
日
 

子
発

0
6
1
7
第

２
号

令
和

２
年

６
月

1
7
日
 

子
発

0
8
1
7
第

1
号

令
和

２
年

8
月

1
7
日
 

子
発

0
4
0
1
第

２
号

令
和

３
年

４
月

１
日

 

子
発

0
5
3
1
第

４
号

令
和

３
年

５
月

3
1
日

 

子
発

0
6
0
3
第

３
号

令
和

４
年

６
月

３
日
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新
 

旧
 

 

別
紙
 

 

母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
実
施
要
綱
 

 第
１
 
趣
旨
 

近
年
の
少
子
化
、
核
家
族
化
、
女
性
の
社
会
進
出
等
に
伴
い
、
こ
ど
も
が
健
や
か
に

生
ま
れ
育
つ
た
め
の
環
境
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の

中
心
的
役
割
を
担
う
母
子
保
健
医
療
対
策
の
充
実
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
応
し
、
次
世
代
育

成
支
援
対
策
の
推
進
等
に
必
要
な
総
合
的
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 第
２
 
事
業
内
容
 

 
 
 
各
事
業
の
種
類
は
以
下
の
と
お
り
と
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
各
事
業
の
別
添
に
よ

る
こ
と
。
 

１
 
こ
ど
も
の
心
の
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
（
別
添
１
）
 

 
２
 
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
（
別
添
２
）
 

３
 
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
 

（
１
）
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
別
添
３
）
 

（
２
）
産
後
ケ
ア
事
業
（
別
添
４
）
 

（
３
）
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
緊
急
整
備
事
業
（
別
添
５
）
 

（
４
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
事
（
別
添
６
）
 

（
５
）
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
推
進
事
業
（
別
添
７
）
 

４
 
不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
（
別
添
８
）
 

 
５
 
産
婦
健
康
診
査
事
業
（
別
添
９
）
 

６
 
新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業
（
別
添

10
）
 

 

別
紙
 

 

母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
実
施
要
綱
 

 第
１
 
趣
旨
 

近
年
の
少
子
化
、
核
家
族
化
、
女
性
の
社
会
進
出
等
に
伴
い
、
子
ど
も
が
健
や
か
に

生
ま
れ
育
つ
た
め
の
環
境
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の

中
心
的
役
割
を
担
う
母
子
保
健
医
療
対
策
の
充
実
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
は
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
対
応
し
、
次
世
代
育

成
支
援
対
策
の
推
進
等
に
必
要
な
総
合
的
な
施
策
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 第
２
 
事
業
内
容
 

 
 
 
各
事
業
の
種
類
は
以
下
の
と
お
り
と
し
、
内
容
に
つ
い
て
は
各
事
業
の
別
添
に
よ

る
こ
と
。
 

１
 
子
ど
も
の
心
の
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
（
別
添
１
）
 

 
２
 
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
（
別
添
２
）
 

３
 
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
 

（
１
）
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
（
別
添
３
）
 

（
２
）
産
後
ケ
ア
事
業
（
別
添
４
）
 

（
３
）
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
緊
急
整
備
事
業
（
別
添
５
）
 

（
４
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
事
（
別
添
６
）
 

（
５
）
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
推
進
事
業
（
別
添
７
）
 

４
 
不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
（
別
添
８
）
 

 
５
 
産
婦
健
康
診
査
事
業
（
別
添
９
）
 

６
 
新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業
（
別
添

10
）
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新
 

旧
 

７
 
予
防
の
た
め
の
こ
ど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業
（
別
添

11
）
 

８
 
多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
（
別
添

12
）
 

９
 
被
災
し
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
相
談
等
の
母
子
保
健
支
援
事
業
（
別
添

13
）
 

10
 
母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
（
別
添

14
）
 

11
 
低
所
得
の
妊
婦
に
対
す
る
初
回
産
科
受
診
料
支
援
事
業
（
別
添

15
）
 

 

第
３
 
国
の
助
成
 

 
 
（
略
）
 

     第
４
 
事
業
計
画
 

  
  
 
こ
の
実
施
要
綱
に
基
づ
く
各
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
事
業
計
画
を
策
定
し
、

別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
こ
ど
も
家
庭
庁
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

          

７
 
予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業
（
別
添

11
）
 

８
 
多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
（
別
添

12
）
 

９
 
被
災
し
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
相
談
等
の
母
子
保
健
支
援
事
業
（
別
添

13
）
 

10
 
母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
（
別
添

14
）
 

（
新
規
）
 

 第
３
 
国
の
助
成
 

 
 
 
母
子
保
健
医
療
対
策
総
合
支
援
事
業
の
各
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
国

は
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
た
だ
し
、
法
律
、
政
令
、
省
令
等
に
基
づ
き
他
か
ら
国
庫
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
事

業
は
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

 第
４
 
事
業
計
画
 

  
  
  
こ
の
実
施
要
綱
に
基
づ
く
各
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
事
業
計
画
を
策
定
し
、

別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
厚
生
労
働
省
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

 
 

 

        

122



新
 

旧
 

別
添
１
 

 

こ
ど
も
の
心
の
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

様
々
な
こ
ど
も
の
心
の
問
題
、
被
虐
待
児
の
心
の
ケ
ア
や
発
達
障
害
に
対
応
す
る
た

め
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
お
け
る
拠
点
病
院
を
中
核
と
し
、
地
域
の
医
療
機
関
並

び
に
児
童
相
談
所
、
保
健
所
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
、

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
福
祉
施
設
及
び
教
育
機
関
等
（
以
下
「
保
健
福
祉
教

育
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。）

と
連
携
し
た
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
と
と
も
に
災
害
時

に
、
被
災
し
た
こ
ど
も
の
心
の
ケ
ア
を
行
う
体
制
を
つ
く
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
(略

) 

 ３
 
事
業
内
容
 

 
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
こ
ど
も
の
心
の
診
療
支
援
（
連
携
）
事
業
 
 

①
 
地
域
の
医
療
機
関
か
ら
相
談
を
受
け
た
様
々
な
こ
ど
も
の
心
の
問
題
、
児
童
虐

待
や
発
達
障
害
の
症
例
に
対
す
る
診
療
支
援
 

②
 
地
域
の
保
健
福
祉
関
係
機
関
等
か
ら
相
談
を
受
け
た
様
々
な
こ
ど
も
の
心
の

問
題
、
児
童
虐
待
や
発
達
障
害
の
症
例
に
対
す
る
医
学
的
支
援
 

③
 
問
題
行
動
事
例
の
発
生
時
に
お
け
る
医
師
等
の
派
遣
 

④
 
地
域
の
保
健
福
祉
関
係
機
関
等
と
の
連
携
会
議
の
開
催
 

（
２
）
こ
ど
も
の
心
の
診
療
関
係
者
研
修
・
育
成
事
業
 
 

①
 
医
師
及
び
関
係
専
門
職
に
対
す
る
実
地
研
修
等
の
実
施
 

別
添
１
 

 

子
ど
も
の
心
の
診
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

様
々
な
子
ど
も
の
心
の
問
題
、
被
虐
待
児
の
心
の
ケ
ア
や
発
達
障
害
に
対
応
す
る
た

め
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
お
け
る
拠
点
病
院
を
中
核
と
し
、
地
域
の
医
療
機
関
並

び
に
児
童
相
談
、
保
健
所
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
、

発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
福
祉
施
設
及
び
教
育
機
関
等
（
以
下
「
保
健
福
祉
教

育
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。）

と
連
携
し
た
支
援
体
制
の
構
築
を
図
る
と
と
も
に
災
害
時

に
、
被
災
し
た
子
ど
も
の
心
の
ケ
ア
を
行
う
体
制
を
つ
く
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
と
す
る
。
 

 ３
 
事
業
内
容
 

 
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
子
ど
も
の
心
の
診
療
支
援
（
連
携
）
事
業
 
 

①
 
地
域
の
医
療
機
関
か
ら
相
談
を
受
け
た
様
々
な
子
ど
も
の
心
の
問
題
、
児
童
虐

待
や
発
達
障
害
の
症
例
に
対
す
る
診
療
支
援
 

②
 
地
域
の
保
健
福
祉
関
係
機
関
等
か
ら
相
談
を
受
け
た
様
々
な
子
ど
も
の
心
の

問
題
、
児
童
虐
待
や
発
達
障
害
の
症
例
に
対
す
る
医
学
的
支
援
 

③
 
問
題
行
動
事
例
の
発
生
時
に
お
け
る
医
師
等
の
派
遣
 

④
 
地
域
の
保
健
福
祉
関
係
機
関
等
と
の
連
携
会
議
の
開
催
 

（
２
）
子
ど
も
の
心
の
診
療
関
係
者
研
修
・
育
成
事
業
 
 

①
 
医
師
及
び
関
係
専
門
職
に
対
す
る
実
地
研
修
等
の
実
施
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②
 
地
域
の
医
療
機
関
及
び
保
健
福
祉
関
係
機
関
等
の
職
員
等
に
対
す
る
講
習
会

等
の
開
催
 

③
  
こ
ど
も
の
心
の
診
療
に
専
門
的
に
携
わ
る
医
師
及
び
関
係
専
門
職
の
育
成
 

（
３
）
普
及
啓
発
・
情
報
提
供
事
業
 

こ
ど
も
の
心
の
診
療
に
関
す
る
情
報
を
幅
広
く
収
集
し
、
地
域
の
医
療
機
関
、
保

健
福
祉
関
係
機
関
等
及
び
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
適
切
な

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
ど
も
の
心
の
問
題
に
つ
い
て
普
及
啓
発
を
図
る
。
 

 

４
 
そ
の
他
 

 
 
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
中
央
拠
点
病
院
と
連
携
を
図
り
、
適
切
な
運
営
に
努

め
る
こ
と
。
 

               

②
 
地
域
の
医
療
機
関
及
び
保
健
福
祉
関
係
機
関
等
の
職
員
等
に
対
す
る
講
習
会

等
の
開
催
 

③
  
子
ど
も
の
心
の
診
療
に
専
門
的
に
携
わ
る
医
師
及
び
関
係
専
門
職
の
育
成
 

（
３
）
普
及
啓
発
・
情
報
提
供
事
業
 

子
ど
も
の
心
の
診
療
に
関
す
る
情
報
を
幅
広
く
収
集
し
、
地
域
の
医
療
機
関
、
保

健
福
祉
関
係
機
関
等
及
び
地
域
住
民
に
対
し
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
適
切
な

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
心
の
問
題
に
つ
い
て
普
及
啓
発
を
図
る
。
 

 

４
 
そ
の
他
 

本
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
中
央
拠
点
病
院
と
連
携
を
図
り
、
適
切
な
運
営
に
努

め
る
こ
と
。
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別
添
２
 

性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

 
 
従
来
「
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援
事
業
」
と
し
て
、
思
春
期
の
健
康
相
談
、
生

涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進
、
不
妊
症
や
不
育
症
、
若
年
妊
娠
等
、
妊
娠
・
出

産
を
と
り
ま
く
様
々
な
悩
み
等
へ
の
サ
ポ
ー
ト
等
を
実
施
し
て
き
た
が
、
プ
レ
コ
ン
セ
プ

シ
ョ
ン
ケ
ア
（
男
女
を
問
わ
ず
、
性
や
妊
娠
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
を
図
り
、
健

康
管
理
を
促
す
取
組
）
を
含
め
、
男
女
問
わ
ず
性
や
生
殖
に
関
す
る
健
康
支
援
を
総
合
的

に
推
進
し
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
健
康
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

（
略
）
 

  

 ３
 
事
業
内
容
 

 
 
（
略
）
 

       

別
添
２
 

性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

 
 
従
来
「
生
涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
支
援
事
業
」
と
し
て
、
思
春
期
の
健
康
相
談
、
生

涯
を
通
じ
た
女
性
の
健
康
の
保
持
増
進
、
不
妊
症
や
不
育
症
、
若
年
妊
娠
等
、
妊
娠
・
出

産
を
と
り
ま
く
様
々
な
悩
み
等
へ
の
サ
ポ
ー
ト
等
を
実
施
し
て
き
た
が
、
プ
レ
コ
ン
セ
プ

シ
ョ
ン
ケ
ア
（
女
性
や
カ
ッ
プ
ル
を
対
象
と
し
て
、
将
来
の
妊
娠
の
た
め
の
健
康
管
理
を

促
す
取
組
）
を
含
め
、
男
女
問
わ
ず
性
や
生
殖
に
関
す
る
健
康
支
援
を
総
合
的
に
推
進
し
、

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
切
れ
目
の
な
い
健
康
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」

と
い
う
。）

と
す
る
。
た
だ
し
、
３
の
（
10
）
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。 

な
お
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
民
間
事
業
者
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
内
容
 

 
 
原
則
と
し
て
、
次
の
（
１
）
～
（
５
）
の
取
組
を
基
本
事
業
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

な
お
、（

６
）
～
（
11
）
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
す

る
。
 

（
１
）
思
春
期
、
妊
娠
・
出
産
、
不
妊
・
不
育
等
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
支
援
 

（
２
）
生
殖
や
妊
娠
・
出
産
に
係
る
正
し
い
知
識
等
に
関
す
る
講
演
会
の
開
催
 

（
３
）
相
談
対
応
を
行
う
相
談
員
の
研
修
養
成
 

（
４
）
男
女
の
性
や
生
殖
、
妊
娠
・
出
産
、
不
妊
治
療
等
に
関
す
る
普
及
啓
発
 

（
５
）
児
童
・
生
徒
向
け
の
性
に
関
す
る
教
育
等
を
行
う
専
門
家
等
に
対
す
る
研
修
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        ４
 
実
施
方
法
 

（
１
）
３
（
１
）
～
（
５
）
に
よ
る
基
本
事
業
 

 
 
①
 
対
象
者
 

 
 
 
 
思
春
期
、
妊
娠
、
出
産
等
の
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
相
談
を
希
望
す
る
者
 

（
避
妊
や
性
感
染
症
等
の
性
行
為
に
関
す
る
相
談
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
、
不
妊
症
相
談
を
含
む
）
 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
 
都
道
府
県
等
は
、
原
則
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
取
組
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
 

 
 
 
ア
 
生
殖
や
妊
娠
・
出
産
に
係
る
正
し
い
知
識
等
に
関
す
る
講
演
会
の
開
催
 

イ
 
相
談
指
導
を
行
う
相
談
員
の
研
修
養
成
 

ウ
 
男
女
の
性
や
生
殖
、
妊
娠
・
出
産
、
不
妊
治
療
等
に
関
す
る
医
学
的
・
科
学
的

知
見
の
普
及
啓
発
 

エ
 
学
校
で
児
童
・
生
徒
向
け
に
性
に
関
す
る
教
育
等
を
実
施
す
る
医
師
や
助
産

師
等
へ
の
研
修
会
等
 

オ
 
不
妊
症
・
不
育
症
や
予
期
せ
ぬ
妊
娠
を
含
む
、
妊
娠
・
出
産
、
思
春
期
や
性
の

悩
み
等
を
有
す
る
男
女
へ
の
専
門
的
な
相
談
支
援
 

カ
 
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応
 

（
６
）
特
定
妊
婦
や
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
婦
人
科
受
診
等
支
援
 

（
７
）
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る

SN
S
や
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
、
緊
急
一
時
的
な

居
場
所
の
確
保
 

（
８
）
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
（
NI
PT
）
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
支
援
 

（
９
）
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
１
母
子
感
染
対
策
協
議
会
の
設
置
等
 

（
10
）
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
等
の
支
援
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
 

（
11
）
そ
の
他
都
道
府
県
内
の
母
子
保
健
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
健
康
支
援
 

 ４
 
実
施
方
法
 

（
１
）
３
（
１
）
～
（
５
）
に
よ
る
基
本
事
業
 

 
 
①
 
対
象
者
 

 
 
 
 
思
春
期
、
妊
娠
、
出
産
等
の
各
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
相
談
を
希
望
す
る
者
 

（
避
妊
や
性
感
染
症
等
の
性
行
為
に
関
す
る
相
談
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
ケ
ア
、
不
妊
症
相
談
を
含
む
）
 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
 
都
道
府
県
等
は
、
原
則
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
取
組
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
 

 
 
 
ア
 
生
殖
や
妊
娠
・
出
産
に
係
る
正
し
い
知
識
等
に
関
す
る
講
演
会
の
開
催
 

イ
 
相
談
指
導
を
行
う
相
談
員
の
研
修
養
成
 

ウ
 
男
女
の
性
や
生
殖
、
妊
娠
・
出
産
、
不
妊
治
療
等
関
す
る
医
学
的
・
科
学
的
知

見
の
普
及
啓
発
 

エ
 
学
校
で
児
童
・
生
徒
向
け
に
性
に
関
す
る
教
育
等
を
実
施
す
る
医
師
や
助
産

師
等
へ
の
研
修
会
等
 

オ
 
不
妊
症
・
不
育
症
予
期
せ
ぬ
妊
娠
を
含
む
妊
娠
・
出
産
、
思
春
期
や
性
の
悩
み

等
を
有
す
る
男
女
へ
の
専
門
的
な
相
談
支
援
 

カ
 
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
に
関
す
る
相
談
対
応
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③
 
支
援
担
当
者
 

 
 
 
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
ア
に
掲
げ
る
者
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
イ
に
掲
げ
る
者
を
配
置
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
 
ア
 
医
師
、
保
健
師
又
は
助
産
師
等
 

 
 
イ
 
そ
の
他
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
者
 

 
 
④
 
留
意
事
項
 

 
 
 
ア
 
本
事
業
の
実
施
場
所
は
、
保
健
医
療
施
設
等
の
相
談
者
が
利
用
し
や
す
い
施

設
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
ま
た
、
令
和
３
年
度
ま
で
に
実
施
さ
れ
て
い
た
事
業
類
型
を
踏
ま
え
、
４
（
１
）

②
に
掲
げ
る
取
組
毎
に
複
数
施
設
等
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
施
設
等
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ

ー
」
と
す
る
必
要
は
な
く
、
実
施
主
体
や
施
設
毎
に
検
討
し
、
定
め
る
も
の
と
す

る
。「

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
」
や
「
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
」、
「
健
康
教

育
事
業
」
を
引
き
続
き
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
 

 
 
 
イ
 
相
談
指
導
や
講
演
会
及
び
研
修
養
成
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
、
夜
間
又
は
休
日
等
の
時
間
帯
に
お
い
て
も
実
施
す
る
等
、
対
象
者
の
利
便

性
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
相
談
指
導
に
つ
い
て
は
、
相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
十
分
保
護
さ
れ

る
よ
う
、
独
立
の
室
を
用
い
る
と
と
も
に
、
相
談
室
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
 

 
 
 
ウ
 
対
象
者
が
相
談
対
応
の
内
容
や
対
応
時
間
、
所
在
地
等
を
容
易
に
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
し
、
対
象
者
が
訪
れ
や
す
い
店

舗
等
に
配
付
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
若
年
世
代
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
ツ

ー
ル
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
た
広
報
活
動
等
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

 
 
 
エ
 
市
町
村
や
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
児
童
相
談
所
、
警
察
等
の
関
係
機
関
の
ほ

③
 
支
援
担
当
者
 

 
 
 
本
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
ア
に
掲
げ
る
者
を
配
置
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
イ
に
掲
げ
る
者
を
配
置
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
 
ア
 
医
師
、
保
健
師
又
は
助
産
師
等
 

 
 
イ
 
そ
の
他
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
者
 

 
 
④
 
留
意
事
項
 

 
 
 
ア
 
本
事
業
の
実
施
場
所
は
、
保
健
医
療
施
設
等
の
相
談
者
が
利
用
し
や
す
い
施

設
に
お
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
ま
た
、
令
和
３
年
度
ま
で
に
実
施
さ
れ
て
い
た
事
業
類
型
を
踏
ま
え
、
４
（
１
）

②
に
掲
げ
る
取
組
毎
に
複
数
施
設
等
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
施
設
等
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ

ー
」
と
す
る
必
要
は
な
く
、
実
施
主
体
や
施
設
毎
に
検
討
し
、
定
め
る
も
の
と
す

る
。「

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
」
や
「
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
」、
「
健
康
教

育
事
業
」
を
引
き
続
き
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
と
す
る
。
 

 
 
 
イ
 
相
談
指
導
や
講
演
会
及
び
研
修
養
成
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
に
応

じ
て
、
夜
間
又
は
休
日
等
の
時
間
帯
に
お
い
て
も
実
施
す
る
等
、
対
象
者
の
利
便

性
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
な
お
、
相
談
指
導
に
つ
い
て
は
、
相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
十
分
保
護
さ
れ

る
よ
う
、
独
立
の
室
を
用
い
る
と
と
も
に
、
相
談
室
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
 

 
 
 
ウ
 
対
象
者
が
相
談
対
応
の
内
容
や
対
応
時
間
、
所
在
地
等
を
容
易
に
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
し
、
対
象
者
が
訪
れ
や
す
い
店

舗
等
に
配
付
す
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
、
若
年
世
代
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
ツ

ー
ル
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
通
じ
た
広
報
活
動
等
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

 
エ
 
市
町
村
や
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
児
童
相
談
所
、
警
察
等
の
関
係
機
関
の
ほ
か
、
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か
、
相
談
事
業
を
行
う

NP
O
法
人
等
が
把
握
し
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
機
関

か
ら
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
に
確
実
に
つ
な
が
る
よ
う
、
性
と
健
康
の
相

談
セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
や
連
絡
先
、
役
割
等
に
つ
い
て
広
く
周
知
を
行
う
と
と

も
に
、
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
る
。
 

 
 
 
 
 

（
２
）
３
（
６
）
に
よ
る
産
科
婦
人
科
受
診
等
支
援
 

 
 
①
 
対
象
者
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
産
科
婦
人
科
受
診
等
へ
の
同
行
支
援
が
必
要
と
思
わ

れ
る
者
 

ア
 
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
妊
婦
（
出
産
後
の
養
育
に

つ
い
て
出
産
前
に
お
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
妊
婦

を
い
う
。
以
下
単
に
「
特
定
妊
婦
」
と
い
う
。）

と
疑
わ
れ
る
者
 

イ
 
妊
娠
や
性
に
関
す
る
疾
病
等
で
悩
ん
で
い
る
若
者
等
 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
 
産
科
婦
人
科
受
診
等
へ
の
同
行
支
援
が
必
要
と
思
わ
れ
る
者
を
把
握
し
た
場
合

に
、
面
談
・
訪
問
等
に
よ
り
そ
の
状
況
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
ア
及
び

イ
に
掲
げ
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
行
政
機
関
等
関
係
機
関
に
確
実
に
つ
な
ぐ
た

め
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
の
関

係
機
関
と
情
報
共
有
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
支
援
に
つ
い
て
、

必
要
に
応
じ
て
、
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
に
よ
る
伴
走
型
相
談
支
援
の
市
町
村

担
当
者
と
も
適
宜
連
携
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
産
科
婦
人
科
等
医
療
機
関
へ
の
同
行
支
援
 

イ
 
産
科
受
診
料
等
支
援
（
初
回
分
に
限
る
。）

 

 
 
③
 
留
意
事
項
 

ア
 
産
科
婦
人
科
等
医
療
機
関
へ
の
同
行
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限

り
複
数
の
者
で
対
応
す
る
な
ど
、
支
援
対
象
者
及
び
関
係
者
の
安
全
性
の
確
保
に

相
談
事
業
を
行
う

NP
O
法
人
等
が
把
握
し
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
機
関
か

ら
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
に
確
実
に
つ
な
が
る
よ
う
、
性
と
健
康
の
相
談

セ
ン
タ
ー
の
所
在
地
や
連
絡
先
、
役
割
等
に
つ
い
て
広
く
周
知
を
行
う
と
と
も

に
、
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
協
力
を
求
め
る
。
 

 
 

（
２
）
３
（
６
）
に
よ
る
産
科
婦
人
科
受
診
等
支
援
 

 
 
①
 
対
象
者
 

児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
出
産
後
の
養
育
に
つ
い
て
出
産

前
に
お
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
妊
婦
（
以
下
「
特
定
妊

婦
」
と
い
う
。）

と
疑
わ
れ
る
者
及
び

10
代
等
の
思
春
期
の
児
童
で
あ
っ
て
、
産
科

婦
人
科
受
診
が
必
要
と
思
わ
れ
る
者
 

  

②
 
内
容
 

 
 
 
 
特
定
妊
婦
及
び
思
春
期
の
児
童
で
あ
っ
て
、
産
科
婦
人
科
受
診
が
必
要
と
思
わ

れ
る
者
を
把
握
し
た
場
合
に
、
面
談
・
訪
問
に
よ
る
相
談
等
に
よ
り
そ
の
状
況
を
確

認
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
行
政

機
関
等
関
係
機
関
に
確
実
に
つ
な
ぐ
た
め
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
、

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
の
関
係
機
関
と
情
報
共
有
等
を
行
う
も
の
と
す

る
。
 

 

ア
 
産
科
婦
人
科
等
医
療
機
関
へ
の
同
行
支
援
 

イ
 
初
回
産
科
受
診
料
支
援
 

 
 
③
 
留
意
事
項
 

ア
 
産
科
婦
人
科
医
療
機
関
へ
の
同
行
支
援
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
で
き
る
限
り

複
数
の
者
で
対
応
す
る
な
ど
、
支
援
対
象
者
及
び
関
係
者
の
安
全
性
の
確
保
に
も
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も
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
支
援
対
象
者
が
遠
方
に
居
住
し
て
い
る
場
合
や
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン

タ
ー
の
支
援
担
当
者
に
よ
る
同
行
支
援
の
実
施
が
難
し
い
場
合
等
に
は
、
支
援
対

象
者
の
居
住
地
の
市
町
村
や
民
間
団
体
等
関
係
機
関
に
協
力
を
依
頼
す
る
な
ど
、

関
係
機
関
と
連
携
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

イ
 
産
科
受
診
料
等
支
援
（
初
回
分
に
限
る
。）

は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
に
対
す
る

助
成
と
す
る
。
た
だ
し
、
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
相
談
指
導
等
を

実
施
す
る
前
に
、
支
援
対
象
者
が
す
で
に
産
科
婦
人
科
等
医
療
機
関
を
受
診
し
て

い
た
場
合
は
、
対
象
外
と
す
る
。
 

ⅰ
 
明
ら
か
に
妊
娠
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
場
合
を
除
き
、
性
と
健
康
の
相
談

セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
市
販
の
妊
娠
検
査
薬
を
用
い
て
妊
娠
の
確
認
を
行
っ

た
上
で
、
医
療
機
関
に
お
い
て
実
施
し
た
妊
娠
の
判
定
に
要
す
る
費
用
 

ⅱ
 
性
感
染
症
や
月
経
等
に
関
す
る
受
診
費
用
 

ウ
 
関
係
機
関
で
情
報
共
有
を
行
う
際
に
は
、
支
援
対
象
者
（
未
成
年
の
場
合
は
そ

の
保
護
者
等
）
か
ら
事
前
に
同
意
を
得
る
な
ど
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
十

分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
３
）
３
（
７
）
に
よ
る
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る
相
談
支
援
等
 

 
 
①
 
対
象
者
 

 
 
 
 
10

代
等
若
年
で
性
や
妊
娠
に
関
す
る
問
題
で
悩
ん
で
い
る
者
や
、
若
年
に
限
ら

ず
、
特
定
妊
婦
と
疑
わ
れ
る
者
等
（
以
下
「
若
年
妊
婦
等
」
と
い
う
。）

 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
 
次
の
ア
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
イ
の
取
組

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
相
談
支
援
等
 

相
談
支
援
等
は
、
以
下
の
（
ア
）
～
（
エ
）
に
掲
げ
る
方
法
で
実
施
す
る
。
た

十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
支
援
対
象
者
が
遠
方
に
居
住
し
て
い
る
場
合
や
性
と
健
康
の
相
談
セ

ン
タ
ー
の
支
援
担
当
者
に
よ
る
同
行
支
援
の
実
施
が
難
し
い
場
合
等
に
は
、
支

援
対
象
者
の
居
住
地
の
市
町
村
や
民
間
団
体
等
関
係
機
関
に
協
力
を
依
頼
す
る

な
ど
、
関
係
機
関
と
連
携
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

イ
 
初
回
産
科
受
診
料
支
援
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
妊
娠
し
て
い
る
と
判
断
で
き

る
場
合
を
除
き
、
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
市
販
の
妊
娠
検
査

薬
を
用
い
て
妊
娠
の
確
認
を
行
っ
た
う
え
で
医
療
機
関
に
お
い
て
実
施
し
た
妊

娠
の
判
定
に
要
す
る
費
用
を
対
象
と
し
、
相
談
指
導
等
を
実
施
す
る
前
に
、
支
援

対
象
者
が
す
で
に
受
診
し
て
い
た
場
合
の
産
科
受
診
料
に
対
す
る
助
成
や
現
金

給
付
に
つ
い
て
は
対
象
外
と
す
る
。
 

  ウ
 
関
係
機
関
で
情
報
共
有
を
行
う
際
に
は
、
支
援
対
象
者
（
未
成
年
の
場
合
は
そ

の
保
護
者
等
）
か
ら
事
前
に
同
意
を
得
る
な
ど
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
十

分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
３
）
３
（
７
）
に
よ
る
若
年
妊
婦
等
に
対
す
る
相
談
支
援
等
 

 
 
①
 
対
象
者
 

 
 
 
 
10

代
等
若
年
で
性
や
妊
娠
に
関
す
る
問
題
で
悩
ん
で
い
る
者
や
、
若
年
に
限
ら

ず
、
特
定
妊
婦
と
疑
わ
れ
る
者
等
 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
 
次
の
ア
に
掲
げ
る
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
イ
の
取
組

を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

ア
 
相
談
支
援
等
 

相
談
支
援
等
は
、
以
下
の
（
ア
）
～
（
エ
）
に
掲
げ
る
方
法
で
実
施
す
る
。
但
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だ
し
、（

ア
）
～
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
、
必
ず
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
相
談
支
援
等
を
実
施
す
る
際
に
は
、
地
域
の
実
情
や
若
年
妊
婦
等
の
状

況
に
応
じ
て
、
夜
間
休
日
等
の
対
応
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
ア
）
窓
口
で
の
相
談
支
援
 

（
イ
）
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
 

（
ウ
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務
 

 
 
 ⅰ

 
本
事
業
等
に
よ
っ
て
把
握
し
た
若
年
妊
婦
等
を
継
続
的
に
支
援
し
て
 

い
く
た
め
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
婦
人
相
談
所
、
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
の
各
種
関
係

機
関
な
ど
、
幅
広
い
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 ⅱ

 
４
（
３
）
②
の
ウ
を
実
施
す
る
場
合
、
宿
泊
施
設
等
と
の
調
整
を
行
う

も
の
と
す
る
。
 

（
エ
）
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
 

 
 
 ⅰ

 
若
年
妊
婦
等
が
相
談
し
や
す
い
体
制
を
整
備
す
る
観
点
か
ら
、
Ｓ
Ｎ
 

Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
体
制
の
構
築
を
推
進
し
、
若
年
妊
婦
等
か
ら

の
相
談
に
多
様
な
選
択
肢
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
談
支
援
体
制
の

充
実
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 ⅱ

 
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
即
応
性
の
あ
る
文
字
情
報
等
に
よ
る
相
談
支

援
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
相
談
員
の
専
門
性
を
向
上
さ

せ
る
た
め
の
研
修
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
効
果
的
か
つ
円
滑
に

実
施
す
る
た
め
の
通
信
ロ
グ
等
の
分
析
・
研
究
、
相
談
支
援
の
技
法
の
開

発
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

相
談
員
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
又
は
電
話
相
談
の

知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
す
る
者
と
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
 

な
お
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
は
、
電
話
や
対
面
に
よ
る
相

し
、（

ア
）
～
（
ウ
）
に
つ
い
て
は
、
必
ず
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
相
談
支
援
等
を
実
施
す
る
際
に
は
、
地
域
の
実
情
や
若
年
妊
婦
等
の
状

況
に
応
じ
て
、
夜
間
休
日
等
の
対
応
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
ア
）
窓
口
相
談
 

（
イ
）
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
 

（
ウ
）
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
業
務
 

 
 
 ⅰ

 
本
事
業
等
に
よ
っ
て
把
握
し
た
若
年
妊
婦
等
を
継
続
的
に
支
援
し
て
 

い
く
た
め
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
婦
人
相
談
所
、
子
育
て
世
代

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
の
各
種
関
係

機
関
な
ど
、
幅
広
い
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 ⅱ

 
４
（
３
）
②
の
ウ
を
実
施
す
る
場
合
、
宿
泊
施
設
等
と
の
調
整
を
行
う

も
の
と
す
る
。
 

（
エ
）
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
 

 
 
 ⅰ

 
若
年
妊
婦
等
が
相
談
し
や
す
い
体
制
を
整
備
す
る
観
点
か
ら
、
Ｓ
Ｎ
 

Ｓ
等
を
活
用
し
、
相
談
体
制
の
構
築
を
推
進
し
、
若
年
妊
婦
等
か
ら
の
相

談
に
多
様
な
選
択
肢
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
談
体
制
の
充
実
を
図

る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 ⅱ

 
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
即
応
性
の
あ
る
文
字
情
報
等
に
よ
る
相
談
を

実
施
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
相
談
員
の
専
門
性
を
向
上
さ
せ
る

た
め
の
研
修
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
に
よ
る
相
談
の
効
果
的
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る

た
め
の
通
信
ロ
グ
等
の
分
析
・
研
究
、
相
談
技
法
の
開
発
等
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

相
談
員
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
又
は
電
話
相
談
の

知
識
及
び
経
験
を
有
し
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
す
る
者
と
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
 

な
お
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
は
、
電
話
相
談
や
対
面
に
よ
る
相
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新
 

旧
 

談
支
援
と
は
異
な
る
技
法
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
へ
の
委
託

を
行
う
場
合
も
含
め
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
支
援
に
関
す
る
知
識

や
経
験
を
有
し
て
い
な
い
相
談
員
を
選
考
す
る
場
合
は
、
相
談
支
援
を
開

始
す
る
前
に
必
要
な
研
修
等
を
行
う
な
ど
、
十
分
な
相
談
支
援
体
制
を
整

え
る
も
の
と
す
る
。
 

イ
 
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保
 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
や
継
続
的
な
相
談
支
援
等
の
過
程
に
お
い

て
、
若
年
妊
婦
等
の
居
所
が
不
安
定
で
あ
る
等
の
場
合
、
１
週
間
程
度
の
一
時
的

な
居
場
所
と
し
て
、
宿
泊
施
設
等
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
宿
泊
日
数
に
つ
い
て
は
、
上
記
を
目
安
と
し
て
、
状
況
に
応
じ
て
適
切

に
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
若
年
妊
婦
等
が
再
び
居
所
が
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
な
い
よ
う
、
関

係
機
関
と
連
携
を
行
い
、
確
実
に
次
の
支
援
に
繋
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
③
 
留
意
事
項
 

ア
 
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
婦
人
相
談
所
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
の
各
種
関
係
機
関
と
、
定
期
的
な
協
議
会

を
開
催
す
る
な
ど
、
若
年
妊
婦
等
を
突
発
的
に
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で

も
適
切
に
支
援
が
行
え
る
よ
う
、
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
 

イ
 
本
事
業
と
同
趣
旨
の
事
業
に
よ
り
別
の
補
助
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
本
事
業

に
よ
る
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

 （
４
）
３
（
８
）
に
よ
る
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
支
援
 

 
 
①
 
対
象
者
 

 
 
 
 
出
生
前
検
査
を
受
け
た
者
、
受
検
を
検
討
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
家
族
 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
ア
 
相
談
支
援
 

談
と
は
異
な
る
相
談
技
法
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
第
三
者
へ
の
委
託

を
行
う
場
合
も
含
め
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
た
相
談
に
関
す
る
知
識
及
び

経
験
を
有
し
て
い
な
い
相
談
員
を
選
考
す
る
場
合
は
、
相
談
を
開
始
す
る

前
に
必
要
な
研
修
等
を
行
う
な
ど
、
十
分
な
相
談
体
制
を
整
え
る
も
の
と

す
る
。
 

イ
 
緊
急
一
時
的
な
居
場
所
の
確
保
 

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
や
継
続
的
な
相
談
支
援
等
の
過
程
に
お
い

て
、
若
年
妊
婦
等
の
居
所
が
不
安
定
で
あ
る
等
の
場
合
、
１
週
間
程
度
の
一
時
的

な
居
場
所
と
し
て
、
宿
泊
施
設
等
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
宿
泊
日
数
に
つ
い
て
は
、
上
記
を
目
安
と
し
て
、
状
況
に
応
じ
て
適
切

に
判
断
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
若
年
妊
婦
等
が
再
び
居
所
不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
な
い
よ
う
、
関
係

機
関
と
連
携
を
行
い
、
確
実
に
次
の
支
援
に
繋
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
③
 
留
意
事
項
 

ア
 
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談
所
、
婦
人
相
談
所
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
等
の
各
種
関
係
機
関
と
、
定
期
的
な
協
議
会

を
開
催
す
る
な
ど
、
若
年
妊
婦
等
を
突
発
的
に
支
援
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で

も
適
切
に
支
援
が
行
え
る
よ
う
、
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
 

イ
 
本
事
業
と
同
趣
旨
の
事
業
に
よ
り
別
の
補
助
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
本
事
業

に
よ
る
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

 （
４
）
３
（
８
）
に
よ
る
出
生
前
遺
伝
学
的
検
査
に
関
す
る
専
門
的
な
相
談
支
援
 

 
 
①
 
対
象
者
 

 
 
 
 
出
生
前
検
査
を
受
け
た
者
、
受
検
を
検
討
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
家
族
 

 
 
②
 
内
容
 

 
 
 
ア
 
相
談
支
援
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新
 

旧
 

 
 
 
 
 
出
生
前
検
査
を
受
け
た
者
、
受
検
を
検
討
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
、
専
門
的
な
相
談
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
イ
 
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等
 

 
 
 
 
 
出
生
前
検
査
に
関
す
る
知
識
の
習
得
や
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
行
う
た
め

に
必
要
と
な
る
事
務
等
に
対
す
る
補
助
を
行
う
こ
と
で
、
円
滑
な
相
談
支
援
の

実
施
を
図
る
。
 

 
 
③
 
留
意
事
項
 

必
要
に
応
じ
、
市
町
村
の
子
育
て
関
係
部
署
及
び
障
害
福
祉
関
係
部
署
と
の
連

携
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
５
）
３
（
９
）
に
よ
る
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
１
母
子
感
染
対
策
協
議
会
の
設
置
等
 

 
 
①
 
内
容
 

ア
 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
協
議
会
の
設
置
 

（
ア
）
都
道
府
県
は
、
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
の
体
制
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
 

行
政
機
関
、
医
療
関
係
団
体
、
有
識
者
等
を
も
っ
て
構
成
す
る

HT
LV
-1

母
子

感
染
対
策
協
議
会
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
イ
）
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
協
議
会
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
検
討
及
び
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 ⅰ

 
妊
婦
に
対
す
る

HT
LV
-1

抗
体
検
査
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅱ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
係
る
相
談
窓
口
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅲ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
関
す
る
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅳ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
携
わ
る
関
係
者
の
研
修
及
び
そ
の
他
保
健
指

導
の
向
上
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅴ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
係
る
医
療
機
関
の
連
携
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅵ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅶ

 
そ
の
他

HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
 
出
生
前
検
査
を
受
け
た
者
、
受
検
を
検
討
し
て
い
る
者
又
は
そ
の
家
族
に
対

し
、
専
門
的
な
相
談
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
イ
 
相
談
支
援
員
へ
の
研
修
等
 

 
 
 
 
 
出
生
前
検
査
に
関
す
る
知
識
の
習
得
や
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
行
う
た
め

に
必
要
と
な
る
事
務
等
に
対
す
る
補
助
を
行
う
こ
と
で
、
円
滑
な
相
談
支
援
の

実
施
を
図
る
。
 

 
 
③
 
留
意
事
項
 

必
要
に
応
じ
、
市
町
村
の
子
育
て
関
係
部
署
及
び
障
害
福
祉
関
係
部
署
と
の
連

携
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
５
）
３
（
９
）
に
よ
る
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
－
１
母
子
感
染
対
策
協
議
会
の
設
置
等
 

 
 
①
 
内
容
 

ア
 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
協
議
会
の
設
置
 

（
ア
）
都
道
府
県
は
、
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
の
体
制
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
 

行
政
機
関
、
医
療
関
係
団
体
、
有
識
者
等
を
も
っ
て
構
成
す
る

HT
LV
-1

母
子

感
染
対
策
協
議
会
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
イ
）
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
協
議
会
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
検
討
及
び
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 ⅰ

 
妊
婦
に
対
す
る

HT
LV
-1

抗
体
検
査
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅱ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
係
る
相
談
窓
口
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅲ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
関
す
る
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅳ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
携
わ
る
関
係
者
の
研
修
及
び
そ
の
他
保
健
指

導
の
向
上
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅴ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
係
る
医
療
機
関
の
連
携
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅵ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 ⅶ

 
そ
の
他

HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項
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新
 

旧
 

イ
 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
関
係
者
研
修
事
業
 

（
ア
）
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て

HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
携
わ
る
医

師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
市
区
町
村
の
職
員
等
に
対
し
、
HT
LV
-1

母
子
感
染
対

策
に
必
要
な
基
本
的
・
専
門
的
知
識
等
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

（
イ
）
研
修
す
る
事
項
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 ⅰ

 
HT
LV
-1

及
び

HT
LV
-1

感
染
が
原
因
で
発
症
す
る
疾
病
（
成
人

T
細
胞

白
血
病
等
）
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 

 
 
 ⅱ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 

 
 
 ⅲ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
係
る
保
健
指
導
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
 

事
項
 

 
 
 ⅳ

 
そ
の
他

HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
関
し
て
必
要
な
事
項
 

ウ
 
HT
LV
-1

母
子
感
染
普
及
啓
発
事
業
 

都
道
府
県
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー
等
を
作
成
す
る
等
に
よ
り
、
 

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
つ
い
て
妊
婦
等
へ
普
及
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
②
 
留
意
事
項
 

事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
通
知
を
参
考
に
す
る
こ
と
。
 

「
ヒ
ト
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
-１

型
（
HT
LV
-1
）
母
子
感
染
に
関
す
る
情
報
の
提
供

に
つ
い
て
」（

平
成

22
年
６
月
８
日
雇
児
母
発

06
08

第
２
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
通
知
）、
「
妊
婦
健
康
診
査
に
お
け
る
ヒ
ト
白
血

病
ウ
イ
ル
ス
-1

型
（
HT
LV
-1
）
抗
体
検
査
の
実
施
に
つ
い
て
」（

平
成

22
年

11
月

１
日
雇
児
母
発

11
01

第
２
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課

長
通
知
）、
「
HT
LV
-1

総
合
対
策
に
つ
い
て
」（

平
成

22
年

12
月

20
日
健
発

12
20

第
５
号
、
雇
児
発

12
20

第
１
号
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
、
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
連
名
通
知
）
 

 

イ
 
HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
関
係
者
研
修
事
業
 

（
ア
）
都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て

HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
携
わ
る
医

師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
市
区
町
村
の
職
員
等
に
対
し
、
HT
LV
-1

母
子
感
染

対
策
に
必
要
な
基
本
的
・
専
門
的
知
識
等
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
を
行

う
も
の
と
す
る
。
 

（
イ
）
研
修
す
る
事
項
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
 ⅰ

 
HT
LV
-1

及
び

HT
LV
-1

感
染
が
原
因
で
発
症
す
る
疾
病
（
成
人

T
細
胞

白
血
病
等
）
 に

関
す
る
基
本
的
事
項
 

 
 
 ⅱ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
関
す
る
基
本
的
事
項
 

 
 
 ⅲ

 
HT
LV
-1

母
子
感
染
に
係
る
保
健
指
導
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る

事
項
 

 
 
 ⅳ

 
そ
の
他

HT
LV
-1

母
子
感
染
対
策
に
関
し
て
必
要
な
事
項
 

ウ
 
HT
LV
-1

母
子
感
染
普
及
啓
発
事
業
 

都
道
府
県
は
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
ポ
ス
タ
ー
等
を
作
成
す
る
等
に
よ
り
、
 

HT
LV
-1

母
子
感
染
に
つ
い
て
妊
婦
等
へ
普
及
啓
発
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
②
 
留
意
事
項
 

事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
通
知
を
参
考
に
す
る
こ
と
。
 

「
ヒ
ト
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
-１

型
（
HT
LV
-1
）
母
子
感
染
に
関
す
る
情
報
の
提
供

に
つ
い
て
」（

平
成

22
年
６
月
８
日
雇
児
母
発

06
08

第
２
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
通
知
）、
「
妊
婦
健
康
診
査
に
お
け
る
ヒ
ト
白
血

病
ウ
イ
ル
ス
-1

型
（
HT
LV
-1
）
抗
体
検
査
の
実
施
に
つ
い
て
」（

平
成

22
年

11
月

１
日
雇
児
母
発

11
01

第
２
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
母
子
保
健
課

長
通
知
）、
「
HT
LV
-1

総
合
対
策
に
つ
い
て
」（

平
成

22
年

12
月

20
日
健
発

12
20

第
５
号
、
雇
児
発

12
20

第
１
号
、
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
、
雇
用
均
等
・
児
童
家

庭
局
長
連
名
通
知
）
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新
 

旧
 

（
６
）
３
（
10
）
に
よ
る
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
等
の
支
援
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
 

 
 
①
 
内
容
 

 
 
 
以
下
の
ア
及
び
イ
の
事
業
を
実
施
す
る
。
な
お
、
ア
又
は
イ
を
単
独
で
実
施
す
る
こ

と
も
差
し
支
え
な
い
。
 
 

ア
 
不
妊
症
・
不
育
症
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援
 

以
下
の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
事
業
を
実
施
す
る
。
 

（
ア
）
不
妊
症
・
不
育
症
の
診
療
を
行
う
医
療
機
関
や
、
相
談
支
援
等
を
行
う
自
治

体
、
当
事
者
団
体
等
の
関
係
者
等
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
の
開
催
 

（
イ
）
不
妊
症
・
不
育
症
の
心
理
社
会
的
支
援
に
係
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
配
置
し
、

相
談
支
援
を
実
施
 

（
ウ
）
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
紹
介
の
実
施
 

イ
 
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
活
動
等
へ
の
支
援
 

 
 
当
事
者
団
体
等
に
よ
る
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
活
動
等
へ
の
支
援
の
実
施
 

 
 
②
 
留
意
事
項
 

ア
 
当
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
を
受
託
し
て
い

る
団
体
と
、
別
の
団
体
等
へ
委
託
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
必
ず
性
と
健
康

の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
を
受
託
し
て
い
る
団
体
と
連
携
す
る
こ
と
。
ま
た
、
事
業

の
対
象
と
し
て
流
産
・
死
産
等
を
経
験
し
た
方
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
や
ピ
ア
・

サ
ポ
ー
ト
活
動
等
へ
の
支
援
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
妊
症
・
不
育
症
患
者

へ
の
支
援
と
区
別
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

イ
 
４
（
６
）
①
の
ア
（
ア
）
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
４
（
６
）
①
の
ア
（
ア
）

に
記
載
し
た
団
体
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
多
様
な
関
係
者
を
協
議
会
の
構

成
員
と
す
る
こ
と
。
 

(削
除
) 

 

 

（
６
）
３
（
10
）
に
よ
る
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
等
の
支
援
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
 

 
 
①
 
内
容
 
 
 

以
下
の
ア
か
ら
エ
の
事
業
を
実
施
す
る
。
 

 

ア
 
不
妊
症
・
不
育
症
の
診
療
を
行
う
医
療
機
関
や
、
相
談
支
援
等
を
行
う
自
治

体
、
当
事
者
団
体
等
の
関
係
者
等
で
構
成
さ
れ
る
協
議
会
等
の
開
催
 

イ
 
当
事
者
団
体
等
に
よ
る
ピ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
活
動
等
へ
の
支
援
の
実
施
 

ウ
 
不
妊
症
・
不
育
症
の
心
理
社
会
的
支
援
に
係
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
配
置
し
、
相

談
支
援
を
実
施
 

エ
 
不
妊
症
・
不
育
症
患
者
へ
の
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
紹
介
の
実
施
 

  

  
 
②
 
留
意
事
項
 

ア
 
当
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
性
と
健
康
の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
を
受
託
し
て
い

る
団
体
と
、
別
の
団
体
等
へ
委
託
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
必
ず
性
と
健
康

の
相
談
セ
ン
タ
ー
事
業
を
受
託
し
て
い
る
団
体
と
連
携
す
る
こ
と
。
ま
た
、
事
業

の
対
象
と
し
て
流
産
・
死
産
等
を
経
験
し
た
方
へ
の
心
理
社
会
的
支
援
や
ピ
ア
・

サ
ポ
ー
ト
活
動
等
へ
の
支
援
も
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
不
妊
症
・
不
育
症
患
者

へ
の
支
援
と
区
別
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

イ
 
４
（
６
）
①
の
ア
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
４
（
６
）
①
の
ア
に
記
載
し
た

団
体
な
ど
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
多
様
な
関
係
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
す
る

こ
と
。
 

ウ
 
４
（
６
）
①
の
イ
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
当
事
者
団
体
の
他
、
ピ
ア
サ
ポ

ー
タ
ー
の
研
修
を
受
講
し
た
者
な
ど
、
不
妊
症
・
不
育
症
に
知
見
が
有
り
、
不
妊

治
療
患
者
等
に
対
し
て
寄
り
添
っ
た
支
援
を
行
え
る
者
が
実
施
す
る
こ
と
。
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新
 

旧
 

ウ
 
４
（
６
）
①
の
ア
（
イ
）
の
実
施
に
当
た
り
配
置
さ
れ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
つ

い
て
は
、
不
妊
症
・
不
育
症
に
係
る
最
新
の
知
識
を
有
す
る
た
め
、
定
期
的
な
研

修
参
加
等
に
努
め
る
こ
と
。
 

エ
 
４
（
６
）
①
の
ア
（
ウ
）
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
ま
た
、
こ
ど
も
を
持
ち
た

い
と
願
う
家
庭
の
選
択
肢
と
し
て
、
早
い
段
階
か
ら
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組

制
度
に
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
児
童
相
談
所
や
民
間
フ
ォ
ス

タ
リ
ン
グ
機
関
等
と
連
携
し
、
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発
等
を
実

施
す
る
こ
と
。
 

オ
 
４
（
６
）
①
の
イ
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
、
当
事
者
団
体
の
他
、
ピ
ア
サ
ポ

ー
タ
ー
の
研
修
を
受
講
し
た
者
な
ど
、
不
妊
症
・
不
育
症
の
知
見
を
有
し
、
不
妊

治
療
患
者
等
に
対
し
て
寄
り
添
っ
た
支
援
を
行
え
る
者
が
実
施
す
る
こ
と
。
 

 

              

エ
 
４
（
６
）
①
の
ウ
の
実
施
に
当
た
り
配
置
さ
れ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、

不
妊
症
・
不
育
症
に
係
る
最
新
の
知
識
を
有
す
る
た
め
、
定
期
的
な
研
修
参
加
等

に
努
め
る
こ
と
。
 

オ
 
４
（
６
）
①
の
エ
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
ま
た
、
子
ど
も
を
持
ち
た
い
と
願

う
家
庭
の
選
択
肢
と
し
て
、
早
い
段
階
か
ら
里
親
制
度
や
特
別
養
子
縁
組
制
度
に

興
味
・
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
児
童
相
談
所
や
民
間
フ
ォ
ス
タ
リ
ン

グ
機
関
等
と
連
携
し
、
里
親
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
啓
発
等
を
実
施
す
る

こ
と
。
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新
 

旧
 

別
添
３
 

 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

（
略
）
 

    ２
 
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
 

た
だ
し
、
４
（
２
）
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
内
の
支
援
対
象
で
あ
る
多
胎
妊
産
婦
が
少

人
数
で
あ
る
場
合
な
ど
に
、
当
該
市
町
村
に
代
わ
っ
て
、
都
道
府
県
が
実
施
主
体
と
な
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
者
 

（
略
）
 

    

４
 
事
業
の
実
施
方
法
及
び
内
容
 

 
 
以
下
の
（
１
）
～
（
４
）
の
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、（

２
）
及
び
（
３
）
に

別
添
３
 

 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

妊
産
婦
等
が
抱
え
る
妊
娠
・
出
産
や
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
等
に
つ
い
て
、
子
育
て
経

験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
等
の
相
談
し
や
す
い
「
話
し
相
手
」
又
は
助
産
師
等
の
専
門
家
等
に

よ
る
相
談
支
援
等
を
行
い
、
家
庭
や
地
域
で
の
妊
産
婦
等
の
孤
立
感
の
解
消
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
と
す
る
。
 

   

な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
者
 

身
近
に
相
談
で
き
る
者
が
い
な
い
な
ど
、
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ
れ
る

妊
産
婦
及
び
そ
の
家
族
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。）

 

ま
た
、
４
（
２
）
②
に
つ
い
て
、
２
歳
程
度
ま
で
の
多
胎
児
を
育
児
す
る
者
を
対
象
者

の
目
安
と
し
、
個
別
の
事
情
を
踏
ま
え
て
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
。
 

 

４
 
事
業
の
実
施
方
法
及
び
内
容
 

 
 
以
下
の
（
１
）
～
（
４
）
の
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。
な
お
、（

２
）
及
び
（
３
）
に
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新
 

旧
 

つ
い
て
は
、
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
 

（
１
）
相
談
支
援
等
 

次
の
①
の
（
ア
）
又
は
（
イ
）
の
実
施
方
法
に
よ
り
、
②
の
（
ア
）
か
ら
（
オ
）

の
内
容
を
実
施
す
る
。
 

①
 
実
施
方
法
 

 
 
 
 
（
ア
）
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
型
 

 
 
 
 
 
 
実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
く
等
に
よ
り
、
個
別
に
相
談
等
に
対

応
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
（
イ
）
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
参
加
）
型
 

 
 
 
 
 
 
公
共
施
設
等
を
活
用
し
、
集
団
形
式
等
に
よ
り
、
同
じ
悩
み
等
を
有
す
る
利

用
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
こ
と
。
 

②
 
内
容
 

 
 
 
 
（
ア
）
利
用
者
の
悩
み
相
談
対
応
や
サ
ポ
ー
ト
 

 
 
 
 
（
イ
）
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援
 

 
 
 
 
（
ウ
）
妊
産
婦
等
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
者
の
募
集
 

 
 
 
 
（
エ
）
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等
に
対
し
て
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト

に
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催
 

 
 
 
 
（
オ
）
母
子
保
健
関
係
機
関
、
関
係
事
業
と
の
連
絡
調
整
 

（
２
）
多
胎
妊
産
婦
等
支
援
 

 
 
 
①
 
多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業
 

多
胎
児
の
育
児
経
験
者
家
族
と
の
交
流
会
等
の
実
施
や
、
多
胎
妊
婦
が
入
院
し

て
い
る
場
合
、
外
出
が
困
難
な
場
合
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
多
胎
児
の
育
児
経
験

者
に
よ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
の
相
談
支
援
を
実
施
す
る
。
 

 
 
 
②
 
多
胎
妊
産
婦
等
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業
 

多
胎
妊
産
婦
や
多
胎
家
庭
（
以
下
、「

多
胎
妊
産
婦
等
」
と
い
う
。）

の
も
と
へ

サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
し
、
外
出
時
の
補
助
や
、
日
常
の
育
児
に
関
す
る
介
助
を
行

つ
い
て
は
、
単
独
で
実
施
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
 

（
１
）
相
談
支
援
等
 

次
の
①
の
（
ア
）
又
は
（
イ
）
の
実
施
方
法
に
よ
り
、
②
の
（
ア
）
か
ら
（
オ
）

の
内
容
を
実
施
す
る
。
 

①
 
実
施
方
法
 

 
 
 
 
（
ア
）
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
（
パ
ー
ト
ナ
ー
）
型
 

 
 
 
 
 
 
実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
く
等
に
よ
り
、
個
別
に
相
談
等
に
対

応
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
（
イ
）
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
参
加
）
型
 

 
 
 
 
 
 
公
共
施
設
等
を
活
用
し
、
集
団
形
式
等
に
よ
り
、
同
じ
悩
み
等
を
有
す
る
利

用
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
こ
と
。
 

②
 
内
容
 

 
 
 
 
（
ア
）
利
用
者
の
悩
み
相
談
対
応
や
サ
ポ
ー
ト
 

 
 
 
 
（
イ
）
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援
 

 
 
 
 
（
ウ
）
妊
産
婦
等
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
者
の
募
集
 

 
 
 
 
（
エ
）
子
育
て
経
験
者
や
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等
に
対
し
て
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト

に
必
要
な
知
識
を
付
与
す
る
講
習
会
の
開
催
 

 
 
 
 
（
オ
）
母
子
保
健
関
係
機
関
、
関
係
事
業
と
の
連
絡
調
整
 

（
２
）
多
胎
妊
産
婦
等
支
援
 

 
 
 
①
 
多
胎
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
事
業
 

多
胎
児
の
育
児
経
験
者
家
族
と
の
交
流
会
等
の
実
施
や
、
多
胎
妊
婦
が
入
院
し

て
い
る
場
合
や
、
外
出
が
困
難
な
場
合
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
多
胎
児
の
育
児
経

験
者
に
よ
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
で
の
相
談
支
援
を
実
施
す
る
。
 

 
 
 
②
 
多
胎
妊
産
婦
等
サ
ポ
ー
タ
ー
等
事
業
 

多
胎
妊
産
婦
や
多
胎
家
庭
（
以
下
、「

多
胎
妊
産
婦
等
」
と
い
う
。）

の
も
と
へ

サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
し
、
外
出
時
の
補
助
や
、
日
常
の
育
児
に
関
す
る
介
助
を
行

137



新
 

旧
 

う
。
ま
た
、
当
該
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
す
る
前
に
、
多
胎
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
に

際
し
て
必
要
な
知
識
等
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。
 

（
３
）
妊
産
婦
等
へ
の
育
児
用
品
等
に
よ
る
支
援
 

妊
産
婦
等
の
状
況
確
認
や
医
療
提
供
体
制
・
相
談
支
援
体
制
に
関
す
る
情
報
提
供

に
つ
い
て
、
直
接
面
談
に
よ
り
行
う
機
会
を
設
け
る
た
め
、
市
区
町
村
の
創
意
工
夫

を
活
か
し
た
取
組
を
実
施
す
る
。
 

 
  
（
例
）
葉
酸
サ
プ
リ
や
母
子
栄
養
食
品
、
育
児
用
品
の
支
給
（
紙
お
む
つ
等
）
 な

ど
 

 
（
４
）
出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
に
対
す
る
支
援
 

 
 
 
①
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
援
等
 

 
 
 
以
下
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
の

共
有
や
情
報
交
換
、
こ
ど
も
や
父
親
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
子
育
て
の
方

法
を
学
ぶ
場
と
し
て
、
継
続
的
な
支
援
を
行
う
。
 

（
ア
）
父
親
の
交
流
会
等
の
実
施
 

（
イ
）
子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
に
よ
る
個
別
の
相
談
支
援
の
実
施
 

 
 
 
②
 
父
親
相
談
支
援
 

以
下
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
妻
の
妊
娠
・
出
産
や
こ
ど

も
の
誕
生
・
成
長
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
父
親
自
身
に
お
け
る
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
や

生
活
環
境
の
急
激
な
変
化
に
関
す
る
悩
み
や
う
つ
状
態
へ
の
支
援
を
行
う
。
 

 
 
 
 
（
ア
）
以
下
の
（
イ
）
の
研
修
を
受
け
た
者
又
は
当
該
者
と
同
等
の
知
識
を
有
す

る
者
に
よ
る
相
談
支
援
の
実
施
 

 
 
 
 
（
イ
）
父
親
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
に
当
た
り
、
必
要
と
な
る
知
識
を
修
得

す
る
た
め
の
研
修
の
実
施
 

 ５
 
実
施
担
当
者
 

（
略
）
 

う
。
ま
た
、
当
該
サ
ポ
ー
タ
ー
を
派
遣
す
る
前
に
、
多
胎
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
に

際
し
て
必
要
な
知
識
等
を
修
得
す
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。
 

（
３
）
妊
産
婦
等
へ
の
育
児
用
品
等
に
よ
る
支
援
 

妊
産
婦
等
の
状
況
確
認
や
医
療
提
供
体
制
・
相
談
支
援
体
制
に
関
す
る
情
報
提
供

に
つ
い
て
、
直
接
面
談
に
よ
り
行
う
機
会
を
設
け
る
た
め
、
市
区
町
村
の
創
意
工
夫

を
活
か
し
た
取
組
を
実
施
す
る
。
 

 
  
（
例
）
葉
酸
サ
プ
リ
や
母
子
栄
養
食
品
、
育
児
用
品
の
支
給
（
紙
お
む
つ
等
）
 な

ど
 

 
（
４
）
出
産
や
子
育
て
に
悩
む
父
親
に
対
す
る
支
援
 

 
 
 
①
 
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
援
等
 

 
 
 
以
下
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
子
育
て
に
関
す
る
悩
み
の

共
有
や
情
報
交
換
や
、
子
ど
も
や
父
親
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
子
育
て
の

方
法
を
学
ぶ
場
と
し
て
、
継
続
的
な
支
援
を
行
う
 

（
ア
）
父
親
の
交
流
会
等
の
実
施
 

（
イ
）
子
育
て
経
験
の
あ
る
父
親
に
よ
る
個
別
の
相
談
支
援
の
実
施
 

 
 
 
②
 
父
親
相
談
支
援
 

以
下
の
（
ア
）
及
び
（
イ
）
を
実
施
す
る
事
で
、
妻
の
妊
娠
・
出
産
や
子
ど
も

の
誕
生
・
成
長
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
父
親
自
身
に
お
け
る
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
や
生

活
環
境
の
急
激
な
変
化
に
関
す
る
悩
み
や
う
つ
状
態
へ
の
支
援
を
行
う
。
 

 
 
 
 
（
ア
）
以
下
の
（
イ
）
の
研
修
を
受
け
た
者
、
も
し
く
は
同
等
の
知
識
を
有
す
る

者
に
よ
る
相
談
の
実
施
 

 
 
 
 
（
イ
）
父
親
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
に
当
た
り
、
必
要
と
な
る
知
識
を
修
得

す
る
た
め
の
研
修
の
実
施
。
 

 ５
 
実
施
担
当
者
 

次
の
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
必
要
に
応
じ
て
配
置
す
る
こ
と
。
た
だ
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 ６
 
母
子
保
健
関
係
機
関
等
と
の
連
携
体
制
の
整
備
 

（
略
）
 

  ７
 
留
意
事
項
 

 
（
１
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
等
に

よ
り
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
提
供
が
行

わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

 
（
２
）
妊
娠
の
届
出
等
に
お
い
て
、
多
胎
妊
産
婦
等
を
把
握
し
た
場
合
、
本
事
業
の
利
用

に
つ
い
て
の
意
思
確
認
や
利
用
に
際
し
て
の
申
請
を
、
新
生
児
訪
問
等
の
際
に
受

け
付
け
る
な
ど
、
多
胎
妊
産
婦
等
の
状
況
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
方
法
に
よ
り
対
応

を
行
う
こ
と
。
 

 
（
３
）
４
（
２
）
を
実
施
す
る
場
合
、
多
胎
育
児
の
経
験
の
あ
る
家
庭
や
、
対
象
と
な
る

多
胎
妊
産
婦
等
が
少
な
い
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
他
市
町
村
と
共
同
で
実
施

す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
費
を
適
切
に
案
分
す
る
な
ど
、
市
町

村
間
で
調
整
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
 

し
、
４
（
１
）
②
（
イ
）
の
産
前
・
産
後
の
心
身
の
不
調
に
関
す
る
相
談
支
援
は
、（

１
）

に
掲
げ
る
専
門
職
を
担
当
者
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
利
用
者
に
直
接
支
援
を

行
う
者
に
対
し
て
講
習
会
を
実
施
す
る
等
、
利
用
者
に
対
す
る
適
切
な
支
援
が
行
え
る
よ

う
配
慮
す
る
こ
と
。
 

（
１
）
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
 

（
２
）
子
育
て
経
験
者
、
シ
ニ
ア
世
代
の
者
等
 

（
３
）
そ
の
他
支
援
、
援
助
活
動
の
調
整
等
の
事
務
を
行
う
者
 

（
４
）
４
（
２
）
②
に
つ
い
て
は
、
多
胎
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
に
関
す
る
研
修
を
受
け
て

い
る
等
必
要
な
知
識
・
経
験
を
有
す
る
者
 

 ６
 
母
子
保
健
関
係
機
関
等
と
の
連
携
体
制
の
整
備
 

事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携

を
図
る
こ
と
。
 

 ７
 
留
意
事
項
 

 
（
１
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
等
に

よ
り
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
提
供
が
行

わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

 
（
２
）
妊
娠
の
届
出
等
に
お
い
て
、
多
胎
妊
産
婦
等
を
把
握
し
た
場
合
、
本
事
業
の
利
用

に
つ
い
て
の
意
思
確
認
や
利
用
に
際
し
て
の
申
請
を
、
新
生
児
訪
問
等
の
際
に
受

け
付
け
る
な
ど
、
多
胎
妊
産
婦
等
の
状
況
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
方
法
に
よ
り
対
応

を
行
う
こ
と
。
 

 
（
３
）
４
（
２
）
を
実
施
す
る
場
合
、
多
胎
育
児
の
経
験
の
あ
る
家
庭
や
、
対
象
と
な
る

多
胎
妊
産
婦
等
が
少
な
い
な
ど
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
他
市
町
村
と
共
同
で
実
施

す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
事
業
費
を
適
切
に
案
分
す
る
な
ど
、
市
町

村
間
で
調
整
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
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（
４
）
都
道
府
県
が
市
町
村
に
代
わ
っ
て
４
（
２
）
を
実
施
す
る
場
合
、
当
該
都
道
府
県

は
、
当
該
市
町
村
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
協
議
す
る
と
と
も
に
、
事
業
の
実
施
に

当
た
っ
て
必
要
な
情
報
の
共
有
を
適
宜
行
う
な
ど
、十

分
な
連
携
体
制
を
構
築
す
る

こ
と
。
 

（
５
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
効
果
的
な
支
援
の
実
施
の
た
め
、
個
人
情
報

の
適
正
な
管
理
に
十
分
配
慮
し
た
上
で
、
関
係
者
間
で
の
個
人
情
報
の
共
有
に
努

め
る
と
と
も
に
、
事
業
の
実
施
に
携
わ
る
職
員
等
が
業
務
上
知
り
得
た
情
報
を
漏

ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の
厳
格
な
取
扱
い
に
つ
い
て
職
員
等
に
周
知

徹
底
を
図
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
 

ま
た
、
原
則
と
し
て
関
係
機
関
で
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
支
援
対

象
者
か
ら
支
援
開
始
時
点
に
同
意
を
得
て
お
く
こ
と
。
 

な
お
、
事
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
委
託
先
と
の
契
約
に
お
い
て
明

確
に
定
め
る
こ
と
。
 

（
６
）
支
援
に
お
け
る
こ
ど
も
の
事
故
の
み
な
ら
ず
、
支
援
対
象
者
及
び
関
係
者
の
安

全
性
の
確
保
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
 

（
７
）
次
に
掲
げ
る
事
業
は
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

①
 
講
習
会
等
に
よ
る
集
団
指
導
（
両
親
学
級
、
母
親
学
級
、
育
児
学
級
等
）
 
 

②
 
新
生
児
訪
問
指
導
及
び
妊
産
婦
訪
問
指
導
 

③
 
子
育
て
経
験
者
、
ヘ
ル
パ
ー
等
が
実
施
す
る
家
事
援
助
（
但
し
、
４
（
２
）
 

②
を
除
く
）
 

④
 
一
方
的
な
情
報
発
信
の
み
で
相
談
対
応
を
行
わ
な
い
事
業
 

⑤
 
全
て
の
妊
産
婦
等
に
利
用
券
を
配
布
す
る
等
、
対
象
者
又
は
実
施
内
容
が
不
 

特
定
の
事
業
（
但
し
、
４
（
３
）
を
除
く
）
 

（
８
）
４
（
３
）
を
実
施
す
る
場
合
、
早
期
に
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
た
め
、
必
ず
妊
産
婦
等
と
の
接
触
を
図
る
こ
と
 

（
９
）
よ
り
多
く
の
妊
産
婦
等
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
事
業
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
広
報

    

（
４
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
効
果
的
な
支
援
の
実
施
の
た
め
、
個
人
情
報

の
適
正
な
管
理
に
十
分
配
慮
し
た
上
で
、
関
係
者
間
で
の
個
人
情
報
の
共
有
に
努

め
る
と
と
も
に
、
事
業
の
実
施
に
携
わ
る
職
員
等
が
業
務
上
知
り
得
た
情
報
を
漏

ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の
厳
格
な
取
扱
い
に
つ
い
て
職
員
等
に
周
知

徹
底
を
図
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
 

ま
た
、
原
則
と
し
て
関
係
機
関
で
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
支
援
対

象
者
か
ら
支
援
開
始
時
点
に
同
意
を
得
て
お
く
こ
と
。
 

な
お
、
事
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
委
託
先
と
の
契
約
に
お
い
て
明

確
に
定
め
る
こ
と
。
 

（
５
）
支
援
に
お
け
る
子
ど
も
の
事
故
の
み
な
ら
ず
、
支
援
対
象
者
及
び
関
係
者
の
安

全
性
の
確
保
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
 

（
６
）
次
に
掲
げ
る
事
業
は
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

①
 
講
習
会
等
に
よ
る
集
団
指
導
（
両
親
学
級
、
母
親
学
級
、
育
児
学
級
等
）
 
 

②
 
新
生
児
訪
問
指
導
及
び
妊
産
婦
訪
問
指
導
 

③
 
子
育
て
経
験
者
、
ヘ
ル
パ
ー
等
が
実
施
す
る
家
事
援
助
（
但
し
、
４
（
２
）

②
を
除
く
）
 

④
 
一
方
的
な
情
報
発
信
の
み
で
相
談
対
応
を
行
わ
な
い
事
業
 

⑤
 
全
て
の
妊
産
婦
等
に
利
用
券
を
配
布
す
る
等
、
対
象
者
又
は
実
施
内
容
が
不

特
定
の
事
業
（
但
し
、
４
（
３
）
を
除
く
）
 

（
７
）
４
（
３
）
を
実
施
す
る
場
合
、
早
期
に
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
た
め
、
必
ず
妊
産
婦
等
と
の
接
触
を
図
る
こ
と
 

（
８
）
よ
り
多
く
の
妊
産
婦
等
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
事
業
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
広
報
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活
動
を
行
う
こ
と
。
 

（
10
）
利
用
者
の
要
望
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
事
業
内
容
等
の
改
善
を
図
る
こ
と
。
 

（
11
）
子
育
て
経
験
者
等
の
実
施
担
当
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

（
12
）
利
用
者
ご
と
に
支
援
台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

（
13
）
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
14
）
事
業
実
施
中
に
お
け
る
こ
ど
も
の
事
故
等
に
備
え
、
必
要
に
応
じ
賠
償
責
任
保
険
 

に
加
入
す
る
こ
と
。
 

（
15
）（

１
）
か
ら
（
14
）
ま
で
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
り
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か

じ
め
取
り
決
め
て
お
く
こ
と
。
 

                 

活
動
を
行
う
こ
と
。
 

（
９
）
利
用
者
の
要
望
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
事
業
内
容
等
の
改
善
を
図
る
こ
と
。
 

（
10
）
子
育
て
経
験
者
等
の
実
施
担
当
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

（
11
）
利
用
者
ご
と
に
支
援
台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

（
12
）
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
13
）
事
業
実
施
中
に
お
け
る
子
ど
も
の
事
故
等
に
備
え
、
必
要
に
応
じ
賠
償
責
任
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
。
 

（
14
）（

１
）
か
ら
（
13
）
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
り
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め

取
り
決
め
て
お
く
こ
と
。
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別
添
４
 

 

産
後
ケ
ア
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

（
略
）
 

 

２
 
実
施
主
体
 

（
略
）
 

   

 ３
 
対
象
者
 

出
産
後
１
年
以
内
の
母
子
で
あ
っ
て
、
産
後
ケ
ア
（
４
（
３
）
の
①
か
ら
⑤
ま
で
に

掲
げ
る
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
）
を
必
要
と
す
る
者
 

   

  ４
 
事
業
の
実
施
方
法
及
び
内
容
 

（
略
）
 

   

別
添
４
 

 

産
後
ケ
ア
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

出
産
後
１
年
以
内
の
母
子
に
対
し
て
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
を
行
い
、

産
後
も
安
心
し
て
子
育
て
が
で
き
る
支
援
体
制
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

 

２
 
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
と
す
る
。
 

な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

３
 
対
象
者
 

次
の
（
１
）
又
は
（
２
）
の
事
由
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
対
象
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
同
居
家
族
の
有
無
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
判

断
す
る
こ
と
と
し
、
退
院
直
後
の
褥
婦
に
つ
い
て
は
、
心
身
の
回
復
期
に
あ
り
、
孤
立

し
や
す
く
育
児
不
安
を
抱
え
や
す
い
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
１
）
産
後
に
心
身
の
不
調
又
は
育
児
不
安
等
が
あ
る
者
 

（
２
）
（
１
）
の
他
、
特
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
 

 ４
 
事
業
の
実
施
方
法
及
び
内
容
 

地
域
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
や
社
会
資
源
等
の
状
況
を
踏
ま
え
、
次
の
（
２
）
の
①
、
②

又
は
③
の
実
施
方
法
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
（
３
）
の
①
及
び
②
の
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
③
か
ら
⑤
の
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
１
）
管
理
者
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                        ５
 
実
施
担
当
者
 

（
略
）
 

 
 
 
 
 産

後
ケ
ア
事
業
を
管
理
す
る
者
を
定
め
る
こ
と
 

 
（
２
）
実
施
方
法
 

 
 
 
①
 
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
型
 

病
院
、
診
療
所
、
助
産
所
の
空
き
ベ
ッ
ド
を
活
用
す
る
等
に
よ
り
利
用
者
を
短

期
入
所
さ
せ
、
休
養
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
サ
ポ

ー
ト
等
の
き
め
細
か
い
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。
利
用
期
間
は
原
則
と
し
て
７
日

間
以
内
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
市
町
村
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
期

間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

利
用
者
の
家
族
は
、
本
事
業
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
範
囲
で
市
町
村
が
認

め
た
場
合
に
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
②
 
通
所
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
型
 

日
中
、
実
施
施
設
に
お
い
て
、
来
所
し
た
利
用
者
に
対
し
、
個
別
又
は
集
団
で
、

心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ
ー
ト
等
の
き
め
細
か
い
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
③
 
居
宅
訪
問
（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
）
型
 

実
施
担
当
者
が
利
用
者
の
自
宅
に
赴
き
、
個
別
に
心
身
の
ケ
ア
や
育
児
の
サ
ポ

ー
ト
等
の
き
め
細
か
い
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
（
３
）
内
容
 

 
 
 
 
①
 
褥
婦
及
び
新
生
児
に
対
す
る
保
健
指
導
及
び
授
乳
指
導
（
乳
房
マ
ッ
サ
ー
ジ

を
含
む
）
 

 
  
 
②
 
褥
婦
に
対
す
る
療
養
上
の
世
話
 

 
 
 
③
 
産
婦
及
び
乳
児
に
対
す
る
保
健
指
導
 

 
 
 
④
 
褥
婦
及
び
産
婦
に
対
す
る
心
理
的
ケ
ア
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 

 
 
 
⑤
 
育
児
に
関
す
る
指
導
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
 

 ５
 
実
施
担
当
者
 

次
の
と
お
り
、
事
業
の
内
容
に
応
じ
て
（
１
）
を
配
置
し
た
う
え
で
、
（
２
）
及
び
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        ６
 
実
施
場
所
 

 
（
略
）
 

                

（
３
）
の
担
当
者
を
配
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
短
期
入
所
型
で
実
施
す
る
場
合
に
は
、

24
時
間
体
制
で
１
名
以
上
の
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
を
配
置
す
る
こ
と
。
な

お
、
事
業
内
容
に
必
要
な
担
当
者
に
つ
い
て
は
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
や
医
師
法
等

を
参
考
に
す
る
こ
と
。
 

 
（
１
）
助
産
師
、
保
健
師
又
は
看
護
師
 

（
２
）
心
理
に
関
し
て
の
知
識
を
有
す
る
者
 

（
３
）
育
児
に
関
す
る
指
導
や
育
児
サ
ポ
ー
ト
等
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な
者
 

 

６
 
実
施
場
所
 

（
１
）
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
型
 

利
用
者
が
宿
泊
す
る
施
設
は
、
原
則
と
し
て
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
設
備
を
有

す
る
施
設
で
あ
り
、
か
つ
、
適
当
な
換
気
、
採
光
、
照
明
、
防
湿
及
び
排
水
の
設

備
を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
近
隣
の
他
の
施
設
に
お
い
て
、
当
該
施
設
の
本
来

の
事
業
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
、
共
同
で
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
①
 
居
室
 

 
②
 
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
部
屋
 

 
③
 
乳
児
の
保
育
部
屋
 

 
④
 
①
か
ら
③
ま
で
の
他
、
事
業
の
実
施
に
必
要
な
設
備
 

（
２
）
通
所
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
型
 

個
別
又
は
集
団
で
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
設
備
そ
の
他
の
事
業
の
実
施
に

必
要
な
設
備
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
近
隣
の
他
の
施
設
に
お
い

て
、
当
該
施
設
の
本
来
の
事
業
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
、
共

同
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

（
３
）
居
宅
訪
問
（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
）
型
 

利
用
者
の
自
宅
に
赴
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
。
そ
の
際
、
安
全
面
・
衛
生
面
に
十
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７
 
関
係
機
関
と
の
連
携
体
制
の
整
備
 

 
（
１
）
妊
婦
・
出
産
・
産
後
の
ケ
ア
の
連
続
性
を
担
保
し
、
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

た
め
、
都
道
府
県
、
医
師
会
、
助
産
師
会
等
の
協
力
を
得
て
、
多
職
種
、
多
機
関
が
連

携
し
た
支
援
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
保
健
医
療
面
で
の
助
言
が
随
時
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

相
談
で
き
る
医
師
を
あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
症
状
の
急
変
等
、
緊
急
時
に
利
用
者
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
協
力
医
療
機
関
を

あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
こ
と
。
 

 ８
 
利
用
料
 

本
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
利
用
者
か
ら
利
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

た
だ
し
、
本
事
業
を
利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
観
点
か
ら
、
全
て
の
利
用
者
を
対

象
に
、
利
用
者
が
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
（
住
民
税
非
課
税
か
そ
れ
以
外
か
等
）
に

応
じ
た
利
用
料
の
減
免
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

 ９
 
留
意
事
項
 

 
 
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
１
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
伴
走
型
相
談
支
援
と
の
連
携
に
よ
り
、
妊

娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
提
供
が
行
わ
れ
る
よ

う
努
め
る
こ
と
。
 

（
２
）
多
胎
家
庭
な
ど
、
日
常
生
活
や
外
出
に
困
難
を
伴
う
利
用
者
等
に
対
し
て
は
、

利
用
者
の
意
向
や
、
利
用
に
際
し
て
の
申
請
を
、
新
生
児
訪
問
等
の
際
に
受
け
付

け
る
な
ど
、
利
用
者
等
の
状
況
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
方
法
に
よ
り
対
応
を
行
う
こ

と
。
 

分
配
慮
す
る
こ
と
。
 

 

７
 
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
の
整
備
 

（
１
）
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
医
師
会
及
び
郡
市
医
師
会
等
の

協
力
を
得
て
、
医
療
機
関
と
の
連
携
体
制
を
十
分
に
整
備
す
る
こ
と
。
 

 （
２
）
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
保
健
医
療
面
で
の
助
言
が
随
時
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

相
談
で
き
る
医
師
を
あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
症
状
の
急
変
等
、
緊
急
時
に
利
用
者
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
協
力
医
療
機
関
を

あ
ら
か
じ
め
選
定
す
る
こ
と
。
 

 

８
 
利
用
料
 

本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
原
則
、
利
用
者
か
ら
利
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
。
 

た
だ
し
、
利
用
者
の
所
得
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
と
し
、
特
に
住
民
税
非
課
税
世
帯
な

ど
低
所
得
者
の
利
用
料
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
減
免
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
 

  ９
 
留
意
事
項
 

 
 
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
１
）
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
整
備
等
に
よ
り
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期

に
わ
た
る
ま
で
の
切
れ
目
な
い
支
援
の
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

 （
２
）
多
胎
家
庭
な
ど
、
日
常
生
活
や
外
出
に
困
難
を
伴
う
利
用
者
等
に
対
し
て
は
、

利
用
者
の
意
向
や
、
利
用
に
際
し
て
の
申
請
を
、
新
生
児
訪
問
等
の
際
に
受
け
付

け
る
な
ど
、
利
用
者
等
の
状
況
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
方
法
に
よ
り
対
応
を
行
う
こ

と
。
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（
３
）
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
夜
間
・
休
日
を
問
わ
ず
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
受
入
れ
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
他
市
町
村
と
共
同
で
実
施
す
る
場
合
は
、
事
業
費
を
適
切
に
案
分
す
る
な
ど
、

市
町
村
間
で
調
整
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
効
果
的
な
支
援
の
実
施
の
た
め
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
十
分
配
慮
し
た

上
で
、
関
係
者
間
で
の
個
人
情
報
の
共
有
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
業
の
実
施
に

携
わ
る
職
員
等
が
業
務
上
知
り
得
た
情
報
を
漏
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人
情

報
の
厳
格
な
取
扱
い
に
つ
い
て
職
員
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。
 

ま
た
、
原
則
と
し
て
関
係
機
関
で
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
利
用
者

か
ら
利
用
開
始
時
点
に
同
意
を
得
て
お
く
こ
と
。
 

な
お
、
事
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
委
託
先
と
の
契
約
に
お
い
て
明

確
に
定
め
る
こ
と
。
 

（
６
）
利
用
者
及
び
そ
の
こ
ど
も
並
び
に
関
係
者
の
安
全
性
の
確
保
に
十
分
配
慮
す
る

こ
と
。
事
案
発
生
時
の
連
絡
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

（
７
）
次
に
掲
げ
る
事
業
は
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

①
 
講
習
会
等
に
よ
る
集
団
指
導
（
両
親
学
級
、
母
親
学
級
、
育
児
学
級
等
）
 
 

②
 
新
生
児
訪
問
指
導
及
び
妊
産
婦
訪
問
指
導
 

③
 
子
育
て
経
験
者
、
ヘ
ル
パ
ー
等
が
実
施
す
る
家
事
援
助
 

④
 
一
方
的
な
情
報
発
信
の
み
で
相
談
対
応
を
行
わ
な
い
事
業
 

（
削
除
）
 

 

（
８
）
よ
り
多
く
の
産
婦
等
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
事
業
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
広
報

活
動
を
行
う
こ
と
。
 

（
９
）
利
用
者
の
要
望
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
事
業
内
容
等
の
改
善
を
図
る
こ

と
。
 

（
３
）
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
夜
間
・
休
日
を
問
わ
ず
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
受
入
れ
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
他
市
町
村
と
共
同
で
実
施
す
る
場
合
は
、
事
業
費
を
適
切
に
案
分
す
る
な
ど
、

市
町
村
間
で
調
整
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
効
果
的
な
支
援
の
実
施
の
た
め
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
に
十
分
配
慮
し
た

上
で
、
関
係
者
間
で
の
個
人
情
報
の
共
有
に
努
め
る
と
と
も
に
、
事
業
の
実
施
に

携
わ
る
職
員
等
が
業
務
上
知
り
得
た
情
報
を
漏
ら
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
個
人
情

報
の
厳
格
な
取
扱
い
に
つ
い
て
職
員
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ

る
こ
と
。
 

ま
た
、
原
則
と
し
て
関
係
機
関
で
情
報
共
有
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
利
用
者

か
ら
利
用
開
始
時
点
に
同
意
を
得
て
お
く
こ
と
。
 

な
お
、
事
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
委
託
先
と
の
契
約
に
お
い
て
明

確
に
定
め
る
こ
と
。
 

（
６
）
利
用
者
及
び
そ
の
子
ど
も
並
び
に
関
係
者
の
安
全
性
の
確
保
に
十
分
配
慮
す
る

こ
と
 

（
７
）
次
に
掲
げ
る
事
業
は
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

①
 
講
習
会
等
に
よ
る
集
団
指
導
（
両
親
学
級
、
母
親
学
級
、
育
児
学
級
等
）
 
 

②
 
新
生
児
訪
問
指
導
及
び
妊
産
婦
訪
問
指
導
 

③
 
子
育
て
経
験
者
、
ヘ
ル
パ
ー
等
が
実
施
す
る
家
事
援
助
 

④
 
一
方
的
な
情
報
発
信
の
み
で
相
談
対
応
を
行
わ
な
い
事
業
 

⑤
 
全
て
の
妊
産
婦
等
に
利
用
券
を
配
布
す
る
等
、
対
象
者
又
は
実
施
内
容
が
不

特
定
の
事
業
 

（
８
）
よ
り
多
く
の
産
婦
等
が
利
用
で
き
る
よ
う
、
事
業
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
広
報

活
動
を
行
う
こ
と
。
 

（
９
）
利
用
者
の
要
望
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
事
業
内
容
等
の
改
善
を
図
る
こ

と
。
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 （
10
）
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
11
）
事
業
実
施
中
に
お
け
る
こ
ど
も
の
事
故
等
に
備
え
、
必
要
に
応
じ
賠
償
責
任
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
。
 

（
12
）
本
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
団
体
等
に
委
託
す
る
場
合
は
、
委
託
先
に
お
け
る

事
業
に
要
す
る
経
費
に
配
慮
し
、
委
託
料
を
決
定
す
る
こ
と
。
 

  
（
13
）（

１
）
か
ら
（
12
）
ま
で
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
り
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か

じ
め
取
り
決
め
て
お
く
こ
と
。
 

                  

（
10
）
利
用
者
ご
と
に
支
援
台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
。
 

（
11
）
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
。
 

（
12
）
事
業
実
施
中
に
お
け
る
子
ど
も
の
事
故
等
に
備
え
、
必
要
に
応
じ
賠
償
責
任
保

険
に
加
入
す
る
こ
と
。
 

（
13
）
本
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
団
体
等
に
委
託
す
る
場
合
は
、
委
託
先
に
お
け
る

事
業
に
要
す
る
経
費
に
配
慮
し
、
委
託
料
を
決
定
す
る
こ
と
。
 

  
（
14
）（

１
）
か
ら
（
13
）
ま
で
の
他
、
事
業
の
実
施
に
当
た
り
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か

じ
め
取
り
決
め
て
お
く
こ
と
。
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別
添
５
 

 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
緊
急
整
備
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

（
略
）
 

   ２
 
事
業
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
 

 
 
な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
施
設
 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
若
し
く
は
産
後
ケ
ア
事
業
を
実
施
し
、
又
は
実
施
を
予

定
し
て
い
る
施
設
（
当
該
市
町
村
若
し
く
は
受
託
事
業
者
が
所
有
し
、
又
は
賃
借
し
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
 

 ４
 
事
業
内
容
 

（
略
）
 

 ５
 
事
業
の
対
象
事
例
 

 
（
略
）
 

  

別
添
５
 

 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
緊
急
整
備
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
、
産
後
ケ
ア
事
業
の
実
施
場
所
の
修
繕
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
よ
り
身
近
な
場
で
妊
産
婦
等
を
支
え
る
仕
組
み
に
必
要
な
体
制
を
緊
急
に
整
備

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
事
業
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
と
す
る
。
 

 
 
な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
施
設
 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
市
町
村
（
市
町
村

保
健
セ
ン
タ
ー
等
）
、
委
託
先
の
民
間
事
業
者
等
が
所
有
す
る
施
設
 

  ４
 
事
業
内
容
 

産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
、
産
後
ケ
ア
事
業
を
実
施
す
る
場
所
の
修
繕
を
行
う
。
 

 ５
 
事
業
の
対
象
事
例
 

・
 
パ
ソ
コ
ン
を
設
置
す
る
た
め
の
配
線
工
事
 

・
 
冷
暖
房
器
具
（
ク
ー
ラ
ー
、
暖
房
器
具
、
床
暖
房
等
）
の
設
置
 

・
 
幼
児
用
ト
イ
レ
の
設
置
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        ６
 
事
業
の
実
施
期
限
 

（
略
）
 

 ７
 
留
意
事
項
 

（
略
）
 

             

・
 
幼
児
用
シ
ン
ク
の
設
置
 

・
 
幼
児
用
バ
ス
（
沐
浴
槽
）
の
設
置
 

・
 
調
乳
ユ
ニ
ッ
ト
の
設
置
 

・
 
玄
関
ス
ロ
ー
プ
、
玄
関
ベ
ン
チ
の
設
置
 

・
 
畳
替
え
、
障
子
の
張
り
替
え
、
壁
紙
の
張
り
替
え
 

・
 
相
談
室
の
間
仕
切
り
 

・
 
そ
の
他
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
に
必
要
な
修
繕
 

 ６
 
事
業
の
実
施
期
限
 

各
年
度
３
月
３
１
日
ま
で
に
修
繕
に
着
手
し
、
完
了
し
た
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 ７
 
留
意
事
項
 

別
添
７
「
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
」
の
う
ち
多
胎
妊
産
婦
等
支
援
や
、
別
添
８
「
産

後
ケ
ア
事
業
」
に
つ
い
て
、
他
市
町
村
と
共
同
実
施
す
る
場
合
に
も
、
本
事
業
を
適
用

し
て
差
し
支
え
な
い
が
、
事
業
費
を
適
切
に
案
分
す
る
な
ど
、
市
町
村
間
で
調
整
の

上
、
実
施
す
る
こ
と
。
 

          

149



新
 

旧
 

別
添
６
 

 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
事
業
 

 

（
略
）
 

                    

 

別
添
６
 

 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

 
 
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
係
る
開
設
準
備
の
た
め
に
、
職
員
の
雇
い
上
げ

や
協
議
会
の
開
催
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
セ
ン
タ
ー
を
円
滑
に
開
設
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
含
む
。）

と
す
る
。
 

な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の
全

部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
内
容
 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
開
設
す
る
ま
で
の
準
備
の
た
め
、
職
員
の
雇
上

げ
や
協
議
会
の
開
催
等
を
行
う
。
 

た
だ
し
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
に
要
す
る
施
設
整
備
や
設
備
整
備

等
は
本
事
業
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。
 

 ４
 
留
意
事
項
 

子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
市
町
村
で
共
同
実
施
す
る
場
合
に
も
、
本
事
業

を
適
用
し
て
差
し
支
え
な
い
が
、
事
業
費
を
適
切
に
案
分
す
る
な
ど
、
市
町
村
間
で
調

整
の
上
、
実
施
す
る
こ
と
。
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別
添
７
 

 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
推
進
事
業
 

 

１
～
２
（
略
）
 

         ３
 
事
業
内
容
 

市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
市
町

村
に
対
し
、
連
絡
調
整
会
議
、
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、
産
後
ケ
ア
事
業
等
の

ニ
ー
ズ
把
握
調
査
等
を
行
う
。
 

 

（
１
）
連
絡
調
整
会
議
 

都
道
府
県
と
市
町
村
や
、
市
町
村
間
で
情
報
を
共
有
す
る
た
め
、
連
絡
調
整
会

議
を
開
催
す
る
。
 

（
２
）
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
 

市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
保
健
師
等
の

専
門
職
等
が
 
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
や
産
後
ケ
ア
事
業
、
子
育
て
世
代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
利
用
者
支
援
事
業
（
母
子
保
健
型
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必

別
添
７
 

 

妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
推
進
事
業
 

 

１
 
事
業
目
的
 

連
絡
調
整
会
議
、
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、
産
後
ケ
ア
事
業
等
の
ニ
ー
ズ
把

握
調
査
等
を
行
い
、
市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制

整
備
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
都
道
府
県
と
す
る
。
 

 
 
な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
内
容
 

市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
、
市
町

村
に
対
し
、
連
絡
調
整
会
議
、
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
、
産
後
ケ
ア
事
業
等
の

ニ
ー
ズ
把
握
調
査
等
を
行
う
。
 

 

（
１
）
連
絡
調
整
会
議
 

都
道
府
県
と
市
町
村
や
、
市
町
村
間
で
情
報
を
共
有
す
る
た
め
、
連
絡
調
整
会

議
を
開
催
す
る
。
 

（
２
）
保
健
師
等
の
専
門
職
へ
の
研
修
 

市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
保
健
師
等
の

専
門
職
等
が
 
産
前
・
産
後
サ
ポ
ー
ト
事
業
や
産
後
ケ
ア
事
業
、
子
育
て
世
代
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
利
用
者
支
援
事
業
（
母
子
保
健
型
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
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要
な
専
門
的
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
研
修
を
行
う
。
 

（
３
）
ニ
ー
ズ
把
握
調
査
 

産
後
ケ
ア
事
業
等
の
実
施
に
当
た
り
、
基
礎
デ
ー
タ
の
把
握
及
び
利
用
者
の
ニ

ー
ズ
把
握
の
た
め
の
調
査
を
行
う
。
 

（
４
）
市
町
村
共
同
実
施
の
推
進
 

 
 
 
都
道
府
県
が
主
導
し
、
市
町
村
で
の
共
同
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
検
討
会
や

連
絡
調
整
等
を
行
う
。
 

（
５
）
そ
の
他
 

上
記
の
他
、
市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
体
制
を
整
備

す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
。
 

な
お
、
市
町
村
に
よ
る
産
婦
健
康
診
査
事
業
及
び
利
用
者
支
援
事
業
（
母
子
保
健

型
）
の
連
携
に
も
資
す
る
よ
う
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
 

              

要
な
専
門
的
知
識
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
研
修
を
行
う
。
 

（
３
）
ニ
ー
ズ
把
握
調
査
 

産
後
ケ
ア
事
業
等
の
実
施
に
当
た
り
、
基
礎
デ
ー
タ
の
把
握
及
び
利
用
者
の
ニ

ー
ズ
把
握
の
た
め
の
調
査
を
行
う
。
 

（
４
）
市
町
村
共
同
実
施
の
推
進
 

 
 
 
都
道
府
県
が
主
導
し
、
市
町
村
で
の
共
同
実
施
を
推
進
す
る
た
め
の
検
討
会
や

連
絡
調
整
等
を
行
う
。
 

（
５
）
そ
の
他
 

上
記
の
他
、
市
町
村
が
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援
事
業
を
実
施
す
る
体
制
を
整
備

す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
。
 

な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
町
村
に
よ
る
利
用
者
支
援
事
業
（
母
子
保
健
型
）
の

実
施
に
も
資
す
る
よ
う
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
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新
 

旧
 

別
添
８
 

 

不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
 

 

１
 
事
業
目
的
 

（
略
）
 

    ２
 
実
施
主
体
 

 
 
（
略
）
 

   ３
 
対
象
者
 

（
略
）
 

 ４
 
対
象
と
な
る
検
査
及
び
助
成
額
 

（
１
）
対
象
検
査
 

以
下
の
検
査
（
流
死
産
の
既
往
の
あ
る
者
に
対
し
て
先
進
医
療
と
し
て
行
わ
れ
る
不
育

症
検
査
）
で
あ
っ
て
、
当
該
検
査
の
実
施
機
関
と
し
て
届
出
又
は
承
認
が
な
さ
れ
て
い
る

保
険
医
療
機
関
で
実
施
す
る
も
の
（
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
不
育
症
に
関
す
る
治
療
・
検

査
を
、
保
険
診
療
と
し
て
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
で
当
該
検
査
を
実
施
し
た
場
合
に
限

る
。）

を
対
象
と
す
る
。
 

 

別
添
８
 

 

不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
 

 

１
 
事
業
目
的
 

先
進
医
療
に
位
置
付
け
ら
れ
た
不
育
症
検
査
を
対
象
と
し
て
、
当
該
検
査
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
育
症
患
者
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る

と
と
も
に
、
当
該
検
査
に
つ
い
て
将
来
的
な
保
険
適
用
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
 

 

２
 
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
（
以
下
「
都
道
府
県

等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
事
業
の
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る

団
体
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
者
 

既
往
流
死
産
回
数
が
２
回
以
上
の
者
  
 

 ４
 
対
象
と
な
る
検
査
及
び
助
成
額
 

（
１
）
対
象
検
査
 

以
下
の
検
査
（
流
死
産
の
既
往
の
あ
る
者
に
対
し
て
先
進
医
療
と
し
て
行
わ
れ
る
不
育

症
検
査
）
で
あ
っ
て
、
当
該
検
査
の
実
施
機
関
と
し
て
届
出
又
は
承
認
が
な
さ
れ
て
い
る

保
険
医
療
機
関
で
実
施
す
る
も
の
（
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
不
育
症
に
関
す
る
治
療
・
検

査
を
、
保
険
診
療
と
し
て
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
で
当
該
検
査
を
実
施
し
た
場
合
に
限

る
。）

を
対
象
と
す
る
。
 

①
 
流
産
検
体
を
用
い
た
染
色
体
検
査（

令
和
３
年
３
月

31
日
厚
生
労
働
省
告
示
第

13
3
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新
 

旧
 

  

流
死
産
検
体
を
用
い
た
遺
伝
子
検
査
（
次
世
代
シ
ー
ケ
ン
サ
ー
を
用
い
た
流
死
産
絨

毛
・
胎
児
組
織
染
色
体
検
査
）（

令
和
４
年

11
月

30
日
厚
生
労
働
省
告
示
第

34
0
号
） 

（
２
）
助
成
額
 
 

 

一
回
の
検
査
に
係
る
費
用
の
７
割
に
相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）
。
た
だ
し
、
６
万
円
を
上
限
と
す
る
。
 

  ５
 
実
施
方
法
 

（
略
）
 

  ６
 
助
成
の
申
請
及
び
決
定
 

 
（
略
）
 

          

号
）（

た
だ
し
、
令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
は
保
険
適
用
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
日
以
降
に
実
施
し
た
検
査
を
除
く
。）

 

②
 
流
死
産
検
体
を
用
い
た
遺
伝
子
検
査
（
次
世
代
シ
ー
ケ
ン
サ
ー
を
用
い
た
流
死
産
絨

毛
・
胎
児
組
織
染
色
体
検
査
）（

令
和
４
年

11
月

30
日
厚
生
労
働
省
告
示
第

34
0
号
） 

（
２
）
助
成
額
 
 

①
 
（
１
）
の
①
の
検
査
に
係
る
助
成
額
は
、
一
回
の
検
査
に
つ
き
５
万
円
ま
で
と
す
る
。

②
 
（
１
）
の
②
の
検
査
に
係
る
助
成
額
は
、
一
回
の
検
査
に
係
る
費
用
の
７
割
に
相
当

す
る
額（

千
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、こ

れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。）
。

た
だ
し
、
６
万
円
を
上
限
と
す
る
。
 

 ５
 
実
施
方
法
 

都
道
府
県
等
が
、
３
に
定
め
る
対
象
者
が
４
に
定
め
る
検
査
の
受
検
に
要
し
た
費
用

の
一
部
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 ６
 
助
成
の
申
請
及
び
決
定
 

（
１
）
助
成
の
申
請
 

①
 
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
検
査
が
終
了
し
た
日
の
属
す

る
年
度
内
に
、
居
住
地
を
管
轄
す
る
保
健
所
を
経
由
し
て
、
都
道
府
県
知
事
、
指

定
都
市
市
長
又
は
中
核
市
市
長
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
等
」
と
い
う
。
）
に
申

請
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

②
 
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
申
請
書
様
式
（
別
紙
１
を

参
考
と
す
る
こ
と
。
）
及
び
必
要
書
類
を
添
付
す
る
。
 

（
２
）
助
成
の
決
定
 

①
 
当
該
年
度
分
の
助
成
対
象
か
否
か
に
つ
い
て
は
申
請
が
行
わ
れ
た
日
を
基
準
と

す
る
。
 

②
 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
申
請
受
理
後
、
速
や
か
に
審
査
を
行
い
、
助
成
の
可
否

154



新
 

旧
 

  ７
 
広
報
活
動
等
 

 
 
（
略
）
 

                     ８
 
実
績
・
成
果
の
把
握
 

及
び
金
額
に
つ
い
て
書
面
を
も
っ
て
申
請
者
に
通
知
す
る
こ
と
。
 

 ７
 
広
報
活
動
等
 

（
１
）
都
道
府
県
等
は
、
不
育
症
検
査
・
治
療
に
携
わ
る
保
健
医
療
関
係
者
等
に
対

し
、
本
事
業
の
趣
旨
を
周
知
徹
底
す
る
ほ
か
、
積
極
的
な
協
力
を
求
め
て
効
率
的

な
運
営
を
図
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
都
道
府
県
等
は
、
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
事
前
に
本
事
業
の
趣
旨
、
助

成
の
条
件
等
の
情
報
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
制
度
の
周
知
、
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど

に
努
め
る
こ
と
。
 

（
３
）
不
育
症
に
悩
む
方
へ
の
支
援
は
、
経
済
的
負
担
軽
減
と
と
も
に
、
不
育
症
に
関

す
る
相
談
指
導
や
情
報
提
供
等
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
た
め
、
都
道
府

県
等
は
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
別
添
２
に
掲
げ
る
「
不
妊
専
門
相
談
セ

ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
不
育
症
に
対
す
る
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
セ
ン
タ

ー
及
び
そ
の
他
の
相
談
機
関
と
の
連
携
を
図
る
な
ど
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の

充
実
・
強
化
に
努
め
る
こ
と
。
 

（
４
）
都
道
府
県
等
は
、
実
施
医
療
機
関
の
施
設
要
件
と
し
て
、
以
下
を
確
認
す
る
こ

と
。
 

・
 
当
該
患
者
に
対
し
て
、
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
不
育
症
に
関
す
る
治
療
・
検

査
を
、
保
険
診
療
と
し
て
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
 

・
 
不
育
症
に
係
る
先
進
医
療
を
実
施
す
る
保
険
医
療
機
関
と
し
て
届
出
を
行
っ

て
い
る
又
は
承
認
さ
れ
て
い
る
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
都
道
府
県
等
は
、
先
進
医
療
と
し
て
告
示
さ
れ
て
い
る
不
育
症
検
査
を
実
施
す

る
管
内
の
保
険
医
療
機
関
を
、
厚
生
労
働
省
地
方
厚
生
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確

認
及
び
地
方
厚
生
局
へ
の
問
い
合
わ
せ
に
よ
り
、
把
握
す
る
こ
と
。
 

 ８
 
実
績
・
成
果
の
把
握
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新
 

旧
 

 
 
（
略
）
 

      （
２
）
都
道
府
県
等
は
、
年
度
ご
と
に
、
申
請
者
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
上
記
項
目
を
記
載

し
た
別
紙
２
不
育
症
検
査
結
果
総
括
表
を
作
成
し
、
次
年
度
の
６
月
末
ま
で
に
こ
ど

も
家
庭
庁
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

 ９
 
留
意
事
項
 

（
略
）
 

             

（
１
）
都
道
府
県
等
は
、
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
以
下
の

事
項
を
説
明
す
る
こ
と
。
 

・
 
都
道
府
県
等
は
、
別
紙
１
「
不
育
症
検
査
費
用
助
成
検
査
受
検
証
明
書
」
に
記
載

さ
れ
た
検
査
結
果
等
に
つ
い
て
、
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
形
で
国
に
提
出
す
る
こ

と
。
 

・
 
当
該
検
査
結
果
等
に
つ
い
て
、
国
が
集
約
・
分
析
等
を
行
い
、
施
策
の
検
討
に
活

用
す
る
こ
と
 

（
２
）
都
道
府
県
等
は
、
年
度
ご
と
に
、
申
請
者
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
上
記
項
目
を
記
載

し
た
別
紙
２
不
育
症
検
査
結
果
総
括
表
を
作
成
し
、
次
年
度
の
６
月
末
ま
で
に
厚
生

労
働
省
に
提
出
す
る
こ
と
。
 

 ９
 
留
意
事
項
 

（
１
）
都
道
府
県
等
は
、
助
成
の
状
況
を
明
確
に
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
不
育

症
検
査
費
用
助
成
事
業
台
帳
（
様
式
は
別
紙
３
を
参
考
と
す
る
こ
と
。
）
を
備
え

付
け
、
助
成
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
都
道
府
県
等
は
、
申
請
等
事
務
手
続
き
に
当
た
っ
て
、
助
成
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
の
心
理
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
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別
紙
１
 
 

  
（
略
）
 

                       

別
紙
１
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旧
 

  
（
略
）
 

                        

                          

　
当
医
療
機
関
は
、
保
険
適
用
と
な
っ
て
い
る
不
育
症
に
関
す
る
治
療
・
検
査
に
つ
い
て
、
保
険
診
療
で
実
施
し
て
い
る
。

（
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
□
に
✓
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
）

（
）

回

※
今
回
の
流
死
産
を
含
む
（
助
成
金
の
対
象
者
と
な
る
の
は
２
回
以
上
の
場
合
）

受
検
者

領
収
金
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

領
収
金
額

　
〔
※
先
進
医
療
の
検
査
費
用
に
限
る
〕

実
施
し
た
先
進
医
療
の

検
査

（
元
号
）

生
年

月
日

検
査
結
果

有
り
　
（
治
療
内
容
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
・
　
　
　
無
し

所
見
無
し
（
4
6
,X
X
　
4
6
,X
Y
）
　
・
　
所
見
有
り
（
内
容
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
・
　
分
析
不
可

有
り
　
（
治
療
期
間
　
　
　
年
　
　
　
ヶ
月
）
　
　
　
・
　
　
　
無
し
　
　
　
・
　
　
　
不
明

今
回
の
妊
娠
に
お
け
る

不
妊
治
療
の
有
無

今
回
の
妊
娠
に
お
け
る

不
育
症
治
療
の
有
無

検
査
実
施
日

（
元
号
）
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　

受
給
者
番
号

不
育
症
検
査
費
用
助
成
検
査
受
検
証
明
書

（
裏
面
添
付
又
は
別
添
可
）

　
下
記
の
者
に
つ
い
て
は
、
不
育
症
検
査
費
用
助
成
事
業
の
対
象
と
な
る
検
査
（
流
死
産
の
既
往
の
あ
る
者
に

対
し
て
先
進
医
療
と
し
て
行
う
不
育
症
検
査
）
を
実
施
し
、
こ
れ
に
係
る
医
療
費
を
下
記
の
通
り
徴
収
し
た
こ
と
を

証
明
し
ま
す
。

既
往
流
死
産
回
数

（
元
号
）
　
　
年
　
　
月
　
　
日

医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

医
療
機
関
発
行
の
領
収
書
添
付
箇
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
治
医
氏
名

医
療
機
関
記
入
欄
（
主
治
医
が
記
入
す
る
こ
と
）

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
（
　
　
歳
）

氏
名

（
ふ
り
が
な
）
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 別
紙
２
 

  
（
略
）
 

                      

 別
紙
２
 

                        不
育
症
検
査
結
果
総
括
表

自
治
体
名

年
ヶ
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

既
往
流
死
産

回
数
（今
回
を

含
む
）

今
回
の
妊
娠

に
お
け
る
不

育
症
検
査
の

有
無

実
施
し
た
先
進
医
療

の
検
査

検
査
結
果

今
回
の
妊
娠

に
お
け
る
不

妊
治
療
の
有

無
[有
の
場
合
]治
療
内
容

[所
見
有
り
の
場
合
]内
容

[有
の
場
合
]治
療
期
間

報
告
N
o.

徴
収
金
額
（円
）

都
道
府
県
名

市
名

母
親
の

年
齢
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別
紙
３
 

 

（
略
）
 

                       

別
紙
３
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別
添
９
 

 

産
婦
健
康
診
査
事
業
 

 １
～
２
 
（
略
）
 

                  ３
 
対
象
者
 

出
産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
と
す
る
。
 

 

別
添
９
 

 

産
婦
健
康
診
査
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

産
後
う
つ
の
予
防
や
新
生
児
へ
の
虐
待
予
防
等
を
図
る
た
め
、
産
後
２
週
間
、
産
後

１
か
月
な
ど
出
産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
に
対
す
る
健
康
診
査
（
母
体
の
身
体
的
機

能
の
回
復
、
授
乳
状
況
及
び
精
神
状
態
の
把
握
等
）
（
以
下
「
産
婦
健
康
診
査
」
と
い

う
。
）
に
係
る
費
用
を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
産
後
の
初
期
段
階
に
お
け
る
母
子
に

対
す
る
支
援
を
強
化
し
、
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制

を
整
備
す
る
。
 

 

２
 
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
と
す
る
。
 

な
お
、
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、（

１
）
～
（
３
）
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。
 

（
１
）
産
婦
健
康
診
査
に
お
い
て
、
母
体
の
身
体
的
機
能
の
回
復
、
授
乳
状
況
及
び
精
神

状
態
の
把
握
等
を
行
う
こ
と
。
 

（
２
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
が
産
婦
健
康
診
査
を
実
施
す
る
病
院
、
診
療
所
及
び
助
産

所
（
以
下
「
実
施
機
関
」
と
い
う
。）

か
ら
市
町
村
へ
す
み
や
か
に
報
告
さ
れ
る
よ

う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
、
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
産
婦
に
対
し
て
、
別
添
８

「
産
後
ケ
ア
事
業
」
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
。
 

 

３
 
対
象
者
 

産
後
２
週
間
、
産
後
１
か
月
な
ど
、
出
産
後
間
も
な
い
時
期
の
産
婦
と
す
る
。
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４
～
６
 
（
略
）
 

                         

４
 
対
象
と
な
る
産
婦
健
康
診
査
 

（
１
）
内
容
 

①
 
健
康
状
態
・
育
児
環
境
の
把
握
（
生
活
環
境
、
授
乳
状
況
、
育
児
不
安
、
精
神

疾
患
の
既
往
歴
、
服
薬
歴
、
子
宮
復
古
状
況
、
悪
露
、
乳
房
の
状
態
等
）
 

②
 
体
重
・
血
圧
測
定
 

③
 
尿
検
査
（
蛋
白
・
糖
）
 

④
 
産
婦
の
精
神
状
況
に
応
じ
て
、
ツ
ー
ル
を
用
い
た
客
観
的
な
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を

行
う
こ
と
 

（
２
）
回
数
 

対
象
者
１
人
に
つ
き
２
回
以
内
と
す
る
。
 

 ５
 
産
婦
健
康
診
査
の
実
施
等
 

（
１
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
り
、
市
町
村
は
実
施
機
関
と
し
て
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
が
速
や
か
に
市
町
村
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
は
実

施
機
関
と
の
連
携
体
制
の
整
備
を
図
る
こ
と
。
 

（
３
）
産
婦
健
康
診
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
別
添
４
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
に
よ
る
支
援
が

必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
す
み
や
か
に
対
象
者
に
当
該
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
。
 

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
訪
問
指
導
等
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

 ６
 
費
用
の
請
求
 

実
施
機
関
が
、
本
事
業
に
お
け
る
産
婦
健
康
診
査
を
行
っ
た
場
合
の
こ
れ
に
要
し
た
費

用
の
請
求
は
、
産
婦
健
康
診
査
１
回
当
た
り
５
千
円
を
上
限
と
し
て
、
市
町
村
長
に
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。
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７
 
留
意
事
項
 

（
１
）
本
事
業
の
対
象
者
が
居
住
地
以
外
の
実
施
機
関
に
お
い
て
産
婦
健
康
診
査
を
受
診

す
る
場
合
等
、産

婦
健
康
診
査
を
実
施
機
関
へ
委
託
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
つ
い
て
は
、
２
（
１
）
～
（
３
）
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
産
婦
健
康
診
査
に
か

か
る
費
用
を
対
象
者
へ
直
接
助
成
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
 

（
２
）
対
象
者
が
母
子
同
伴
で
産
婦
健
康
診
査
を
受
診
す
る
場
合
に
は
、
適
宜
、
子
の
発

育
状
況
や
栄
養
状
態
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
３
）
本
事
業
の
対
象
と
な
る
者
に
は
、
死
産
及
び
流
産
し
た
者
を
含
む
こ
と
。
 

（
４
）
産
婦
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
、
産
後
ケ
ア
事
業
、
精
神
科
等
と
連
携
で
き
る
よ
う

な
連
携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

                

７
 
留
意
事
項
 

（
１
）
本
事
業
の
対
象
者
が
居
住
地
以
外
の
実
施
機
関
に
お
い
て
産
婦
健
康
診
査
を
受
診

す
る
場
合
等
、産

婦
健
康
診
査
を
実
施
機
関
へ
委
託
し
て
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
つ
い
て
は
、
２
（
１
）
～
（
３
）
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
産
婦
健
康
診
査
に
か

か
る
費
用
を
対
象
者
へ
直
接
助
成
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
 

（
２
）
対
象
者
が
母
子
同
伴
で
産
婦
健
康
診
査
を
受
診
す
る
場
合
に
は
、
適
宜
、
子
の
発

育
状
況
や
栄
養
状
態
等
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
３
）
本
事
業
の
対
象
と
な
る
者
に
は
、
死
産
及
び
流
産
し
た
者
を
含
む
こ
と
。
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別
添

10
 

 

新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業
 

 

（
略
）
 

                     

別
添

10
 

 

新
生
児
聴
覚
検
査
体
制
整
備
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

聴
覚
障
害
は
早
期
に
発
見
さ
れ
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
聴
覚
障
害
に
よ

る
音
声
言
語
発
達
等
へ
の
影
響
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
聴
覚
障
害
の
早

期
発
見
・
早
期
療
育
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
新
生
児
聴
覚
検
査
に
係
る
協
議
会
の
設
置
を
行

う
と
と
も
に
研
修
会
の
実
施
、
普
及
啓
発
等
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
お
け
る
推
進
体
制
を

整
備
す
る
。
 

ま
た
、
都
道
府
県
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
結
果
の
集
約
や
医
療
機
関
・
市
町
村

へ
の
情
報
共
有
・
指
導
等
の
実
施
、難

聴
と
診
断
さ
れ
た
子
を
持
つ
親
等
へ
の
相
談
支
援
、

産
科
医
療
機
関
等
の
検
査
状
況
・
精
度
管
理
等
の
実
施
や
、
聴
覚
検
査
機
器
（
自
動
Ａ
Ｂ

Ｒ
）
を
所
有
し
て
い
な
い
小
規
模
の
産
科
医
療
機
関
等
に
よ
る
購
入
の
支
援
を
実
施
す
る

こ
と
で
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の
体
制
を
整
備
し
、
受
検
率
の
向
上
を
図
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
と
す
る
。
な
お
、
３
（
５
）
に
つ
い
て
は
、
事
業

の
全
部
又
は
一
部
を
都
道
府
県
が
指
定
す
る
医
療
機
関
等
へ
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
内
容
 

都
道
府
県
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
業
の
一
部
（（

１
）
は
必
須
）

又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
行
政
機
関
、
医
療
機
関
、
教
育
機
関
、
医
師
会
・
患
者
会
等
の
関
係
機
関
（
団
体
）

等
に
よ
る
協
議
会
の
設
置
・
開
催
 

（
２
）
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施
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（
３
）
新
生
児
聴
覚
検
査
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発
 

（
４
）
都
道
府
県
内
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
事
業
実
施
の
た
め
の
手
引
書
の
作
成
 

（
５
）
新
生
児
聴
覚
検
査
管
理
等
事
業
 

都
道
府
県
も
し
く
は
都
道
府
県
が
委
託
す
る
中
核
的
な
医
療
機
関
（
以
下
「
都
道

府
県
等
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、
以
下
の
①
～
④
の
事
業
を
実
施
す
る
。
 

 
 
 
①
 
新
生
児
聴
覚
検
査
の
結
果
の
情
報
集
約
及
び
共
有
 

 
 
 
 
 
産
科
医
療
機
関
等
が
実
施
す
る
新
生
児
聴
覚
検
査
の
検
査
結
果
に
お
い
て
、

要
再
検
査
（
リ
フ
ァ
ー
）
と
判
断
さ
れ
た
子
が
生
じ
た
場
合
、
都
道
府
県
等
で

そ
の
情
報
を
集
約
し
、
精
密
検
査
機
関
及
び
市
町
村
と
情
報
共
有
を
行
い
、
当

該
子
が
漏
れ
な
く
精
密
検
査
を
受
検
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

ま
た
、
当
該
子
が
精
密
検
査
を
受
検
後
、
難
聴
と
診
断
さ
れ
た
場
合
は
、
速

や
か
に
療
育
機
関
に
つ
な
が
る
よ
う
体
制
を
整
備
し
、
併
せ
て
そ
の
状
況
を
把

握
す
る
。
 

 
 
 
②
 
市
町
村
へ
の
指
導
等
 

 
 
 
 
 
管
内
市
町
村
に
お
い
て
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の
受
検
状
況
等
の
把
握
や
集
計

を
行
っ
て
い
る
か
確
認
す
る
な
ど
、
適
切
な
指
導
等
を
実
施
す
る
。
 

 
 
 
③
 
相
談
対
応
等
 

 
 
 
（
ア
）
難
聴
と
診
断
さ
れ
た
子
を
持
つ
親
等
へ
の
相
談
対
応
や
、
精
密
検
査
機
関

及
び
療
育
機
関
の
紹
介
 

（
イ
）
産
科
医
療
機
関
等
や
、
市
町
村
か
ら
の
新
生
児
聴
覚
検
査
に
関
す
る
相
 

談
対
応
 

 
 
 
④
 
検
査
状
況
・
精
度
管
理
業
務
 

 
 
 
 
 
新
生
児
聴
覚
検
査
を
実
施
し
て
い
る
産
科
医
療
機
関
等
に
対
し
、
定
期
的
に

検
査
の
実
施
状
況
の
把
握
・
確
認
や
精
度
管
理
を
行
う
。
 

（
６
）
聴
覚
検
査
機
器
購
入
支
援
事
業
 

聴
覚
検
査
機
器
を
所
有
し
て
い
な
い
小
規
模
の
産
科
医
療
機
関
等
が
、
聴
覚
検
査
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機
器
（
自
動
Ａ
Ｂ
Ｒ
）
を
購
入
す
る
場
合
に
、
購
入
費
を
支
援
す
る
。
 

（
７
）
そ
の
他
新
生
児
聴
覚
検
査
事
業
の
体
制
整
備
に
必
要
な
事
項
 

 ４
 
留
意
事
項
 

（
１
）
都
道
府
県
は
管
内
市
町
村
に
お
け
る
新
生
児
聴
覚
検
査
実
施
状
況
（
公
費
負
担
の

実
施
、
検
査
の
受
検
者
数
・
未
受
検
者
・
受
検
率
・
検
査
結
果
等
、
受
診
勧
奨
、
早

期
療
育
へ
の
支
援
状
況
等
）や

医
療
機
関
に
お
け
る
検
査
の
実
施
状
況
等
を
把
握
し

た
上
で
、
本
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
協
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
名
称
や
設
置
形
態
を
問
わ
ず
、
既
存
の
協

議
会
等
に
お
い
て
協
議
等
を
行
う
も
の
で
も
差
支
え
な
い
。
 

 
（
２
）
３
（
５
）
を
実
施
す
る
際
に
は
、
別
途
示
す
手
引
き
書
を
参
考
に
実
施
す
る
こ

と
。
 

 
（
３
）
３
（
５
）
①
を
実
施
す
る
場
合
は
、
関
係
機
関
と
の
協
議
会
を
活
用
す
る
な
ど

に
よ
り
、
市
町
村
や
産
科
医
療
機
関
と
連
携
を
図
り
、
新
生
児
聴
覚
検
査
の
受
検

状
況
の
把
握
、
及
び
難
聴
と
診
断
さ
れ
た
子
を
速
や
か
に
療
育
機
関
へ
繋
げ
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
本
事
業
で
収
集
し
た
個
人
情
報
等
の
管
理
は
、
関
係
者
以
外
が
触
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
し
、
関
係
者
間
で
共
有
す
る
場
合
は
本
人
の
同
意
を
得
る
な
ど
、
十

分
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
本
事
業
と
同
趣
旨
の
事
業
に
よ
り
別
の
補
助
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
本
事
業

に
よ
る
補
助
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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新
 

旧
 

別
添

11
 

 

予
防
の
た
め
の
こ
ど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業
 

 

１
 
事
業
目
的
 

予
防
の
た
め
の
こ
ど
も
の
死
亡
検
証
（
Ch
il
d 
De
at
h 
Re
vi
ew
（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
Ｒ
」

と
い
う
。
）
）
は
、
こ
ど
も
が
死
亡
し
た
時
に
、
こ
ど
も
の
既
往
歴
や
家
族
背
景
、
死

に
至
る
直
接
の
経
緯
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
複
数
の
機
関
か
ら
収
集
し
、
複
数
の

機
関
と
専
門
家
に
よ
り
死
因
の
検
証
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
予
防
対
策
を
導

き
出
し
予
防
可
能
な
こ
ど
も
の
死
亡
を
減
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
。
 

本
事
業
で
は
、
こ
ど
も
の
死
亡
検
証
に
係
る
関
係
機
関
と
の
連
携
な
ど
協
力
体
制
の

構
築
、
情
報
の
収
集
・
管
理
、
専
門
家
を
交
え
た
死
因
等
の
検
証
及
び
そ
れ
を
踏
ま
え

た
こ
ど
も
の
死
亡
の
予
防
策
を
都
道
府
県
知
事
へ
提
言
を
行
う
事
業
を
、
モ
デ
ル
事
業

と
し
て
試
行
的
に
実
施
し
、
課
題
の
抽
出
を
行
い
、
国
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と

で
、
今
後
の
Ｃ
Ｄ
Ｒ
の
体
制
整
備
に
向
け
た
検
討
材
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 

２
 
事
業
の
実
施
主
体
 

（
略
）
 

  ３
 
事
業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
 

次
の
（
１
）
～
（
３
）
の
内
容
を
実
施
す
る
。
 

（
１
）
推
進
会
議
（
協
力
体
制
の
構
築
）
 

医
療
機
関
、
行
政
機
関
、
警
察
等
と
こ
ど
も
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
提
供
依
頼
や
、

こ
れ
に
対
す
る
報
告
な
ど
の
連
携
を
行
う
た
め
、
関
係
機
関
に
よ
る
調
整
会
議
を
実

施
し
、
情
報
の
収
集
等
を
円
滑
に
行
う
環
境
を
整
え
る
。
 

別
添

11
 

 

予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
体
制
整
備
モ
デ
ル
事
業
 

 

１
 
事
業
目
的
 

予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
（
Ch
il
d 
De
at
h 
Re
vi
ew
（
以
下
「
Ｃ
Ｄ
Ｒ
」

と
い
う
。
）
）
は
、
子
ど
も
が
死
亡
し
た
時
に
、
子
ど
も
の
既
往
歴
や
家
族
背
景
、
死

に
至
る
直
接
の
経
緯
等
に
関
す
る
様
々
な
情
報
を
複
数
の
機
関
か
ら
収
集
し
、
複
数
の

機
関
と
専
門
家
に
よ
り
死
因
の
検
証
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
な
予
防
対
策
を
導

き
出
し
予
防
可
能
な
子
ど
も
の
死
亡
を
減
ら
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
。
 

本
事
業
で
は
、
子
ど
も
の
死
亡
検
証
に
係
る
関
係
機
関
と
の
連
携
な
ど
協
力
体
制
の

構
築
、
情
報
の
収
集
・
管
理
、
専
門
家
を
交
え
た
死
因
等
の
検
証
及
び
そ
れ
を
踏
ま
え

た
子
ど
も
の
死
亡
の
予
防
策
を
都
道
府
県
知
事
へ
提
言
を
行
う
事
業
を
、
モ
デ
ル
事
業

と
し
て
試
行
的
に
実
施
し
、
課
題
の
抽
出
を
行
い
、
国
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
こ
と

で
、
今
後
の
Ｃ
Ｄ
Ｒ
の
体
制
整
備
に
向
け
た
検
討
材
料
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 

２
 
事
業
の
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
都
道
府
県
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
事
業
の
一
部
を
医
療
法

人
、
そ
の
他
の
機
関
又
は
団
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
の
内
容
及
び
実
施
方
法
 

次
の
（
１
）
～
（
３
）
の
内
容
を
実
施
す
る
。
 

（
１
）
推
進
会
議
（
協
力
体
制
の
構
築
）
 

医
療
機
関
、
行
政
機
関
、
警
察
等
と
子
ど
も
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
提
供
依
頼
や
、

こ
れ
に
対
す
る
報
告
な
ど
の
連
携
を
行
う
た
め
、
関
係
機
関
に
よ
る
調
整
会
議
を
実

施
し
、
情
報
の
収
集
等
を
円
滑
に
行
う
環
境
を
整
え
る
。
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新
 

旧
 

（
２
）
情
報
の
収
集
・
管
理
等
 

こ
ど
も
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
（
医
学
的
死
因
、
社
会
的
背
景
）
に
つ
い
て
、
関

係
機
関
等
か
ら
、
標
準
化
し
た
様
式
を
用
い
て
収
集
し
、
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。
 

な
お
、
情
報
収
集
の
際
に
使
用
す
る
様
式
や
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
別
に
示
す
も

の
を
参
考
と
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
多
機
関
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
政
策
提
言
委
員
会
）
 

死
因
を
多
角
的
に
検
証
す
る
た
め
、
医
療
機
関
、
行
政
機
関
、
警
察
等
の
様
々
な

専
門
職
や
有
識
者
を
集
め
て
検
証
委
員
会
を
開
催
す
る
。
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、

標
準
化
し
た
様
式
に
記
録
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
検
証
結
果
を

基
と
し
た
今
後
の
対
応
策
な
ど
を
ま
と
め
た
提
言
を
行
う
。
 

な
お
、
検
証
結
果
を
記
録
す
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
示
す
も
の
を
参
考
と
す

る
こ
と
。
 

 ４
 
留
意
事
項
 

（
１
）
本
事
業
で
は
、
実
際
の
解
剖
等
に
か
か
る
費
用
は
補
助
し
な
い
。
 

（
２
）
本
事
業
を
委
託
で
実
施
す
る
場
合
は
、
予
防
の
た
め
の
こ
ど
も
の
死
亡
検
証
体

制
整
備
モ
デ
ル
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
や
円
滑
に
事
業
を
実
施
す
る
た
め

の
経
験
、
能
力
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
別
に
示
す
「
都
道
府
県

Ch
il
d 
De
at
h 

Re
vi
ew

モ
デ
ル
事
業
の
手
引
き
」
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
本
事
業
で
収
集
し
た
個
人
情
報
等
の
管
理
に
際
し
て
は
、
関
係
法
令
や
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
に
基
づ
き
、
情
報
管
理
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
 

（
５
）
本
事
業
で
収
集
し
た
個
人
情
報
等
に
つ
い
て
、
調
査
担
当
者
や
、
各
会
議
、
委
員

会
に
出
席
す
る
委
員
等
に
対
し
て
も
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
徹
底
す
る
こ
と
。
 

  

（
２
）
情
報
の
収
集
・
管
理
等
 

子
ど
も
の
死
亡
に
関
す
る
情
報
（
医
学
的
死
因
、
社
会
的
背
景
）
に
つ
い
て
、
関

係
機
関
等
か
ら
、
標
準
化
し
た
様
式
を
用
い
て
収
集
し
、
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
。
 

な
お
、
情
報
収
集
の
際
に
使
用
す
る
様
式
や
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
別
に
示
す
も

の
を
参
考
と
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
多
機
関
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
政
策
提
言
委
員
会
）
 

死
因
を
多
角
的
に
検
証
す
る
た
め
、
医
療
機
関
、
行
政
機
関
、
警
察
等
の
様
々
な

専
門
職
や
有
識
者
を
集
め
て
検
証
委
員
会
を
開
催
す
る
。
検
証
結
果
に
つ
い
て
は
、

標
準
化
し
た
様
式
に
記
録
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
検
証
結
果
を

基
と
し
た
今
後
の
対
応
策
な
ど
を
ま
と
め
た
提
言
を
行
う
。
 

な
お
、
検
証
結
果
を
記
録
す
る
様
式
に
つ
い
て
は
、
別
に
示
す
も
の
を
参
考
と
す

る
こ
と
。
 

 ４
 
留
意
事
項
 

（
１
）
本
事
業
で
は
、
実
際
の
解
剖
等
に
か
か
る
費
用
は
補
助
し
な
い
。
 

（
２
）
本
事
業
を
委
託
で
実
施
す
る
場
合
は
、
予
防
の
た
め
の
子
ど
も
の
死
亡
検
証
体

制
整
備
モ
デ
ル
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
や
円
滑
に
事
業
を
実
施
す
る
た
め

の
経
験
、
能
力
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
本
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
別
に
示
す
「
都
道
府
県

Ch
il
d 
De
at
h 

Re
vi
ew

モ
デ
ル
事
業
の
手
引
き
」
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
本
事
業
で
収
集
し
た
個
人
情
報
等
の
管
理
に
際
し
て
は
、
関
係
法
令
や
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
に
基
づ
き
、
情
報
管
理
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
 

（
５
）
本
事
業
で
収
集
し
た
個
人
情
報
等
に
つ
い
て
、
調
査
担
当
者
や
、
各
会
議
、
委
員

会
に
出
席
す
る
委
員
等
に
対
し
て
も
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
徹
底
す
る
こ
と
。
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新
 

旧
 

別
添

12
 

多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
 

 

（
略
）
 

                      

別
添

12
 

多
胎
妊
娠
の
妊
婦
健
康
診
査
支
援
事
業
 

 １
 
事
業
の
目
的
 

 
 
多
胎
児
を
妊
娠
し
た
妊
婦
は
、
単
胎
妊
娠
の
場
合
よ
り
も
頻
回
の
妊
婦
健
康
診
査
受

診
が
推
奨
さ
れ
、
受
診
に
伴
う
経
済
的
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
通
常

14
回
程

度
の
妊
婦
健
康
診
査
よ
り
も
追
加
で
受
診
す
る
健
康
診
査
に
係
る
費
用
を
補
助
す
る
こ

と
で
、
多
胎
妊
婦
の
負
担
軽
減
を
図
る
。
 

 ２
 
事
業
の
実
施
主
体
 

本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
区
町
村
と
す
る
。
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
医
療
機
関
等

へ
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
の
内
容
 

 
 
多
胎
を
妊
娠
し
て
い
る
妊
婦
一
人
当
た
り
に
つ
き
、
１
回

5,
00
0
円
分
の
健
診
費
用

を
、
５
回
を
限
度
と
し
て
支
援
す
る
 

 ４
 
留
意
事
項
 

（
１
）
本
事
業
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
妊
婦
健
康
診
査
の
支
援
を
超
え
る
健
診
が
生
じ
た
場

合
に
、
超
え
た
部
分
に
対
し
て
補
助
を
行
う
こ
と
。
 

（
２
）
妊
娠
の
届
出
時
等
に
お
い
て
、
多
胎
妊
婦
を
把
握
し
た
場
合
、
本
事
業
の
利
用
に
つ

い
て
の
意
思
確
認
や
利
用
に
際
し
て
の
申
請
を
、
訪
問
等
に
よ
り
受
け
付
け
る
な
ど
、

多
胎
妊
婦
の
状
況
に
配
慮
し
た
柔
軟
な
方
法
に
よ
り
対
応
を
行
う
こ
と
。
 

（
３
）
当
事
業
を
利
用
す
る
多
胎
妊
婦
に
対
し
て
、
多
胎
妊
産
婦
等
が
利
用
で
き
る
事
業
を

積
極
的
に
案
内
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
定
し
た
妊
娠
・
出
産
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す

る
こ
と
。
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新
 

旧
 

別
添

13
 

 

被
災
し
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
相
談
等
の
母
子
保
健
支
援
事
業
 

 （
削
除
）
 

                     

別
添

13
 

 

被
災
し
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
相
談
等
の
母
子
保
健
支
援
事
業
 

 

１
 
平
成
２
８
年
４
月
熊
本
地
震
 

（
１
）
事
業
目
的
 

平
成
２
８
年
４
月
１
４
日
に
発
生
し
た
熊
本
地
震
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦

及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制
の
確
保
を
目
的
と
す

る
。
 

（
２
）
対
象
者
 

熊
本
地
震
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
 

（
３
）
実
施
主
体
 

事
業
の
実
施
主
体
は
、（

４
）
①
に
つ
い
て
は
熊
本
県
内
の
市
町
村
（
以
下
「
県
内

市
町
村
」
と
い
う
。）

と
し
、（

４
）
②
に
つ
い
て
は
熊
本
県
及
び
熊
本
市
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
４
）
事
業
内
容
 

熊
本
県
、
県
内
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
業
の
一
部
又

は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
相
談
支
援
等
事
業
 

被
災
し
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
等
に
対
し
て
、
保
健
師
や
助
産
師
等
に
よ
る
心
身

の
健
康
に
関
す
る
相
談
支
援
や
乳
幼
児
健
診
等
の
母
子
保
健
事
業
の
体
制
確
保

に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
補
助
を
行
う
。
 

  
 
 
 
②
  
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

乳
幼
児
健
診
等
に
お
い
て
継
続
的
に
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
状
況

を
把
握
し
、
特
に
支
援
が
必
要
な
場
合
は
医
療
機
関
等
の
専
門
機
関
へ
つ
な
ぐ
こ
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新
 

旧
 

  （
削
除
）
 

                      １
 
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第
１
９
号
 

と
が
で
き
る
よ
う
、
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
。
 

 ２
 
平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
 

（
１
）
事
業
目
的
 

平
成
３
０
年
６
月
２
８
日
以
降
の
台
風
７
号
や
梅
雨
前
線
の
影
響
に
よ
る
西
日

本
を
中
心
と
し
た
記
録
的
な
大
雨
（
以
下
、「

平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
」
と
い
う
。）

に
よ
り
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
支
援

体
制
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

（
２
）
対
象
者
 

平
成
３
０
年
７
月
豪
雨
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
 

（
３
）
実
施
主
体
 

事
業
の
実
施
主
体
は
、（

４
）
①
に
つ
い
て
は
岡
山
県
、
広
島
県
、
愛
媛
県
（
以

下
、「

被
災
３
県
」
と
い
う
。）

内
の
市
町
村
（
以
下
「
被
災
３
県
内
市
町
村
」
と
い

う
。）

と
し
、（

４
）
②
に
つ
い
て
は
被
災
３
県
、
岡
山
市
、
広
島
市
、
倉
敷
市
、
福

山
市
、
呉
市
、
松
山
市
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
４
）
事
業
内
容
 

被
災
３
県
及
び
被
災
３
県
内
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事

業
の
一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
相
談
支
援
等
事
業
 

１
の
（
４
）
①
に
同
じ
。
 

  
 
 
 
②
 
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

１
の
（
４
）
②
に
同
じ
。
 

 ３
 
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第
１
９
号
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新
 

旧
 

（
１
）
事
業
目
的
 

令
和
元
年
９
月
に
発
生
し
た
台
風
第
１
５
号
及
び
同
年
１
０
月
に
発
生
し
た
台

風
第
１
９
号
（
以
下
「
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第
１
９
号
」
と
い
う
）
に
よ

り
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制

の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

（
２
）
対
象
者
 

令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第
１
９
号
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳

幼
児
等
 

（
３
）
実
施
主
体
 

事
業
の
実
施
主
体
は
、（

４
）
①
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第

１
９
号
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
都
道
府
県
（
以
下
「
被
災
都
道
府
県
」
と
い
う
）
内

の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
「
被
災
市
町
村
」
と
い
う
）
と
し
、（

４
）
②
に

つ
い
て
は
被
災
都
道
府
県
及
び
同
都
道
府
県
内
の
指
定
都
市
、
中
核
市
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
４
）
事
業
内
容
 

被
災
都
道
府
県
及
び
被
災
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
業

の
一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
相
談
支
援
等
事
業
 

被
災
し
た
妊
産
婦
・
乳
幼
児
等
に
対
し
て
、
保
健
師
や
助
産
師
等
に
よ
る
心
身
の
 

健
康
に
関
す
る
相
談
支
援
や
乳
幼
児
健
診
等
の
母
子
保
健
事
業
の
体
制
確
保
に
 

要
す
る
経
費
に
つ
い
て
補
助
を
行
う
。
  

 
 
 
 

 ②
 
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

乳
幼
児
健
診
等
に
お
い
て
継
続
的
に
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
状
況
を
 

把
握
し
、
特
に
支
援
が
必
要
な
場
合
は
医
療
機
関
等
の
専
門
機
関
へ
つ
な
ぐ
こ
 

（
１
）
事
業
目
的
 

令
和
元
年
９
月
に
発
生
し
た
台
風
第
１
５
号
及
び
同
年
１
０
月
に
発
生
し
た
台

風
第
１
９
号
（
以
下
「
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第
１
９
号
」
と
い
う
）
に
よ

り
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
支
援
体
制

の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

（
２
）
対
象
者
 

令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第
１
９
号
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳

幼
児
等
 

（
３
）
実
施
主
体
 

事
業
の
実
施
主
体
は
、（

４
）
①
に
つ
い
て
は
令
和
元
年
台
風
第
１
５
号
及
び
第

１
９
号
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
都
道
府
県
（
以
下
「
被
災
都
道
府
県
」
と
い
う
）
内

の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
「
被
災
市
町
村
」
と
い
う
）
と
し
、（

４
）
②
に

つ
い
て
は
被
災
都
道
府
県
及
び
同
都
道
府
県
内
の
指
定
都
市
、
中
核
市
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
４
）
事
業
内
容
 

被
災
都
道
府
県
及
び
被
災
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
業

の
一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
相
談
支
援
等
事
業
 

１
の
（
４
）
①
に
同
じ
。
 

  
 
 
 

  

 
②
 
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

１
の
（
４
）
②
に
同
じ
。
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と
が
で
き
る
よ
う
、
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
。
 

 ２
 
令
和
２
年
７
月
豪
雨
 

（
１
）
事
業
目
的
 

令
和
２
年
７
月
３
日
か
ら
の
豪
雨
（
以
下
「
令
和
２
年
７
月
豪
雨
」
と
い
う
）
に
 

よ
り
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
支
援
 

体
制
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

（
２
）
対
象
者
 

令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
 

（
３
）
実
施
主
体
 

事
業
の
実
施
主
体
は
、（

４
）
①
に
つ
い
て
は
令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
県
（
以
下
「
被
災
県
」
と
い
う
）
内
の
市
町
村
（
以
下
「
被
災
県
内
市
町

村
」
と
い
う
）
と
し
、（

４
）
②
に
つ
い
て
は
被
災
県
及
び
同
県
内
の
指
定
都
市
、
中

核
市
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
４
）
事
業
内
容
 

被
災
県
及
び
被
災
県
内
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
業
の

一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
相
談
支
援
等
事
業
 

１
の
（
４
）
①
に
同
じ
。
 

  
 
 
②
 
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

１
の
（
４
）
②
に
同
じ
。
 

   

  ４
 
令
和
２
年
７
月
豪
雨
 

（
１
）
事
業
目
的
 

令
和
２
年
７
月
３
日
か
ら
の
豪
雨
（
以
下
「
令
和

2
年
７
月
豪
雨
」
と
い
う
）
に

よ
り
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
の
心
身
の
健
康
等
に
関
す
る
相
談
支
援
体

制
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
 

（
２
）
対
象
者
 

令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
お
い
て
被
災
し
た
妊
産
婦
及
び
乳
幼
児
等
 

（
３
）
実
施
主
体
 

事
業
の
実
施
主
体
は
、（

４
）
①
に
つ
い
て
は
令
和
２
年
７
月
豪
雨
に
よ
り
被
害

を
受
け
た
県
（
以
下
「
被
災
県
」
と
い
う
）
内
の
市
町
村
（
以
下
「
被
災
県
内
市
町

村
」
と
い
う
）
と
し
、（

４
）
②
に
つ
い
て
は
被
災
県
及
び
同
県
内
の
指
定
都
市
、
中

核
市
と
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
４
）
事
業
内
容
 

被
災
県
及
び
被
災
県
内
市
町
村
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
次
に
掲
げ
る
事
業
の

一
部
又
は
全
部
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
 
 
①
 
相
談
支
援
等
事
業
 

１
の
（
４
）
①
に
同
じ
。
 

  
 
 
②
 
保
健
師
等
に
対
す
る
研
修
の
実
施
 

１
の
（
４
）
②
に
同
じ
。
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旧
 

別
添

14
 

 

母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

に
お
い
て
、
両
親
学
級
の
オ
ン
ラ
イ
ン

実
施
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
な
ど
、
妊
産
婦
等
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
多
様
な
相
談
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
母
子
保
健
に
関
す
る
記
録

の
電
子
化
及
び
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
の
整
備
な
ど
、
妊
産
婦
等
に
必
要
な
支
援
が

行
わ
れ
る
よ
う
市
町
村
の
体
制
強
化
を
図
る
。
 

ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
、
管
内
市
町
村
に
お
け
る
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す

る
施
策
に
係
る
状
況
の
把
握
、
管
内
市
町
村
の
母
子
保
健
事
業
の
均
て
ん
化
や
精
度
管

理
等
の
広
域
的
な
調
整
を
行
う
た
め
、
管
内
市
町
村
、
成
育
過
程
に
あ
る
者
に
対
す
る

医
療
、
保
健
、
福
祉
等
に
係
る
関
係
団
体
に
よ
る
協
議
の
場
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い

う
。）

の
設
置
や
、
広
域
支
援
の
推
進
等
を
実
施
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
３
（
１
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
市
町
村
と
し
、
３
（
２
）
の

事
業
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
と
す
る
。
 

な
お
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
民
間
事
業
者
等
及
び
都
道
府
県
が
指
定
す
る
医
療
機
 

関
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事
業
内
容
 

 
（
１
）
母
子
保
健
に
関
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
等
体
制
強
化
事
業
 

市
町
村
に
お
い
て
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
体
制
の
強
化
等
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
 

情
に
応
じ
て
、
次
の
取
組
を
行
う
も
の
と
す
る
。（

複
数
実
施
可
）
 

別
添

14
 

 

母
子
保
健
対
策
強
化
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

両
親
学
級
の
オ
ン
ラ
イ
ン
実
施
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
な
ど
、
妊
産

婦
等
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
多
様
な
相
談
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
母

子
保
健
に
関
す
る
記
録
を
電
子
化
及
び
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
の
整
備
な
ど
、
妊
産
婦

等
に
必
要
な
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
市
町
村
の
体
制
強
化
を
図
る
。
 

      

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
含
む
）
と
す
る
。
な
お
、
事
業
の
全
部
又

は
一
部
を
民
間
事
業
者
等
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   ３
 
事
業
内
容
 

  
 
妊
産
婦
等
へ
の
支
援
体
制
の
強
化
等
を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
次
の
取

組
を
行
う
も
の
と
す
る
。（

複
数
実
施
可
）
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①
 
両
親
学
級
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
実
施
に
必
要
な
体
制
整
備
 

 
 
②
 
SN
S
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
に
必
要
な
体
制
整
備
 

 
 
③
 
母
子
保
健
に
関
す
る
記
録
の
電
子
化
 

 
 
④
 
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
（
屈
折
検
査
機
器
等
）
の
整
備
 

 
 
⑤
 
そ
の
他
母
子
保
健
対
策
強
化
に
資
す
る
取
組
 

  
（
２
）
母
子
保
健
に
関
す
る
都
道
府
県
広
域
支
援
強
化
事
業
 

 
 
Ⅰ
 
母
子
保
健
事
業
等
推
進
体
制
整
備
事
業
 

 
 
 
 
都
道
府
県
に
お
い
て
管
内
市
町
村
や
成
育
医
療
等
に
係
る
関
係
団
体
と
の
連
携

を
図
る
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
次
の
取
組
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
（
た

だ
し
、
①
の
取
組
の
実
施
は
必
須
と
す
る
。）
。
 

 
 
①
 
成
育
医
療
等
の
提
供
に
関
す
る
施
策
に
係
る
状
況
の
把
握
や
広
域
的
な
調
整
を

行
う
た
め
、
主
に
以
下
の
事
項
に
関
す
る
協
議
を
行
う
協
議
会
の
設
置
・
開
催
 

 
 
 
ア
 
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
成
育
医
療
等
に
関
す
る
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
 

 
 
と
 

 
 
 
イ
 
母
子
保
健
事
業
（
各
種
健
診
や
産
後
ケ
ア
事
業
な
ど
）
の
実
施
状
況
等
に
関
す
 

る
デ
ー
タ
収
集
・
分
析
、
課
題
の
把
握
等
に
関
す
る
こ
と
 

 
 
 
ウ
 
母
子
保
健
事
業
に
関
す
る
実
施
体
制
の
整
備
や
委
託
先
の
確
保
に
関
す
る
こ
 

 
 
 
 
 
と
 

エ
 
母
子
保
健
に
関
す
る
住
民
の
ニ
ー
ズ
調
査
に
関
す
る
こ
と
 

 
 
 
オ
 
そ
の
他
協
議
会
に
お
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
内
容
に
関
 

す
る
こ
と
 

②
 
医
療
機
関
従
事
者
等
に
対
す
る
研
修
会
の
実
施
 
 

③
 
母
子
保
健
事
業
の
ポ
ス
タ
ー
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
等
に
よ
る
普
及
啓
発
 

④
 
母
子
保
健
事
業
の
実
施
の
た
め
の
手
引
書
の
作
成
 

Ⅱ
 
各
種
健
診
等
管
理
等
事
業
 

（
１
）
両
親
学
級
等
の
オ
ン
ラ
イ
ン
実
施
に
必
要
な
体
制
整
備
 

 
（
２
）
SN
S
を
活
用
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
に
必
要
な
体
制
整
備
 

 
（
３
）
母
子
保
健
に
関
す
る
記
録
の
電
子
化
 

 
（
４
）
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
（
屈
折
検
査
機
器
等
）
の
整
備
 

 
（
５
）
そ
の
他
母
子
保
健
対
策
強
化
に
資
す
る
取
り
組
み
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都
道
府
県
に
お
い
て
管
内
市
町
村
の
各
種
健
診
等
の
均
て
ん
化
や
精
度
管
理
等
の

支
援
を
行
う
た
め
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
次
の
取
組
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

併
せ
て
、
こ
の
取
組
に
よ
り
把
握
し
た
管
内
市
町
村
や
医
療
機
関
等
の
状
況
、
必
要
な

デ
ー
タ
等
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
協
議
会
に
報
告
・
提
供
を
行
う
こ
と
で
、
協
議

会
で
の
分
析
や
方
針
決
定
に
つ
な
げ
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
取
組
を
実
践
し

て
い
く
も
の
と
す
る
。
 

①
  

各
種
健
診
等
の
検
査
結
果
の
情
報
集
約
及
び
共
有
 

 
 
 
 
各
種
健
診
等
の
検
査
結
果
に
お
い
て
、
要
再
検
査
（
リ
フ
ァ
ー
）・

要
精
密
検
査

と
判
断
さ
れ
た
児
が
生
じ
た
場
合
、
都
道
府
県
等
で
そ
の
情
報
を
集
約
し
、
精
密
検

査
機
関
及
び
市
町
村
と
情
報
共
有
を
行
い
、
当
該
児
が
漏
れ
な
く
精
密
検
査
を
受

検
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
 

ま
た
、
当
該
児
が
精
密
検
査
を
受
検
後
、
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
療
育
機
関
に

つ
な
が
る
よ
う
体
制
を
整
備
し
、
併
せ
て
そ
の
状
況
を
把
握
す
る
。
 

②
  

市
町
村
へ
の
支
援
・
指
導
等
 

 
 
 
 
管
内
市
町
村
に
お
い
て
、
各
種
健
診
等
の
検
査
の
受
検
状
況
等
の
把
握
や
集
計

が
行
わ
れ
て
い
る
か
確
認
を
す
る
と
と
も
に
、
要
再
検
査
（
リ
フ
ァ
ー
）・

要
精
密

検
査
の
割
合
や
精
密
検
査
に
よ
り
疾
患
が
指
摘
さ
れ
た
者
の
割
合
等
を
集
計
し
た

デ
ー
タ
を
市
町
村
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
な
ど
、
市
町
村
に
対
し
て
適
切
な
支

援
・
指
導
等
を
実
施
す
る
。
 

 
 
③
 
相
談
対
応
等
 

 
 
（
ア
）
保
護
者
等
か
ら
の
相
談
へ
の
対
応
や
、
精
密
検
査
機
関
及
び
療
育
機
関
の
紹
介
 

（
イ
）
医
療
機
関
等
・
市
町
村
か
ら
の
各
種
健
診
等
の
検
査
に
関
す
る
相
談
対
応
 

 
 
④
 
検
査
状
況
・
精
度
管
理
業
務
 

 
 
 
 
各
種
健
診
等
の
検
査
を
実
施
し
て
い
る
医
療
機
関
等
に
対
し
、
定
期
的
に
検
査

の
実
施
状
況
の
把
握
・
確
認
や
精
度
管
理
を
行
う
。
 

⑤
 
そ
の
他
各
種
健
診
等
の
体
制
整
備
に
必
要
な
事
項
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 ４
 
留
意
事
項
 

 
（
１
）
３
（
１
）
の
事
業
に
つ
い
て
、
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
（
屈
折
検
査
機
器
等
）

の
整
備
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
は
、
健
診
（
屈
折
検
査
機
器
を
導
入
す
る
場
合
に
つ

い
て
は
屈
折
検
査
）
の
受
検
者
数
・
未
受
診
者
数
・
受
診
率
・
検
査
結
果
や
、
精
密

検
査
の
実
施
状
況
等
を
把
握
し
、
集
約
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
支

援
を
提
供
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
３
（
１
）
の
事
業
に
つ
い
て
、
相
談
支
援
等
を
担
う
職
員
の
給
与
及
び
諸
手
当
等

は
、
対
象
と
し
な
い
こ
と
。
 

（
３
）
３
（
２
）
の
事
業
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
は
、
管
内
市
町
村
に
お
け
る
各
種
健
診

等
の
検
査
実
施
状
況
（
公
費
負
担
の
実
施
、
検
査
の
受
検
者
数
・
未
受
検
者
・
受
検

率
・
検
査
結
果
等
、
受
診
勧
奨
、
早
期
療
育
へ
の
支
援
等
に
関
す
る
状
況
）
や
医
療

機
関
に
お
け
る
検
査
の
実
施
状
況
等
を
把
握
し
た
上
で
、
本
事
業
を
実
施
す
る
こ

と
。
な
お
、
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
名
称
や
設
置
形
態
を
問
わ
ず
、
既
存
の
協
議
の

場
等
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
て
差
支
え
な
い
。
 

（
４
）
３
（
２
）
Ⅱ
①
を
実
施
す
る
場
合
は
、
関
係
機
関
と
の
協
議
の
場
を
活
用
す
る
な

ど
に
よ
り
、
管
内
市
町
村
や
医
療
機
関
と
連
携
を
図
っ
て
、
各
種
健
診
等
の
検
査
の

受
検
状
況
を
把
握
し
、
及
び
必
要
に
応
じ
て
速
や
か
に
療
育
機
関
へ
つ
な
げ
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
本
事
業
で
収
集
し
た
個
人
情
報
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
以
外
が
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
管
理
し
、
関
係
者
間
で
共
有
す
る
場
合
に
は
本
人
の
同
意
を
得
る
な

ど
、
十
分
に
注
意
す
る
こ
と
。
 

（
６
）
原
則
と
し
て
、
別
途
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
取
組
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の

対
象
と
し
な
い
。
 

  

 ４
 
留
意
事
項
 

 
（
１
）
各
種
健
診
に
必
要
な
備
品
（
屈
折
検
査
機
器
等
）
の
整
備
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

は
、
健
診
（
屈
折
検
査
機
器
を
導
入
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
屈
折
検
査
）
の
受
検
者

数
・
未
受
診
者
数
・
受
診
率
・
検
査
結
果
や
、
精
密
検
査
の
実
施
状
況
等
を
把
握
し
、

集
約
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
支
援
を
提
供
す
る
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
。
 

（
２
）
相
談
支
援
等
を
担
う
職
員
の
給
与
及
び
諸
手
当
等
は
、
本
事
業
の
対
象
と
し
な
い

こ
と
。
 

            

 

（
３
）
原
則
と
し
て
、
別
途
国
庫
補
助
が
行
わ
れ
て
い
る
取
組
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
の

対
象
と
し
な
い
。
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別
添

15
 

 

低
所
得
の
妊
婦
に
対
す
る
初
回
産
科
受
診
料
支
援
事
業
 

 １
 
事
業
目
的
 

 
 
低
所
得
の
妊
婦
に
つ
い
て
、
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
と
も
に
、
状
況
を
継
続

的
に
把
握
し
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、
初
回
の
産
科
受
診
料
を
助
成
す
る
。

ま
た
、
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
に
よ
る
伴
走
型
相
談
支
援
事
業
と
一
体
的
に
本
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
事
業
を
効
果
的
に
推
進
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
本
事
業
の
実
施
主
体
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

と
す
る
。
た
だ

し
、
出
産
・
子
育
て
応
援
交
付
金
に
よ
る
伴
走
型
相
談
支
援
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村

に
限
る
。
 

 
 
な
お
、
本
事
業
の
趣
旨
を
理
解
し
、
適
切
な
実
施
が
期
待
で
き
る
団
体
等
に
事
業
の

一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
者
 

 
 
市
販
の
妊
娠
検
査
薬
で
陽
性
を
確
認
し
た
者
で
あ
っ
て
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
者
又
は
こ
れ
と
同
等
の
所
得
水
準
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
す
る
。
 

 
 
た
だ
し
、
当
該
者
の
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
必
要
な
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
、

以
下
の
事
項
に
同
意
す
る
者
に
限
る
。
 

事
項
①
 
所
得
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
市
町
村
が
世
帯
の
課
税
状
況
を
確
認
す
る

こ
と
。
 

 
事
項
②
 
妊
婦
健
康
診
査
を
受
託
す
る
産
婦
人
科
医
療
機
関
等
の
関
係
機
関
と
市
町

村
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
者
に
対
す
る
支
援
に
必
要
な
情
報
（
妊
婦
健

(新
規
) 
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康
診
査
の
未
受
診
の
状
況
や
、
家
庭
の
状
況
等
を
含
む
。）

を
共
有
す
る
こ

と
。
 

 ４
 
事
業
内
容
 

 
 
次
の
（
１
）
及
び
（
２
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
１
）
 初

回
の
産
科
受
診
料
の
費
用
の
助
成
 

初
回
の
産
科
受
診
料
の
費
用
（
産
科
医
療
機
関
に
お
い
て
実
施
す
る
妊
娠
の
判
 

定
に
要
す
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

の
一
部
又
は
全
部
を
助
成
す
る
。
 

（
２
）
 関

係
機
関
と
の
連
絡
調
整
 

本
事
業
に
お
い
て
把
握
し
た
支
援
が
必
要
な
妊
婦
に
つ
い
て
、
必
要
な
支
援
が
 

提
供
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
適
切
な
連

携
を
図
る
。
 

 ５
 
留
意
事
項
 

 
 
本
事
業
は
、
市
町
村
に
お
け
る
妊
婦
支
援
に
係
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
た

め
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
１
）
 本

事
業
は
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
業
務
と
し
て
実
施
す
る
こ

と
。
 

（
２
）
 本

事
業
に
よ
る
支
援
対
象
者
に
対
し
て
、
伴
走
型
相
談
支
援
に
よ
る
妊
娠
届
出
時

の
面
談
等
を
実
施
す
る
こ
と
。
ま
た
、
面
談
等
に
お
い
て
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
等

に
対
す
る
支
援
制
度
（
各
種
子
育
て
支
援
事
業
の
利
用
料
減
免
制
度
な
ど
）
を
案
内

す
る
こ
と
で
、
必
要
な
支
援
に
効
果
的
に
つ
な
げ
る
こ
と
。
 

（
３
）
 本

事
業
に
よ
る
支
援
対
象
者
に
対
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
支
援
計
画
を
作
成
し
支

援
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

（
４
）
対
象
者
に
対
す
る
初
回
の
産
科
受
診
料
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
産
科
医
療
機
関
を

受
診
す
る
前
に
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
に
相
談
に
訪
れ
た
対
象
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者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
受
診
に
係
る
受
診
券
等
を
交
付
す
る
方
法
や
、
産

科
医
療
機
関
の
受
診
後
、
妊
娠
の
届
出
時
に
お
い
て
、
助
成
の
申
請
を
受
け
付
け
、

償
還
払
い
に
よ
り
当
該
費
用
を
助
成
す
る
方
法
な
ど
、
対
象
者
の
利
便
性
に
配
慮
し

た
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
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